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付 議 事 件 

 



 
令和３年第１回奄美市議会臨時会議事日程及び付議事件 

 
 

○令和３年５月 21日 奄美市議会第１回臨時会を招集した。 
○会 期 １日間 
○議事日程 

 
 
○ 付議事件は，次のとおりである。 

番 号 議案等番号 件              名 議決年月日 議決結果 付託委員会 

  

専決処分の報告について 

（専決第７号 市営住宅明渡し等請求に関する

訴訟の提起について） 

   

専決処分の報告について 

（専決第８号 市営住宅明渡し等請求に関する

訴訟の提起について） 

専決処分の報告について 

（専決第９号 市営住宅の使用料滞納に係る訴
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専決処分の報告について 

（専決第11号 和解及び損害賠償の額を定める

ことについて） 

(1) 報告第２号 

専決処分の承認を求めることについて 

（専決第４号 奄美市税条例等の一部を改正す

る条例の制定について） 

R3.5.28 承認 本会議 

(2) 報告第３号 

専決処分の承認を求めることについて 

（専決第５号 奄美市放課後児童健全育成事業
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部を改正する条例の制定について） 

R3.5.28 承認 本会議 
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専決処分の承認を求めることについて 

（専決第６号 奄美市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例の制定について） 

R3.5.28 承認 本会議 

(4) 報告第５号 

専決処分の承認を求めることについて 

（専決第10号 令和３年度奄美市一般会計補正

予算（第１号）について） 

R3.5.28 承認 本会議 

月 日 曜 区 分 日     程 
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本会議 

１ 会議録署名議員の指名 

２ 会期の決定（１日間） 

３ 報告第２号～５号（専決）      上程 説明 質疑 討論 採決 

４ 議案第 35号            上程 説明 質疑 討論 採決 

（教育委員会教育長の任命について）   上程 説明 質疑 討論 採決 

５ 議案第 36号 

（固定資産評価員の選任について）     上程 説明 質疑 討論 採決 
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10 番 大 迫 勝 史 君 12 番 林 山 克 巳 君

13 番 西 公 郎 君 14 番 関 誠 之 君

15 番 奥 輝 人 君 16 番 川 口 幸 義 君

17 番 伊 東 隆 吉 君 18 番 元 野 景 一 君
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22 番 多 田 義 一 君 22 番 多 田 義 一 君
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○  欠席議員は，次のとおりである。

11 番 松 山 さ お り 君 21 番 橋 口 和 仁 君
な し

21 番 橋 口 和 仁 君 11 番 松 山 さ お り 君

○　地方自治法第121条の規定により会議に出席した者は，次のとおりである。

1 朝 山 毅 君 2 東 美 佐 夫 君

3
要 田 憲 雄 君

51
弓 削 洋 一 君

56
濱 田 洋 一 郎 君

4
三 原 裕 樹 君
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議長（与 勝広君） おはようございます。ただいまの出席議員は１９人であります。会議は成立いたし

ました。 

 これから，令和３年第１回奄美市議会臨時会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程に入ります前に，諸般の報告をいたします。 

 去る第１回定例会において可決されました第６３回奄美群島市町村議会議員大会に伴う議員派遣につ

きましては，新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりましたので，御報告させていただきま

す。 

 また，安田壮平君の議員辞職に伴い，令和３年４月２８日付けでチャレンジ奄美会派より推薦のあり

ました正野卓矢君を，委員会条例第８条第１項の規定により，議会運営委員会委員に指名いたしました

ので，御報告を申し上げます。 

 次に，市長から地方自治法第１８０条第２項の規定に基づき，専決処分４件の報告がありました。 

 その内容は，お手元に配付いたしました文書のとおりであります。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程に入ります。日程第１，会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員に弓削洋平君，栄 ヤスエ君，伊東隆吉君の３名を指名いたします。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第２，会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期として，お手元に配付の議事日程表のとおり，会期は本日１日間とすることに御異議

ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，会期は本日１日間とすることに決定いたしました。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第３，報告第２号 専決第４号 奄美市税条例等の一部を改正する条例の制定

について，報告第３号 専決第５号 奄美市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定について，報告第４号 専決第６号 奄美市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の制定について，及び報告第５号 専決第１０号 令和３年度奄美市一般会計補

正予算（第１号）についてまでの専決処分の承認を求めることについての４件を一括して議題といたし

ます。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） おはようございます。ただいま上程されました報告第２号から報告第５号までの専

決につきまして，提案理由を御説明いたします。 

 まず，報告第２号 奄美市税条例等の一部を改正する条例の専決につきましては，地方税法等の一部

改正に伴い軽自動車税における環境性能割の税率区分の改正や，個人市民税における住宅ローン控除の

見直しなど，所要の規定の整備を行ったものでございます。 

 報告第３号 奄美市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例の専決につきましては，放課後児童健全育成事業実施要綱の一部改正に伴い，放課後児童支援

員の要件を緩和するため，所要の規定の整備を行ったものでございます。 

 次に，報告第４号 奄美市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決につきましては，地方税

法等の一部改正に伴い，低所得者に係る税額軽減の見直しを図るため，所要の規定の整備を行ったもの
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でございます。 
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 まず一つ目には，１節報酬１，１３９万４，０００円は，会計年度任用職員として採用する一般事務

補助，看護師の報酬のようでありますけれども，採用方法，採用条件，報酬の内訳についてお示しをい

ただきたいと思います。 

 二つ目は，３節期末手当１０３万１，０００円の予算が計上されておりますけども，その支給条件，

内容についてお答えをいただきたいと思います。 

 三つ目は，７節報償費報償金，看護師謝金７５６万円の内訳をお示しいただきたいと思います。 

 四つ目は，１２節委託料，ワクチン接種業務５，９３３万８，０００円の委託先と委託契約の内容を

お示しください。財源の財政調整基金４，９５６万３，０００円は，コロナ交付金組み替え予定と，全

員協議会で御説明がありましたが，交付金の交付決定はいつで，交付額は幾らぐらいになるのか，お示

しをいただきたいと思います。 

 五つ目は，ＰＣＲ検査の助成対象を１００人と想定しているということでありますが，感染者が確認
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された施設の関係者（６５歳以上の希望者）ともなっております。この対象予定者を説明するととも

に，何名予想されるのか。国の示しているＰＣＲ検査ができる補助対象の基準はどのようになっている

のか，お答えいただきたいと思います。 

 お答えの答が間違っておりますけれども，訂正方お願いいたします。 

 ６番目は，１３節使用料及び賃借料のバス借上げ料１，２００万，会場借上げ料２５０万について，

契約の方法と借上げ料の詳細な内容について，お示しをいただきたいと思います。 

 最後になりますけれども，１８節負担金補助金及び交付金９，７００万円の子育て世帯生活支援特別

給付金の支給は，類似を合わせて今回で４回目となりますけれども，複数回支給する根拠，支給対象者

の条件，支給方法，支給の現況を示すとともに，児童扶養手当受給者等以外のいわゆる住民非課税の子

育て世帯の把握は非常に難しいと思いますけれども，その把握の方法，申請方法についてお答えをいた

だきたいと思います。 

 以上です。よろしくお願いします。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

健康増進課長（徳永明子君） おはようございます。健康増進課から御質問にお答えいたしたいと思いま

す。 

 まず１の（１）の①会計年度任用職員として採用いたします一般事務補助職員と看護師についてお答

えいたします。 

 計上いたしました会計年度任用職員は，新型コロナワクチン予約受付コールセンターに従事する一般

事務補助職員と，ワクチン接種会場で従事する看護師となっております。採用方法は市のホームページ

やハローワークを通じて募集を行い，面接を行った後，採用決定をいたしております。採用条件は特に

設けてはおりませんが，こちらの示した期間や内容について従事可能かということについては，面接時

に確認を行っております。報酬につきましては，市が定めております会計年度任用職員の給与及び費用

弁償に関する条例に基づき決定をしており，月額報酬額は経験年数により異なってはまいりますが，一

般事務補助がひと月１４万１，３８７円，看護師が１９万９３５円となっております。 

 続きまして，１の（１）の②期末手当１０３万１，０００円の支給条件，内訳についてお答えいたし

ます。 

 期末手当につきましては，６月支給分は６月１日，１２月支給分につきましては１２月１日が基準日

となっており，看護師分として４６万７，０００円，一般事務補助分として５６万４，０００円を計上

いたしております。 

 続きまして，１の（１）の③報償費・報奨金，看護師謝金についてお答えいたします。 

 ７節の看護師謝金につきましては，ワクチン接種会場に従事する看護師の謝金として計上しておりま

す。看護師の１日の謝金は１万円としており，第１弾，第２弾の８４日分を計上しております。１日当

たりの看護師は９人として計上いたしましたが，６月１４日からの第２弾の接種では，接種対象を大幅

に増やしたため，従事する看護師の人数についても増やして対応することが必要だと，現在，考えてい

るところでございます。 

 続きまして，同じく④になります１２節委託料，ワクチン接種業務についてお答えいたします。 

 本市におきましては，奄美文化センターを中心拠点として集団接種を進めているところでございま

す。ワクチン接種業務につきましては，当初，集団接種に係る医師の調整や集団接種会場における医師

が行う業務については，大島郡医師会への委託を考えていたところではございましたが，現在，医師の

調整については大島郡医師会の協力をいただき，医師の業務に関する準備，また，謝金等の経費の支出

等は市で行うこととなり，今回，委託料で計上いたしましたが，７節報償費へ流用し，支出を行ってい

るところでございます。 
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 続きまして，⑤ＰＣＲ検査の助成事業についての御質問にお答えいたします。 

 本事業につきましては，令和２年度に計上した事業となりますけれども，今年度の事業として再度計

上いたしました事業となります。本事業は，高齢者施設等において感染者が確認された場合に，行政検

査の対象とならなかった高齢者や６５歳以上の介護従事者を対象としております。想定人数の１００人

は，市内で一番規模が大きい介護施設の入所者数と，その施設の６５歳以上の介護従事者数を参考に算

出しております。国が示す補助対象者の基準としましては，６５歳以上の高齢者や基礎疾患を有する者

となっておりますが，本事業は管轄保健所との協議を行った上で実施することと定められており，名瀬

保健所への相談や５市町村での協議を踏まえ，本事業の対象者を決定したところでございます。また，
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福祉政策課長（寿山一昭君） おはようございます。それでは，⑦の子育て世帯生活支援特別給付金につ

いてお答えいたします。 

 議員御案内のとおり，子育て世帯を対象とした新型コロナの影響による給付金につきましては，令和

２年度に実施した給付金事業としては，市独自で実施したひとり親世帯への臨時特別給付金，国事業で

実施しましたひとり親世帯臨時特別給付金事業があり，また，児童手当に上乗せする給付金事業として

国事業で実施しました子育て世帯への臨時特別給付金事業がございました。これらの給付金事業によ

り，新型コロナの影響に伴う子育て世帯への経済的な支援を実施してまいりました。しかしながら，未

だ新型コロナによる影響が長期化する中，収入減少などの経済的影響を受け，かつ子育てに係る食費等

の支出が増加するなど，家計収支の悪化が長期化している子育て世帯の状況を鑑み，低所得の子育て世

帯を支援する観点から，国は本事業の実施を決定しております。本市におきましても，新型コロナの影
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ひとり親世帯，またはひとり親世帯以外の住民税非課税世帯で児童等を監護している父・母などとなっ

ております。支給額は１児童当たり５万円を支給し，原則，口座への振込を行います。 
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いては，今後申請を受け付け，随時支給する予定でございます。 
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 次に，ひとり親世帯以外で住民税非課税の子育て世帯の把握方法についてですが，国の要綱に基づき

児童手当や特別児童扶養手当受給世帯の非課税世帯をリストアップすることで，対象世帯の約８割程度

の把握が見込まれております。これらの世帯につきましては，申請不要で振り込みを行うよう適宜事務

を進めているところでございます。残りの約２割につきましては，児童手当を受給しておらず，高校生

などのみを監護している非課税世帯等を想定しており，この世帯につきましては市の窓口等での申請が

必要となっております。 

 周知についてですが，現在，鹿児島県におきまして県内にある高校を通じたお知らせの配付などによ

り周知を検討しており，また，本市におきましても本事業全体の周知としまして市ホームページや奄美

市だより，地元紙などでの広報で可能な限りの周知を行い，適正な給付事務を行うよう努めてまいりた

いと考えておりますので，御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

１４番（関 誠之君） 担当課におきましては，大変お忙しい中，大変適切な答弁をいただき，ありがと

うございます。少し市民を含めてですね，知りたいことを再質問させていただきますけども，先ほど回

答がありましたけれども，１，２について，一般事務補助職員，看護師は何名採用できたのかというこ

とと，現人員を増員しないと業務に支障が出るのではないかという声をよくお聞きしますけれども，そ

の辺についての見解がありましたらお答えをいただきたいというふうに思います。 

 二つ目は，期末手当の基準支給日は６月１日，１２月１日ということで回答がありましたが，いわゆ

る６か月以上の勤務期間が目安だというように理解をしておりますけれども，その基準額，いわゆる基

準日，支給割合等，会計年度任用職員の条例によるんだとは思いますけれども，再度，具体的な取り扱

いをお示しをいただきたいというふうに思います。 

 二つ目は，看護師の謝金，先ほどお話がありましたけれども，この謝金についてですね，大変，前段

申し上げました看護師がなかなか見つからないという話も聞いておりますが，どのような事例を参考に

この謝金の決定をしたのかということをお願いをいたしたいと思います。 

 四つ目の関連でありますけれども，今回の接種の状況，地元の報道によりますと，５月３日から１６

日，奄美ワクチンセンターで龍郷を除いた数字を出しますと２，２２０名，確実な数字かどうか分かり

ませんが，そういうふうに書いてありました，５月の１７日から５月１９日までは笠利で７５歳以上は

９３名，それに５月２３日には住用で７５歳以上，これが１９９名ということで，地元の報道によりま

すと２３．０９パーセントの接種率があったというふうになっておりますけれども，令和２年の住基台

帳が６５歳以上１万３，５１６名というふうに調べてみますとありますが，これに合わせますと２２．

２パーセント，大体同じような数字でありますから，おそらくそういった形で接種がされたものだとい

うふうに思っております。 

 そこで，この接種対象者の順番について，国が示したマニュアルに基づいておられると思いますけれ

ども，基づいて接種をしておられるのか，この国の示している接種者の順番マニュアル等について，そ

ちらのほうで分かっていればお示しをいただきたいということと，自治体で接種対象の順位等が決定で

きるのかを，お伺いをいたしたいと思います。 

 二つ目は，２回目の接種にキャンセル等が出た場合の対応について，どのように対策を立てているの

か。１回目はすぐできると思うんですけれども，２回目は２回目の人の，１回打った人を対象にしなけ

れば２回目のキャンセルができませんので，少し手間がかかるものがあるのかなと思いまして御質問さ

せていただきます。 

 あと⑤についてですけれども，奄美市におけるＰＣＲ検査の現況と検査能力，中には市民の中にもＰ

ＣＲをやりたいんだけども，高いなという方々もおりまして，そういった中でですね，どういう状況

に，この奄美市ではなっているのか知りたいということでありますから，現況と検査能力，そしてＰＣ

Ｒ検査希望者に対して市独自の補助制度，例えば屋仁川でクラスターが起こっておりますけれども，あ

あいったところを集中的に何かＰＣＲ検査をしていただくとかですね，そういう状況ができないのかど
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うか，そういうことについてお伺いをいたしたいと思います。 

 あと少し，やっぱり気になりますのは，この子育て世帯の支援給付金，先ほど出していただきました

けれども，いわゆる児童扶養手当等の８割は把握できるけど，あと２割がなかなか困難だということで

ありますから，これの広報，周知徹底をする中で，この２割をしっかりカバーしていくということであ

りますから，是非ですね，この周知徹底，いわゆる広報活動を今日の議会も通じてですね，記者も来て

おりますから，しっかりと宣伝をしていただきたいなというふうに思いますので，よろしくお願いをい

たします。 

 

健康増進課長（徳永明子君） 御質問にお答えいたします。まず１についての再質問，一般事務補助員，

看護師の採用人数と今後についてお答えいたします。 

 ワクチン予約コールセンター従事の一般補助事務員は４人，４名です。ワクチン接種会場従事の看護

師は２名を採用しております。会計年度職員として計上している看護師はワクチン接種のリーダー看護

師として雇用しているところでございます。現在，ワクチン接種会場には受付や誘導など，多くの職員

の動員をいただいております。また，受付につきましても今回，職員のかなり大人数の協力をいただい

て行っているところでございます。接種につきましては，６月１４日から始まる第２弾においては，接

種人数を大幅に増やしての実施を考えているところです。また，集団接種期間も長期にわたるため，職

員の負担も大きくなることが予想されております。そのため，新たな会計年度任用職員の雇用も必要で

あると考えているところでございます。 

 ２についての質問にお答えいたします。 

 期末手当についてでございます。期末手当の基礎額は月額報酬額となっております。基準日時点での

在職期間によって，また期間割合と支給率が決まっており，それに基づいて支給することとなっており

ます。例えば，在職期間が３か月未満であれば期間割合が０．３となり，月額報酬に期間割合の０．３

と支給率を掛けて算出をするというようなこととなっております。 

 次に，看護師謝金の決定についてですけれども，当初，集団で接種を行うという県内においての自治

体の事例がほとんどなく，情報も少ない中ではございましたけれども，県内幾つかの自治体から謝金に

ついて，また大島郡医師会との協議の中で謝金額を決定をしております。責任の重さ，接種も行います

し，健康観察，救急対応の補助も行いますので，通常の看護師の謝金と比べて高く設定をしているとこ

ろでございます。 

 続きまして，接種対象者の順番についてお答えいたします。 

 国が示す予防接種の手引きによりますと，接種者の順位は，まず医療従事者，次に高齢者，その次に

基礎疾患を有する者，そして同順位で高齢者施設等の従事者，その次に６０から６４歳の者，最後に上

記以外の者となっており，現在はファイザー社のワクチンを想定して１６歳以上となっているところで

ございます。本市におきましては，その国から示されたマニュアルに示された接種順位に基づいて，現

在医療従事者，そしてその次の高齢者について接種を進めているところでございます。接種対象者の順

位の決定は，自治体独自での接種順位が認められておらず，国が示すマニュアルに基づき実施すること

とされております。 

 次に，２回目の接種にキャンセルが出た場合の対応についてでございます。 

 国は，ワクチンが余った場合，破棄することなく接種をすることとしております。現在，２回目接種

が実施されておりますが，集団接種に従事する市職員のリストを作成しておりますので，そのリストに

添って接種を行っております。ただし，そのキャンセルが出たときの市職員の接種については１回目と

いうことで，２回目の１回目の接種の方が混在する形とはなりますが，そのような形で進めているとこ

ろでございます。 

 続きまして，奄美市におけるＰＣＲ検査の現況と検査能力，また，希望者に対する補助制度について

お答えをいたします。 

－ 10 －
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 現在のＰＣＲ検査体制について，まず御説明いたします。現在，県において体調に不安がある方は，

まずかかりつけ医に相談することとされております。そのための体制整備として県において公表はされ

ておりませんが，奄美市内におきましても，ＰＣＲ検査ができる医療機関や診療所は相当数あると伺っ

ております。そのため不安のある方はかかりつけ医において検体採取を行い，鹿児島の検査機関へ送っ

て結果が判明するという，現在はそのような状況になっております。また，感染症指定病院である県病

院では，緊急性の高い方や必要性の高い方は，院内のＰＣＲ検査機器において検査を行い，即日で結果

が出る体制となっております。今回，多くの感染者が確認されましたが，県病院だけではなく市内の医

療機関での検体採取の方も多くいらっしゃっておりまして，その中で緊急性を踏まえながら検査を実施

し，連携した対応が行えたということを聞いているところです。また，ＰＣＲ検査の希望者に対する検

査の補助につきましては，早期の感染確認につながることは十分理解をしているところではございます

が，対応できる検査体制等について，名瀬保健所や医療機関との協議を行いながら検討してまいりたい

と思います。以上になります。 

 

福祉政策課長（寿山一昭君） 関議員のほうからはひとり親以外の非課税世帯への支給についての児童手

当を受給している方以外の分，端的に言いますと，１６歳以上ですね，高校生などを扶養している家庭

が主な対象者になってくると思いますが，現時点では国などから，その把握方法などは詳細については

示されてはおりませんが，先ほども言いましたように，広報につきましてはホームページ，広報紙，そ

して地元紙の広告，あるいは記事などによりまして広く市民の皆さんに広報していきたいと思っており

ますので，まだ，先ほど言いましたように，まだ詳細について国などから示されておりませんので，今

後，対応していきたいと思っております。以上です。 

 

１４番（関 誠之君） ありがとうございました。是非，漏れのないようにですね，頑張っていただきた

いというふうに思います。職員も大勢動員をしてですね，この未曾有の大事業に取り組んでいるという

ことは，よく理解をしておりますので，我々議会も協力できることがあればしっかりと協力してまいり

たいというふうに思います。 

 最後になりますけれども，ちょっと映像を映していただきたいんですけれども，これがちょっと昨

年，令和２年の４月から今年の５月２３日までの統計を取りまして，年齢別感染者数，それと奄美市の

月別の感染状況をちょっとグラフにしたものです。皆さんのお手元のほうに参考資料として出してあり

ますので，そちらを見ていただきたいと思いますが，これを見ますとですね，５月の２３日の発表まで

感染者が１１９名，年齢別感染者，奄美市の感染者状況，右左１１９名ということで一致しております

が，１１９名のうち年齢別を見ますと６０歳以上というのは１６名で１３．４パーセントでございま

す。それに２０代，３０代，４０代というのを計算しますと７６名で，全体の６３．８パーセントが感

染をしているというようなことが分かります。そういう中でですね，先ほど質問をいたしましたけれど

も，ＰＣＲ検査の問題等も出てきますけれども，統計から見ますと３０代が左の年齢別感染者数のほう

を見ていただければ分かるとおり４６名，２０代が１６名と，この若者全体で５２．１パーセント，半

数以上がこの３０代，２０代で感染しているという状況が分かるわけであります。それで，この統計か

ら若者が感染状況が多いということであれば，若者を中心に接種を，もちろん今の高齢者というのは，

国の方針ですから，それはそれでしっかりやっていただかんといかんというのは前提でありますけれど

も，若者を中心にワクチン接種を始めることも考慮すべきではないかなと思いますが，見解をお示しい

ただきたいということと，先ほどありました国の方針等も含めた今後の接種日程，また国のワクチンが

なかなか入らないという声も聞きますけれども，そういったことを含めてお示しをいただきたいという

ふうに思います。 

 せっかくですから市長のほうで総括指揮を取って，この感染防止を一生懸命頑張っておられるようで

すので，併せて見解があればお聞きをいたしたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 
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健康増進課長（徳永明子君） まずはじめに，議員から本市の感染状況について，若者の感染の占める割

合が高いという御案内がありました。私たちも本市の４月以降の感染状況につきましては，若者の感染

率が非常に高いということは認識をしているところであり，対策も今後さらに強化していく必要がある

と感じているところでございます。 

 その若者に対するワクチン接種につきましてですけれども，接種につきましては，先ほど説明をしま

したように，国が示す接種順位に基づいて行う必要があり，これは重症化のリスクの高さで決定をされ

ているところです。ワクチン接種につきましては，国が示す接種順位を遵守しながら，しっかりと進め

ていくと，早期の段階で一般のほうに入れるように，関係機関の協力をもらいながら着実に進めてまい

りたいと思います。 

 ただ，若い世代の感染を一方ではきちんと防止しなくてはならないと感じています。職場や飲食店，

それから学校などの感染防止対策を徹底していくことを関係機関と改めてしっかりと取り組んで，連携

をさらに強化をしていきたいと思っております。 

 最後に，今後の接種日程について，少し説明をさせていただきます。接種日程につきましては，国が

示すように７月末までに高齢者の接種を完了することを目指し，現在進めているところでございます。

現在，５月３日から始まった第１弾については，先ほども説明いたしましたけれども，２回目の接種が

ワクチンセンターにおいて実施されており，順調に進んでいるところでございます。第２弾につきまし

ては，今週２５日から予約を受け付けておりまして，第２弾の予約対象枠を９，６００人としました

が，昨日現在の段階で，受付人数の実人員が７，００１名となっております。第１弾で接種見込みが先

ほど議員からもございましたけれども３，０１２名，第２弾の予約完了者数が７，００１名となってお

りますので，合わせると合計１万１３人が７月，現在のところですね，予約接種を終了する見込みとな

っておりまして，これは高齢者人口の７３パーセントに当たります。第２弾の後半におきましては，今

後ですね，要介護認定を受けている方の予約を受け付けますので，さらに増えていくものと考えており

ます。 

 また，集団接種と並行して６月には高齢者施設等の入所者や介護従事者，また在宅で訪問診療を受け

ている方の接種を予定をしています。それに続きまして，病院で入院されている方の接種も病院内で進

めていけるよう，現在，医師会と協議を進めているところでございます。また，第２弾において高齢者

の接種のめどが立った時点で，６５歳以下の基礎疾患を有する方への呼びかけを行いたいと思っており

ます。 

 そのように，国の接種順位を遵守しながらしっかりと進めてまいりたいと思っているところでござい

ます。しかしながら，議員からもありましたように，現在，国からワクチンの供給量について，高齢者

につきましては十分なワクチンの供給が示されているところでございますけれども，高齢者以外の接種

に係るワクチンの供給計画がまだ示されていないため，その供給量を確認しながら進めることになりま

す。また，医療機関における個別接種につきましては，ワクチンの状況等を踏まえ，現在，医師会と協

議を行い決定してまいりたいと思っております。 

 このように感染防止対策とワクチン接種，両方とも着実にしっかりと進めてまいりたいと思っている

ところでございます。以上になります。 

 

議長（与 勝広君） よろしいですか。ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 この専決処分は，委員会付託を省略したいと思います。 
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 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，この専決処分は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

 これから，討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これから，報告第２号から第５号までの４件について，一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 以上の４件は，これを承認することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，報告第２号から報告第５号までの専決処分の承認を求めることについての４件は，いずれも

承認することに決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。（午前１０時１７分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします。（午前１０時３０分） 

 日程第４，議案第３５号 教育委員会教育長の任命についてを議題といたします。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） ただいま上程されました議案第３５号 教育委員会教育長の任命につきまして，提

案理由を御説明いたします。 

 現在，教育委員会教育長であります要田憲雄氏の任期が令和３年６月２日をもって満了になりますこ

とから，新たに村田達治氏を任命いたしたく，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項

の規定により，議会の同意を求めるものでございます。 

 何とぞ御同意くださいますよう，よろしくお願いを申し上げます。 

 

議長（与 勝広君） これから，本案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は，委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，本案は委員会付託を省略いたします。 

 これから，討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 
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 これから，議案第３５号について採決いたします。 

 この採決は，電子表決による無記名投票により行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

 （議場閉鎖） 

 ただいまの議長を除く出席議員は１８人であります。 

 この際，念のため申し上げます。 

 本案を可とする諸君は賛成のボタンを，否とする諸君は反対のボタンを押してください。 

 なお，出席議員が投票機の賛成のボタンと反対のボタンのいずれも押していないときは，会議規則第

７３条第５項の規定によりその議員は投票機の反対のボタンを押したものとみなします。 

 （表決） 

 ボタンの押し忘れはありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 押し忘れなしと認めます。 

 電子表決を終結いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

 （議場開場） 

 投票の結果を御報告いたします。 

 投票総数１８票，これは先ほどの出席議員数に符合しております。 

 そのうち，賛成１８票，反対０票。 

 以上のとおり賛成多数であります。 

 よって，議案第３５号 教育委員会教育長の任命については，同意することに決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。（午前１０時３４分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開します。（午前１０時３７分） 

 日程第５，議案第３６号 固定資産評価委員の選任についてを議題といたします。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） ただいま上程されました議案第３６号 固定資産評価員の選任につきまして，提案

理由を御説明申し上げます。 

 令和３年４月１日付の人事異動に伴い税務課長となった保 金満を固定資産評価員に選任いたした

く，地方税法第４０４条第２項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

 何とぞ御同意くださいますよう，よろしくお願いを申し上げます。 

 

議長（与 勝広君） これから，本案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は，委員会付託及び討論を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，本案は委員会付託及び討論を省略いたします。 
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 これから，本案について採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの議案は，これに同意することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議案第３６号 固定資産評価員の選任については，同意することに決定いたしました。 

 以上で，本臨時会に付議された事件は議了いたしました。 

 これをもって令和３年第１回奄美市議会臨時会を閉会いたします。（午前１０時３９分） 

                     ○              

 以上，本会議の次第を記載し，相違なかったことを認め，ここに署名する。 

          奄美市議会議長 与  勝広 

          奄美市議会議員 弓削 洋平 

          奄美市議会議員 栄 ヤスエ 

          奄美市議会議員 伊東 隆吉 
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会期・議事日程 

付 議 事 件 

 



○令和3年6月1日　奄美市議会第2回定例会を招集した。

○会　期　17日間

○議事日程　

月  日 曜 区  分

1  会議録署名議員の指名

2  会期の決定（17日間）

5  奄美大島地区介護保険一部事務組合議会議員の選挙

6月16日 水 本会議

6月17日 木 本会議

6月18日 金 本会議

6月19日 土 休  会

6月20日 日 休  会

6月21日 月 休  会

総務企画－議案第39号，46号，47号（３件）

産業建設－議案第44号（１件）

全委員会－議案第37号 令和３年度一般会計補正予算

（第２号）は，所管する各常任委員会に付託。

※ 請願・陳情付託報告（前議会からの継続審査事件を含む。）

総務企画－陳情第４号（１件）

　　　　－（継続分）陳情第２号（１件）

文教厚生－請願第２号（１件）

　　　　－（継続分）請願第１号（１件）

産業建設－陳情第３号（１件）

6月23日 水 休  会   ※ 各常任委員会審査（文教厚生）

6月24日 木 休  会   ※ 各常任委員会審査（産業建設）

6月25日 金 休  会

6月26日 土 休  会

6月27日 日 休  会

6月28日 月 休  会

6月29日 火 休  会

6月30日 水 休  会 　報告書整理

上程  報告　質疑　討論　採決

2　請願第２号，請願第１号（２件） 上程  報告　質疑　討論　採決

3　陳情第４号，陳情第２号（２件） 上程  報告　質疑　討論　採決

4　発議第６号（１件） 上程  説明　質疑　討論　採決

5  議案第49号～第51号(３件） 上程  説明　質疑　討論　採決

6　発議第２号(１件） 上程  説明　質疑　討論　採決

7　発議第３号(１件） 上程  説明　質疑　討論　採決

8　発議第４号(１件） 上程  説明　質疑　討論　採決

9　発議第５号(１件） 上程  説明　質疑　討論　採決

10　閉会中の継続審査について

 ※本会議終了後，議場にて永年在職議員表彰状及び感謝状の伝達

7月1日 木 本会議

1　議案第37号～第47号(11件）

  ※ 各常任委員会審査（総務企画）

　報告書整理

　報告書整理

6月22日 火 本会議

1　議案第37号～第47号(11件） 上程  質疑  付託

文教厚生－議案第38号，40号～43号，45号(６件)

令和３年 第２回奄美市議会定例会議事日程表

日　　　　　　　程

6月15日 火 本会議
3　議案第37号～第47号(11件) 上程  説明　   

4　議案第48号(１件) 上程  説明　質疑　討論　採決　   

1　一般質問 - 川口議員, 多田議員, 関議員，弓削議員（質問順）

1　一般質問 - 﨑田議員, 荒田議員, 林山議員，栄議員（質問順）

1　一般質問 - 竹山議員, 奥（輝）議員, 橋口議員（質問順）

☆ 付託 区分
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会期・議事日程 

付 議 事 件 

 



 
○ 付議事件は，次のとおりである。 

番 号 議案等番号 件              名 議決年月日 議決結果 付託委員会 

  

  

  

  

  

  

  

  

令和２年度奄美市一般会計予算繰越明許費

繰越計算書 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

令和２年度奄美市水道事業会計予算繰越計

算書 

令和２年度奄美市下水道事業会計予算繰越

計算書 

令和２年度奄美市債権管理条例第１７条第１

項に伴う債権放棄報告書 

（1） 議案第 48号 人権擁護委員候補者の推薦について R3.6.15 同意 本会議 

（2） 議案第 37号 
令和３年度奄美市一般会計補正予算（第２号）

について 
R3.7.1 原案可決 全委員会 

（3） 議案第 38号 
令和３年度奄美市国民健康保険直営診療施

設勘定特別会計補正予算（第１号）について 
R3.7.1 原案可決 文教厚生 

（4） 議案第 39号 
令和３年度奄美市交通災害共済特別会計補

正予算（第１号）について 
R3.7.1 原案可決 総務企画 

（5） 議案第 40号 

奄美市特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

R3.7.1 原案可決 文教厚生 

（6） 議案第 41号 

奄美市特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定について 

R3.7.1 原案可決 文教厚生 

（7） 議案第 42号 

奄美市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条

例の制定について 

R3.7.1 原案可決 文教厚生 

（8） 議案第 43号 

奄美市指定居宅介護支援等の事業の人員及

び運営に関する基準等を定める条例等の一

部を改正する条例の制定について 

R3.7.1 原案可決 文教厚生 

（9） 議案第 44号 奄美市WorkStyle Lab条例の制定について R3.7.1 原案可決 産業建設 

（10） 議案第 45号 

奄美市任期付市費負担教職員の採用，給与

及び勤務条件等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

R3.7.1 原案可決 文教厚生 

（11） 議案第 46号 
辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策

定について 
R3.7.1 原案可決 総務企画 

（12） 議案第 47号 財産の取得について R3.7.1 原案可決 総務企画 

（13） 請願第２号 

教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度

２分の１復元をはかるための，2022年度政府

予算に係る意見書採択の請願について 

R3.7.1 採択 文教厚生 
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番 号 議案等番号 件              名 議決年月日 議決結果 付託委員会 

（14） 陳情第３号 
奄美市住用町市湾の沿岸に堆積している土

砂の撤去に関する陳情書 
R3.7.1 継続審査 産業建設 

（15） 陳情第４号 
米軍機の奄美市上空での低空飛行禁止を求

める陳情 
R3.7.1 採択 総務企画 

（16） 議案第 49号 
固定資産評価審査委員会委員の選任につい

て 
R3.7.1 同意 本会議 

（17） 議案第 50号 
固定資産評価審査委員会委員の選任につい

て 
R3.7.1 同意 本会議 

（18） 議案第 51号 
固定資産評価審査委員会委員の選任につい

て 
R3.7.1 同意 本会議 

（19） 発議第２号 

教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度

２分の１復元をはかるための、2022年度政府

予算に係る意見書の提出について 

R3.7.1 原案可決 本会議 

（20） 発議第３号 

陸上自衛隊奄美駐屯地の駐屯地外での訓練

や行事等に対し市民向け事前広報を求める

意見書の提出について 

R3.7.1 原案可決 本会議 

（21） 発議第４号 
地方財政の充実・強化を求める意見書の提出

について 
R3.7.1 原案可決 本会議 

（22） 発議第５号 
奄美市議会会議規則の一部を改正する規則

の制定について 
R3.7.1 原案可決 本会議 

（23） 発議第６号 
米軍機の奄美市上空での低空飛行訓練に関

する意見書の提出について 
R3.7.1 原案可決 本会議 

 
※前議会からの継続審査事件 
番 号 議案等番号 件              名 議決年月日 議決結果 付託委員会 

（24） 請願第１号 

病児の難病治療で抗がん剤治療等による特

別な理由で抗体価が低下・消失した場合のワ

クチン再接種費用助成制度を求める請願 

R3.7.1 採択 文教厚生 

（25） 陳情第２号 
奄美市議会から「駐屯地外・訓練等の市民広

報」を求める陳情 
R3.7.1 採択 総務企画 
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第２回定例会一般質問通告 

 
６月１６日（水） 

◎自由民主党 川口 幸義 

１ 市長の政治姿勢について 

（１）朝山毅市長次期市長選挙四期に向けての取組について伺う。 

（２）高齢者の接種率について 

  ①電話予約とインターネット予約について 

  ②接種と副反応について伺う 

（３）指名業者のランク付けについて伺う 

（４）地球温暖化と脱炭素へむけての取組について 

（５）農政課と森林組合との連係について伺う 

 

◎自民党奄美 多田 義一 

１ 市長の政治姿勢について 

（１）本年は改選の年であるが、現在の最重要課題のコロナウイルス対策と世界自然

遺産登録に向けての市長としての課題は。 

２ 新型コロナウイルス対策について 

（１）今回の鹿児島県による時短要請は鹿児島市、霧島市が２週間延長されたが、市

内の感染者数と教育、保育現場の状況、観光客入込、医療体制の現状、市内経

済状況など、当時かなり厳しい状況にあった。奄美市ではどの様な議論がなさ

れたのか。また県からの事前協議などの内容は。 

（２）今回屋仁川を中心とする社交業組合（９５店舗）有志の会（飲食店５８店舗、

接客を伴う店舗２７店舗、合計８５店舗）など多くの店舗から要望書がだされ

ています。経済対策に多くの意見が取り入れられていると感じるが、奄美市と

して今の現状をどの様に分析しているのか伺います。（予算、時期、効果、今後） 

（３）今回の第７弾経済対策では補いきれない点は何か。ワクチン接種のスケジュー

ルをお示しください。 

 

◎立憲民主党 関 誠之 

１ 市長の政治姿勢について 

（１）新型コロナウイルス感染拡大防止の対応について 

   ①県の発表する本市に関する感染状況を詳細かつ迅速に市民に情報伝達すること

は出来ないのか。 

   ②保育所、幼稚園、小・中学校でコロナ感染者が出たときの対応について 
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内の感染者数と教育、保育現場の状況、観光客入込、医療体制の現状、市内経

済状況など、当時かなり厳しい状況にあった。奄美市ではどの様な議論がなさ

れたのか。また県からの事前協議などの内容は。 

（２）今回屋仁川を中心とする社交業組合（９５店舗）有志の会（飲食店５８店舗、

接客を伴う店舗２７店舗、合計８５店舗）など多くの店舗から要望書がだされ

ています。経済対策に多くの意見が取り入れられていると感じるが、奄美市と

して今の現状をどの様に分析しているのか伺います。（予算、時期、効果、今後） 

（３）今回の第７弾経済対策では補いきれない点は何か。ワクチン接種のスケジュー

ルをお示しください。 

 

◎立憲民主党 関 誠之 

１ 市長の政治姿勢について 

（１）新型コロナウイルス感染拡大防止の対応について 

   ①県の発表する本市に関する感染状況を詳細かつ迅速に市民に情報伝達すること

は出来ないのか。 

   ②保育所、幼稚園、小・中学校でコロナ感染者が出たときの対応について 

   ③感染拡大時における市施設の危機管理について。 

   ④新型コロナ感染症緊急対策事業の R2年度・R3年度予算の執行状況について 

   ⑤ワクチン接種等・感染防止の今後の具体的取組み 

２ 教育行政について 

（１）新教育長の教育行政に対する基本的姿勢・考え方 

①教育長就任にあたり教育・教育行政に関しての基本的姿勢と考え方について伺

う。 

（２）奄美市学校教育ビジョンの取り組み状況について 

①確かな学力の向上、豊かな心の醸成など。 

３ 施政方針の取り組み状況 

（１）住用・笠利地区における保育施設の事業化に向けた検討の現況について 

（２）「漁業担い手育成支援事業」により新規漁業従事者に対する支援について 

（３）奄美黒糖焼酎の海外を含む販路開拓への取組みの促進と引き続き、輸送支援の

実施について 

（４）「小宿都市区画整理事業」の導入は、地域での合意形成に向けた支援を行うの実

態について 

（５）「奄美市民歌」について、一体感の醸成と市民に広く普及するよう取り組むとの

ことについて 

（６）ふるさと納税の返礼品の更なる充実と「企業版ふるさと納税制度」に取り組み

財源の確保を図る。 

（７）広域組合を中心に 12市町村一体となっての次期奄振の検討についての現況と今

後の予定について 

 

◎チャレンジ奄美 弓削 洋平 

１ 新型コロナ対策について 

（１）新型コロナワクチン接種について 

  ①ワクチン接種の進捗状況について 

  ②副作用について 

  ③今後のスケジュールについて 

２ 防災対策について 

（１）４月２日の豪雨被害について 

  ①住用町見里集落内の道路冠水について 

  ②三太郎の里前の国道冠水について 

（２）国道など道路沿いの歩道の破損したガードパイプについて 

３ 観光政策について 

（１）世界自然遺産登録について 
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  ①世界自然遺産登録の勧告について 

  ②三太郎線周辺におけるナイトツアー実証実験について 

  ③利用ルールの住民への理解・周知について 

  ④世界遺産センターの観光管理について 

４ 学校教育について 

（１）ギガスクール構想について 

   ①現状について 

   ②教員の ICT活用指導力の向上について 

   ③ロイロノートの効果について 

   ④情報モラル教育について 

   ⑤教員の働き方改革について 

 

６月１７日（木） 

◎日本共産党 﨑田 信正 

１ 市長の政治姿勢について 

（１）南西諸島の自衛隊部隊・基地が増強されるなか、土地利用規制法案が国会で審

議されていることについての見解は。 

（２）奄美市は「デジタル戦略課」を新設し、推進しているが、5月 12日に成立した

「デジタル改革関連法」はプライバシー権の侵害や地方自治の侵害も懸念され

ているが見解は。 

２ 環境問題について 

(１) 戸玉地域の採石問題での住民と業者の話し合いはどうなっているか。あらたな
構築物や、相変わらずの赤水汚染があるようだが見解は。 

３ 奄美和光園の将来構想について 

（１）現状とこれからの取り組みについて 

４ 福祉政策について 

（１）難聴者の生活向上のために 

①ヒアリングループの活用実績と周知方法について 

②公共施設やホールなどへの設置計画は 

   ③補聴器購入費の助成制度の創設を 

５ ジェンダー平等について 

（１）奄美市の具体的な対策について 

６ SDGｓについて 

（１）奄美市の具体的な対策について 
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  ①世界自然遺産登録の勧告について 

  ②三太郎線周辺におけるナイトツアー実証実験について 

  ③利用ルールの住民への理解・周知について 

  ④世界遺産センターの観光管理について 

４ 学校教育について 

（１）ギガスクール構想について 

   ①現状について 

   ②教員の ICT活用指導力の向上について 

   ③ロイロノートの効果について 

   ④情報モラル教育について 

   ⑤教員の働き方改革について 

 

６月１７日（木） 

◎日本共産党 﨑田 信正 

１ 市長の政治姿勢について 

（１）南西諸島の自衛隊部隊・基地が増強されるなか、土地利用規制法案が国会で審

議されていることについての見解は。 

（２）奄美市は「デジタル戦略課」を新設し、推進しているが、5月 12日に成立した

「デジタル改革関連法」はプライバシー権の侵害や地方自治の侵害も懸念され

ているが見解は。 

２ 環境問題について 

(１) 戸玉地域の採石問題での住民と業者の話し合いはどうなっているか。あらたな
構築物や、相変わらずの赤水汚染があるようだが見解は。 

３ 奄美和光園の将来構想について 

（１）現状とこれからの取り組みについて 

４ 福祉政策について 

（１）難聴者の生活向上のために 

①ヒアリングループの活用実績と周知方法について 

②公共施設やホールなどへの設置計画は 

   ③補聴器購入費の助成制度の創設を 

５ ジェンダー平等について 

（１）奄美市の具体的な対策について 

６ SDGｓについて 

（１）奄美市の具体的な対策について 

 

 

 

◎日本共産党 荒田 幸司 

１ 市長の政治姿勢について 

（１）安全保障に関して 

①2018年 7月九州防衛局長あて、奄美大島 5市町村長連名で提出した要望書につ

いて 

   ②陸自奄美駐屯地への「電子戦部隊」配備について 

２ 新型コロナウイルス感染症対策について 

（１）4月 29日に発生したクラスター感染について 

（２）今後のワクチン接種の見通しについて 

（３）ワクチン接種体制について 

（４）コロナ禍における、子どもの貧困問題について 

３ 教育問題について 

（１）2015年 11月におきた、奄美市立中学校生徒の死亡事案について 

４ 生活保護行政について 

（１）生活保護申請時の扶養照会について 

５ 環境問題について 

（１）市湾沿岸に堆積している土砂の撤去について 

 

◎自民党奄美 林山 克巳 

１ コロナ感染終息に向けた展望について 

（１）２０２１年～２０２２年の方向性について 

①コロナ禍における世界自然遺産登録について 

  ・記念行事・イベント・広報活動の見解 

  ・世界自然遺産登録関連予算規模について 

２ フリーランス支援事業について 

（１）株式会社 Schoo(スクー)との包括的パートナーシップ協定について(令和 3年 5

月 18日締結) 

①株式会社 Schoo(スクー)会社概要説明 

  ②GMOペパボとの協定(フリーランスが最も働きやすい島化計画)とスクーとの包

括的パートナーシップ 

  ③フリーランス支援事業の予算的戦略(個人)についての構想はあるのか伺いま

す。 

３ デジタル化にむけた取り組みについて 

  ・IoT（物のインターネット）・クラウド（サーバー）・ブロックチェーン（暗号技

術）・電子マネー・AI（人工知能） 
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（１）４G→５Gへの IOT地方創生について 

  ①マイナンバーカードについて 

  ・2021年度 3月末現在の加入実績について 

  ②教育現場のオンライン化について 

  ・全教員にデジタル指導(専門家最大 9000人) 

ICT関連企業 OB派遣(2021年度スタート)  

   ・全児童タブレット設置その後について 

   ・電子マネー(デジタル地域通貨) 

４ 大島紬について 

（１）紬組合と販売組合の統合問題について 

  ①昨年の 11月 12日付けで販売組合から提出された合併協議会開催のその後につ

いて 

  ②商工中金との間での損失補償契約について（融資枠) 

  ・令和 2年度 1億 8,500万円(紬組合) 

  ・令和 2年度 1億 4,000万円(販売組合)合計 3億 2,500万円 

  ・借入金(販路開拓資金)の推移 

  ③合併のメリット・デメリットについて 

  ④行政の立場での見解について 

 

◎公明党 栄 ヤスエ 
１ 市民生活について 

（１）コロナ禍における女性の負担軽減について 

①生理の貧困について 

防災備蓄品の生理用品の無償配布できないか伺う 

②市内の小・中学校や公共施設等の個室トイレで生理用品を無償で提供できない

か伺う 

③困難に直面する女子児童や生徒が、声を上げやすい教育現場の対応について伺

う  

④若い世代に合ったツールでの相談支援について伺う 

⑤本市における相談支援の現状を伺う 

（２）男女共同参画の推進について 

２ 防災について 

（１）改正災害対策基本法が５月 20日に改正され、災害時に支援が必要な高齢者や障

がい者ら災害弱者ごとの個別計画の策定が努力義務になったが、本市の現状を

伺う。 

（２）自治体が発令する避難情報が「避難指示」に一本化され、広域避難の円滑化も
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（１）４G→５Gへの IOT地方創生について 

  ①マイナンバーカードについて 

  ・2021年度 3月末現在の加入実績について 

  ②教育現場のオンライン化について 

  ・全教員にデジタル指導(専門家最大 9000人) 

ICT関連企業 OB派遣(2021年度スタート)  

   ・全児童タブレット設置その後について 

   ・電子マネー(デジタル地域通貨) 

４ 大島紬について 

（１）紬組合と販売組合の統合問題について 

  ①昨年の 11月 12日付けで販売組合から提出された合併協議会開催のその後につ

いて 

  ②商工中金との間での損失補償契約について（融資枠) 

  ・令和 2年度 1億 8,500万円(紬組合) 

  ・令和 2年度 1億 4,000万円(販売組合)合計 3億 2,500万円 

  ・借入金(販路開拓資金)の推移 

  ③合併のメリット・デメリットについて 

  ④行政の立場での見解について 

 

◎公明党 栄 ヤスエ 
１ 市民生活について 

（１）コロナ禍における女性の負担軽減について 

①生理の貧困について 

防災備蓄品の生理用品の無償配布できないか伺う 

②市内の小・中学校や公共施設等の個室トイレで生理用品を無償で提供できない

か伺う 

③困難に直面する女子児童や生徒が、声を上げやすい教育現場の対応について伺

う  

④若い世代に合ったツールでの相談支援について伺う 

⑤本市における相談支援の現状を伺う 

（２）男女共同参画の推進について 

２ 防災について 

（１）改正災害対策基本法が５月 20日に改正され、災害時に支援が必要な高齢者や障

がい者ら災害弱者ごとの個別計画の策定が努力義務になったが、本市の現状を

伺う。 

（２）自治体が発令する避難情報が「避難指示」に一本化され、広域避難の円滑化も

図られるとされている。 

①災害時の避難所の混み具合をスマートフォンなどでも確認できる専用サイトの

導入について伺う 

②災害時の避難所開設を迅速かつ円滑に行うための「初動活動ボックス」設置に

ついて伺う 

③避難所運営マニュアル作成の現状を伺う 

３ 教育行政について 

（１）本市における不登校児童生徒の現状について 

① 学校以外の居場所について伺う 

（２）通学路点検の現状について 

① 奄美小学校校区内の点検後（交通量が多く、幹線道路以外は狭く歩道と車道と

の区別がない）ゾーン 30の標示はできないかを伺う 

 

６月１８日（金） 

◎自民党奄美 竹山 耕平 

１ 市長の政治姿勢について 

（１）笠利・住用保育施設の在り方検討委員会の進捗について 

  ①検討課題はどのように進められているのか 

  ②今後の導入時期について 

（２）永田墓地の進捗について 

  ①現況について 

  ②水道位置及びその在り方等 

  ③将来的な共同納骨堂の設置 

（３）令和２年度スポーツ合宿の推移について（今年度の計画） 

（４）コロナ禍における今夏を乗り切るための経済対策について（第８弾導入） 

２ 教育行政について 

（１）新教育長として現状の本市教育情勢への認識と課題。また抱負等について 

（２）コロナ禍における予防への取り組みと予算の充実 

（３）世界自然遺産（見込み）である地を認識・理解・教育するための教育への取り

組みや金作原など現地の散策を取り入れた教育の実施（各学校の学習状況） 

（４）通学路の安全点検と改善への取り組みについて 

（５）学校施設のバリアフリー化等への取り組みについて 

（６）GIGAスクール進捗状況について 

  ①各学校の現況について 

  ②子供たち・教員の反応 

  ③家庭内の Wi-Fi環境について 
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（７）奄美市緊急対策事業（第４弾）の実施状況と取組み 

  ①「卒業の思い出作り」応援事業の実施状況と成果について 

    

◎自由民主党 奥 輝人 

１ 新型コロナへの対応について 

（１）今後の対応について 

   ①ファイザー社ワクチンの入荷と接種の加速化について 

   ②各自治体への配分量について 

   ③余剰ワクチンの取り扱いについて 

   ④集団接種場所と個別接種場所の見通しについて 

（２）「自分が感染するかも」への意識について 

  ①市民の関心度及び浸透性について 

  ②若者（若年層）への浸透性について 

  ③感染した場合の危機感について 

（３）感染後の療養・治療等について 

   ①宿泊施設や自宅待機の生活様式について 

   ②医療機関への入院について 

   ③退院後について 

２ 水産業の振興 

（１）奄美市水産業生産向上対策事業の新規要望について 

（２）効果について 

 

◎公明党 橋口 耕太郎 

１ 世界自然遺産登録について 

（１）7 月に正式決定の見込だが、まだまだ市民の意識、気運の醸成が追い付いてい

ないと考える。今後の行政としての取り組みはいかがか。 

２ コロナワクチン接種事業について 

（１）6/14から第 2弾の接種がスタートしたが、これまでを通しての予約状況、接種

会場での状況、接種後の副反応などについて、良かった点、悪かった点、改善

すべき点などがあればお示しください。併せて今後のスケジュールについて伺

う。 

３ 若者の孤独・孤立対策について 

（１）高校を中退、あるいは高校卒業後に就職したが、１年も経たずに帰省して、職

に就けずにいる若者が本市にもいると聞く。年齢が 16 歳～19 歳の若者の把握

と、その若者に対する何らかの支援はできないか。 
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（７）奄美市緊急対策事業（第４弾）の実施状況と取組み 

  ①「卒業の思い出作り」応援事業の実施状況と成果について 

    

◎自由民主党 奥 輝人 

１ 新型コロナへの対応について 

（１）今後の対応について 

   ①ファイザー社ワクチンの入荷と接種の加速化について 

   ②各自治体への配分量について 

   ③余剰ワクチンの取り扱いについて 

   ④集団接種場所と個別接種場所の見通しについて 

（２）「自分が感染するかも」への意識について 

  ①市民の関心度及び浸透性について 

  ②若者（若年層）への浸透性について 

  ③感染した場合の危機感について 

（３）感染後の療養・治療等について 

   ①宿泊施設や自宅待機の生活様式について 

   ②医療機関への入院について 

   ③退院後について 

２ 水産業の振興 

（１）奄美市水産業生産向上対策事業の新規要望について 

（２）効果について 

 

◎公明党 橋口 耕太郎 

１ 世界自然遺産登録について 

（１）7 月に正式決定の見込だが、まだまだ市民の意識、気運の醸成が追い付いてい

ないと考える。今後の行政としての取り組みはいかがか。 

２ コロナワクチン接種事業について 

（１）6/14から第 2弾の接種がスタートしたが、これまでを通しての予約状況、接種

会場での状況、接種後の副反応などについて、良かった点、悪かった点、改善

すべき点などがあればお示しください。併せて今後のスケジュールについて伺

う。 

３ 若者の孤独・孤立対策について 

（１）高校を中退、あるいは高校卒業後に就職したが、１年も経たずに帰省して、職

に就けずにいる若者が本市にもいると聞く。年齢が 16 歳～19 歳の若者の把握

と、その若者に対する何らかの支援はできないか。 

 

（２）大人に代わって、家族の病気や介護の世話をする中高生いわゆる「ヤングケア

ラー」が国の調査で 20人に１人いるという結果が出た。本市の現状はいかがか。 

４ 教育行政について 

（１）ＧＩＧＡスクールで、本年度からタブレット端末を使用した本格運用が始まっ

ている。現場の児童・生徒の反応、教職員の反応はいかがか。 

（２）高校学力選抜試験の結果が県教委から公表された。目安点未満（18点）の状況

は前年より改善されたが、県平均と比べるとまだまだ乖離が大きい。この現状

についての見解はいかがか。 

５ 高校医療費無償化について 

（１）今年度から、高校生の医療費の無償化が始まったが、ホームページの更新も遅

く、周知不足と考える。本事業に関するクレーム等の有無と現在の周知状況は

いかがか。 

－ 27 －





 

第 ２ 回 定 例 会 

令和３年６月 15 日 

（第１日目） 



6月15日（1日目）

○  出席議員は，次のとおりである。

1 番 正 野 卓 矢 君 2 番 弓 削 洋 平 君

3 番 永 田 清 裕 君 4 番 奥 晃 郎 君

5 番 荒 田 幸 司 君 6 番 﨑 田 信 正 君

8 番 橋 口 耕 太 郎 君 9 番 栄 ヤ ス エ 君

10 番 大 迫 勝 史 君 11 番 松 山 さ お り 君

12 番 林 山 克 巳 君 13 番 西 公 郎 君

14 番 関 誠 之 君 15 番 奥 輝 人 君

16 番 川 口 幸 義 君 17 番 伊 東 隆 吉 君

18 番 元 野 景 一 君 19 番 与 勝 広 君

20 番 竹 山 耕 平 君 22 番 多 田 義 一 君

○  欠席議員は，次のとおりである。

11 番 松 山 さ お り 君 21 番 橋 口 和 仁 君
な し

10 番 大 迫 勝 史 君 11 番 松 山 さ お り 君

○　地方自治法第121条の規定により会議に出席した者は，次のとおりである。

1 朝 山 毅 君 2 東 美 佐 夫 君

3
村 田 達 治 君

51
弓 削 洋 一 君

56
濱 田 洋 一 郎 君

4
三 原 裕 樹 君

10 石 神 康 郎 君 16 山 下 能 久 君

17 永 田 孝 一 君 23 平 田 宏 尚 君
1
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議長（与 勝広君） おはようございます。ただいまの出席議員は２０人であります。会議は成立いたし

ました。 

 これから，令和３年第２回奄美市議会定例会を開会いたします。（午前９時３０分） 

 直ちに本日の会議を開きます。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程に入ります前に，諸般の報告をいたします。 

 市長から地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により，令和２年度奄美市一般会計予算繰越明許

費繰越計算書並びに地方公営企業法第２６条第３項の規定により，令和２年度奄美市水道事業会計予算

繰越計算書及び令和２年度奄美市下水道事業会計予算繰越計算書の以上３件についての報告がありまし

た。また，令和２年度奄美市債権管理条例第１７条第１項に伴う債権放棄の報告がありました。 

 その内容はお手元に配付いたしました資料のとおりであります。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程に入ります。日程第１，会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員に永田清裕君，大迫勝史君，元野景一君の３名を指名いたします。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第２，会期の決定についてを議題といたします。 

 本定例会の会期をお手元に配付いたしました議事日程表のとおり，本日から７月１日までの１７日間

とすることに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，本定例会の会期は，本日から７月１日までの１７日間とすることに決定いたしました。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第３，議案第３７号 令和３年度奄美市一般会計補正予算（第２号）について

から，議案第４７号 財産の取得についてまでの１１件を一括して議題といたします。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） おはようございます。ただいま上程されました議案第３７号から議案第４７号まで

の提案理由を御説明申し上げます。 

 まず，議案第３７号 令和３年度奄美市一般会計補正予算（第２号）の主な内容につきまして御説明

いたします。 

 第１表，歳入歳出予算補正につきまして，まず歳出の主な内容を申し上げます。 

 今回の補正におきましては，今年度の会計年度任用職員の配置が確定したことにより，関係する費目

において各種経費の増減額を計上いたしております。 

 総務費の総務管理費におきましては，笠利地区における災害時の情報提供機能の強化を図るため，Ｆ

Ｍ中継局の整備費１，９４３万６，０００円を新たに計上するほか，コロナ禍における地域自治活動の

支援事業といたしまして９，７３４万円を新たに計上いたしております。 

 商工費におきましては，産業支援センター屋上の修繕料として１，２００万円を新たに計上いたして

おります。 

 教育費の教育総務費におきましては，生徒指導審議委員会に要する経費を新たに計上するほか，市内

各小・中学校ＩＣＴ化を推進するため，ＧＩＧＡスクールサポーター配置促進業務６５０万円を新たに

計上いたしております。 

 災害復旧費におきましては，去る４月の大雨により発生した農林水産業施設及び土木施設の復旧に要

する経費として３億２，４２７万２，０００円を追加計上いたしております。 

 次に，歳入の主な内容について申し上げます。 
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 繰入金におきましては，新型コロナ感染症緊急対策事業に要する財源といたしまして，財政調整基金

繰入金９，７３４万円を追加計上いたしております。 

 その他歳出予算に要する財源といたしまして，国庫支出金２億３，３８６万５，０００円，繰越金８

４１万７，０００円，市債１億１，３８０万円を追加計上いたしております。 

 以上が主な内容でありますが，今回の補正で４億５，４１４万７，０００円を追加することにより，

令和３年度奄美市一般会計予算の総額は３２１億８，８１３万３，０００円となります。 

 また第２表，地方債補正につきましては，事業の追加等に伴う限度額の変更を行うものでございま

す。 

 次に，議案第３８号 令和３年度奄美市国民健康保険直営施設勘定特別会計補正予算（第１号）の主

な内容につきまして御説明いたします。 

 歳出につきましては，総務費の施設管理費におきまして，笠利診療所医師住宅を新型コロナ等の発熱

者用外来の待合待機室及び診察室に改修するための費用を新たに計上いたしております。 

 歳入につきましては，歳出に要する財源として，市債を増額計上いたしております。 

 今回の補正によりまして，歳入歳出それぞれ４，３１６万６，０００円の増額となり，令和３年度奄

美市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算の総額は３億１，３６８万４，０００円となります。 

 また第２表，地方債補正につきましては，事業の追加に伴う限度額の変更を行うものでございます。 

 議案第３９号 令和３年度奄美市交通災害共済特別会計補正予算（第１号）の主な内容について御説

明いたします。 

 歳出につきましては，事業費におきまして会計年度任用職員の減員に伴い，報酬等を減額計上いたし

ております。 

 歳入につきましては，基金繰入金と雑入におきまして同額を減額計上いたしております。 

 今回の補正によりまして，歳入歳出それぞれ２３６万４，０００円の減額となり，令和３年度奄美市

交通災害共済特別会計予算の総額は５４７万６，０００円となります。 

 次に，議案第４０号 奄美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例の制定につきましては，新たに設置する生徒指導審議委員会委員の報酬等の規定を追加

するなど，所要の規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第４１号 奄美市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例及び議案第４２号 奄美市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定につきましては，国の基準改正に伴い連携協力を行う施設等に国家

戦略特別区域小規模保育事業所を追加するため所要の規定を整備しようとするものでございます。 

 次に，議案第４３号 奄美市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

等の一部を改正する条例の制定につきましては，関係法令の改正に伴い，事業所に虐待防止に対する措

置や業務継続計画策定など，国の基準と同様の措置を講ずるため所要の規定を整備しようとするもので

ございます。 

 議案第４４号 奄美市ワークスタイルラボ条例の制定につきましては，奄美市ワークスタイルラボの

設置及び管理について，必要な事項を定めることにより，産業の振興や地域の活性化に資するため所要

の規定を整備しようとするものでございます。 

 次に，議案第４５号 奄美市任期付市費負担教職員の採用，給与及び勤務条件等に関する条例の一部

を改正する条例の制定につきましては，任期付市費負担教職員の給与や職員手当の規定を改正するな

ど，所要の規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第４６号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定につきましては，昨年度で名瀬・住用・

笠利各辺地における総合整備計画が終了したことから，継続して辺地債を適用するために，必要な新た

な総合整備計画の策定について，辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関す

る法律第３条第１項の規定により，議会の議決を求めるものでございます。 
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 議案第４７号 財産の取得につきましては，奄美市消防団住用方面隊の消防ポンプ自動車の老朽化に

伴い買い替えを行うため，地方自治法第９６条第１項第８号等の規定により，議会の議決を求めるもの

でございます。 

 以上を持ちまして議案第３７号から議案第４７号までの提案理由の御説明を終わりますが，何とぞ御

審議の上，議決してくださいますよう，よろしくお願い申し上げます。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第４，議案第４８号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたしま

す。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） ただいま上程されました議案第４８号 人権擁護委員候補者の推薦につきまして，

提案理由を御説明申し上げます。 

 本市の人権擁護委員が退任したことに伴い，後任の人権擁護委員候補者として新たに勢田哲央氏を推

薦いたしたく，人権擁護委員法第６条第３項の規定により，議会の意見を求めるものでございます。 

 何とぞ御同意くださいますよう，よろしくお願い申し上げます。 

 

議長（与 勝広君） これから，本案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は委員会付託及び討論を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，本案は委員会付託及び討論を省略いたします。 

 これから，本案について採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの議案は，これに同意することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議案第４８号 人権擁護委員候補者の推薦については，同意することに決定いたしました。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第５，奄美大島地区介護保険一部事務組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。 

 この選挙は指名推選により行いたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，選挙の方法は指名推選により行います。 

 お諮りいたします。 

 指名については，議長により行いたいと思います。 

 御異議ありませんか。 
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 議案第４７号 財産の取得につきましては，奄美市消防団住用方面隊の消防ポンプ自動車の老朽化に

伴い買い替えを行うため，地方自治法第９６条第１項第８号等の規定により，議会の議決を求めるもの

でございます。 

 以上を持ちまして議案第３７号から議案第４７号までの提案理由の御説明を終わりますが，何とぞ御

審議の上，議決してくださいますよう，よろしくお願い申し上げます。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第４，議案第４８号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたしま

す。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） ただいま上程されました議案第４８号 人権擁護委員候補者の推薦につきまして，

提案理由を御説明申し上げます。 

 本市の人権擁護委員が退任したことに伴い，後任の人権擁護委員候補者として新たに勢田哲央氏を推

薦いたしたく，人権擁護委員法第６条第３項の規定により，議会の意見を求めるものでございます。 

 何とぞ御同意くださいますよう，よろしくお願い申し上げます。 

 

議長（与 勝広君） これから，本案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は委員会付託及び討論を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，本案は委員会付託及び討論を省略いたします。 

 これから，本案について採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの議案は，これに同意することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議案第４８号 人権擁護委員候補者の推薦については，同意することに決定いたしました。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第５，奄美大島地区介護保険一部事務組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。 

 この選挙は指名推選により行いたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，選挙の方法は指名推選により行います。 

 お諮りいたします。 

 指名については，議長により行いたいと思います。 

 御異議ありませんか。 
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 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議長により指名を行います。 

 奄美大島地区介護保険一部事務組合議会議員に弓削洋平君を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました弓削洋平君を奄美大島地区介護保険一部事務組合議会議員の

当選人として定めることに御異議はありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，ただいま指名いたしました弓削洋平君が奄美大島地区介護保険一部事務組合議会議員に当選

されました。 

 ただいま当選されました弓削洋平君に対しましては，本席から当選の告知をいたします。 

 以上をもちまして本日の日程は終了いたしました。 

 明日６月１６日午前９時３０分，本会議を開きます。 

 本日はこれをもって散会いたします。（午前９時４６分） 
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議長（与 勝広君） おはようございます。ただいまの出席議員は２０人であります。 

 会議は成立いたしました。（午前９時３０分） 

 これから，本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は，一般質問であります。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程に入ります。日程第１，一般質問を行います。 

 この際，申し上げます。一般質問は個人質問とし，各自持ち時間は答弁を含めて６０分以内といたし

ます。なお，重複する質問事項につきましては，極力避けられますよう，質問者において御配慮をお願

いいたします。また，通告項目の積み残しのないよう，時間配分をよろしくお願い申し上げます。更

に，当局におかれましても，答弁については時間の制約もありますので，できるだけ簡潔，明瞭に行わ

れますよう，予めお願いをしておきます。 

 通告に従い，順次，質問を許可いたします。 

 最初に，自由民主党 川口幸義君の発言を許可いたします。 

 

１６番（川口幸義君） 市民の皆様，議場の皆様，おはようございます。令和３年第２回定例議会にて一

般質問をいたします，自由民主党会派の川口幸義でございます。 

 質問の前に，私の所見を少々述べさせていただきます。一昨年，１月に中国武漢市で発生した新型コ

ロナウイルス，世界を震撼させた悪性ウイルスは終息の兆しも見えない中，新たな感染力が強いとも言

われているインド型変異株，イギリス型などのウイルスが感染拡大し，世界中で数１，０００万人の

方々が犠牲になられたとの報道があります。また，日本でも１万３，０００を超える方々が亡くなられ

たと報道がなされております。犠牲になられた方々の御冥福をお祈りいたします。また，来月開催され

るオリンピック・パラリンピックに各国の役員や選手団が入国されます。諸外国の感染状況を踏まえ

て，入国制限しつつ，水際対策に全力で取り組んでもらいたいものだと思います。国籍も持たない，国

境も持たない新型コロナウイルスは容赦なく侵入し，国民を恐怖に陥れる悪性ウイルスとの戦いは一日

も早く全ての国民へワクチン接種が急がれる思いでいっぱいであります。 

 これから，質問に入ります。 

 １番目に，市長の政治姿勢について伺いいたします。去る３月議会において，朝山市長の施政方針演

説を聞きながら，私自身，奄美市としての歩みを振り返る機会になりました。特に朝山市政の１２年間

を振り返ったとき，真っ先に思い浮かぶのが奄美豪雨災害であります。道路をはじめ，生活のライフラ

インが分断され，住民誰もが大きな不安を感じておりました。職員も何から手を付ければよいか，不安

もあったでしょうが，そのような非常事態時こそトップの資質，リーダーシップが発揮されるのだろう

と思います。朝山市長におかれましては，豪雨災害発生直後からの迅速な対応に加えて，復興に向け

て，直ちに６０億円規模というかつてない大規模な補正予算を編成し，単に復興のみならず，より強靭

なまちづくりを強力に推進してこられました。また，豪雨災害直後でありましたが，朝山市長がトップ

セールスで誘致を進めた横浜ＤｅＮＡベイスターズが初めて秋季キャンプを行い，豪雨災害により，落

ち込む住民に勇気と希望を与え，特に子どもたちの満面の笑顔を印象深く覚えております。また，この

豪雨災害を教訓に，まずは住用・笠利両地域の新たな庁舎整備に着手されました。市長は就任当時から

奄美市としての一体感の醸成ということを訴えられてこられましたが，この庁舎整備は住用・笠利，多

くの住民の方々に防災拠点としての安心感と今後の地域振興にかける期待感を与えたものと考えます。

加えて，奄美豪雨災害，災害支援で訪れた自衛隊が大きな力となってくれました。島嶼防衛強化の必要

性が叫ばれる中，私ども市議会においても自衛隊誘致の必要性を訴えてきたものであります。朝山市長

におかれては，国防における南西諸島の防衛の強化の必要性などに加えて，災害における自衛隊常駐に

よる地域の安心・安全の確保など，様々な観点から熟慮され，受け入れを決断されたものと思います。

駐屯地開設から早２年が経過し，地域の防災力の向上に貢献していただいているほか，既に市税にも好
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影響があるとの報告もありますが，これから発表される国勢調査においても，良い影響があるものでは

ないかと期待をしております。また，末広・港土地区画整理事業も令和２年度末で事業費ベースとして

９２．４パーセント進んでいると伺っております。マリンタウン地区についても，民間企業による工事

も始まり，新しい町の形成が着実に進んでおります。また，長期間，事業をストップしていた国道５８

号おがみ山バイパス事業についても，朝山市長の粘り強い県への働きかけなどにより再開いたしまし

た。そのほかにも，名瀬地区の水瓶である平田浄水場の更新や笠利赤木名地区における下水道事業の推

進など，住民生活を下支えする重要な生活の基盤整備もしっかりと推進して来られました。このような

ハード事業を推進しながらも，特筆すべき福祉制度，特に子育て支援の充実であるかと思います。朝山

市長に就任された当時，国の制度に基づき未就学児まで医療費助成の対象でありましたが，これを奄美

市の独自の取組として小学生，中学生と段階的に引き上げ，今年度から高校生までの対象とするように

拡充されました。そのような中，今年度からは住民から長年要望のあった高校生の通学費助成制度が市

内全域で実施されることになり，家計負担を大いに軽減するものと期待しております。これは，朝山市

長が奄美群島広域事業組合の管理者として，奄美群島のリーダーとして，世界自然遺産登録実現などに

向けて国や鹿児島県，沖縄県，関係市町村とともに尽力されてこられた賜物と思います。また，平成２

６年には奄振法の改正が実現し，奄美群島振興交付金も創設されました。それまでは約６億円程度であ

った奄振非公共事業予算が，当時，異次元の要求と言われた約３倍の２１億円程度まで増額されたもの

であります。その予算を有効に活用し，私たち奄美群島に住む住民の悲願であった航路・航空路の運賃

軽減，農林水産物の本土出荷に係る輸送コストの支援が実現されました。朝山市長におかれては，この

奄振改正に向けて，奄美群島成長戦略ビジョンの策定をはじめ，これまでに成し得なかった交付金制度

を盛り込んだ法改正へ，奄美群島のリーダーとして大きな成果を残されたものと思います。合併当初の

奄美市の財政調整基金は約２億円程度でなかったかと記憶しております。これが，令和元年度末には約

３４億円まで増加しております。また，起債額については，合併当初，約５６２億円から，令和元年度

末残高で約５６３億円と，ここまでの大型事業を進めた中でも微増となっております。市民に求められ

た施設整備をしっかり行いながら，また，子育て世代への支援をはじめとする市民サービスを拡充させ

ながら，基金の造成と起債の抑制の両立を実現してきたことは，朝山市長の行政経営手腕を示すもので

あると考えます。そして，今，新型コロナウイルスというこれまで誰もが経験したことがない困難に直

面しています。前例のない対応が求められている，まさに非常事態です。朝山市長はこのような状況の

中で，感染防止対策は当然のことながら，地域に寄り添った経済対策を矢継ぎ早に展開してこられまし

た。鹿児島県内の自治体を見たとき，これほど充実した，また，タイミングに応じた施策を展開してい

るところはないのではないと考えております。新型コロナという非常事態に対応しながら，地域にとっ

ての光となる世界自然遺産の効果をどのように発揮して，地域経済の回復を図っていくこと。このこと

を，今，行政に求められているのだろうと思います。一つ目は，非常時にこそ発揮される強いリーダー

シップ。二つ目は，様々な困難を乗り越えてきた経験と，それに裏打ちされた国・県との信頼関係。三

つ目は，優れた行政手腕であります。そして，最後の四つ目は，常に市民とともにある姿勢でありま

す。これまで述べてきたとおり，朝山市長におかれては，この四つの要素を満たす稀有な人材であり，

まさに余人をもって代えがたいと評価しております。それでは，率直にお尋ねいたします。難局の中，

朝山市政の継続を望む多くの市民の声が私に届いておりますが，市長のお考えをお聞かせください。 

 ２番目に，①朝山 毅市長，次期市長選挙へ，４期に向けての取組について伺いいたします。 

 このあとは，発言席にて質してまいりたいと思います。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） おはようございます。ただいま，議員のお話を賜り，過分にして恐縮を覚えながら

も，ありがたく拝聴させていただきました。議員御案内のとおり，私も市長職をいただき，１１年余に
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影響があるとの報告もありますが，これから発表される国勢調査においても，良い影響があるものでは

ないかと期待をしております。また，末広・港土地区画整理事業も令和２年度末で事業費ベースとして

９２．４パーセント進んでいると伺っております。マリンタウン地区についても，民間企業による工事

も始まり，新しい町の形成が着実に進んでおります。また，長期間，事業をストップしていた国道５８

号おがみ山バイパス事業についても，朝山市長の粘り強い県への働きかけなどにより再開いたしまし

た。そのほかにも，名瀬地区の水瓶である平田浄水場の更新や笠利赤木名地区における下水道事業の推

進など，住民生活を下支えする重要な生活の基盤整備もしっかりと推進して来られました。このような

ハード事業を推進しながらも，特筆すべき福祉制度，特に子育て支援の充実であるかと思います。朝山

市長に就任された当時，国の制度に基づき未就学児まで医療費助成の対象でありましたが，これを奄美

市の独自の取組として小学生，中学生と段階的に引き上げ，今年度から高校生までの対象とするように

拡充されました。そのような中，今年度からは住民から長年要望のあった高校生の通学費助成制度が市

内全域で実施されることになり，家計負担を大いに軽減するものと期待しております。これは，朝山市

長が奄美群島広域事業組合の管理者として，奄美群島のリーダーとして，世界自然遺産登録実現などに

向けて国や鹿児島県，沖縄県，関係市町村とともに尽力されてこられた賜物と思います。また，平成２

６年には奄振法の改正が実現し，奄美群島振興交付金も創設されました。それまでは約６億円程度であ

った奄振非公共事業予算が，当時，異次元の要求と言われた約３倍の２１億円程度まで増額されたもの

であります。その予算を有効に活用し，私たち奄美群島に住む住民の悲願であった航路・航空路の運賃

軽減，農林水産物の本土出荷に係る輸送コストの支援が実現されました。朝山市長におかれては，この

奄振改正に向けて，奄美群島成長戦略ビジョンの策定をはじめ，これまでに成し得なかった交付金制度

を盛り込んだ法改正へ，奄美群島のリーダーとして大きな成果を残されたものと思います。合併当初の

奄美市の財政調整基金は約２億円程度でなかったかと記憶しております。これが，令和元年度末には約

３４億円まで増加しております。また，起債額については，合併当初，約５６２億円から，令和元年度

末残高で約５６３億円と，ここまでの大型事業を進めた中でも微増となっております。市民に求められ

た施設整備をしっかり行いながら，また，子育て世代への支援をはじめとする市民サービスを拡充させ

ながら，基金の造成と起債の抑制の両立を実現してきたことは，朝山市長の行政経営手腕を示すもので

あると考えます。そして，今，新型コロナウイルスというこれまで誰もが経験したことがない困難に直

面しています。前例のない対応が求められている，まさに非常事態です。朝山市長はこのような状況の

中で，感染防止対策は当然のことながら，地域に寄り添った経済対策を矢継ぎ早に展開してこられまし

た。鹿児島県内の自治体を見たとき，これほど充実した，また，タイミングに応じた施策を展開してい

るところはないのではないと考えております。新型コロナという非常事態に対応しながら，地域にとっ

ての光となる世界自然遺産の効果をどのように発揮して，地域経済の回復を図っていくこと。このこと

を，今，行政に求められているのだろうと思います。一つ目は，非常時にこそ発揮される強いリーダー

シップ。二つ目は，様々な困難を乗り越えてきた経験と，それに裏打ちされた国・県との信頼関係。三

つ目は，優れた行政手腕であります。そして，最後の四つ目は，常に市民とともにある姿勢でありま

す。これまで述べてきたとおり，朝山市長におかれては，この四つの要素を満たす稀有な人材であり，

まさに余人をもって代えがたいと評価しております。それでは，率直にお尋ねいたします。難局の中，

朝山市政の継続を望む多くの市民の声が私に届いておりますが，市長のお考えをお聞かせください。 

 ２番目に，①朝山 毅市長，次期市長選挙へ，４期に向けての取組について伺いいたします。 

 このあとは，発言席にて質してまいりたいと思います。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） おはようございます。ただいま，議員のお話を賜り，過分にして恐縮を覚えながら

も，ありがたく拝聴させていただきました。議員御案内のとおり，私も市長職をいただき，１１年余に
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なりました。その間，振り返りますと，議員がお話になった各種の施策，事業について，私なりに思い

があり，感慨深いものを感じております。特に就任１年間もない頃，未曾有の豪雨災害がありました。

議員おっしゃるとおり，私自身，大変動揺し，果たしてと思うところがありましたが，これも市民，議

会，職員，相互の力が結集し，しかも３地域の思いが一体となり，この困難を乗り越えてまいったとこ

ろであります。その後，その教訓を持って，あらゆる施策を講じてまいったところであります。そし

て，今，議員がお話にありましたとおり，まさに新型コロナウイルス対策。かつて国においても，県に

おいても，誰もが経験したことのないこの感染症であります。我々も戸惑いながらも，まず外海離島で

ある私どもは，水際対策を，空港を，港を万全として，対策を講じていかなければいけないと。県並び

に大島本島５市町村が一体となり，対策を講じてまいり，また，コロナ対策に係る各種施策も講じてま

いりました。御案内のとおり，経済界，医療関係者，市民はもとより，多くの皆様方が困難に遭ってお

ります。それらのことを少しでも和らげようと，市民生活の支援策，経済対策を講じてまいったところ

であります。しかしながら，未だ抜本的な対策というには至っていない現状であります。その間，御苦

労いただいた市民の皆様方はじめ，事業者の皆様方に心から御理解いただいたことに対し，感謝を申し

上げます。また，万全でないと言われる医療環境の中において，現場において，市民の命，健康を守っ

ておられる医療関係者，御尽力いただいてますことに対し，衷心から敬意と感謝を申し上げるところで

あります。また，その間において，救急搬送により県本土の医療機関に搬送していただいた海上保安

部，自衛隊，消防団員の皆様方にも，心からお礼を申し上げたいと存じます。そのような中であります

が，今，ワクチン接種が順調に進んでいると理解しております。市民等しく，誰もが一日も早く接種を

終え，以前のような安全・安心した生活が送れるように，一生懸命，引き続いて努力をしてまいりたい

と存じます。議会の皆様方，御協力を，御理解をよろしくお願い申し上げ，市民の健康をみんなで，自

ら守ると同時に，行政においてもしっかりフォローしてまいりたいと存じます。そのような豪雨災害，

そして，１２年目を迎えようとする私の任期の終わりに際し，このような事案が発生したこと。私なり

に思いもあります。そういう中でありますが，ただいま議員がお話しいただいた，私の出処進退につい

て，このお世話になった議員各位，厳粛なる議場において，次期市長選挙に出ないことを表明したいと

存じます。愛郷心，情熱を持つ後進に期待を寄せ，私はあと残された５か月余を，市政の中心は，主人

公は市民であるという私の認識の下，任期，しっかり努めて，お世話になった皆様方に感謝を思い，私

なりの思いを市民の皆様に，議会の皆様にお届けできるように頑張ってまいりたいと存じます。長い

間，大変お世話になりました。ありがとうございました。まだ，若干の時間があります。皆さんと，ま

た，懇親や手簡の中でお話する機会もあろうかと存じます。よろしくお願いを申し上げます。ありがと

うございました。 

 

１６番（川口幸義君） 市長選の，感慨深いだろうと思いますけれども，私は４期へ向けての挑戦の取組

ということで，一応質問させていただきましたが，あと一汗をと思ったんですが，市長の決意もどうや

ら固いようですので，また，新たな市長さんに委ねると，こういう御答弁がございましたので，これは

致し方ないな，このように思っておりますので，また，どうぞ，また，市長，これからもですね，ま

た，残された数か月ございますので，その間はしっかり，次の新しい市長さんに引き継ぎができるよう

に，よろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。 

 それでは，（２）番，高齢者の接種率について伺いたいと思います。高齢者の接種率をですね，①電

話予約とインターネットの予約についての，このパーセントなどがお分かりでしたら，お聞きしたいと

思っております。 

 

保健福祉部長（山下能久君） おはようございます。高齢者のコロナワクチン接種の申し込み状況，ま

た，質問内容の聞き取りの中で，予約受付時におけるトラブル等についてもお聞きしておりますので，

併せて答弁いたします。 
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 高齢者のコロナワクチンの集団接種につきましては，５月３日から開始いたしました第１弾と，６月

１４日から開始いたしました第２弾で，接種を希望する方の申し込みを全て受け付ける体制を整えてお

ります。集団接種の申し込み状況につきましては，６月１５日現在，１万７５７名の予約を受け付けて

おります。内訳といたしましては，電話予約５，３７５名，インターネット予約５，３８２名となって

おり，本市の高齢者約１万３，７００人に対しまして７８．５パーセントとなっております。また，老

人ホームなどの高齢者施設に入所している方は施設内での接種を，訪問診療を受けている方は訪問接種

を行っていく予定でございます。７月末までには，高齢者のコロナワクチン接種が完了する見込みとな

っておりますが，できる限り希望する全ての高齢者が接種できますよう，関係機関と連携しながら取り

組んでまいりたいと考えております。 

 次に，第１弾の予約受付時におけるトラブル等につきましては，電話が通じず，何度も電話をかけた

との声も多数ございました。この件につきましては，市民の皆様に御迷惑をおかけし，大変申し訳なく

思っているところでございます。このようなことから，第２弾の予約受付につきましては，支所ごとの

対応を検討いたしました。まず，電話予約につきましては，名瀬地区において，第１弾の８台から３０

台に増設いたしました。また，笠利地区では新規に８台設置し対応するとともに，住用地区において

は，住用総合支所での受付と各集落を巡回して予約を受け付けました。更に，インターネット予約マニ

ュアルの周知を図り，２４時間対応するインターネット予約を勧めるための周知を広報紙などで行った

ところでございます。第２弾の予約受付開始の５月２５日の午前中は申し込みの電話が集中して電話が

つながりにくい状況が発生いたしましたが，午後にはこのような状況も解消され，スムーズな予約受付

につながっております。結果といたしまして，５月２５日から５月２７日までの３日間で，電話予約

３，２５１名，インターネット予約３，６２４名，合計６，８７５名の予約を受け付けたところでござ

います。以上でございます。 

 

１６番（川口幸義君） 当初のトラブルはね，初めてのことですから，いろいろありましたと思いますけ

れども。その後は電話の台数も増えて，スムーズに流れている，こういう状況ですけれども，今後，こ

れを１００パーセント目指してね，１人も残さず，ワクチンの接種，進めていただければありがたいか

なと，このように思っております。この施設については，まだどの程度の割合で，ワクチンの接種は進

んでいる。それが，把握はできておりますかね，施設の。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 高齢者施設の接種の状況についてお答えいたします。高齢者施設の接種に

つきましては，高齢者施設の，介護事業所も含めまして，協議をこれまで進めてきたところでございま

す。現在，１９施設が施設内接種を計画しておりまして，現在，調整しています高齢者の数につきまし

ては，６５８名となっております。以上でございます。 

 

１６番（川口幸義君） 何とかスムーズに流れているような気がしますので，取り敢えず皆さん大変だろ

うと思うんですけれども，頑張っていただきたいと思っております。 

 それから，②の接種のですね，副反応についてちょっと伺いたいんですが，２回目の接種についての

副反応，そういったものは奄美市に寄せられていらっしゃるのか。そういった案件がありますか。 

 

保健福祉部長（山下能久君） コロナワクチン接種による副反応についてお答えします。コロナワクチン

接種による副反応につきましては，発熱，全身倦怠感，頭痛などが出ることが先行接種対象者の国によ

る調査で報告されております。これによりますと，１回目よりも２回目の接種のほうが副反応が多く見

られ，若年者や女性の方が副反応が多く見られることも併せて報告されております。議員御指摘のとお

り，今後，一般の方のコロナワクチン接種が始まりますと，副反応が現れる方が増えることが想定さ

れ，副反応に対してどのように対処すればいいのか，相談が増えることも予想されます。本市のほうに
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おきましても，微熱が出たという相談が数件寄せられているところでございます。以上でございます。 

 

１６番（川口幸義君） 副反応についてはですね，若い方は高熱，熱が，高熱が２・３日続くとか，そう

いった事例等などがよく聞かれますけれども，この高熱が２・３日続くと，そういった想定の中でです

ね，解熱剤，熱を下げる薬について，これについては皆さんは，例えば役所に問い合わせをして相談を

したらいいのか，あるいは病院に行くのか，薬剤師，薬局に行くのか。こういったものもしっかり行政

として押さえたほうがいいんじゃないかと思って，一応質問しているんですけれども，どのようにお考

えをしているのか。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 副反応に対する相談先につきましては，まずはかかりつけ医療機関があれ

ばそちらのほうに相談していただきたいと存じます。または，県がワクチン接種後の副反応などの相談

窓口として設置しておりますコロナ相談かごしまにて相談をしていただければと考えております。市と

しては，これらの情報につきまして，引き続きホームページや広報紙等により周知をしてまいりたいと

考えております。以上でございます。 

 

１６番（川口幸義君） このですね，例えばこの副反応についての薬の争奪戦などがもしあるとするなら

ば，ないとも言えないでしょう。そうなったときの，いわゆる対応について，こういったものは予め備

蓄をしておく必要があるのではないかな。こういった声もね，薬剤師の皆さんから，よくそういうこと

を聞かれるんですけれども，こういった話は，まだ，県とのやり取りはないんでしょうか。 

 

保健福祉部長（山下能久君） コロナワクチン接種後の発熱や痛みについてですが，市販の解熱剤を使用

することや，かかりつけ医の医療機関及び薬剤師に相談していただければと考えております。議員御質

問の中で，解熱剤の不足ということがございましたが，解熱剤につきましては，奄美薬剤師会に確認い

たしましたところ，コロナワクチン接種による発熱や痛み等に備え，一部の解熱剤が全国的に品薄にな

りつつあるということをお聞きしております。このようなことから，大島郡医師会と奄美薬剤師会では

解熱剤が品薄になったときに備えて，対応を検討しているということでございますので，本市といたし

ましても，両機関と連携して対応してまいりたいと考えているところでございます。以上でございま

す。 

 

１６番（川口幸義君） はい，よく理解できました。取り敢えずですね，そういったものは，しっかり横

の連携を取りながらね，万難を排して，一応，市民の安心・安全を担保できるように，一つ，取り組ん

でいただきたいとこのように思っております。 

 それでは，（３）番，これは電気業界のことなんですけれどもね，土木じゃなくて，指名業者のラン

ク付けについて，ちょっと伺いたいんですが，どちら様が答えするんですかね。総務部長ですか。 

 

総務部長（三原裕樹君） それでは，お答えいたします。本市のランク付けにつきましては，少し一連の

作業を，流れを御説明いたしますと，入札参加適格審査，これにおいて，事業所から提出される入札参

加資格申請書類，いわゆる指名願いですね，の書類審査を行い，その後，工事施工能力審査において，

工事種別ごとに経営事項審査，この客観的要素。それから，過去３年間の工事実績，主観的要素と言い

ますけれども。それから，災害支援やボランティア活動など，この加点要素について採点，順位付けを

行い，これを基に，工事種別ごとに３等級を限度としてランク付けを行うこととしております。御質問

の工種，電気のランク付けにつきましては，現在，Ａ・Ｂの２等級に分類をしておりまして，指名願い

の提出があった，現在，２０社の施工能力を採点，順位付けしたのち，本市の工事発注予定件数，それ

から，事業所の専門性，実績等を勘案し，現在，Ａランクに１０社，Ｂランクに１０社を格付けており
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ます。議員御指摘のとおり，Ａランクに格付けされた各事業所の技術者数に，現在，ばらつきがござい

ます。指名競争入札ではその年の工事発注量に応じて，ランクごとに一定程度の事業者数も確保する必

要もございます。入札参加資格のランク付けにつきましては，事業所の規模，能力に応じた工事を発注

するため，事業者の棲み分けを行い，建設業全体の健全な発展を促進することが最終目的でございます

ので，今後の工事の発注件数や市内事業者数の変動に合わせて，その時点における最適な方法，これに

ついても常に検討していく必要があると考えております。このようなことから，つきましては，これら

のことも含めまして，入札制度検討委員会，この中で，御指摘の件について検討させていただきたいと

いうふうに考えております。以上でございます。 

 

１６番（川口幸義君） 部長，あのですね，鹿児島県がルールブックでね，２年に一遍，建設業のいわゆ

る資格審査を行うわけ。もちろん，部長は御存知だと思うんですけれども。そして，この奄美市のです

ね，電気業者の，要するにＡランクに何社入ってますか。奄美市が独自でＡにした業者。 

 

総務部長（三原裕樹君） 今，２０社ございまして，Ａランク１０社，Ｂランク１０社ということでござ

います。 

 

１６番（川口幸義君） それでね，今，この１０社のＡランクのこの業者のデータを見ますとね，例えば

従業員が２人，中には１級の資格もないんだけれども，どういうわけか，Ａ級に上がっているわけよ。

こういったものは，やっぱり当局としてはね，ちょっと見直す必要があるのじゃないかなと僕は思うん

ですよ。やっぱり電気というのは，この目に見えない電流を扱うわけで，やっぱりＡ級に上がるという

条件は最低でも１級管理者，それに従業員でもね，最低でも２・３人は雇用しなければ，Ａ級業者とし

ての取り扱いについては，これは社会的貢献度を果たすという，この認定に立って，始めてＡ級に県が

認定するんだけれども，それはなぜかっていったら，家内工業で２人で家族だけで，いわゆる福利厚生

を持っている人がＡ級に上がっても，これは社会的貢献度を果たしているとは言えないんです。だか

ら，私がこれを，今，取り上げているんだけれども，こういったものを見ますとね，総合点の評価が８

００点までは何とかいけるんだなと思うんだけれども，それ以下，総合点が７００点代のこういった業

者がね，奄美市もこれ，ちょっと苦しいんだろうと思うんですよ。メンバーが少なくて。こういうこと

で，Ａが１０社でＢが１０社と，このように番組を組んであるんだけれども，これは別に僕はね，Ａ級

が５社でも，Ｂが１５社でも，Ａのメンバーが足らないときにＢから上げることはできると思うんです

よ。何も無理してＡを１０社に上げる必要ないと思うよ。これね，僕，問題なのは，本当に家族２人で

Ａ級という，これはもう，どうみても僕はちょっと理解し難い点があってね，これを取り上げたんです

が，ここら辺りは見直し，必要があるのでないでしょうかね。これは，なぜかと言ったらね，こういっ

たランクで億単位の現場に指名業者がかかって入札するとね，工程ができないわけよ。それで，Ａ級業

者と，例えば１０名も５名も従業員を抱えて，こうした業者とテーブルについて打ち合わせができない

と僕は思うわけ。技術力も違うし，これ，総合点もさることながら，技術点，経審だってかなり低いの

よ。経審なんか２００点ぎりぎりの業者がいるから。これ，技術点ですからね，経審については。だか

ら，こういったものも勘案をして，もう無理をする必要ないと思う。５社ぐらいが何とか間に合うのじ

ゃないかなと，僕，見ているんだけれども，もうそこら辺りはちょっと見直したほうがいいかなと思っ

て質問をいたしましたが，いかがでしょうか。 

 

総務部長（三原裕樹君） 現在，Ａランクは１，０００万円以上の工事，Ｂランクは１，０００万円以下

というふうに，工事になっておりまして，先ほど少し御説明いたしましたけれども，年間の工事の発注

状況，そういったものも年度によって異なる場合がございます。そういうのを含めて総合的に，それは

検討する必要があるのかなというふうに考えておりまして，先ほど少し申し上げました，繰り返しにな
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ます。議員御指摘のとおり，Ａランクに格付けされた各事業所の技術者数に，現在，ばらつきがござい

ます。指名競争入札ではその年の工事発注量に応じて，ランクごとに一定程度の事業者数も確保する必

要もございます。入札参加資格のランク付けにつきましては，事業所の規模，能力に応じた工事を発注

するため，事業者の棲み分けを行い，建設業全体の健全な発展を促進することが最終目的でございます

ので，今後の工事の発注件数や市内事業者数の変動に合わせて，その時点における最適な方法，これに

ついても常に検討していく必要があると考えております。このようなことから，つきましては，これら

のことも含めまして，入札制度検討委員会，この中で，御指摘の件について検討させていただきたいと

いうふうに考えております。以上でございます。 

 

１６番（川口幸義君） 部長，あのですね，鹿児島県がルールブックでね，２年に一遍，建設業のいわゆ

る資格審査を行うわけ。もちろん，部長は御存知だと思うんですけれども。そして，この奄美市のです

ね，電気業者の，要するにＡランクに何社入ってますか。奄美市が独自でＡにした業者。 

 

総務部長（三原裕樹君） 今，２０社ございまして，Ａランク１０社，Ｂランク１０社ということでござ

います。 

 

１６番（川口幸義君） それでね，今，この１０社のＡランクのこの業者のデータを見ますとね，例えば

従業員が２人，中には１級の資格もないんだけれども，どういうわけか，Ａ級に上がっているわけよ。

こういったものは，やっぱり当局としてはね，ちょっと見直す必要があるのじゃないかなと僕は思うん

ですよ。やっぱり電気というのは，この目に見えない電流を扱うわけで，やっぱりＡ級に上がるという

条件は最低でも１級管理者，それに従業員でもね，最低でも２・３人は雇用しなければ，Ａ級業者とし

ての取り扱いについては，これは社会的貢献度を果たすという，この認定に立って，始めてＡ級に県が

認定するんだけれども，それはなぜかっていったら，家内工業で２人で家族だけで，いわゆる福利厚生

を持っている人がＡ級に上がっても，これは社会的貢献度を果たしているとは言えないんです。だか

ら，私がこれを，今，取り上げているんだけれども，こういったものを見ますとね，総合点の評価が８

００点までは何とかいけるんだなと思うんだけれども，それ以下，総合点が７００点代のこういった業

者がね，奄美市もこれ，ちょっと苦しいんだろうと思うんですよ。メンバーが少なくて。こういうこと

で，Ａが１０社でＢが１０社と，このように番組を組んであるんだけれども，これは別に僕はね，Ａ級

が５社でも，Ｂが１５社でも，Ａのメンバーが足らないときにＢから上げることはできると思うんです

よ。何も無理してＡを１０社に上げる必要ないと思うよ。これね，僕，問題なのは，本当に家族２人で

Ａ級という，これはもう，どうみても僕はちょっと理解し難い点があってね，これを取り上げたんです

が，ここら辺りは見直し，必要があるのでないでしょうかね。これは，なぜかと言ったらね，こういっ

たランクで億単位の現場に指名業者がかかって入札するとね，工程ができないわけよ。それで，Ａ級業

者と，例えば１０名も５名も従業員を抱えて，こうした業者とテーブルについて打ち合わせができない

と僕は思うわけ。技術力も違うし，これ，総合点もさることながら，技術点，経審だってかなり低いの

よ。経審なんか２００点ぎりぎりの業者がいるから。これ，技術点ですからね，経審については。だか

ら，こういったものも勘案をして，もう無理をする必要ないと思う。５社ぐらいが何とか間に合うのじ

ゃないかなと，僕，見ているんだけれども，もうそこら辺りはちょっと見直したほうがいいかなと思っ

て質問をいたしましたが，いかがでしょうか。 

 

総務部長（三原裕樹君） 現在，Ａランクは１，０００万円以上の工事，Ｂランクは１，０００万円以下

というふうに，工事になっておりまして，先ほど少し御説明いたしましたけれども，年間の工事の発注

状況，そういったものも年度によって異なる場合がございます。そういうのを含めて総合的に，それは

検討する必要があるのかなというふうに考えておりまして，先ほど少し申し上げました，繰り返しにな
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りますけれども，入札制度検討委員会の中で，その辺も含めまして検討したいというふうに考えており

ます。以上でございます。 

 

１６番（川口幸義君） そのように，一つ，取り組んでもらえればありがたいなと，このように思ってお

ります。 

 それでは，次は（４）番，地球温暖化と脱炭素へ向けての取組，奄美市としての取組がありました

ら，よろしくお願いします。 

 

市民部長（石神康郎君） おはようございます。それでは，地球温暖化と脱炭素に向けての取組につい

て。その中で，聞き取り内容の中では，市の考え方，減量化に伴うクリーンセンターの延命化。それ

と，奄美市が先陣を切って，新たな取組をすることで，注目されるのではないかというようなことでご

ざいましたので，その件について答弁させていただきます。 

 ＳＤＧｓは２０１５年９月に国連が提唱した持続可能な開発目標のことで，１７の大きな目標のうち

の一つに，気候変動に具体的な対策をという目標がございます。議員御案内のとおり，地球温暖化対策

のため，脱酸素に取り組むことは，全世界の人々や企業が後世のために行動すべき最重要課題と認識い

たしております。そのような中，国内では平成２８年５月に地球温暖化対策計画を策定し，２０３０年

度の温室効果ガス排出量削減目標を２０１３年度比で２６パーセント削減と定めましたが，今年の４月

２２日に本計画を見直し，目標を４６パーセント削減に引き上げることを決定いたしております。ま

た，本市が取り組む地球温暖化対策や脱炭素へ向けての方針でございますが。議員御承知のとおり，２

０１８年度から２０２２年度の５年間に取り組むべき計画といたしまして，奄美市地球温暖化防止活動

実行計画を策定し，その計画に基づき，地球温暖化対策に伴う脱炭素へ向け，市民が御家庭や事業所で

も取り組めるエコ活動を推奨しているところでございます。具体的な取組の一つになりますが，クリー

ンセンターに搬入されるごみの構成比で最も多いのが紙，布類で，令和２年度は６割を占めておりま

す。これまでも古紙類のリサイクルに取り組んでいるところでございますが，ごみの減量化など小さな

取組が広がり，大きな成果を上げることにより，クリーンセンターの延命化にもつながっていくと認識

いたしておりますので，市役所内でのペーパーレス化も含め，一層取組を強化してまいりたいと考えて

おります。また，政府が推奨する国民運動の中にクールチョイス，賢い選択運動がございます。身近な

実践例といたしまして，冷暖房設定温度の調整，自家用車の運転，アイドリングの抑制。不要電源の削

減。シャワー時間の短縮などが示されており，家庭で実践いただけましたら効果も大きいことから，今

後とも啓発に努めてまいりたいと考えておりますので，御理解を賜りたいと存じます。以上でございま

す。 

 

１６番（川口幸義君） これも，国が進める事業でありますけれども，やっぱり奄美市は奄美市で独自で

何らかの形でね，それに向けて，やはり，ごみの減量の問題にしても，分別をすることによって，クリ

ーンセンターが延命措置をできるという，こういうことだと思うんですけれども，今日のね，深刻なご

み問題を解決するためには，ごみ増大の原因となっている資源の大量採集や物品の大量生産，大量消

費，大量廃棄の社会全体の経済システムと使い捨て，ワンウェイ型の生活様式を根底から改めること

で，そのために，もはやどこの，どこにも最終処分場，すべき場所も，廃棄もないという前提に立っ

て，自主的にごみを出さない，出たごみは資源として再使用や再利用などを行う。それができないもの

は生産を止めるか，できるようになるまで管理，保管するという資源循環型社会経済システムに転換す

る，もう時期に来ているのではないかという，これからの社会は脱炭素へ向けて，最終処分地の確保策

ではなく，思い切って資源の輸入量を半分に減らすなどの方策を社会全体で真剣に考えなければならな

いときです。脱炭素。国際的には，環境政策の重要問題でもある地球温暖化を防止するためには，日本

は焼却や埋め立てによる炭酸ガスや大量に減らす，ガスなどの温暖化もたらす原因物質の排出を率先し
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て大幅に減らす責任がある。２０５０年には地球上の海へ廃棄物が魚の量より多くなると，投棄される

と言われております。これは途上国の河川から海へ大量の廃棄物が流れる。こういった懸念があるわけ

で，だから，再生利用が困難なものについては，焼却や焼却灰の溶融効果などの中間処理，中間処理が

一番大事なんですけれども，中間処理やサーマルリサイクルとごみで発電機等，積極的に推進していか

なければならない。これらの方策はごみ問題の根本的な解決にはならないばかりか，地球温暖化に一層

拍車をかけるという，専門家の話もありますので，やっぱり日本は焼却や埋め立てによる炭酸ガスやメ

タンガスなどの温暖をもたらす原因物質の排出を率先して大幅に減らす責任があるということが，こう

言われておりますので，やっぱり我々，今，奄美市のクリーンセンターにしっかりですね，この，そも

そも搬入されるごみの分別によって，また，焼却できないものがどうしてもありますよね。だから，そ

ういったものを，いわゆる有価物として，鉄類とかそういったものは事業者が引き取ると思うんです

よ。事業所も引き取らないような，こういった問題がある。こういったものについては，将来はやはり

Ｈ２Ｏの，要するに水素ガスぐらいのね，そういった溶解炉，そういったもので，高熱で処分をしなけ

ればならない。そういう時代を，これから担っていかんといけないんじゃないかな。そうじゃないと，

この地球温暖化にはなかなか前に進んでいけないと，僕は思ってね，こういったことを今日は皆さんと

一緒に共有しようかなと思って，一応，取り上げてみましたが，一つ，よろしく頑張っていただきたい

と思っております。ありがとうございます。 

 それでは，（５）番，農政課と森林組合との連携について伺いたいと思います。部長，新しい部長さ

んで，まずおめでとうございます。肩の力を抜いてね，一つ，答弁よろしくお願いします。 

 

農林水産部長（竹元康晴君） おはようございます。川口議員から聞き取りの中で，知識や経験が必要で

危険の伴う林務関係の業務は，専門家で，森林組合に委託しているのかという点と，２点目に，奄美市

有林を含め，山林を守る事業の充実を図れないかという２点についてお聞きしておりますので，その２

点についてお答えしたいと思います。 

 まず，奄美市の約７８パーセントが林野である本市において，森林の有する多面的機能を発揮するた

め整備を行うことは，議員御案内のとおり，重要であると認識しています。奄美市において，林業技士

などの専門技術者を雇用し，鹿児島県知事の認定を受けた認定林業事業体はあまみ大島森林組合のみで

あり，国有林を利用した造林事業や市有林における森林環境保全直接支援事業などに取り組んでいると

ころでございます。 

 次に，山林を守る事業の充実を図れないかっていうことになるんですが，令和３年度からは新規に森

林環境譲与税を利用した山林荒廃地整備事業など，森林整備に関する業務をあまみ大島森林組合に委託

する計画でいるところでございます。山林に精通しており，森林整備計画策定に協力いただいているあ

まみ大島森林組合とは，今後も連携を図りながら，森林の有する多面的機能である生物多様性の保全。

土砂災害の防止。水源の涵養などの保全に努め，森林整備の充実に取り組んでいるところでございます

ので，御理解をいただきたいとお願いいたします。以上です。 

 

１６番（川口幸義君） はい，どうもありがとうございました。それでね，この奄美市が要する間伐，間

伐材のいわゆる予算をね，森林組合に毎年どれぐらいの予算を委託していらっしゃるのか，ちょっとそ

れを伺ってみたいと思いますけれども。 

 

農林水産部長（竹元康晴君） 森林組合との予算に関係しまして，今年度はですね，先ほど申しました植

林地の管理業務，造林事業ですね，及び市有林の管理。あと，松くい虫の枯損木の処理などを合わせま

して，約１，６００万円ほどを予算計上しています。以上です。 

 

１６番（川口幸義君） １，６００万円程度。これは，森林組合に毎年，市から委託をされているわけよ
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て大幅に減らす責任がある。２０５０年には地球上の海へ廃棄物が魚の量より多くなると，投棄される

と言われております。これは途上国の河川から海へ大量の廃棄物が流れる。こういった懸念があるわけ
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一番大事なんですけれども，中間処理やサーマルリサイクルとごみで発電機等，積極的に推進していか

なければならない。これらの方策はごみ問題の根本的な解決にはならないばかりか，地球温暖化に一層

拍車をかけるという，専門家の話もありますので，やっぱり日本は焼却や埋め立てによる炭酸ガスやメ

タンガスなどの温暖をもたらす原因物質の排出を率先して大幅に減らす責任があるということが，こう

言われておりますので，やっぱり我々，今，奄美市のクリーンセンターにしっかりですね，この，そも

そも搬入されるごみの分別によって，また，焼却できないものがどうしてもありますよね。だから，そ

ういったものを，いわゆる有価物として，鉄類とかそういったものは事業者が引き取ると思うんです

よ。事業所も引き取らないような，こういった問題がある。こういったものについては，将来はやはり

Ｈ２Ｏの，要するに水素ガスぐらいのね，そういった溶解炉，そういったもので，高熱で処分をしなけ

ればならない。そういう時代を，これから担っていかんといけないんじゃないかな。そうじゃないと，

この地球温暖化にはなかなか前に進んでいけないと，僕は思ってね，こういったことを今日は皆さんと

一緒に共有しようかなと思って，一応，取り上げてみましたが，一つ，よろしく頑張っていただきたい

と思っております。ありがとうございます。 

 それでは，（５）番，農政課と森林組合との連携について伺いたいと思います。部長，新しい部長さ

んで，まずおめでとうございます。肩の力を抜いてね，一つ，答弁よろしくお願いします。 

 

農林水産部長（竹元康晴君） おはようございます。川口議員から聞き取りの中で，知識や経験が必要で

危険の伴う林務関係の業務は，専門家で，森林組合に委託しているのかという点と，２点目に，奄美市

有林を含め，山林を守る事業の充実を図れないかという２点についてお聞きしておりますので，その２

点についてお答えしたいと思います。 

 まず，奄美市の約７８パーセントが林野である本市において，森林の有する多面的機能を発揮するた

め整備を行うことは，議員御案内のとおり，重要であると認識しています。奄美市において，林業技士

などの専門技術者を雇用し，鹿児島県知事の認定を受けた認定林業事業体はあまみ大島森林組合のみで

あり，国有林を利用した造林事業や市有林における森林環境保全直接支援事業などに取り組んでいると

ころでございます。 

 次に，山林を守る事業の充実を図れないかっていうことになるんですが，令和３年度からは新規に森

林環境譲与税を利用した山林荒廃地整備事業など，森林整備に関する業務をあまみ大島森林組合に委託

する計画でいるところでございます。山林に精通しており，森林整備計画策定に協力いただいているあ

まみ大島森林組合とは，今後も連携を図りながら，森林の有する多面的機能である生物多様性の保全。

土砂災害の防止。水源の涵養などの保全に努め，森林整備の充実に取り組んでいるところでございます

ので，御理解をいただきたいとお願いいたします。以上です。 

 

１６番（川口幸義君） はい，どうもありがとうございました。それでね，この奄美市が要する間伐，間

伐材のいわゆる予算をね，森林組合に毎年どれぐらいの予算を委託していらっしゃるのか，ちょっとそ

れを伺ってみたいと思いますけれども。 

 

農林水産部長（竹元康晴君） 森林組合との予算に関係しまして，今年度はですね，先ほど申しました植

林地の管理業務，造林事業ですね，及び市有林の管理。あと，松くい虫の枯損木の処理などを合わせま

して，約１，６００万円ほどを予算計上しています。以上です。 

 

１６番（川口幸義君） １，６００万円程度。これは，森林組合に毎年，市から委託をされているわけよ

 

- 45 - 

 

ね。これは，ちょっと待って，市有林，いわゆる市有林，奄美群島の場合は市有林と民有林が９０パー

セントぐらいありますから，国有林というのが僅か６パーセントぐらいしかないわけよ。だから，それ

については，この１，６００万円の。いわゆる森林を保全する，要するに間伐をして，老木はもう切り

倒して，新しい若い木を植えて，植林をして，山を若返らす。これが，一応森林組合との，市との連携

だと思っているんですけれども。それで，この予算は，今，これで間伐材の予算として出しますけれど

も，要するに多面的機能支払交付金は，これ，今，書いていないんだけれども，あなたが所管する。こ

れは，今年はどの程度の予算が。それから，それとね，それは結構，結構，それはいいですから，いわ

ゆる地籍の，奄美市，名瀬・笠利・住用のこの三つの地籍についての予算が，今年はもう見えていると

思うんですけれども，どれぐらいありますか。 

 

農林水産部長（竹元康晴君） 申し訳ございません。地籍の予算については，資料として，今回，持って

来ておりませんでした。 

 

１６番（川口幸義君） ごめんね。よろしくお願いします。議長，どうもどうも。これ，今年は大体８，

０００万円ぐらいあると思うんだけれども，これを名瀬と住用と笠利と，これを三つに分けて，いわゆ

る地籍を発注すると思うんだけれども，これについては，僕，頭にあったんだけれども，ちょっとそっ

ちに，質問に出していなかったから申し訳ないなと思っているんですけれども，一応そういうことで

ね，取り敢えず地籍もかなり遅れていますので，これはあなたの所管だから，取り敢えず取り組んで，

頑張っていただきたいと思っています。よろしくお願いします。 

 それでは，これをもちまして，私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

 

議長（与 勝広君） 以上で，自由民主党 川口幸義君の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。 

 午前１０時４５分に再開いたします。（午前１０時２６分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします。（午前１０時４５分） 

 引き続き，一般質問を行います。 

 自民党奄美 多田義一君の発言を許可いたします。 

 なお，多田義一君から一般質問中の資料投影のため，書画カメラ使用の申し出がありましたので，こ

れを許可します。 

 

２２番（多田義一君） 市民の皆様，議場の皆様，おはようございます。自民党奄美の多田義一でござい

ます。令和３年第２回定例会，一般質問を行いたいと思います。 

 質問に入ります前に，所見を述べさせていただきます。まず，私も先ほど川口議員の質問があったと

おり，朝山市長におかれまして，この４期目へ向けての出馬をとの思いもありました。それで，このよ

うな質問を前段に持ってきたわけでありますが，先ほど市長のほうからあったとおり，今回は出馬をし

ないとのことでしたので，そのことを，また，念頭に置きながら質問をしていきたいと思います。 

 まずは５月の１０日にユネスコ諮問機関より奄美・沖縄の一部を世界自然遺産にふさわしいとの勧告

を取りまとめ，７月のユネスコ世界遺産委員会にて正式に決定との報道がなされ，コロナにより厳しい

状況に差し込む大きな光となったことは，この奄美市にとって歴史的快挙であり，このことにより，自

然との共生，保全を今以上に意識して取り組み，広く市民に周知していく義務を背負ったと認識し，

様々な施策に取り組んでいただきたいと思います。また，人の流れも大きく変わっていくと思います。

当然，コロナ収束後のことになるかと思いますが，日本国内はもちろんですが，海外からの人の流れも

一定数は見込まれることから，今まで以上に多言語表記に対応し，この流れを太い経済の柱として，多
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くの課題に向き合い，民間と今まで以上の連携を図り，成功に導いてほしいと願う１人であります。マ

リンタウン埋立事業もこの勧告により加速していくと思われます。島外資本も注目していると聞きます

ので，このことが一つの景気回復につながればと思います。コロナにより市内経済に与えた損失は，今

は大きくなるばかりで，まだまだ収束までの道は困難である中，同時にしていかないと，全て上手くい

かないと私は考えております。観光に力を入れるにしても，おもてなす市内事業者が体力を削がれ，そ

こまで事業を維持，継続できるかの状態まで来ていると思います。昨年２月より影響が出始め，その時

期から私は毎回コロナ経済対策について質問をしてきました。多くの事業所を見て，私自身もその大変

な現状を目の当たりにし，このままでは市民の皆様がつくり上げられたものが崩れてしまうとの危機感

が日に日に強くなりました。昨年４月には最初の非常事態宣言が出され，５月のゴールデンウイークを

含む６月までは大変悲惨な現状でありました。少し持ち直し，年末年始に向けやる気を出していた飲食

店をはじめ，多くの事業所は，奄美市内での感染拡大を受け，人は動かず，本年の１月２５日から２月

の７日まで，鹿児島県による時短要請が出される事態となり，今回，奄美市内で多くの感染拡大を招い

たクラスターが発生し，５月１０日から５月の２３日までの２度目となる時短要請が出され，市内経済

は大きなダメージを受けています。この現状をどのように支え，経済を前に動かしていくかに，今後の

世界自然遺産も関わってくると思いますので，全てを同時に対処していくことが，今，必要とされてい

ると私は考えております。奄美市を取り巻く環境の中で，コロナに関わる事項，世界自然遺産に関わる

事項，ここが最重要事項との認識の上で，一般質問に入ります。 

 まずは，市長の政治姿勢についてでありますが，今回，私がこの質問をするのは，前段述べました

が，奄美市にとって最悪なときでもあり，また，最高なときでもあります。この大変重要な時期に，奄

美市長改選時期と重なっていることも，また，事実であり，避けては通れない課題であると，私は思っ

ています。そこで，質問いたしますが，このような課題が多くある中で，市長としての改選を含む課題

は何なのかをお伺いいたします。 

 あとの質問からは発言席にて行います。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） 多田議員にお答えいたします。私の出処進退について，このような時期にどうして

かという御質問であろうかと存じます。先刻，述べましたけれども，私なりの思いといたしましては，

まず，３期を迎えるに当たりましても，私はその都度，皆様方に公約というものを明かしてまいりまし

た。その公約が，私なりの自己評価においては，ほぼ８０パーセント以上相当はできたんではないかと

いう思いと，私なりの年齢も含めて，併せて，今，議員がおっしゃったように，コロナ禍の中で経済

も，市民生活も大変な時代にあるということでございます。今，ワクチン接種が始まっております。こ

れが，全ての市民はじめ島民の皆様に行き届きますと，以前のような生活が可能ではないかと思いま

す。しかしながら，アフターコロナという中において，新しい生活様式，新しい経済環境が訪れてくる

であろうというふうな思いもございます。加えて，その中に光明を与えたのが，世界自然遺産登録に向

けての勧告であります。このことにより，先人が遺していただいた，この有意な財産が，恐らく奄美の

経済資源として，観光資源として，私どもの唯一不二の財産として，恐らく奄美に大きな経済環境，ま

た，新しい経済様式を与えていただけるだろうと。陰の部分と，大きな陽の部分が，今，ここに訪れて

いるような気がいたします。そのような新しい時代の中において，私の年齢や，また，私のここに至る

約１２年近くの，また，笠利町長時代から考えますと２０数年にわたります。その間の思いを考えます

と，やはり後進に，時代に沿った愛郷心や情熱や勇気のある後進に道をお譲りするということが最適な

時期であると，私なりに思ったところであります。そのような観点から，私はこの際，今期をもって退

くということが，私なりに賢明な，しかも冷静な判断であると考えたところでありますので，御理解を

いただきたいと存じます。議会の皆様方には大変お世話になりました。今後もお世話になります。皆さ
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くの課題に向き合い，民間と今まで以上の連携を図り，成功に導いてほしいと願う１人であります。マ

リンタウン埋立事業もこの勧告により加速していくと思われます。島外資本も注目していると聞きます

ので，このことが一つの景気回復につながればと思います。コロナにより市内経済に与えた損失は，今

は大きくなるばかりで，まだまだ収束までの道は困難である中，同時にしていかないと，全て上手くい

かないと私は考えております。観光に力を入れるにしても，おもてなす市内事業者が体力を削がれ，そ

こまで事業を維持，継続できるかの状態まで来ていると思います。昨年２月より影響が出始め，その時

期から私は毎回コロナ経済対策について質問をしてきました。多くの事業所を見て，私自身もその大変

な現状を目の当たりにし，このままでは市民の皆様がつくり上げられたものが崩れてしまうとの危機感

が日に日に強くなりました。昨年４月には最初の非常事態宣言が出され，５月のゴールデンウイークを

含む６月までは大変悲惨な現状でありました。少し持ち直し，年末年始に向けやる気を出していた飲食

店をはじめ，多くの事業所は，奄美市内での感染拡大を受け，人は動かず，本年の１月２５日から２月

の７日まで，鹿児島県による時短要請が出される事態となり，今回，奄美市内で多くの感染拡大を招い

たクラスターが発生し，５月１０日から５月の２３日までの２度目となる時短要請が出され，市内経済

は大きなダメージを受けています。この現状をどのように支え，経済を前に動かしていくかに，今後の

世界自然遺産も関わってくると思いますので，全てを同時に対処していくことが，今，必要とされてい

ると私は考えております。奄美市を取り巻く環境の中で，コロナに関わる事項，世界自然遺産に関わる

事項，ここが最重要事項との認識の上で，一般質問に入ります。 

 まずは，市長の政治姿勢についてでありますが，今回，私がこの質問をするのは，前段述べました

が，奄美市にとって最悪なときでもあり，また，最高なときでもあります。この大変重要な時期に，奄

美市長改選時期と重なっていることも，また，事実であり，避けては通れない課題であると，私は思っ

ています。そこで，質問いたしますが，このような課題が多くある中で，市長としての改選を含む課題

は何なのかをお伺いいたします。 

 あとの質問からは発言席にて行います。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） 多田議員にお答えいたします。私の出処進退について，このような時期にどうして

かという御質問であろうかと存じます。先刻，述べましたけれども，私なりの思いといたしましては，

まず，３期を迎えるに当たりましても，私はその都度，皆様方に公約というものを明かしてまいりまし

た。その公約が，私なりの自己評価においては，ほぼ８０パーセント以上相当はできたんではないかと

いう思いと，私なりの年齢も含めて，併せて，今，議員がおっしゃったように，コロナ禍の中で経済

も，市民生活も大変な時代にあるということでございます。今，ワクチン接種が始まっております。こ

れが，全ての市民はじめ島民の皆様に行き届きますと，以前のような生活が可能ではないかと思いま

す。しかしながら，アフターコロナという中において，新しい生活様式，新しい経済環境が訪れてくる

であろうというふうな思いもございます。加えて，その中に光明を与えたのが，世界自然遺産登録に向

けての勧告であります。このことにより，先人が遺していただいた，この有意な財産が，恐らく奄美の

経済資源として，観光資源として，私どもの唯一不二の財産として，恐らく奄美に大きな経済環境，ま

た，新しい経済様式を与えていただけるだろうと。陰の部分と，大きな陽の部分が，今，ここに訪れて

いるような気がいたします。そのような新しい時代の中において，私の年齢や，また，私のここに至る

約１２年近くの，また，笠利町長時代から考えますと２０数年にわたります。その間の思いを考えます

と，やはり後進に，時代に沿った愛郷心や情熱や勇気のある後進に道をお譲りするということが最適な

時期であると，私なりに思ったところであります。そのような観点から，私はこの際，今期をもって退

くということが，私なりに賢明な，しかも冷静な判断であると考えたところでありますので，御理解を

いただきたいと存じます。議会の皆様方には大変お世話になりました。今後もお世話になります。皆さ
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んの友情，また，温かい支援に対しては，心から感謝の気持ちでいっぱいであります。今後とも皆さん

とともに市政の揺るぎない発展を願いながら，あと，残された期間を全うしてまいりたいと考えており

ますので，よろしくお願いを申し上げます。以上です。 

 

２２番（多田義一君） 市長，ありがとうございました。思い返すと，僕も笠利町は手花部で母がずっと

育ち，僕も小学校の上がる前まで笠利町でいました。恐らく，市長が笠利町長の最後の選挙だったと思

いますが，ちょうど手花部の手前の橋の上で，僕たち家族がいたときに，覚えてらっしゃるかどうか分

かりませんが，そこで下りて握手をした，あれが多分笠利町長としての最後の選挙だったんじゃないか

なという記憶がありますが，いろんな思いがある中で，実際，やはり奄美市長になり，先ほど来，話が

あったとおり，大変大きな水害もありました。そしてまた，様々な大きなイベントもある中で，やはり

この，今年でいうと，やはりコロナと世界自然遺産と，この本当にいいことと，大変きついことが重な

っている，市長職としては大変厳しい時代の市長となったのかなという思いがありますが，私の個人的

な意見としては，やはり頑張ってほしかったなっていうのは，思いとしてあります。そういう思いもあ

って，今回，最初のほうに質問，項目として入れされていただきましたが，先ほど市長からも説明があ

ったとおり，様々な理由があって，市長なりに大変大きな決断であっただろうと思いますので，残され

た任期期間は，まだ本当に，あと５か月ほどあるかと思います。また，その５か月も，通常の多分２年

近い仕事を，この５か月の間にしないといけない，すごい多忙な期間だろうと思いますので，しっかり

と，また，そこは市民に向けて道筋をつくっていけるように，是非，頑張っていただきたいと，このよ

うに思います。 

 それでは，次の質問に移らさせていただきます。２番目の新型コロナ対策について，質問をいたしま

す。今回，鹿児島県による２度目となる時短要請が出されました。４月から感染者が出始め，飲食店な

ど多くの店が大きく売上を落とし，ビジネスや観光客等以外の市民は感染防止の観点から密を避け，感

染予防に大きく貢献していただいたものと感じております。一方では，売上が大幅に落ち込む事態とな

り，度重なるこの状態に，不安に感じた方々がほとんどだと思います。更に，感染拡大を受け，医療体

制もかなり逼迫し，県立大島病院から市内の病院へ転移や鹿児島搬送などもあったと聞いております。

また，学校や保育所，保育現場においても休校や休園を行い，感染拡大を防ぐ取組がなされています。

しかし，観光客の受入は止めるわけにはいかず，各店舗において厳しい判断を行うしかない状態でし

た。その影響は様々な分野に広がり，市内経済に深いダメージを与えました。そのような中で，鹿児島

市，霧島市の時短要請が延長され，感染者が落ち着かない中での時短要請終了に，市民の多くは不安と

疑問を持たれたと思います。その後も，当然，屋仁川などには人は戻らず，大変厳しい経済状況が続い

たわけでありますが，ここで質問いたしますが，今回，先ほど申し上げたとおり，鹿児島市と霧島市が

２週間延長ということになりました。市内の感染者数，また，教育，保育の現場の現状だったり，観光

客の入込，また，医療体制の現状，更には市内経済の状況など，当時，かなり厳しい現状にあったと認

識をしておりますが，奄美市ではどのような議論がなされたのか。また，鹿児島県から事前協議などの

内容は，どのような内容だったのかをお伺いいたします。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 本市における新型コロナの感染防止対策につきましては，市内のあらゆる

団体，事業所と連携し，また，協力をいただき実施しているところでございます。特に飲食店における

感染防止対策につきましては，昨年７月の鹿児島市におけるクラスターが飲食店で発生したことから，

市内における店舗対策，店舗掲示用ポスター，来店者カードの提供を行っております。この周知方法に

つきましては，市の飲食店における感染防止対策の説明会等において，奄美大島商工会議所，あまみ商

工会などの協力をいただいて実施をしております。今年１月には，本市における感染者の急増及び時短

要請などを受けまして，市内の飲食店を対象に，感染防止チェックリストによる訪問の呼び掛けや，４

月の感染者の急増におきましては，市長を先頭に屋仁川を中心とした飲食店に対し，感染防止対策の啓
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発チラシの訪問配布を実施いたしましたが，その際においても，奄美市社交業飲食業組合の協力の下，

実施しているところでございます。今後の感染防止対策につきましても，関係する団体等と連携，協力

を密にし，効果的な対策と実施してまいりたいと考えております。議員御案内の県による時短要請につ

きましては，５月７日に県が警戒基準のステージを３に引き上げるに当たり，５月１０日から２３日ま

での２週間，本市を含む５市町へ飲食店に対する営業時間の短縮についての要請が出されております。

その際，前日の５月６日に県から本市が時短要請の対象になることについて連絡をいただきましたが，

本市の状況といたしましては，４月２９日に本市初のクラスターが発生し，３０日には１日の感染者が

１３人となるなど，感染の拡大が続いており，奄美大島の新型コロナ警戒レベルを５へ引き上げ，拡大

防止の対策を全庁挙げて行っている状況でございました。時短要請につきましては，接触の機会を減ら

し，感染拡大を防ぐための措置としてなされたものと認識しております。その間，本市の対策本部会議

において，情報共有を図りながら，全庁的に対策を強化し，また，県と連携し，飲食店における巡回調

査などを行ってまいりました。飲食店の時短要請の解除につきましては，２市の時短延長と，本市を含

め，１市２町が解除になったことを県対策本部会議の資料送付により把握したところでございます。解

除の理由といたしましては，知事のメッセージから奄美市，和泊町，知名町については，感染の状況が

クラスターが発生時に比べ，一定程度落ち着いており，営業時間短縮を要請するまでには至らないとの

理由を確認いたしたところでございます。５月２０日時点の感染状況につきましては，感染拡大の傾向

は収まってきておりましたが，断続的に複数人の感染者が確認されており，また，医療体制といたしま

しては，一時期に比べると減少傾向にございましたが，県本土の医療機関や宿泊施設への入院，入所が

続いている状況でございました。また，学校や保育所等におきましても，クラスター発生時から学校や

園におけるマニュアルに基づいた対応をしております。保育所においては，自宅保育の協力のお願いな

ども行うなど，感染拡大防止への対応を全庁挙げて行っている状況にございました。飲食店における営

業時間短縮の措置につきましては，法，これは新型インフルエンザ等特別措置法になりますが，に基づ

き，都道府県の権限によって行われます。今回の時短措置の解除につきましては，県による理由とし

て，繰り返しになりますが，感染状況が一定程度落ち着いたことが理由として示されておりますが，決

定の前に県と自治体による協議を踏まえた上で判断をしていただきたかったとの思いはございます。こ

のことを受けての協議につきましては，市対策本部会議において情報を共有し，断続的に続く感染状況

に対して，感染防止対策を引き続き強化していくことを決定したところでございます。以上でございま

す。 

 

２２番（多田義一君） 今の御答弁の中で，やはり幾つかの問題点が僕はあると感じるんですが，まず大

きな問題点として，その鹿児島県のほうから，今，部長もおっしゃいましたけれども，事前な協議はな

かったっていうことですよね。その２週間延長されている地域，鹿児島市，霧島市。奄美市はこれで終

わりますっていうのは，その会議の文書をもって，あと知事のその発表をもって知ったというところで

よろしいですか。確認です。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 本市が時短要請の解除の，県からの通知につきまして，うちのほうで確認

できましたのは，県から届きました，県の対策本部会議資料の送付が本市のほうにございました。その

中で確認したということでございます。 

 

２２番（多田義一君） 再度，確認です。事前協議，若しくは事前な連絡はなかったっていうことでいい

ですか。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 繰り返しになりますが，時短要請を開始するときは事前に連絡がございま

した。時短要請を解除するに際しましては，繰り返しになりますが，県からの，県の対策本部会議の資
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料の送付によって確認したところでございます。 

 

２２番（多田義一君） 僕は，ここは非常に問題があって，これは鹿児島県のやり方に少し疑問を感じま

す。申し上げますのも，全ての地域において一律終了であれば，今の流れでいいかと思いますが，鹿児

島市，霧島市，ここ２市は，確か要望書をあげているんですよね。鹿児島市，霧島市の市長名で要望書

を知事室のほうに行って手渡したと。それは，報道によって知りましたけれども，結果，その２日後に

この両市を延長すると，鹿児島市，霧島市ですね。そこには，当然，奄美市は入っていなかったと。実

は，僕もこの流れには疑問がありましたので，鹿児島県のほうにも，そのこれで終わる理由ですね，具

体的な理由，何か明確な基準があるのかどうか，確認をしたんですが，そこでお話を伺えたのは，人口

１０万人に対する感染者数などのお話がありました。しかしながら，その数で言いますと，奄美市は必

ずしも低くなかったんですよね。その２週間延期かどうかの話で言ったらですね。それともう一つ，こ

こが大変重要なんですが，離島であるというところを，少し考慮が足りないのかなと，県がですね。む
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２２番（多田義一君） 分かりました。僕はこの件は奄美市としては猛抗議をするべきだと思っていまし

た。実際，そういう話の流れでですね。何も連絡もせず，協議もせず，状況的なことはなく，一方的に

時短を２週間で切られて，かといって鹿児島市，霧島市は要望書が出されたのち２日後にってなってく

ると，結局明確な基準は僕はないんじゃないかなって思ったんですよ。早い話，その知事に対する要望

書が出された，このことが２週間延長につながったのも事実だと思いますし，何もこちらからアクショ

ンがなかったら終わりですよと，こういうふうなやり方では，僕はかなり問題があると思うんですよ

ね。ましては，その連絡は何もなく，突然，解除ですというふうなお話でした。今，先ほど出水市の話

がありましたが，その２市延長のときの段階では，出水市は入ってなかったんですよね。まだ，入って

なくて，その後に出水市でクラスターが発生し，追加で出水市を入れたっていう状況だと思いますけれ

ども。何かしら，そのクラスターが一つの判断材料となっているのであれば，これはおかしいと僕は思

います。なので，その辺は含めた上で，今後ですね，県ともしっかり協議をしていってほしいなと思い

ますので，よろしくお願いいたします。 

 また，その学校のお話もありましたけれども，先ほど対応マニュアルということでマニュアルを作っ

て，子どもたちの安全を図っていってると思いますが，実際，いろんな声が聞かれました。各学校によ

って対応が違うんじゃないかとかですね。と申しますのも，子どもたちを取り巻く環境の中で，やはり

親が陽性になった，要はコロナに罹った方。今度は，濃厚接触者となった方。また，濃厚接触者にはな

っていないけれども，ＰＣＲ検査を受ける検査の順番を待っているという方。今回，恐らくＰＣＲ検査

を受けた人数っていうのは，僕は１，０００人を超えていると思っているんですよ。数千ですよね。恐

らく県立大島病院のほうで，ドライブスルー方式みたいな感じで，中には入らず，車で待機しながら，

どんどん検査を行っていくというような状況でありましたけれども。今回，すごく多かったので，検査

するのにも日数がかかる。また，検査結果が出るのにも１日半ぐらいの時間がかかると。トータルで最

大三日かかるとしたときに，子どもたちは学校に行っていいもんなのかですね。学校に行ったときに，

今日は休みなさいねってちゃんとなればいいですけれども，結局，それが欠席扱いになるのか，出席扱

い，これは恐らく出席扱いになると思いますが，その辺の対応が，各学校によっては統一されてなかっ

たようなお話も聞きます。なので，今回のように，いろいろ一気に増えたときには，いろんなところに

やはり問題，課題は出てくるなと思いますので，その辺を常に認識，また，想定をしながら動いていた

だきたいなと思います。 

 また，もう１点ですね，これもあった課題のうちの一つだと思いますが，飲食店，または，クラスタ

ーが発生した店舗，また，従業員が陽性となった店舗。いろんな形でそういう，今回，皆さんが出てき

ておりますが，その消毒であったりとか，店のですね，店の消毒とか，建物の消毒。それは，ビルオー

ナーであったり，要はその店舗運営者の責任で行うべきだとも思いますけれども，これは必ずしも義務

化されているんですか。義務化にされているのかどうか。その辺，分かりませんか。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 新型コロナ感染者が発生した建物，部屋の消毒につきましては，議員御案

内のとおり，そこの所有者だったり使用者のほうで消毒をしていただくことになりますが，消毒に対し

ましては，必要があれば保健所も出て行って，市の担当も出て行って消毒するような形をとっておりま

す。以上でございます。 

 

２２番（多田義一君） はい，分かりました。今，必要であればっていうことでしたけれども，というこ

とは義務ではなく，その人たちが必要と感じたときに，そういう相談があったら一緒に行っているとい

うことですよね。その辺りがですね，基準がちょっと，判断が分からない。それで，一番迷惑をするの

が，その周辺の店舗の皆さんなんですよね。例えば，ビル全体的に消毒をして，このビルは安全ですよ

と言える状況なのか。若しくは，消毒をしたかどうかすら，行政も分からない。むしろ，そのお客さん

も分からない。そのビルで働いている方も分からない。そうなったときに，誰が一体音頭をあげて，ち
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ゃんと消毒はしましょうねという指導を行うのかというところが，今回，はっきり分からなかったんで

すよね。ってお話も，実は多く聞きました。なので，これも一つの僕は課題だと思っています。ですの

で，ここも踏まえて，やはり，今後，また出ないと限らないので，その辺もしっかりとマニュアルを作

っていってほしいなと思います。それで悩む人，戸惑う人が出ないように，なるべく寄り添った形での

対応をお願いしたいなと思います。 

 それでは，次の質問に移ります。（２）の質問ですが，今回，屋仁川を中心とする社交業組合，新聞

報道により９５店舗ということでした。また，有志の会，飲食店５８店舗，接客を伴う店舗２７店舗，

合計８５店舗などの多くの店舗から要望書が出されています。この出されている状況で，経済対策に多

くの意見が取り入れられていることは，大変すばらしく，また，スピード感を持った施策の展開だった

なと高く評価できると私は感じております。そこで，お聞きいたしますが，多くの市民の方から，やは

り奄美市は今回，実際には僕も感じているんですが，事業所に直接的な金銭支援っていうのは，その事

業者支援金っていう形でありましたけれども，実質，あの制度自体は５０パー以上下がっているところ

は対象外なので，ほとんどが国の支援制度を使っていると。全体でいうと，３百数十件で止まっている

かのように僕は確認していますけれども，結果，今回の制度は本当に裾野が広く，多くの事業者の下に

直接的な支援ができる，僕は最初の制度だと思っています。また，店舗所有者，要は店舗を買い取って

営業されている方にも，今回は支援の対象となっているようでございます。また，実際にもう支援金が

支給されている話も伺っていますので，この対応の早さには市民の多くの皆さんから感謝の声が届いて

いるところであります。そういう中でありますが，やはり，次，こういうことが起きたらどうなるんだ

ろうとか，また，奄美市はこれでお金を結構使ったから，予算的には大丈夫なのかとか。ありがたいこ

とに，こう財布の事情まで心配される市民の皆さんも多くいらっしゃるのも，また，事実です。ですの

で，今回，市としてのいろんな現状があると思いますが，予算，また，時期，タイミングでしたり，効

果検証も当然，必要になってくると思います。また，今後，同じようなことが起きた場合の対応も，当

然ながら考えていかないといけないと思いますが，その辺りを含めて，まとめてお伺いいたします。 

 

商工観光情報部長（平田宏尚君） おはようございます。まず，私のほうから時期と効果についてお答え

させていただきたいと思います。 

 まず，時期についての御質問でございますが，今回，奄美市社交飲食業組合及び屋仁川飲食有志の会

の方々からいただいた時短要請に関する要望書をはじめ，多くの関係者から御意見や御相談をいただい

ております。これらを踏まえ，時短要請に協力したことにより，売上減少等，深刻な影響を受けた飲食

店や関連事業者の方々に対し，本市独自の支援策といたしまして，営業時短要請協力店舗緊急支援事

業，営業時短要請関連事業者緊急支援事業及びタクシー事業者等支援事業の三つの事業を計画させてい

ただいたところでございます。御質問の実施時期につきましては，店舗営業に深刻な影響を受けている

方々にできる限り早く支援金をお届けしたいとの思いから，時短要請解除後に速やかに対策が行えるよ

う，庁内で制度設計を協議し，先日，全員協議会においても，新型コロナ緊急対策事業第７弾として，

議員の皆さんに御説明させていただいたところでございます。各事業における支援金の支給につきまし

ても，申請から実際に支給されるまでの期間を可能な限り短縮できるよう，事務処理に努めているとこ

ろでございますので，御理解をお願いしたいと思います。なお，三つの事業の進捗状況を御説明させて

いただきます。営業時短要請協力店舗緊急支援事業は先週火曜日の６月８日から申請受付を開始し，昨

日時点で申請受付１４０件，支給済み４７件，支給金額５９０万円の実績となっております。タクシー

事業者等支援事業は先週金曜日，６月１１日から申請受付を開始し，申請受付が５件となっておりま

す。営業時短要請関連事業者緊急支援事業につきましては，昨日の６月１５日から申請受付を開始して

いるところでございます。 

 本事業の効果についての御質問でございますが，本年の１月から２月にかけて，時短要請に続き，２

度目の時短要請となり，大変厳しい経営状況におかれている飲食店や関連事業者の方々に対し支援を行
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うものでございます。今回の支援金の申請に当たりまして，県の協力金申請書類の一部を使用するな

ど，申請者の手続き上の負担軽減を図り，県の協力金の交付決定を待たずに，スピード感をもって対象

者に支援金の給付を行うこととしたところでございます。本市といたしまして，今回の支援金を１日で

も早く給付することにより，今後の事業継続にしっかりと結び付くよう，効果を期待するところでござ

いますので，御理解をよろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

総務部長（三原裕樹君） 予算の関係で，御質問ございましたので，お答えをいたします。御質問の新型

コロナ緊急対策事業第７弾につきましては，事業者支援といたしまして１億３，７５０万円を計上して

おり，令和２年度からの繰越予算の一部を組み替えて対応をしております。本市では，この６月議会へ

の補正予算を含め，新型コロナ対策予算の累計総額が約６７億７００万円となっております。財源とい

たしましては，国・県補助金，新型コロナ臨時交付金，一般財源となっており，５億６，５００万円ほ

ど財政調整基金から繰入を行っております。御承知のとおり，新型コロナにつきましては，市民の皆様

への給付金をはじめ，感染症対策，生活支援，事業者支援，そして，経済支援など，幅広い分野で多く

の事業を実施してきております。先日開催されました雇用対策協議会の中で，ハローワークから奄美市

の新型コロナ対策の取組は多岐にわたりメニューが多く，市民や事業者の皆様へもきめ細かく対応され

ているという，大変心強い評価もいただいたところでございます。いずれにいたしましても，新型コロ

ナ対策はこれからも最優先と認識をしておりまして，まずはそのための財源確保が最も肝要でありま

す。これまでも緊急対策事業を実施するに当たっては，国の新型コロナ臨時交付金はもとより，毎年確

実に積立を行っております財政調整基金など，財源の裏付けによるものが大きいと，改めて思うところ

でございます。今後につきましても，地域の実情をしっかりと踏まえながら，時期を逸することなく，

必要な財政出動を適切に行い，迅速なコロナ対策に取り組んでまいりたいと考えておりますので，よろ

しくお願いいたします。 

 

２２番（多田義一君） はい，ありがとうございます。実際，この要望書が提出されたのが，恐らくちょ

っと日にちが忘れましたけれども，月曜日だったんですよね。月曜日で，僕も実はこれ，取りまとめに

お手伝いをさせていただいて，実際，一緒に同行してまいりましたが，そこから発表までに，実際，１

０日ちょっとですね，の間で取りまとめて，僕も内容については，もう全員協議会で初めて知ったわけ

ですが，あの短期間でよくここまで本当に練り上げたものだなと凄く感銘いたしましたし，また，その

間，多くの職員の皆さんが恐らく昼夜を問わず頑張って骨子づくりに励んだものだと思います。このこ

とは広くやはり市民の皆様にも，当然，届いておりますので，今後もですね，皆様のともに進んでいく

というところで考えますと，やはり今回のコロナは一種の災害でもあるというふうに私は感じています

ので，その災害があったときに，いかに寄り添えるかっていう行政のあり方っていうのが，今，問われ

ているのかなという気がいたします。そのような中で，今回，いろいろなこう支援策を打ち出していた

だいておりますが，一つ，ここでちょっと事実としてですね，鹿児島県の今回の時短要請は，前回の１

月と大きく違う点がありまして，前回は１日当たり４万円で２週間で５６万円の支給と別に，また，時

短要請を受けたところに対して，県のほうが追加で２０万円でしたかね，２０万円。時短要請を受けて

いないところに関しては３０万円の支援金ということで，合計，時短要請が出ているところに対して

は，前回は７６万円ほどの支援があったという状況でありますが，今回は売上に応じて，最低が２万

５，０００円，最高が７万５，０００円ぐらいでしたかね。それと別に，また，その大宴会場を有して

いるところに関しては，計算方式がまた違うようでありますが，実際，今回の県の計算方式が，売上が

３００万円だったと想定すると，これ，割る日数っていうのは，通常は営業日数で割るんですよねと僕

は思っているんですよ。例えば，月２５日の営業であれば，２５日でそれを割るものだと思っていまし

たけれども，実際のところは売上に対して月日数で割るんで，実際に出てくる売上っていうのは，本当

の売上よりか，低くなっているんですよね。それに，０．４掛けているんで，実際，前回同様に４万
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うものでございます。今回の支援金の申請に当たりまして，県の協力金申請書類の一部を使用するな

ど，申請者の手続き上の負担軽減を図り，県の協力金の交付決定を待たずに，スピード感をもって対象

者に支援金の給付を行うこととしたところでございます。本市といたしまして，今回の支援金を１日で

も早く給付することにより，今後の事業継続にしっかりと結び付くよう，効果を期待するところでござ

いますので，御理解をよろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

総務部長（三原裕樹君） 予算の関係で，御質問ございましたので，お答えをいたします。御質問の新型

コロナ緊急対策事業第７弾につきましては，事業者支援といたしまして１億３，７５０万円を計上して

おり，令和２年度からの繰越予算の一部を組み替えて対応をしております。本市では，この６月議会へ

の補正予算を含め，新型コロナ対策予算の累計総額が約６７億７００万円となっております。財源とい

たしましては，国・県補助金，新型コロナ臨時交付金，一般財源となっており，５億６，５００万円ほ

ど財政調整基金から繰入を行っております。御承知のとおり，新型コロナにつきましては，市民の皆様

への給付金をはじめ，感染症対策，生活支援，事業者支援，そして，経済支援など，幅広い分野で多く

の事業を実施してきております。先日開催されました雇用対策協議会の中で，ハローワークから奄美市

の新型コロナ対策の取組は多岐にわたりメニューが多く，市民や事業者の皆様へもきめ細かく対応され

ているという，大変心強い評価もいただいたところでございます。いずれにいたしましても，新型コロ

ナ対策はこれからも最優先と認識をしておりまして，まずはそのための財源確保が最も肝要でありま

す。これまでも緊急対策事業を実施するに当たっては，国の新型コロナ臨時交付金はもとより，毎年確

実に積立を行っております財政調整基金など，財源の裏付けによるものが大きいと，改めて思うところ

でございます。今後につきましても，地域の実情をしっかりと踏まえながら，時期を逸することなく，

必要な財政出動を適切に行い，迅速なコロナ対策に取り組んでまいりたいと考えておりますので，よろ

しくお願いいたします。 

 

２２番（多田義一君） はい，ありがとうございます。実際，この要望書が提出されたのが，恐らくちょ

っと日にちが忘れましたけれども，月曜日だったんですよね。月曜日で，僕も実はこれ，取りまとめに

お手伝いをさせていただいて，実際，一緒に同行してまいりましたが，そこから発表までに，実際，１

０日ちょっとですね，の間で取りまとめて，僕も内容については，もう全員協議会で初めて知ったわけ

ですが，あの短期間でよくここまで本当に練り上げたものだなと凄く感銘いたしましたし，また，その

間，多くの職員の皆さんが恐らく昼夜を問わず頑張って骨子づくりに励んだものだと思います。このこ

とは広くやはり市民の皆様にも，当然，届いておりますので，今後もですね，皆様のともに進んでいく

というところで考えますと，やはり今回のコロナは一種の災害でもあるというふうに私は感じています

ので，その災害があったときに，いかに寄り添えるかっていう行政のあり方っていうのが，今，問われ

ているのかなという気がいたします。そのような中で，今回，いろいろなこう支援策を打ち出していた

だいておりますが，一つ，ここでちょっと事実としてですね，鹿児島県の今回の時短要請は，前回の１

月と大きく違う点がありまして，前回は１日当たり４万円で２週間で５６万円の支給と別に，また，時

短要請を受けたところに対して，県のほうが追加で２０万円でしたかね，２０万円。時短要請を受けて

いないところに関しては３０万円の支援金ということで，合計，時短要請が出ているところに対して

は，前回は７６万円ほどの支援があったという状況でありますが，今回は売上に応じて，最低が２万

５，０００円，最高が７万５，０００円ぐらいでしたかね。それと別に，また，その大宴会場を有して

いるところに関しては，計算方式がまた違うようでありますが，実際，今回の県の計算方式が，売上が

３００万円だったと想定すると，これ，割る日数っていうのは，通常は営業日数で割るんですよねと僕

は思っているんですよ。例えば，月２５日の営業であれば，２５日でそれを割るものだと思っていまし

たけれども，実際のところは売上に対して月日数で割るんで，実際に出てくる売上っていうのは，本当

の売上よりか，低くなっているんですよね。それに，０．４掛けているんで，実際，前回同様に４万
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円，もし仮に支給されるとすれば，前々年度の売上っていうのは，１か月３００万円ないと４万円の支

給はないってことなんですよ。しかも，５月の売上ですから。５月の１か月で３００万円を売り上げる

お店っていうのは，僕はそれほどないと思っています。ということは，実際，今回は９８パー，若しく

はそれ以上が，恐らく前回よりかなり落としているというのが，もう想定できますので，そう考えます

と，奄美市が今回，支援をしていただいておりますが，それでもまだまだ前回に比べると低い水準って

いうのは，頭の片隅に置いていただきたいなと思いますので，是非，それも参考にしながら，また，取

り組んでいただきたいなと思います。やはり多くの皆さんが，今後，同じような状況が起きたときに，

奄美市はサポートしてくれますかっていう問い合わせは結構来ます。その都度，僕としては，やはりそ

れは市は当然ながら対応すると思います，そのように答えています。やはり，今，市民に必要なのは，

少しの光であると思いますので，その光を塞がないように，常に照らし続けるような奄美市であってい

ただきたいなと思います。 

 それでは，次の質問に移ります。この（３）の質問ですが，二つに分けて質問いたします。今回，第

７弾の経済対策として，いろいろ，縷々，先ほどからありましたとおり，支援策が発表され，また，早

い給付もスタートしているようでございます。そこで質問いたしますが，この第７弾では補い切れてい

ない点は何か。その辺の認識はどうなさっているのかをお伺いいたします。まず，ここを一つ，質問さ

せてください。 

 

商工観光情報部長（平田宏尚君） ただいま，御質問にお答えいたしますが，聞き取りの際に，屋仁川の

方に人を呼び込む施策も含めてってございましたので，よろしいでしょうか。それでは，お答えさせて

いただきます。第７弾の経済対策では，県の時短要請により影響を受けた飲食店の方々の支援に特化し

た事業を制度設計させていただいたところでございます。今回の経済対策の次の取組として，人を呼び

込むような施策も必要ではないかとのことでございましたが，現在，本市では利用者が安心して会食を

楽しめるよう，また，その店舗の従業員等が安心して働ける環境づくりを目的に，現在，飲食店等の感

染防止対策支援事業も実施しているところでございます。今後につきましては，新型コロナの感染状

況，ワクチン接種状況や経済状況，期待される世界自然遺産登録による人の動きなど，社会情勢も見極

めながら，人を呼び込む施策も含め，経済対策について，適時適切にしっかりと対応できるよう検討し

てまいりたいと考えておりますので，御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

２２番（多田義一君） すいません，私，聞き取りで全部喋ってましたので，人を呼び込むっていうお

話，確かにそうなんですよ。僕が今回，少しこう，今，不安に感じるのは，今の屋仁川の現状ですよ

ね。それを少し皆さんにお見せをしたいと思いますので，それでは写真のほう，お願いしたいと思いま

す。これは５月の２８日，金曜日，夜の７時半前ぐらいですね。これは，屋仁川の金久公園の前の通

り，ちょうどメグミスーパーのほうから写した写真ですが，御覧のとおり，雨のせいもあり，人が１人

も歩いていないっていう現状です。それでは，次，お願いします。これも同じ５月２８日，金曜日です

ね。同じく７時半ぐらいの，これは屋仁川の通りのほうです。ここも人が全く歩いていない状況です。

それでは，次，お願いします。これは５月２９日，土曜日の８時頃です。土曜日の８時ぐらい。通常で

あれば，８時ぐらいの時間帯っていうのは，６時から飲食店入って，大体８時過ぎに出てきて，スナッ

クであったりとか，いろんなところに出ていくような，ちょうど８時過ぎの時間っていうのは，建物か

ら人が出る時間でもあるんですが，実際に見て分かるとおり，誰も歩いていないのが現状です。次の写

真，お願いします。これも同じく，５月２９日，土曜日，これも８時過ぎです。この通りも１人もいな

いという状況ですね。それでは，次，お願いします。これは５月の３１日，月曜日，夜８時の，これ，

駐車場の様子ですが，通常，やはりこの駐車場って，車をよく市民の方が止めるんですよね。あまり観

光客の方は止める場所ではないんですよ。なので，一種の一つの，こう，屋仁川にどれだけ人が来てい

るかっていうバロメーターにもなるんですが，見てのとおり，もう車は数台しか止まっていないという
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現状であります。次，お願いします。これはちょうどソシアルビル前の，同じく時間は８時です。これ

は，これ，５月３１日，月曜日ですね。それでは，次，お願いします。これは６月の１日，火曜日，夜

の７時。少し人が歩いているようにしていますが，恐らくですけれども，観光客の方だと思います。次

の写真，お願いします。これも，午後７時過ぎですが，時間を変えたような状況ですが，もうこの時間

になると，人は歩いていないという状況です。次，お願いします。これは，６月４日，午後８時ぐらい

ですね，金曜日です，金曜日の午後８時。次，お願いします。これは，その同じ日の６時ですね，６時

になります。次，お願いします。これも６時の段階での駐車台数ですね。金曜日なので，徐々にです

が，増えている状況ではありますけれども，まだまだ戻っているという，全体でいうと恐らく２・３

割，２割ぐらいですよね。写真，まだありましたっけ。はい，これも駐車場ですね。同じく，駐車場で

す。これも，６時ぐらいですね。屋仁川通りのほうです。いいですかね，はい，ありがとうございま

す。今，見ていただいて分かるとおり，各事業所の支援は，ある程度，その金銭的な部分でカバーはで

きると思います。しかし，人の動きっていうのはなかなかやはり，今の状態ではつくりづらいって申し

ますのも，この今回のクラスターは身近なところで大分感染者の方が出ているので，皆さん，凄く不安

に思われ，なかなか屋仁川に出てきづらい状況になっているのも実情です。また，更に言うと，完全に

ゼロになって，もう１か月とかというわけではないので，やはり市中感染なり，１人だったりとかとい

う感染者が，たまに出たりしますよね。そういう状況では，なかなかやはり以前のように繁華街に繰り

出そうっていう状況にはなっていかないと，僕は思っています。仮に世界自然遺産登録に７月になっ

た。これが，地元民が屋仁川に出る一つのきっかけになるのかというと，僕はこれ，また別の話だと思

いますので，今のままではなかなか足が遠のいている状況を，いかに中心の部分に人を集めるのかって

いうのが，僕は，これ，今，今後の課題になると思いますので，是非，この人を動かす，今度は，施策

を展開していただきたいと。また，更に言いますと，前回，プレミアムの券で，飲食店応援っていうこ

とでありましたけれども，やはり屋仁川での使用率が非常に低いというのが結果として出ていると思い

ます。なので，やはり支援をするのであれば，そのあり方もですね，前回と同じやり方をするとどうか

と思いますので，その辺もいかに地域にそのお金を落とすかという流れをつくるために，是非，勉強し

て取り組んでいただきたいなと。また，時間はそう多くないので，また，迅速な対応をお願いしたいな

と思います。 

 それでは，この残っている次の質問です。ワクチン接種のスケジュールについてお伺いいたします。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 本市が計画しております新型コロナワクチン接種のスケジュールについて

お答えいたします。本市では，奄美文化センターを拠点として集団接種を行い，４月１９日から医療従

事者を対象として，５月３日からは高齢者を対象として，住用地区，笠利地区への巡回接種も実施しな

がら進めているところでございます。６月１４日からは計画の第２弾といたしまして，１日の接種人数

を増やして接種を行っております。希望する高齢者を全て接種できるよう，予約を受け付けておりまし

たが，予約枠に余裕ができたため，５０歳から６４歳の方のうち，基礎疾患がある方について，予約を

開始することといたしました。また，現在，集団接種と並行いたしまして，介護施設等の入居者及び施

設従事者，訪問診療を受けている方，医療機関に入院している高齢者についての接種を行っておりま

す。第３弾以降は，今回，予約を受け付ける５０歳から６４歳のうち，基礎疾患のある方の予約状況を

踏まえまして，接種順位を検討しながら，迅速に進めてまいりたいと考えております。以上でございま

す。 

 

２２番（多田義一君） はい，分かりました。僕は少し気になるのは，今，高齢者の方々の接種は順調で

あると。その空きが少しずつ出てきている状況だということでありました。そこに，５０歳から６４歳

の，までの基礎疾患を持たれている方を優先して打っていく。もうもう，ここも当然なことだと思いま

す。しかし，僕は１点，ちょっと思いますのは，今回，７月に世界遺産，もし登録っていうことで，国
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現状であります。次，お願いします。これはちょうどソシアルビル前の，同じく時間は８時です。これ

は，これ，５月３１日，月曜日ですね。それでは，次，お願いします。これは６月の１日，火曜日，夜

の７時。少し人が歩いているようにしていますが，恐らくですけれども，観光客の方だと思います。次

の写真，お願いします。これも，午後７時過ぎですが，時間を変えたような状況ですが，もうこの時間

になると，人は歩いていないという状況です。次，お願いします。これは，６月４日，午後８時ぐらい

ですね，金曜日です，金曜日の午後８時。次，お願いします。これは，その同じ日の６時ですね，６時

になります。次，お願いします。これも６時の段階での駐車台数ですね。金曜日なので，徐々にです

が，増えている状況ではありますけれども，まだまだ戻っているという，全体でいうと恐らく２・３

割，２割ぐらいですよね。写真，まだありましたっけ。はい，これも駐車場ですね。同じく，駐車場で

す。これも，６時ぐらいですね。屋仁川通りのほうです。いいですかね，はい，ありがとうございま

す。今，見ていただいて分かるとおり，各事業所の支援は，ある程度，その金銭的な部分でカバーはで

きると思います。しかし，人の動きっていうのはなかなかやはり，今の状態ではつくりづらいって申し

ますのも，この今回のクラスターは身近なところで大分感染者の方が出ているので，皆さん，凄く不安

に思われ，なかなか屋仁川に出てきづらい状況になっているのも実情です。また，更に言うと，完全に

ゼロになって，もう１か月とかというわけではないので，やはり市中感染なり，１人だったりとかとい

う感染者が，たまに出たりしますよね。そういう状況では，なかなかやはり以前のように繁華街に繰り

出そうっていう状況にはなっていかないと，僕は思っています。仮に世界自然遺産登録に７月になっ

た。これが，地元民が屋仁川に出る一つのきっかけになるのかというと，僕はこれ，また別の話だと思

いますので，今のままではなかなか足が遠のいている状況を，いかに中心の部分に人を集めるのかって

いうのが，僕は，これ，今，今後の課題になると思いますので，是非，この人を動かす，今度は，施策

を展開していただきたいと。また，更に言いますと，前回，プレミアムの券で，飲食店応援っていうこ

とでありましたけれども，やはり屋仁川での使用率が非常に低いというのが結果として出ていると思い

ます。なので，やはり支援をするのであれば，そのあり方もですね，前回と同じやり方をするとどうか

と思いますので，その辺もいかに地域にそのお金を落とすかという流れをつくるために，是非，勉強し

て取り組んでいただきたいなと。また，時間はそう多くないので，また，迅速な対応をお願いしたいな

と思います。 

 それでは，この残っている次の質問です。ワクチン接種のスケジュールについてお伺いいたします。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 本市が計画しております新型コロナワクチン接種のスケジュールについて

お答えいたします。本市では，奄美文化センターを拠点として集団接種を行い，４月１９日から医療従

事者を対象として，５月３日からは高齢者を対象として，住用地区，笠利地区への巡回接種も実施しな

がら進めているところでございます。６月１４日からは計画の第２弾といたしまして，１日の接種人数

を増やして接種を行っております。希望する高齢者を全て接種できるよう，予約を受け付けておりまし

たが，予約枠に余裕ができたため，５０歳から６４歳の方のうち，基礎疾患がある方について，予約を

開始することといたしました。また，現在，集団接種と並行いたしまして，介護施設等の入居者及び施

設従事者，訪問診療を受けている方，医療機関に入院している高齢者についての接種を行っておりま

す。第３弾以降は，今回，予約を受け付ける５０歳から６４歳のうち，基礎疾患のある方の予約状況を

踏まえまして，接種順位を検討しながら，迅速に進めてまいりたいと考えております。以上でございま

す。 

 

２２番（多田義一君） はい，分かりました。僕は少し気になるのは，今，高齢者の方々の接種は順調で

あると。その空きが少しずつ出てきている状況だということでありました。そこに，５０歳から６４歳

の，までの基礎疾患を持たれている方を優先して打っていく。もうもう，ここも当然なことだと思いま

す。しかし，僕は１点，ちょっと思いますのは，今回，７月に世界遺産，もし登録っていうことで，国
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内外から注目されると。国外に関しては別として，当然，いろんな規制等もあるので，日本国内に今の

現状から考えると，なかなか入れないと。しますと，国内の方は，やはり少なからず動くと思います。

したときに，今回のやはりクラスターであったり，いろんな状況を考えますと，この観光とか，飲食

業，サービス業に従事している皆さんを先に打つ必要が，僕はあると感じています。それと，もう１点

は，前回の一般質問でも行いましたが，やはり子どもの安心・安全は大人が守る必要があるんですよ

ね。そこで，持ち込まないためにも，やはり保育所や幼稚園，小学校の教員などですね，優先して打っ

ていく必要があると考えておりますが，その辺はいかがお考えですか。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 議員御質問の保育所等の接種につきましては，現在，基礎疾患を持たれた

方に案内を出しているところでございます。その後の優先接種につきましては，現在，保育所，幼稚

園，学童，また，高校を卒業される高校３年生等を含めまして，部内のほうにおいて検討を進めている

ところでございますので，御理解，よろしくお願いいたします。 

 

２２番（多田義一君） はい，分かりました。あと２分ありますので，少し僕の思いだけ話させていただ

きますが，実際，このワクチン接種っていうのは，大きな影響を僕は地域に及ぼす，大変貴重なものだ

と考えております。ただ，この打っていく順番ですよね。打っていく順番を，しっかりとやはりその地

域に沿ったような形で。こういう離島ですから，やはり，感染者が出ると，もうすぐ人が動かなくなっ

ちゃうんですよね。当然ながら，医療機関のひっ迫はすぐ起きると思います。また，経済の崩壊もすぐ

始まると思います。そう考えると，やはりどこを優先して打っていくかっていうのを，もう一度考え

る，僕はきっかけになっているのかなっていう気がするんですよ。片方では，７月には世界自然遺産，

これは恐らく決まると思います。でなったときに，また，島外から多くの人が来ると。恐らく，また，

そのタイミングで，恐らくコロナを持たれている方が来ないとは言えないわけですから，来たときにど

う広がるかっていうのは，今回のことである程度想定はつくと僕は思っていますので，そこも踏まえた

上で，いろんなところで協議をしていただきたいなと思うのが一つ。それともう一つなんですが，イン

ターネットを介して予約する場合，パソコン１台，メール１本から１人の予約しかできないんですよ

ね。その確認だけ，すいません。 

 

保健福祉部長（山下能久君） インターネットによるワクチン接種の予約方法につきましては，第１弾に

おいても分かりづらいという声を多くいただきましたので，より分かりやすいマニュアルを作成して，

ホームページで広報して周知しているところでございます。メールアドレスにつきましては，メールア

ドレスを打たなければですね，１台のパソコンで数件の予約ができる状況でございます。以上でござい

ます。 

 

２２番（多田義一君） ありがとうございました。ありがとうございます。 

 

議長（与 勝広君） 以上で，自民党奄美 多田義一君の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。 

 午後１時３０分，再開いたします。（午前１１時４５分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします。（午後１時３０分） 

 午前に引き続き，一般質問を行います。 

 立憲民主党 関 誠之君の発言を許可いたします。なお，関 誠之君から一般質問中の資料投影のた

め，書画カメラ使用の申し出がありましたので，これを許可いたします。 
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１４番（関 誠之君） 市民の皆さん，議場の皆さん，そして，インターネットでお聞きの皆さん，こん

にちは。私は立憲民主党の関 誠之でございます。 

 一般質問の前に若干の所見を述べさせていただきます。午前の同僚議員の一般質問に対して，勇退の

意を表明されました朝山市長に対して，心から感謝と敬意を表したいと思います。任期が１１月３０日

までとなっておりますので，引き続き市長として市民の命と暮らしをしっかりと守っていただくことを

お願いを申し上げます。さて，私，関 誠之は２０２１年４月１日付で社会民主党から立憲民主党へ移

籍し，奄美市議会に立憲民主党の会派届を提出，立憲民主党会派の代表に就任をいたしました。私が名

瀬市役所に入庁した１９７５年当時の政治勢力は自民党，社会党の２大政党と言われる時代で，労働組

合は働く仲間を代表する社会党との支持協力関係を堅持し，賃金，労働条件，福利厚生，住民運動等

の，党県会議員，県議会，国会での解決を図るため，その先頭に立ち，私たちのことを代弁する代議士

議員を誕生させるため頑張ってまいりました。私たちは働く労働者であり，労働組合との支持協力関係

である社会党を支持することはごく自然な流れであったかと思います。その社会党が生まれて７５年。

社民党に名を変えて２５年。１００年間の歴史を持つ政党が時代の流れに抗い，社会党時代の１９８３

年には１６８名の国会議員，衆議院１１２名，参議院４０名を要していました。１９９６年に社民党と

党名を変えて以降，その所属員は年々減少し，国会議員が４名となってしまいました。このような状況

の中，社民党は昨年の１１月１４日に臨時大会を開催し，立憲民主党に合流する議員や地方組織の離脱

を容認する議決を，議案を可決しました。社民党の一部の議員と立憲が合流する背景には，地方公務員

ら約７９万人を抱える自治労の存在があると言われています。自治労は，今回の社民党大会を機に，支

援先が立憲民主党に一本化されれば，組織の強化にもつながり，一本化は歓迎するところであるとの見

解を示しています。一方で，立憲民主党との合流問題は社民党を取り巻く危機的な状況が背景にありま

した。公職選挙法の政党要件は国会議員が５人以上か，直近の衆議院か参議院で２パーセントの得票率

と定められています。社民党は一昨年の参議院比例区で投票率２パーセントをぎりぎり超えたため，２

０２２年度までは政党を維持できますが，展望はかなり厳しい状況であります。このような状況の中，

社民党で学んだ護憲，平和，反戦，また，反核，脱原発，人権，民主主義と民主教育を守るなど，多く

の運動課題を更に発展，強化させるためには，立憲民主党に合流し，多くの同志をつくり，国政・県政

の仲間とともに解決していく苦渋の選択をいたしました。これからは本籍地社会党，社民党，現住所立

憲民主党の立場で頑張ってまいりますので，市民の皆様，同僚の皆様の御理解をよろしくお願いを申し

上げます。 

 それでは，一般質問通告に従い，順次質問をしてまいりますので，市民に分かりやすく，簡潔にお答

えください。 

 最初に，市長の政治姿勢についてであります。（１）新型コロナウイルス感染症，感染拡大防止の対

応について，質問をいたします。通告してあります①から③までの質問は，多くの市民から寄せられた

疑問であります。 

 ①県の発表する本市に関する感染状況を詳細かつ迅速に市民に伝達することはできないのかを伺いま

す。奄美市における変異株，死亡者数など，具体的な情報があれば，個人個人においても感染防止対

策，自己防衛ができるのではないか。正確な情報がないと，より不安に駆り立てられるとのことであり

ます。 

 ②保育所，幼稚園，小・中学校でコロナ感染者が出たときの対応について伺います。保育所，幼稚

園，小・中学校において，コロナ感染者が確認できたときの対応は，それぞれ統一したマニュアルは作

成されているのか。行政としての助言，かかわりはどのようになっているかを伺いいたします。それぞ

れの施設において，午前もありましたように，対応に多くの食い違いがあるとの市民の声があります。 

 次の質問からは発言席にて行います。よろしくお願いを申し上げます。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 
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１４番（関 誠之君） 市民の皆さん，議場の皆さん，そして，インターネットでお聞きの皆さん，こん

にちは。私は立憲民主党の関 誠之でございます。 

 一般質問の前に若干の所見を述べさせていただきます。午前の同僚議員の一般質問に対して，勇退の

意を表明されました朝山市長に対して，心から感謝と敬意を表したいと思います。任期が１１月３０日

までとなっておりますので，引き続き市長として市民の命と暮らしをしっかりと守っていただくことを

お願いを申し上げます。さて，私，関 誠之は２０２１年４月１日付で社会民主党から立憲民主党へ移

籍し，奄美市議会に立憲民主党の会派届を提出，立憲民主党会派の代表に就任をいたしました。私が名

瀬市役所に入庁した１９７５年当時の政治勢力は自民党，社会党の２大政党と言われる時代で，労働組

合は働く仲間を代表する社会党との支持協力関係を堅持し，賃金，労働条件，福利厚生，住民運動等

の，党県会議員，県議会，国会での解決を図るため，その先頭に立ち，私たちのことを代弁する代議士

議員を誕生させるため頑張ってまいりました。私たちは働く労働者であり，労働組合との支持協力関係

である社会党を支持することはごく自然な流れであったかと思います。その社会党が生まれて７５年。

社民党に名を変えて２５年。１００年間の歴史を持つ政党が時代の流れに抗い，社会党時代の１９８３

年には１６８名の国会議員，衆議院１１２名，参議院４０名を要していました。１９９６年に社民党と

党名を変えて以降，その所属員は年々減少し，国会議員が４名となってしまいました。このような状況

の中，社民党は昨年の１１月１４日に臨時大会を開催し，立憲民主党に合流する議員や地方組織の離脱

を容認する議決を，議案を可決しました。社民党の一部の議員と立憲が合流する背景には，地方公務員

ら約７９万人を抱える自治労の存在があると言われています。自治労は，今回の社民党大会を機に，支

援先が立憲民主党に一本化されれば，組織の強化にもつながり，一本化は歓迎するところであるとの見

解を示しています。一方で，立憲民主党との合流問題は社民党を取り巻く危機的な状況が背景にありま

した。公職選挙法の政党要件は国会議員が５人以上か，直近の衆議院か参議院で２パーセントの得票率

と定められています。社民党は一昨年の参議院比例区で投票率２パーセントをぎりぎり超えたため，２

０２２年度までは政党を維持できますが，展望はかなり厳しい状況であります。このような状況の中，

社民党で学んだ護憲，平和，反戦，また，反核，脱原発，人権，民主主義と民主教育を守るなど，多く

の運動課題を更に発展，強化させるためには，立憲民主党に合流し，多くの同志をつくり，国政・県政

の仲間とともに解決していく苦渋の選択をいたしました。これからは本籍地社会党，社民党，現住所立

憲民主党の立場で頑張ってまいりますので，市民の皆様，同僚の皆様の御理解をよろしくお願いを申し

上げます。 

 それでは，一般質問通告に従い，順次質問をしてまいりますので，市民に分かりやすく，簡潔にお答

えください。 

 最初に，市長の政治姿勢についてであります。（１）新型コロナウイルス感染症，感染拡大防止の対

応について，質問をいたします。通告してあります①から③までの質問は，多くの市民から寄せられた

疑問であります。 

 ①県の発表する本市に関する感染状況を詳細かつ迅速に市民に伝達することはできないのかを伺いま

す。奄美市における変異株，死亡者数など，具体的な情報があれば，個人個人においても感染防止対

策，自己防衛ができるのではないか。正確な情報がないと，より不安に駆り立てられるとのことであり

ます。 

 ②保育所，幼稚園，小・中学校でコロナ感染者が出たときの対応について伺います。保育所，幼稚

園，小・中学校において，コロナ感染者が確認できたときの対応は，それぞれ統一したマニュアルは作

成されているのか。行政としての助言，かかわりはどのようになっているかを伺いいたします。それぞ

れの施設において，午前もありましたように，対応に多くの食い違いがあるとの市民の声があります。 

 次の質問からは発言席にて行います。よろしくお願いを申し上げます。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 
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保健福祉部長（山下能久君） 新型コロナウイルス感染者についての情報提供についてお答えいたしま

す。新型コロナを含む感染症につきましては，感染症法に基づいて情報の公表に関わる基本方針が定め

られております。公表される情報といたしましては，一つ目に感染症に関する基本的な情報。二つ目

に，感染源との感染歴に関わる情報。三つ目に，感染者の行動歴等の情報となっており，いずれにおい

ても，感染拡大防止と個人情報保護の観点から，県が判断を行った上で公表されております。本市の感

染者情報につきましては，県の発表後，速やかにホームページにて公表を行っております。公表してい

る内容につきましては，県の発表に基づき掲載を行っております。今回はクラスターの発生もあり，不

安を感じた市民も多かったと考えております。市民の皆様におかれましては，日常生活を送る上で感染

のリスクが常にあるという認識の下，感染防止対策を行っていただくことが重要であると考えておりま

す。本市といたしましても，市民への正しい情報の提供や，それに基づく迅速な感染防止対策は非常に

重要だと考えております。感染への不安や恐れから様々な憶測が飛び交うことにつながると考えられま

すが，感染者や医療関係者への不当な差別や偏見は許されることではないため，感染者や感染の危険と

隣り合わせで御尽力いただいている多くの方々が不当な人権侵害を受けることのないよう，市といたし

ましては，今後とも正しい情報の速やかな提供に努めてまいりたいと存じます。 

 続きまして，変異株のことがございましたので，変異株について御答弁，お答えいたします。変異株

につきましては，県が公表をしております。直近の公表では６月４日公表しておりまして，１週間ごと

の感染者のうち，これ１８０名なるんですけれども，うち１５０名の変異株検査を実施しており，その

１５０名のうち，１３５人，率にしまして９０パーセントが変異株に置き換わっているという状況でご

ざいます。 

 次に，本市における死亡者数につきましては，これまで報告はされておりません。０ということで御

理解いただきたいと思います。以上でございます。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） それでは，議員からお尋ねの保育園，幼稚園，小・中学校で新型コロナ感

染者が出たときのマニュアルについてということでしたので，私のほうからは保育所について，保育所

等について答弁したいと思います。まず，保育所等につきましては，保護者が働いているため，家に１

人でいることができない年齢の子どもが利用するものであるという前提があります。感染の予防に最大

限配慮しながら，原則，開所するという国の方向に沿って対応しておるということをまず御理解いただ

きたいと思います。発生時の対応については，同じく子どもへの対応が必要な教育委員会ともすり合わ

せを行っております。対策本部での協議を経て対応マニュアルを作成しております。具体的に申します

と，公立の保育施設の話ですが，場合ですけれども，関係者からの第一報で園児，職員がＰＣＲ検査陽

性者であったという場合には，施設の消毒が必要になりますので，約３日間，臨時休園とし，消毒後に

開園をすると。園児，職員が濃厚接触者であると，結果，ＰＣＲ検査の結果，陰性となった場合は，本

人は健康観察のために２週間お休みとなりますけれども，保育施設自体は閉園をせず，感染拡大の防止

に対応しつつ，できる限り開所するようにマニュアルの作成を行っております。なお，臨時休園中も保

護者が医療，介護従事者であるときは，他の施設等を利用するなどして，できる限り受入を行う体制整

備を行っております。私立の保育施設につきましては，公立保育所用のマニュアルを配布しており，参

考にしていただくという，いただいた上で，最終的には各施設で休園や自宅待機の要請について判断す

ることとなっておりますが，その際においても，必ず市へ連絡や相談をしていただくこととしておりま

す。市から必要な助言等を行っているというのが現状でございます。以上です。 

 

教育部長（徳永恵三君） それでは，議員の御質問にお答えいたします。本市の公立幼稚園，小・中学校

でコロナ感染者が確認されたときの対応につきましては，市対策本部で承認されました令和２年９月８

日付新型コロナウイルス感染症に係る感染症及び濃厚接触者発生時の学校等の対応についてを各学校に
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周知し，新型コロナ対応フロー図のマニュアルに沿って対応するよう指導しているところでございま

す。マニュアル等につきましては，県下各自治体の対応状況や保健所の助言等をいただき，作成してお

ります。具体的には，園児や児童・生徒が感染した場合は，本市の感染状況等を踏まえ，保健所や学校

医等との連携を図りながら，臨時休業の期間やその範囲を判断しております。できる限り，子どもたち

の学びの保障や心身への影響の観点から，臨時休業の期間を最小限にとどめていきたいと考えておりま

す。更に，感染症の予防に対しましては，文部科学省の指針である学校における新型コロナウイルス感

染症に関する衛生管理マニュアルに基づいた対策を講じるように指導しております。こうした取組の成

果もあり，公立幼稚園，小・中学校での感染の広がりは見られておりません。 

 続きまして，感染拡大時における市施設の危機管理についてですが，社会体育施設の取り扱いについ

てお答えいたします。よろしいですかね，はい。 

 

１４番（関 誠之君） はい，ありがとうございました。はい，保育所は，原則，開所ということで，

今，やっている対応がよく理解できますけれども，あまり細かいことを言うといけませんが，それぞ

れ，この私立の各施設のこともですね，やっぱりある意味統一をしておいたほうがいいのかな。それぞ

れの管理者はそれぞれの施設の長でありますから，なかなか難しいかも分かりませんが，地方自治体と

してのですね，取組が必要じゃないかというふうに思います。それと，学校の対応については，今，原

則保育所は開所ということでありましたけれども，憲法上の学びの保障というのもありますから，非常

に難しいことではありますけれども，学校が休校になるというような状況というのは，どのような状況

なんですか。 

 

教育部長（徳永恵三君） 教育委員会としましても，その学校の臨時休業についての段階的な基準を設け

ております。まず，４段階あるんですけれども，４段階目が，市内一斉の臨時休業。３段階目が地区，

名瀬・住用・笠利地区ごとの臨時休業。第２段が中学校区の臨時休業。そして，第１段が学校の臨時休

業。これにつきましては，場合によっては学級や学年単位も含めて，できるだけ学習，学びの場を保障

するような形をとらさせていただいております。内容につきましては，大規模なクラスターとか，そう

いう学級でかなりの生徒の陽性感染者が出た場合等につきましては，この段階に応じて判断をしており

ます。以上です。 

 

１４番（関 誠之君） はい，ありがとうございました。小・中学校についてはですね，やはり相当なこ

とがない限りは，休校という措置がとりにくいかも分かりませんけれども，それが学びの保障につなが

っていくことですから，その辺はしっかりと，今，言ったことをですね，各学校にも理解をしていただ

いて，あとまた校長判断もあるんでしょうけれども，よろしくお願いをしたいというふうに思います。 

 それでは，感染拡大時における市の施設の危機管理について，お伺いをいたします。奄美市の施設は

５月の１日から２３日，ほとんどが休止，休館になっておりましたが，名瀬運動公園，名瀬古見方多目

的広場，旧工業高等学校の体育施設，名瀬中学校プール等が予約のみの受付ということでなっていまし

た。新聞のほうにもそういうふうな広告が載っておりましたが，感染が拡大している中，危機管理の面

から問題があったのではないかという市民からの電話をいただきました。また，予約のみの受付とした

理由と，予約のみ受付とした理由として，休館していた他の施設との均衡をどう捉えているのかとの市

民の声も寄せられました。予約の受入，実態はどうであったのか。私も名瀬市の体育館のほうには行っ

てですね，確認をしてきておりますが，併せてお答えをいただきたいことが１点と，④の新型コロナ感

染症緊急対策事業のＲ２年度，Ｒ３年度の予算執行状況について，具体的に，３点についてお伺いした

いと思います。いわゆる繰越明許費になった主な事業，若しくは多額を繰り越した事業の残額を含め，

お示しをいただきたいと思います。その２番目は，その後に繰越明許費を財源とする組替事業につい

て，具体的に御説明ください。組替事業というのは，議案としてなかなか提案できるものではありませ
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周知し，新型コロナ対応フロー図のマニュアルに沿って対応するよう指導しているところでございま

す。マニュアル等につきましては，県下各自治体の対応状況や保健所の助言等をいただき，作成してお

ります。具体的には，園児や児童・生徒が感染した場合は，本市の感染状況等を踏まえ，保健所や学校

医等との連携を図りながら，臨時休業の期間やその範囲を判断しております。できる限り，子どもたち

の学びの保障や心身への影響の観点から，臨時休業の期間を最小限にとどめていきたいと考えておりま

す。更に，感染症の予防に対しましては，文部科学省の指針である学校における新型コロナウイルス感

染症に関する衛生管理マニュアルに基づいた対策を講じるように指導しております。こうした取組の成

果もあり，公立幼稚園，小・中学校での感染の広がりは見られておりません。 

 続きまして，感染拡大時における市施設の危機管理についてですが，社会体育施設の取り扱いについ

てお答えいたします。よろしいですかね，はい。 

 

１４番（関 誠之君） はい，ありがとうございました。はい，保育所は，原則，開所ということで，

今，やっている対応がよく理解できますけれども，あまり細かいことを言うといけませんが，それぞ

れ，この私立の各施設のこともですね，やっぱりある意味統一をしておいたほうがいいのかな。それぞ

れの管理者はそれぞれの施設の長でありますから，なかなか難しいかも分かりませんが，地方自治体と

してのですね，取組が必要じゃないかというふうに思います。それと，学校の対応については，今，原

則保育所は開所ということでありましたけれども，憲法上の学びの保障というのもありますから，非常

に難しいことではありますけれども，学校が休校になるというような状況というのは，どのような状況

なんですか。 

 

教育部長（徳永恵三君） 教育委員会としましても，その学校の臨時休業についての段階的な基準を設け

ております。まず，４段階あるんですけれども，４段階目が，市内一斉の臨時休業。３段階目が地区，

名瀬・住用・笠利地区ごとの臨時休業。第２段が中学校区の臨時休業。そして，第１段が学校の臨時休

業。これにつきましては，場合によっては学級や学年単位も含めて，できるだけ学習，学びの場を保障

するような形をとらさせていただいております。内容につきましては，大規模なクラスターとか，そう

いう学級でかなりの生徒の陽性感染者が出た場合等につきましては，この段階に応じて判断をしており

ます。以上です。 

 

１４番（関 誠之君） はい，ありがとうございました。小・中学校についてはですね，やはり相当なこ

とがない限りは，休校という措置がとりにくいかも分かりませんけれども，それが学びの保障につなが

っていくことですから，その辺はしっかりと，今，言ったことをですね，各学校にも理解をしていただ

いて，あとまた校長判断もあるんでしょうけれども，よろしくお願いをしたいというふうに思います。 

 それでは，感染拡大時における市の施設の危機管理について，お伺いをいたします。奄美市の施設は

５月の１日から２３日，ほとんどが休止，休館になっておりましたが，名瀬運動公園，名瀬古見方多目

的広場，旧工業高等学校の体育施設，名瀬中学校プール等が予約のみの受付ということでなっていまし

た。新聞のほうにもそういうふうな広告が載っておりましたが，感染が拡大している中，危機管理の面

から問題があったのではないかという市民からの電話をいただきました。また，予約のみの受付とした

理由と，予約のみ受付とした理由として，休館していた他の施設との均衡をどう捉えているのかとの市

民の声も寄せられました。予約の受入，実態はどうであったのか。私も名瀬市の体育館のほうには行っ

てですね，確認をしてきておりますが，併せてお答えをいただきたいことが１点と，④の新型コロナ感

染症緊急対策事業のＲ２年度，Ｒ３年度の予算執行状況について，具体的に，３点についてお伺いした

いと思います。いわゆる繰越明許費になった主な事業，若しくは多額を繰り越した事業の残額を含め，

お示しをいただきたいと思います。その２番目は，その後に繰越明許費を財源とする組替事業につい

て，具体的に御説明ください。組替事業というのは，議案としてなかなか提案できるものではありませ
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んので，正式な場で議論を交わすことができません。今回の新型コロナ感染症対策事業の内容が多岐に

わたり，具体的に見えない欠点があると。具体的に見えない欠点がありますけれども，何らかの対策を

とるべきではないかと考えておりますので，それに対する見解があれば，お聞かせをいただきたいと思

います。三つ目は，Ｒ２年１０月２９日，議会のほうからもお願いをしたと思いますが，専決２０号の

７節報償費４４万９，０００円の執行状況と，新型コロナ対策官民連絡協議会の設立について，どのよ

うになっているのか，現況をお知らせください。以上ですが，よろしくお願いをいたします。 

 

教育部長（徳永恵三君） それでは，議員御指摘の社会体育施設の取り扱いについてお答えいたします。

奄美大島コロナ警戒レベルのレベル５に基づき，本年５月１日から同月３０日まで，原則，休館措置と

したところでございます。この間，議員御指摘のとおり，一部の予約につきまして，感染症対策を徹底

することを条件に施設の使用を許可しております。詳細を申し上げますと，島外からの遠征を伴う大会

及び合宿等については，施設の使用を許可しており，これは直前の休館措置に伴う利用者の経済的負担

などの多くの影響を考慮しての対応でございました。この間の施設利用実績は４団体による４回の使用

でございますが，団体は市の状況をしっかり踏まえた上で説明し，対応を行っております。また，２度

目の期間延長になった５月１７日以降につきましては，児童・生徒に限り学びの保障や心身への影響を

考慮して，学校における部活等と同じく，徹底した新型コロナ感染症対策が行えると判断し，スポーツ

少年団による学校体育施設の使用及びその他学生スポーツ団体による社会体育施設の使用について，必

要最低限の範囲で使用を許可していたところでございます。なお，閉館措置が解除となりました５月３

１日以降につきましても，これまでの対応に加え，１施設当たりの時間制限。使用中はもちろん，使用

前，使用後の換気徹底。使用者名簿の作成など，制限を設けながら施設を開放しております。いずれに

いたしましても，社会体育における施設の役割，市民の皆様の心身の健康を考慮し，関係機関と連携し

ながら，施設の管理運営に努めてまいりますので，御理解をお願いしたいと思います。 

 

総務部長（三原裕樹君） それでは，私のほうから繰越予算について，答弁させていただきます。昨年

度，令和２年度から繰り越しました新型コロナ緊急対策事業，この繰越事業につきまして，国の補助事

業といたしまして，新型コロナ感染症観光対策事業，これ３億３，８４１万９，０００円，予算計上し

ておりましたが，そのうち繰越額が１億８，４７９万２，０００円，奄振分でございます。それから，

同様にワクチン接種推進事業。これは４，４２３万１，０００円。このうち２，９１０万７，０００

円，補助事業につきましては，総額５０億５，５０５万円のうち，繰越額が２億２，５３９万９，００

０円でございます。また，市の単独事業といたしまして，事業所支援給付金事業，これ，３億１，９２

０万円，予算計上しておりましたが，そのうち１億９，２６３万１，０００円。それから，感染症対策

事業，１億６，５９８万円。そのうち，３，７０１万９，０００円。それから，感染防止対策宣言店舗

等応援事業，これは２，５００万円のうち２，０９８万４，０００円など，市の単独事業総額といたし

まして１３億４，５９２万６，０００円。このうち，３億８，６６０万１，０００円，この額を繰り越

しまして，御案内のとおり，繰越総額といたしまして６億１，２００万円となっております。その繰越

額の財源内訳につきましては，新型コロナ臨時交付金，これが１億４，５２０万９，０００円。その他

の国・県支出金，これが１億６，４２１万１，０００円。一般財源，これはもう財調の分でございます

が，これは３億２５８万円というふうになっております。 

 続きまして，この組替予算について御説明いたします。先月，全員協議会におきまして御説明をいた

しました緊急対策事業第７弾，この予算につきましては，事業者支援事業として位置付けておりますこ

とから，市の単独事業として実施をしております，先ほど申し上げました事業所支援給付金事業，この

繰越額，１億９，２６３万１，０００円の中から予算の一部を組み替えて対応をさせていただいている

ものでございます。御案内のとおり，コロナ対策事業第７弾につきましては，時短要請に係る支援事業

やタクシー・レンタカー支援事業など，事業費総額１億３，７５０万円でございまして，その財源内訳
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につきましては，臨時交付金が８５６万６，０００円，一般財源が，これも財政調整基金でございます

けれども，１億２，８９３万４，０００円となっております。先ほど，議員からもございましたけれど

も，繰越予算につきましては，補正予算として議案上程できないことになっておりますから，全員協議

会で御説明をさせていただいたところでございますが，なお，この繰越分の予算につきましては，令和

３年決算ということで御審議をいただくというふうになりますので，御理解をお願いいたします。 

 それから，新型コロナ対策官民連携協議会についての御質問でございます。この協議会につきまして

は，各分野において様々な協議会等が既に設置されている中で，多様な関係者に参加いただく本協議会

の役割は，感染防止対策と経済対策を基軸にした情報共有の場であると考えております。このようなこ

とから，最も情報共有に必要な感染状況や，それに伴う医療現場の状況など，医療従事者を含めて開催

時期を検討してまいりました。その間，各種団体からの要望や感染拡大，ワクチン接種の開始など，開

催時期の判断が難しく，会議開催に至っていない状況でございます。このようなことも踏まえまして，

先般，議会のほうからも早期設置に係る要望書もいただいているところでございますので，現在のワク

チン接種や感染状況なども落ち着いてきている状況でございます。従いまして，適切な時期の会議開催

に向け，具体的に調整をしてまいりたいというふうに考えておりますので，御理解をお願いいたしま

す。 

 

１４番（関 誠之君） はい，ありがとうございました。予算の問題ですね，やはり明許繰越で６億１，

２００万円か。繰り越して，丁寧に全協で組替予算の事業について，１億３，７５０万円，先ほどあり

ましたそれぞれの事業について説明いただきましたけれども，この繰り越された分がですね，我々にも

細かいことがなかなか知れないと。普通の繰越予算というのは，例えば何々建設予算がぽっと次の年に

行くのが，この建設費と。ところが，コロナ問題はいろんな事業に，多岐にわたってありますので，そ

ういった意味で質問をさせていただきましたので，これからもどうぞ，丁寧な説明をよろしくお願いを

いたしたいと思います。 

 次に，ワクチン接種の感染予防の今後の具体的取組についてということで，午前中，多田議員の質問

もありましたので，少しお願いと提案をしたいと思いますので，ちょっと投影をお願いいたしますか。

年齢別の感染者数，もうちょっとぱっと大きくしていただければ，はい。これが月別のやつですかね。

年齢別ですね。左の真ん中にわーっと出ているところがありますけれども，あるいはですね，何かと言

いますと，１０代，２０代，３０代のところがぐーっと山になっておりますけれども，そこにですね，

あとの右側の５０代，６０代，７０代というのはほとんど感染者がいないというような状況であります

ので，それで提案というのは，国も６４歳以下の接種優先，これは自治体に任すということで，独自の

優先枠を自治体が設けることができるということで決定をしたと聞いておりますので，是非，この辺

の，もちろんあの高齢者の接種も大変重要なことですけれども，この若い方々の接種というのは，どう

いうふうな形になっているのか。先ほどのところを見てもあまり出てきませんでしたが，それが１点

と，この警戒レベルというのが，最大の５になったときのことはよく理解できますけれども，５以上は

ないわけでありまして，この辺が市民との，レベル５は，受け方と，委員会の出した５というのが，ち

ょっとずれがあったんではないかというような市民の声もありましたけれども，その辺についてという

ことと，最後になりますけれども，予防接種済みの証明書というのが，ワクチンの接種券に，右につい

ておりましたけれども，あの２回受けることで，そのワクチン接種済みパスポート的なもの，これを出

してですね，屋仁川辺りでは安心だからということで入っていただいて，また，ワンドリンクサービス

とか，そういったことも考えられますので，そういったことについて，この当局の御見解をお聞かせく

ださい。 

 

保健福祉部長（山下能久君） ワクチンの接種について，まず，お答えいたします。ワクチンの接種につ

きましては，議員御案内のとおり，その接種順位について国が定めております，まず医療従事者から高
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齢者，その後に基礎疾患，介護従事者という順位になっているところでございます。御質問の若い方へ

のその後の接種につきましては，先ほども答弁いたしましたが，現在，保育所の，保育所従事者，幼稚

園従事者，また，学童，学校従事者，併せまして，今年高校３年生になる方々，試験やら就職で上られ

ることを想定してなんですけれども，そのような方々の接種について，今現在，検討を行っているとこ

ろでござます。 

 続きまして，警戒レベルについてお答えいたします。警戒レベルにつきましては，奄美大島内の５市

町村において，新型コロナに対して統一した方向性の下，連携した感染防止対策を講じていくための基

準として設けております。感染の状況に応じて，レベルを５段階に設定をしております。その中で，レ

ベルごとに住民，事業者，来島者に対する心掛けていただきたい行動目安や，発生市町村における公共

施設等の対応についてお示しをしているところでございます。現在の警戒レベルは４ですが，本市にお

いて奄美大島初となるクラスターが発生し，４月３０日から約１か月間，５段階中最高警戒レベルの５

となりました。警戒レベル５の判断につきましては，奄美大島内で集団感染が発生したか，若しくは奄

美大島での感染の広がりが認められる状態にあるのか。また，医療体制維持の危機にあるのかという観

点から検討し，５市町村長による奄美大島新型コロナ対策本部会議において，５に当たると判断をいた

したところであります。警戒レベル５へ引き上げを行ったことにつきましては，奄美大島内５市町村長

からの共同メッセージにおいて，島民の方，事業者，来島を予定されている方，それぞれに向けた感染

拡大防止のための対策の実践について，具体的な行動を示しながら，広く呼び掛けを行い，併せて市の

ホームページや新聞等の報道，また，行政無線などを通した周知と感染防止へのお願いを行っておりま

す。また，本市の対策本部会議におきましても，市が所管する施設や主催行事についての方針決定や，

各部署が関連する関係機関，地域の団体，地区，組織等に向けて，更なる感染防止対策の徹底の働きか

けを行うことを決定し，全庁挙げて警戒レベル５に基づいた対策強化に取り組んだところでございま

す。 

 次に，パスポート，接種パスポートでいろんな特典をつけられないかということでよろしいでしょう

か。 

 

１４番（関 誠之君） 発行できるかどうか。その予定とか。検討とか。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 接種に関わる特典につきましては，現在も高齢者の接種がもう進められて

おります。また，接種をできない方。高度なアレルギー症状とか急性疾患，重篤な急性疾患，そのよう

な方もおられます。そのような中でですね，公平性を踏まえて，今後，検討させていただきたいと存じ

ます。以上でございます。 

 

１４番（関 誠之君） はい，ありがとうございました。接種済みのね，パスポート辺りは，すぐに検討

していただきたいなというふうに思います。 

 それと，先ほどに申し上げましたけれども，国のほうもワクチン供給が本格化した５月以降，方針を

修正，６４歳以下の接種は各市町村の判断に委ねるということで決定しておりますので，６月２１日の

朝日新聞に出ておりますが，その辺も柔軟によろしく対応していただきたいと思います。 

 次に，教育行政について御質問をさせていただきます。新教育長の御就任，大変おめでとうございま

す。また，一緒になってですね，教育行政含めて頑張ってまいりたいと思いますので，よろしくお願い

をいたしたいと思います。それで，新教育長の教育行政に対する基本的姿勢と考え方について，御質問

をさせていただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。 

 

教育長（村田達治君） 改めまして，５月２８日の臨時議会で御承認いただき，６月３日に就任いたしま

した教育長の村田達治でございます。教育長就任に伴い，市教育行政を担っていくという責任の重さを
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感じますとともに，身の引き締まる思いがいたしております。私は生まれも育ちも名瀬であります。こ

れまで３７年間の教職経験の中で，２４年間を奄美市に在住しながら学校現場と教育行政に携わってま

いりました。その間，奄美市の発展をこの目でつぶさに見てまいりました。住みよいまちづくりのため

に献身的に取り組んでこられている議会や行政，そして，市民の皆様に対しまして感謝の思いでいっぱ

いであります。私はこのふるさとへの感謝の思いを，私自身の推進力に変えまして，これからの市教育

行政のために全力で取り組んでまいりたいと，その覚悟でおります。そのためにも，これまでの教育行

政の成果を継承しつつ，今日の教育的課題と真正面から向き合いながら，本市の教育行政の基本目標で

あります，地域の中で教え，学ぶ教育，文化のまちづくりの下，基本方針といたしまして，地域に根差

したふるさと教育。奄美の子どもたちを光にをしっかりと踏まえ，各施策等につきまして積極的に展開

していきたいと考えている次第でございます。余談になりますけれども，私の座右の銘と言いますか，

好きな唄半学になりますけれども，物事（むん）の知り果ては無（ね）んというものがございます。教

育行政推進に当たりましては，教育長自らが学び続けることを基本に，自身の資質を高めていくことが

大変肝要かと存じております。また，そのように強く考えております。この教育信念をもって，奄美の

子どもたち一人一人を光に輝く存在にしていきたいと考えておりますので，これまでと同様，議員の皆

様の御理解と御協力を賜りますよう，よろしくお願いを申し上げます。 

 

１４番（関 誠之君） はい，ありがとうございました。教育論については，また，９月の議会でもと思

っておりますので，基本的なことについてお伺いをいたしましたんで，よろしくお願いをいたします。 

 次にですね，奄美市の学校教育ビジョンの取組状況についてということで，確かな学力の向上，豊か

な心の醸成ということで，お伺いをいたします。まず，３０人，１・２学年の３０人学級，５・６年生

の３５人学級の達成度について。それと，学校における学校職員等々の定数配置について，実際，実態

と定数等がどのようになっているのかということについてお伺いをいたします。また，その欠員がある

ようなところがあれば，その原因までお願いをします。 

 二つ目は，生徒指導ハンドブックに基づく学校の取組現状と配布場所等について，お知らせいただき

たいと思います。 

 三つ目は，令和２年度４回定例会において，第三者評価委員会の設置を３月中にはしたいと，新年度

になるかもしれませんとの答弁がありましたが，現状についてお答えください。 

 

教育長（村田達治君） まず，御質問にありました中から，学力向上対策，授業改善五つの方策について

でございます。お答えをいたします。本市におきましては，学校教育の充実を図るために，奄美市学校

教育ビジョンを策定しております。その取組の一つといたしまして，各学校では確かな学力の定着と向

上に向けて，学力向上対策，授業改善五つの方策に基づいた学習指導を行っているところでございま

す。この五つの方策といたしまして，まず一つは教師の一方的な授業ではなく，子どもたちが主体的に

学習に取り組む授業を行うこと。二つ目といたしまして，学習のしつけやルールを身につけさせるこ

と。三つ目といたしまして，授業を充実させるポイントとして，学習の目標を明確にすること。あるい

は，ペア学習やグループ学習など，学び合いを通して問題を解決すること。学習したことの確かめや見

届けを行うことの，この三つのポイントを確実に行うことを，大きく三つ目としております。四つ目と

いたしまして，机間指導，子どもが学習中に，この教師がですね，机の間をこう，様子を見ながら指導

してまいりますが，それを机間指導というふうに呼んでおりますけれども，机間指導では子どもに寄り

添った個別指導をすること。最後，五つ目になりますけれども，板書は学習過程や子どもの思考の流れ

が分かるようにすることということを示してございます。これら五つの方策に基づいた授業を行うこと

で，子どもたちが主体的で対話的な深い学びが保障され，学習の向上が図られていると考えています。

ちなみにですが，令和３年１月に小学５年生と中学１・２年生を対象に行われた，鹿児島学習定着度調

査におきましては，小学５年生では４教科のうち２教科が県平均を上回っております。また，中学１年
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に献身的に取り組んでこられている議会や行政，そして，市民の皆様に対しまして感謝の思いでいっぱ

いであります。私はこのふるさとへの感謝の思いを，私自身の推進力に変えまして，これからの市教育

行政のために全力で取り組んでまいりたいと，その覚悟でおります。そのためにも，これまでの教育行

政の成果を継承しつつ，今日の教育的課題と真正面から向き合いながら，本市の教育行政の基本目標で

あります，地域の中で教え，学ぶ教育，文化のまちづくりの下，基本方針といたしまして，地域に根差

したふるさと教育。奄美の子どもたちを光にをしっかりと踏まえ，各施策等につきまして積極的に展開

していきたいと考えている次第でございます。余談になりますけれども，私の座右の銘と言いますか，

好きな唄半学になりますけれども，物事（むん）の知り果ては無（ね）んというものがございます。教

育行政推進に当たりましては，教育長自らが学び続けることを基本に，自身の資質を高めていくことが

大変肝要かと存じております。また，そのように強く考えております。この教育信念をもって，奄美の

子どもたち一人一人を光に輝く存在にしていきたいと考えておりますので，これまでと同様，議員の皆

様の御理解と御協力を賜りますよう，よろしくお願いを申し上げます。 

 

１４番（関 誠之君） はい，ありがとうございました。教育論については，また，９月の議会でもと思

っておりますので，基本的なことについてお伺いをいたしましたんで，よろしくお願いをいたします。 

 次にですね，奄美市の学校教育ビジョンの取組状況についてということで，確かな学力の向上，豊か

な心の醸成ということで，お伺いをいたします。まず，３０人，１・２学年の３０人学級，５・６年生

の３５人学級の達成度について。それと，学校における学校職員等々の定数配置について，実際，実態

と定数等がどのようになっているのかということについてお伺いをいたします。また，その欠員がある

ようなところがあれば，その原因までお願いをします。 

 二つ目は，生徒指導ハンドブックに基づく学校の取組現状と配布場所等について，お知らせいただき

たいと思います。 

 三つ目は，令和２年度４回定例会において，第三者評価委員会の設置を３月中にはしたいと，新年度

になるかもしれませんとの答弁がありましたが，現状についてお答えください。 

 

教育長（村田達治君） まず，御質問にありました中から，学力向上対策，授業改善五つの方策について

でございます。お答えをいたします。本市におきましては，学校教育の充実を図るために，奄美市学校

教育ビジョンを策定しております。その取組の一つといたしまして，各学校では確かな学力の定着と向

上に向けて，学力向上対策，授業改善五つの方策に基づいた学習指導を行っているところでございま

す。この五つの方策といたしまして，まず一つは教師の一方的な授業ではなく，子どもたちが主体的に

学習に取り組む授業を行うこと。二つ目といたしまして，学習のしつけやルールを身につけさせるこ

と。三つ目といたしまして，授業を充実させるポイントとして，学習の目標を明確にすること。あるい

は，ペア学習やグループ学習など，学び合いを通して問題を解決すること。学習したことの確かめや見

届けを行うことの，この三つのポイントを確実に行うことを，大きく三つ目としております。四つ目と

いたしまして，机間指導，子どもが学習中に，この教師がですね，机の間をこう，様子を見ながら指導

してまいりますが，それを机間指導というふうに呼んでおりますけれども，机間指導では子どもに寄り

添った個別指導をすること。最後，五つ目になりますけれども，板書は学習過程や子どもの思考の流れ

が分かるようにすることということを示してございます。これら五つの方策に基づいた授業を行うこと

で，子どもたちが主体的で対話的な深い学びが保障され，学習の向上が図られていると考えています。

ちなみにですが，令和３年１月に小学５年生と中学１・２年生を対象に行われた，鹿児島学習定着度調

査におきましては，小学５年生では４教科のうち２教科が県平均を上回っております。また，中学１年
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生，２年生におきましては，ともに５教科のうち４教科で県平均を上回る結果が出ておりまして，この

学力向上対策・授業改善五つの方策に基づいた授業改善，これらの効果が表れているのではないかとい

うふうに考えているところでございます。 

 次に，１・２学年の３０人学級，あるいは５・６年生の３５人学級の達成状況等について，議員の質

問にお答えを申し上げます。まず，学級編制の人数についてですが，令和２年度まで国の基準では１年

生は３５人学級，それ以外の学年につきましては４０人の学級となっておりましたが，少し長い名前の

法律になりますけれども，公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を

改正する法律，いわゆる改正義務教育標準法によりまして，令和３年度の２年生から順次３５人学級と

することになっております。また，本県ではかごしまっ子すくすくプランとして，小学校１・２年生は

３０人学級を実施しています。つまり，県費単独の予算で，１・２年生については国が３５人であるの

に対して，県としては３０人学級ということで，県のほうの対応があるということでございます。更

に，本市ではあまみっ子すくすくプランとしまして，市単独事業として，小学校５・６年生で３５人学

級を先進的な取組ということで行ってきております。令和３年度の現状につきましては，小学校１・２

年生において，かごしまっ子すくすくプランの対象になっている学校は，市内で１校１学年で実施され

ております。また。５・６年生を対象としたあまみっ子すくすくプランにつきましては，二つの学校の

６年生で実施しているところでございます。改正義務教育標準法が成立したことで，令和７年度までに

全ての学年で３５人学級に変わっていきます。本市におきましては，令和４年度に３年生が，令和５年

度に４年生が３５人学級になります。小学５・６年生については，これまでと同様，１学級は３５人学

級で変わりませんが，令和６年度をもって，本市のそのすくすくプランの施策は終了するということに

なります。令和７年度からは，国の施策で３５人になっていくということでございます。 

 次に，学校職員及び特別支援学級支援員の配置状況についてお答えを申し上げます。学校職員につき

ましては，あるいは特別支援教育支援員の配置につきましては，まず，学校職員については，現在，小

学校で２校，中学校で１校の３名の講師が未配置の状況にございます。特別支援教育支援員につきまし

ては，現在，３２名を各学校の実情に応じて，市内１９の幼稚園，小・中学校に配置してございます。

学校職員の講師の配置につきましては，県としましても，確保が難しい状況にあるところでございま

す。市教委といたしましても，講師を一刻も早く配置できますよう，県と連携を図ってまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。 

 続きまして，生徒指導ハンドブックに基づく各学校の取組ということで，現状等についての御質問で

ございました。生徒指導ハンドブックにつきましては，昨年度の３月に各学校に配布し，各学校の研修

会等で計画的に活用するように指導，依頼をしたところでございます。本年度につきましては，４月の

校長研修会や教頭研修会の管理職研修会におきまして，積極的に活用を図るように指導したところでご

ざいます。また，生徒指導主任等研修会において，生徒指導ハンドブックの活用についての参考例を示

しまして，各学校で計画を立てて活用を図るように指導したところでございます。市教委といたしまし

ても，学校訪問や指導主事を派遣するなどして，学校に寄り添った丁寧な指導に努め，本市の生徒指導

の充実を図っていきたいと考えております。併せて，また，これまでの各報告，委員会の報告等でも指

摘されておりますが，教育委員会の取組の強化という点につきましてもですね，全力を挙げて取り組ん

でまいりたいというふうに考えております。 

 次に，第三者評価委員会の設置等についての御質問でございましたので，お答えを申し上げます。第

三者評価委員会につきましては，名称を生徒指導審議委員会といたしまして，本年度中に設置をいたし

ます。この委員会の目的は，市教委が実施する生徒指導の取組や対策等について審議し，必要な助言を

行うこととしております。具体的には，もう二度と大事な子どもたちの命が，平成２７年度の１１月に

起きた，あのようなことで失われることがないように，しっかりと取り組んでいくというような趣旨の

取組でございます。具体的には，第三者調査委員会調査報告書や生徒指導ハンドブックの各学校におけ

る活用状況等について審議をし，専門的な見地から必要な助言をいただくことで，本市の生徒指導がよ
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り一層充実してくるものというふうに考えております。以上でございます。 

 

１４番（関 誠之君） ちょっと時間がありませんので，９月議会辺りで，この改正義務教育法，教育標

準法ですか，の件については詳しくやりたいと思っておりますし，今の第三者評価委員会のこともその

辺でさせていただきたいと思っております。 

 大変，時間が押してまいりまして，次の項目でありますけれども，今回，この取り上げたのはです

ね，市長，前のことで，施政方針を含めて評価をいたしましたけれども，もう本当に努力をしたけれど

も，なかなか進んでないんではないかと，私が思った施政方針の５０項目ぐらい出して，それを７項目

見ましたら，この七つが，これからかなり頑張っていかなきゃいかんということになりましたので，必

ず９月の議会に，時間がないところはやりたいと思いますが，市長ももう御覧になっておられると思い

ますので，少しこの現況を，まず，住用の保育事業に向けた現況がどうなっているか。特に漁業担い

手，これが非常に育って，多く育っておりませんので，そういったことについて。また，この黒糖焼

酎，これから世界遺産に向けてですね，販路開拓の絶好のチャンスじゃないかというふうに思いますの

で，まずこの三つについて，少し現況と，当局について，お知らせください。 

 

住用総合支所事務所長（弓削洋一君） それでは，議員にお答えいたします。住用地区における保育施設

の整備につきましては，議員御承知のとおり，令和元年度に住用地区保育施設あり方検討委員会を開催

し，住用地区における新たな保育拠点施設のあり方について報告をいただき，令和２年度から施設整備

に向け準備を進めております。しかし，建設予定地の一部に国所有の土地が含まれていることが判明

し，現在，関係機関と用地取得に向けて協議を進めているところでございます。今後の住用地区の保育

施設整備計画につきましては，関係機関との協議状況を踏まえながら進めてまいりますので，御理解い

ただきますようよろしくお願いいたします。 

 

１４番（関 誠之君） 笠利地区にお願いできますか。 

 

笠利総合支所事務所長（濱田洋一郎君） それでは，笠利地区の現況についてお答えいたします。令和２

年度に笠利地区保育施設等あり方検討委員会からの報告を受けまして，本年度は保育施設の再編整備，

子育て支援策の拡充，保育従事者の確保，それと，児童増加に向けた取組，そして，赤木名幼稚園と赤

木名保育所を統合して新設する認定こども園の整備等について，関係部局と協議，調整を図り，保護者

や地域住民の理解を得ながら，笠利地区における保育施設等のあり方基本方針というものを策定してま

いります。策定に当たりましては，各課題に関し，市全体の横断的な取組が必要でございますので，今

年度に入り，関係部局で構成されるプロジェクトチーム，そして，ワーキンググループを立ち上げ，既

に複数回の会合を開いております。具体的なスケジュールといたしましては，９月までにこの基本方針

を策定をいたしまして，素案を作成いたしまして，その後に保護者や地域住民の方への説明会を行っ

て，今年度中に基本方針を策定するという流れになります。以上でございます。 

 

農林水産部長（竹元康晴君） それでは，奄美市の漁業担い手育成支援事業についてお答えいたしたいと

思います。奄美市の漁業担い手育成支援事業につきましては，正組合員資格の取得後，３年以内の新規

漁業者を対象とした支援事業であります。事業内容といたしましては，就業奨励金や雇用奨励金とし

て，新規就労者に２０万円の奨励金の交付や，水揚げ手数料補助金として就業後３年間につきまして

は，水揚げ額の５パーセント以内で上限５万円を交付する事業内容でございます。平成２７年度から令

和２年度までの実績といたしましては，新規就労奨励金は６名で１２０万円。水揚げ手数料補助は１２

名で６０万円の手数料を交付しておる状況でございます。また，その他の新規漁業者への主な支援策と

いたしましては，鹿児島県や県漁業協同組合連合会にてかごしま漁業学校などを実施し，経験ゼロから
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り一層充実してくるものというふうに考えております。以上でございます。 

 

１４番（関 誠之君） ちょっと時間がありませんので，９月議会辺りで，この改正義務教育法，教育標

準法ですか，の件については詳しくやりたいと思っておりますし，今の第三者評価委員会のこともその

辺でさせていただきたいと思っております。 

 大変，時間が押してまいりまして，次の項目でありますけれども，今回，この取り上げたのはです

ね，市長，前のことで，施政方針を含めて評価をいたしましたけれども，もう本当に努力をしたけれど

も，なかなか進んでないんではないかと，私が思った施政方針の５０項目ぐらい出して，それを７項目

見ましたら，この七つが，これからかなり頑張っていかなきゃいかんということになりましたので，必

ず９月の議会に，時間がないところはやりたいと思いますが，市長ももう御覧になっておられると思い

ますので，少しこの現況を，まず，住用の保育事業に向けた現況がどうなっているか。特に漁業担い

手，これが非常に育って，多く育っておりませんので，そういったことについて。また，この黒糖焼

酎，これから世界遺産に向けてですね，販路開拓の絶好のチャンスじゃないかというふうに思いますの

で，まずこの三つについて，少し現況と，当局について，お知らせください。 

 

住用総合支所事務所長（弓削洋一君） それでは，議員にお答えいたします。住用地区における保育施設

の整備につきましては，議員御承知のとおり，令和元年度に住用地区保育施設あり方検討委員会を開催

し，住用地区における新たな保育拠点施設のあり方について報告をいただき，令和２年度から施設整備

に向け準備を進めております。しかし，建設予定地の一部に国所有の土地が含まれていることが判明

し，現在，関係機関と用地取得に向けて協議を進めているところでございます。今後の住用地区の保育

施設整備計画につきましては，関係機関との協議状況を踏まえながら進めてまいりますので，御理解い

ただきますようよろしくお願いいたします。 

 

１４番（関 誠之君） 笠利地区にお願いできますか。 

 

笠利総合支所事務所長（濱田洋一郎君） それでは，笠利地区の現況についてお答えいたします。令和２

年度に笠利地区保育施設等あり方検討委員会からの報告を受けまして，本年度は保育施設の再編整備，

子育て支援策の拡充，保育従事者の確保，それと，児童増加に向けた取組，そして，赤木名幼稚園と赤

木名保育所を統合して新設する認定こども園の整備等について，関係部局と協議，調整を図り，保護者

や地域住民の理解を得ながら，笠利地区における保育施設等のあり方基本方針というものを策定してま

いります。策定に当たりましては，各課題に関し，市全体の横断的な取組が必要でございますので，今

年度に入り，関係部局で構成されるプロジェクトチーム，そして，ワーキンググループを立ち上げ，既

に複数回の会合を開いております。具体的なスケジュールといたしましては，９月までにこの基本方針

を策定をいたしまして，素案を作成いたしまして，その後に保護者や地域住民の方への説明会を行っ

て，今年度中に基本方針を策定するという流れになります。以上でございます。 

 

農林水産部長（竹元康晴君） それでは，奄美市の漁業担い手育成支援事業についてお答えいたしたいと

思います。奄美市の漁業担い手育成支援事業につきましては，正組合員資格の取得後，３年以内の新規

漁業者を対象とした支援事業であります。事業内容といたしましては，就業奨励金や雇用奨励金とし

て，新規就労者に２０万円の奨励金の交付や，水揚げ手数料補助金として就業後３年間につきまして

は，水揚げ額の５パーセント以内で上限５万円を交付する事業内容でございます。平成２７年度から令

和２年度までの実績といたしましては，新規就労奨励金は６名で１２０万円。水揚げ手数料補助は１２

名で６０万円の手数料を交付しておる状況でございます。また，その他の新規漁業者への主な支援策と
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でも円滑に就業できるよう，漁業体験や技術の習得体験などの支援体制の充実，強化を図っているとこ
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ので，御理解をお願いいたしたいと思ってます。以上です。 
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なっております。本支援事業につきましても，引き続き県，酒造組合等との関連団体との連携を図りな

がら取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

１４番（関 誠之君） はい，ありがとうございました。時間がありませんけれども，特に気になってお

ります，奄美市民歌についてですね，これが，現状どうなっているかということと，あと，小宿の都計

が，現状，どうなっているか。２点について，ちょっとお答えいただけますか。 

 

教育部長（徳永恵三君） それでは，議員お尋ねの奄美市民歌の普及について，御説明いたします。まず

は，次世代の子どもたちにつないでいけるよう，各小・中学校を中心に学校現場での活用を図り，児

童・生徒が歌える環境を整えてまいります。また，ＦＭラジオを通しての普及，啓発活動や奄美市のホ

ームページにて，奄美市民歌の音源や楽譜を掲載し，市民の皆様や出身者等へ広く活用できる環境をつ

くってまいります。更に，奄美市少年少女合唱団の活用を図り，市が主催する大会や各種イベント等に

おいて，広く普及に努めてまいりたいと思っています。以上です。 

 

１４番（関 誠之君） はい，ごめんなさい。小宿の件とふるさと納税と広域の件については９月の議会

でさせていただきますので，よろしくお願いをいたしたいと思います。市長，私が考えている施政方針

の中でですね，なかなか進展していないが大変重要であるというふうなことでこの七つを選びましたけ

れども，あと１分ぐらいございますので，是非，市長がですね，次の道筋をつくっていただいて，是

非，市長なりの見解なり感想があれば，お聞かせをいただき，私の一般質問を締めさせていただきます

ので，よろしくお願いをいたします。 

 

市長（朝山 毅君） 私の任期も，先般，申し上げていますように，あと５か月近くなりました。まず

は，当面の喫緊の課題である新型コロナウイルス対策に万全を期すこと。そして，朗報である世界自然

遺産登録が確実なものになること。加えて，現在，大型事業を進めております交流センターの完成を。

そして，皆様方からいただいた議決，令和３年度の事業を確実に進めていく。これが，私に課せられた

残る期間の最も重要な課題であると認識いたしております。その他，先ほど議員がお話になりました各

種の施策については，いずれの時期かにお話することがあろうかと思いますが，まずは議会からいたた

だいた採決の要点を踏まえながら，しっかり事業執行に万全を期してまいりたいと思っておりますの
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で，御理解いただきたいと思います。以上です。 

 

１４番（関 誠之君） はい，ありがとうございました。立憲民主党 関 誠之の一般質問を終了いたし

ます。大変申し訳ございませんでした。よろしくお願いいたします。 

 

議長（与 勝広君） 以上で，立憲民主党 関 誠之君の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。 

 午後２時４５分，再開いたします。（午後２時３０分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします。（午後２時４５分） 

 引き続き，一般質問を行います。 

 チャレンジ奄美 弓削洋平君の発言を許可いたします。なお，弓削洋平君から一般質問中の資料投影

のため，書画カメラ使用の申し出がありましたので，これを許可いたします。 

 

２番（弓削洋平君） 市民の皆様，議場の皆様，インターネット中継を御覧の皆様，こんにちは。チャレ

ンジ奄美の弓削洋平でございます。 

 最初に，質問通告書の字句の訂正をお願いいたします。１の（１）の②副作用を副反応に訂正お願い

いたします。 

 一般質問に入ります前に，私の所見を述べたいと思います。４月９日に開催されました奄美市転入職

員合同着任式に文教厚生委員として出席いたしました。１３８名の教職員が転入され，地域に根差した

ふるさと教育，奄美の子どもたちを光にをモットーに御活躍されることを心より期待しております。着

任式の出席者の中には，私の中学校時代の恩師も御参列されていました。私の人生の中で，中学校３年

間が一番濃く，よい思い出となる日々でございました。恩師は当時，バレーボール部の監督であり，私

はキャプテンを務める中で，いろいろと御指導をいただいたものです。私は褒められることより叱られ

ることが多く，大人になってそれが役に立ち，恩師に感謝しているところでございます。恩師のような

教職員を目指したこともありました。奄美市の各学校においては，大規模校，小規模校があり，また，

子どもたち一人一人の個性，性格も違います。叱ることだけではなく，一人一人の個性，性格をしっか

りと見極め，時代の流れに応じた対応が必要だと思います。子どもは大人であるという言葉どおり，子

どもは大人がかける言葉に対して，本当に心の底から自分のために言っているのか，いないのか，見抜

く力があります。その見抜いたことを上手く言葉にできないため，態度や服装の乱れという子どもなり

の表現となるのです。先に生まれて先生と書きますが，ただ先に生まれただけではなく，子ども一人一

人を見つめ，向き合って指導し，教えの師匠として努めていただきたいと思います。私も相撲の外部指

導者として，子どもたちの健全育成に力を注いでいるわけですが，常に子どもたちには失敗を恐れず，

どんどん失敗し，そこから這い上がる力，そして，生きる力の強さを身につけてほしいと願い，指導に

当たっております。１０年後，２０年後，この奄美を支える子どもたちであります。教職員の皆様に

は，子どもたちの学校生活の充実に日々努めていただきたいとお願い申し上げて，質問に入りたいと思

います。 

 厚生労働省において，ワクチン接種に関する地域の負担を軽減し，接種の加速化を図っていくため，

職域接種の申請が開始され，全国各地の企業等による接種が始まっております。県においても，総合相

談窓口を設置し，早期のワクチン接種に期待されます。１，新型コロナ対策について。（１）新型コロ

ナ対策，新型コロナワクチン接種について。①ワクチン接種の進捗状況について，本市において第１弾

が終了し，第２弾が１４日から始まりましたが，進捗状況についてお聞かせください。 

 次の質問から，発言席にて行います。 
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議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

保健福祉部長（山下能久君） ワクチンの接種状況について，お答えいたします。高齢者を対象といたし

ました集団接種につきましては，第１弾を５月３日から６月１３日の期間で終了し，第２弾を６月１４

日から開始しているところでございます。６月１３日現在，これ，第１弾分になりますが，高齢者３，

０２９人の接種を終了しております。第２弾の集団接種につきましては，高齢者，介護施設等入所者及

び施設介護従事者，訪問診療を受けている方，要介護認定者の方の接種を同時に進めているところでご

ざいます。第２弾の予約枠といたしましては，９，６００人を設けておりますが，６月１５日現在，第

１弾と併せまして１万７５７名の高齢者の予約を受け付けている状況でございます。高齢者約１万３，

７００人に対しまして７８．５パーセントとなります。第２弾においては，主に高齢者を対象として接

種を進めていく予定でございましたが，高齢者の予約が落ち着き，枠に余裕があることから，当初第３

弾での接種を計画しておりました基礎疾患のある６５歳未満の方への予約受付を６月２２日から開始す

る予定としております。以上でございます。 

 

２番（弓削洋平君） はい，了解いたしました。県においては，鹿児島市と鹿屋市に大規模接種会場が設

置される予定で，対象者が県内に住所を有する６５歳以上の方となっておりますが，奄美市の方が事情

により１回目を大規模接種会場で接種し，２回目を奄美市で接種するとなった場合の対応と情報共有に

ついて，当局の御見解をお伺いいたします。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 議員御案内のとおり，鹿児島県におきましては，鹿児島会場及び鹿屋会場

の２か所の大規模接種会場を設置することが決定しております。接種開始日は６月２０日となってお

り，予約につきましては，６月１５日午前９時から開始するとしております。また，使用するワクチン

につきましては，モデルナワクチンでございまして，大規模接種でワクチンを接種する場合は，２回と

も大規模接種会場で接種を受ける必要があるとしているところでございます。しかしながら，今後，同

じワクチンが使用できるという条件が整った場合で，１回目と２回目を別の会場で接種する可能性はご

ざいますので，この想定につきましてお答えいたします。通常，ワクチン接種が終了しましたら，国が

作成したワクチン接種記録システムで接種情報の読み込みを行い，接種概要の確認を行うことができる

ようになっております。議員が例に出されました１回目と２回目の接種場所が違う場合であっても，本

人が持参している接種券，若しくはワクチン接種記録システムにて，接種履歴の確認ができます。１回

目の接種の情報をしっかりと確認した上で，接種間隔を確認し予約を行うこととなります。以上でござ

います。 

 

２番（弓削洋平君） 大規模接種ではモデルナ製を使用するということで，理解いたしました。先ほど言

われました記録システムで内容を確認できるということで，承知いたしました。 

 次の質問に移ります。②の副反応についてですが，全員協議会において，１名の方が救急搬送された

とお聞きいたしました。その後の副反応の件数と症状，経過について，お聞かせください。また，先ほ

ども川口議員のほうからもありましたが，２回目の接種後に高熱が出ると，私のほうも多くの方々から

お聞きいたしております。そのようなことも含めて，御見解をお伺いいたします。 

 

保健福祉部長（山下能久君） それでは，お答えいたします。５月３日から始まりました第１弾のワクチ

ン接種において，救急搬送されたケースは，６月１５日現在，３件確認されております。うち２件につ

きましては，救急搬送されたものの，アナフィラキシーではございませんでしたので，加療や入院の必

要もなく帰宅されたと確認しております。残り１件につきましては，現況，確認中でございます。 

 次に，ワクチン接種の副反応といたしましては，国の実施した調査結果によりますと，接種部位の痛
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みや頭痛，倦怠感などが多いと言われており，２回目の接種後や比較的若い方，そして，女性に多く見

られる傾向があるとされております。２回目の接種後について申し上げますと，接種部位の痛みは９

０．８パーセント，倦怠感６９．６パーセント，頭痛５３．７パーセントに症状が見られたと報告され

ております。これらの症状の大部分につきましては，接種後数日以内に回復するようでございますが，

症状が長く続く場合や，いつもと違う体調の変化がございましたら，かかりつけ医への相談を勧めてい

るところでございます。以上でございます。 

 

２番（弓削洋平君） はい，ありがとうございます。今後も引き続き，副反応の対応にしっかりと努めて

いただきたいと思います。 

 ③の今後のスケジュールについてですが，多田議員のときもお聞きいたしましたので，省略したいと

思います。その中で，ファイザー製のワクチン接種について，対象者が１６歳以上から１２歳以上に引

き下げになりましたが，年度内に接種する見込みはあるのか，お伺いいたします。 

 

保健福祉部長（山下能久君） お答えいたします。厚生労働省はこれまで１６歳以上としているワクチン

接種の対象年齢を拡大し，１２歳以上とすることを令和３年６月１日から適応することとしておりま

す。しかしながら，改正が示されたばかりでございまして，今後の接種計画等はこれから協議していく

ことになります。まずは，国の優先順位に沿って接種を進めていきながら，国や県の指針の下，医師会

や教育機関などの関係機関と協議を重ねた上で決定していきますので，御理解のほどよろしくお願いい

たします。 

 

２番（弓削洋平君） 先ほどもお話もありましたが，高校受験の３年生など，中学校３年生は高校受験も

ありますし，高校３年生は大学受験，就職等も控えておるということで，また，スポーツや文化，芸術

における中高生は最後の大会等も控えております。神戸市では６月１１日から２４日に１６歳から６４

歳の市民に接種券を発送し，基礎疾患がある方や感染リスクの高い職種，年代別で段階的に予約を受け

付け，早ければ６月から接種を受けられ，７月２０日には１６歳以上の全員が予約できるようになる。

こうした中，新たに接種が認められた１２歳から１５歳の接種も同時並行で進めるため，学校での接種

を検討しているとのこと。ただ，接種をするかどうかは最終的に個人の判断となり，保護者の同意も必

要となる。学校で集団接種をすることであれば，接種しない生徒が仲間はずれにされたり，部活動で不

利益になったりしないような対策も必要となると報じられております。本市においても，このような事

例を踏まえ，対象者が一般の方になる際は，行動範囲が活発な中高生や感染リスクの高い職種等を鑑み

て，優先順位を判断し，いじめなどの対策等も含めて，早期接種に向けて協議していただきたいと思い

ます。 

 次の質問です。２，防災対策について。（１）４月２日の豪雨被害について。①住用町見里集落内の

道路冠水について。１日から降り続いた雨は，２日午後から激しさを増し，夕方まで降り続け，住用町

見里集落において市道が冠水し，被害をもたらしました。写真がありますので，見ていただきたいと思

います。これは，通常どおりの現場写真となります。次，お願いします。２日の写真となります。次，

お願いします。これも通常の写真でございます。２日の写真はこのようになっております。次，お願い

します。これ，反対側から写した側溝の被害を写しております。次，お願いします。これも，通常時の

写真になります。次，お願いします。これは２日の写真ですね。川のようになっております。次，お願

いします。この奥にもですね，民家がある，あるんですが，これも通常のときで，次，お願いします，

これが大雨のときの写真で，川のようになっております。はい，次，お願いします。これが見里川の写

真となっております。以上ですね。はい，ありがとうございます。先ほど見ていただいたようにです

ね，見里集落は地形的にですね，三太郎トンネル側から内海に向けて傾斜が下っており，また，集落内

において国道より低い位置に民家があるため，写真のような雨水が集まると同時に，河川や内海の水位
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みや頭痛，倦怠感などが多いと言われており，２回目の接種後や比較的若い方，そして，女性に多く見

られる傾向があるとされております。２回目の接種後について申し上げますと，接種部位の痛みは９
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ております。これらの症状の大部分につきましては，接種後数日以内に回復するようでございますが，
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付け，早ければ６月から接種を受けられ，７月２０日には１６歳以上の全員が予約できるようになる。
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道路冠水について。１日から降り続いた雨は，２日午後から激しさを増し，夕方まで降り続け，住用町

見里集落において市道が冠水し，被害をもたらしました。写真がありますので，見ていただきたいと思

います。これは，通常どおりの現場写真となります。次，お願いします。２日の写真となります。次，

お願いします。これも通常の写真でございます。２日の写真はこのようになっております。次，お願い
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が高くなるため，雨水が捌けない状態となります。民家の方々のお話では，家のすぐ横に見里川があ

り，水位が高くなり，雨水が捌けないために，逆に向かって逆流して来るとのことでした。このような

ことを踏まえて，今後，河川の浚渫などの対策がありましたら，当局の御見解をお伺いいたします。 

 

建設部長（保浦正博君） お答えします。４月２日発生した見里集落の冠水につきましては，短時間の集

中した降雨により発生したもので，その後，数時間で収束いたしております。先ほど議員が紹介された

写真，あの現状につきましては，私どもが把握しておりますことから，対策といたしまして，見里川の

浚渫を５月に発注し，今後，道路側溝の土砂除去などを行い，適切な維持管理に努めてまいりたいと考

えております。以上です。 

 

２番（弓削洋平君） はい，５月発注ということで，これからまた，台風シーズンともなりますので，ま

た，早期の浚渫や側溝の土砂除去等も含めて，維持管理の徹底に努めていただきたいと思います。 

 ②の三太郎の里前の国道冠水についてですが，最初に私の認識に誤りがあり，４月２日の豪雨におい

ては，三太郎の里の前の国道は冠水ではなかったということでした。しかしながらも，もう少しのとこ

ろで冠水状態に近い状態でありました。奄美豪雨でもそうでしたが，たびたび冠水いたします。管轄は

県でありますが，今後の対策も含め，当局の御見解をお伺いいたします。 

 

建設部長（保浦正博君） 三太郎の里の面する国道５８号につきましては，管理者である県に伺ったとこ

ろ，短時間の集中した降雨時などの路面状況は把握しておりますと。そのことから，現在，冠水対策に

向け，測量設計を実施しているとのことでございます。市としましても，事業実施時期など県との情報

共有に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

２番（弓削洋平君） 見里集落内の冠水のようにですね，やはり受け皿になる内海が，河川が運んだ土砂

が堆積しておりまして，水深が浅くなっているわけです。また，初登壇の一般質問でも述べましたが，

内海の掘削が必要だと，私は思います。三太郎前の国道が冠水しますと，東城小中学校前の市道も冠水

いたします。また，２日の日も東城へき地保育所の児童は早退いたしました。現在，新しい保育施設の

議論もされているわけです。このあと質問いたしますナイトツアーの三太郎峠線へ向かう通り道にもな

っているわけです。今後，対策が必要だと強く思いますが，そのことについて，御見解があればお願い

します。 

 

建設部長（保浦正博君） 今，議員が御指摘のとおり，あの一帯については，台風等，大雨時にはです

ね，冠水してしまう状況にあると。そのことから，現在，県のほうも対策を急いで，対策に取り組んで

いるところだと思っています。今後につきましては，内海の土砂の除却につきましては，国立公園と

か，いろいろ問題があるかと思いますので，いろんな工法とかですね，県と改めて協議をやってまいり

たいと考えております。よろしくお願いいたします。 

 

２番（弓削洋平君） はい。今後ですね，予定している，また，新しい保育所施設等のことも視野に入れ

てですね，安心・安全な防災対策がとれるよう，関係機関と協議していただきたいと思います。 

 次の質問に行きます。（２）国道など道路沿いの歩道の破損したガードパイプについて。①和瀬，

城，西仲間の破損したガードパイプについて，写真をお願いいたします。これが，和瀬のガードパイプ

ですね。次，お願いします。こちらの城のガードパイプになります。こちらも城です。こちらも，内海

公園，城近くにある内海公園の入り口のガードパイプとなります。次，お願いします。こちらは西仲間

のガソリンスタンド前のガードパイプとなっております。はい，ありがとうございます。私の認識です

と，２・３年はこのような状態であります。車で通りますと目に移り，非常に気になります。破損した
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取れかけのパイプも見受けられます。城においては，子どもたちの通学路でもありますし，台風のとき

に飛ばないか懸念いたしております。御見解をお伺いいたします。 

 

建設部長（保浦正博君） お答えします。国道５８号の破損したガードパイプにつきまして，道路管理者

である県に確認したところ，県におきましても現状は把握しているとのことでございます。今後，予算

等の検討を行い，計画的に対応していくということでございますので，御理解をよろしくお願いいたし

ます。 

 

２番（弓削洋平君） はい，分かりました。世界自然遺産登録が勧告され，７月には正式な登録予定とい

うことで，国道沿いでもあり，また，観光客がこのような状態を見てどう思うのかが不安でなりませ

ん。玄関先の靴が並べられていないと，お客さんはよい気持ちにならないと，同じ感覚だと私は思いま

す。これからさらに注目される奄美であります。県においては予算や優先順位等もあると思われます

が，本市においても連携をしっかりととっていただき，対応していただきたいと思います。 

 次に，３，観光施策について。（１）世界自然遺産登録について，①世界自然遺産登録の勧告につい

て，５月１０日に待望の世界自然遺産登録の勧告が出されました。この勧告内容，詳細について，御見

解をお伺いいたします。 

 

市長（朝山 毅君） それでは，世界自然遺産の御質問に対して，私のほうで答弁させていただきます。

今，議員がお話のとおり，世界自然遺産へ推薦をお願いしておりました奄美大島・徳之島・沖縄島北

部・西表島，この４地域について，世界自然保護連合，いわゆるＩＵＣＮから世界自然遺産に適当であ

るという勧告をいただき，郡民等しく喜びを共にしているところであります。環境省の報道発表の内

容，資料によりますと，ＩＵＣＮからはこの遺産の保全に対する決意と完全性に対する疑問に対処する

ために，当初の推薦を修正した努力を称賛するというふうに記されております。前回の登録延期勧告時

の指摘を踏まえて，関係機関とともに連携して対応してきたことを高く評価していただいているところ

であります。その上で，対応要請事項といたしまして４点ほどございます。まず，１点目に，特に西表

島における観光管理の措置。二つ目に，アマミノクロウサギを含む希少種のロードキルを減少させるた

めの取組。３点目に，包括的な河川再生戦略策定の可能性検討。四つ目に，緩衝地帯内での森林伐採の

管理の徹底など，４点の対応要請事項があります。これらにつきましては，令和４年１２月１日までに

対応状況をユネスコに提出した上で，ＩＵＣＮの評価を受けるよう要請されております。環境省をはじ

めとした関係機関とともに，勧告内容を分析し，連携して必要な対応を行ってまいりたいと思います。

いずれにいたしましても，世界自然遺産登録の実現を目指し，更に，登録後においても，奄美大島の自

然環境が次の時代にわたって受け継がれるよう，国・県，関係機関，関係団体と各種の取組を進めてま

いりたいと存じますので，どうか御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。以上であります。 

 

２番（弓削洋平君） はい，ありがとうございます。先ほどもありましたが，最近では奄美，徳之島にお

いて，アマミノクロウサギ等のロードキルが多発しております。徳之島では今年に入って既に７件確認

されています。住用町においても，アマミノクロウサギ等のナイトツアーが盛んになり，ロードキルの

件数が多発しないか懸念されています。このよう中で，環境省は住民，観光関係者，自然保護関係者，

行政で構成する奄美大島三太郎線周辺における夜間利用適正化連絡会議を設置し，夜間の野生動物観察

に特化した利用ルールに取り組んでおり，２回の実証実験が終了しているわけです。②三太郎周辺にお

けるナイトツアー実証実験について，結果や今後の課題等をお示しください。 

 

総務部長（三原裕樹君） お答えいたします。近年，アマミノクロウサギ等のナイトツアーが盛んな住用

地区の市道三太郎線周辺におきましては，ナイトツアーを目的とした夜間の車両通行台数が増加してお
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取れかけのパイプも見受けられます。城においては，子どもたちの通学路でもありますし，台風のとき

に飛ばないか懸念いたしております。御見解をお伺いいたします。 

 

建設部長（保浦正博君） お答えします。国道５８号の破損したガードパイプにつきまして，道路管理者

である県に確認したところ，県におきましても現状は把握しているとのことでございます。今後，予算

等の検討を行い，計画的に対応していくということでございますので，御理解をよろしくお願いいたし

ます。 

 

２番（弓削洋平君） はい，分かりました。世界自然遺産登録が勧告され，７月には正式な登録予定とい

うことで，国道沿いでもあり，また，観光客がこのような状態を見てどう思うのかが不安でなりませ

ん。玄関先の靴が並べられていないと，お客さんはよい気持ちにならないと，同じ感覚だと私は思いま

す。これからさらに注目される奄美であります。県においては予算や優先順位等もあると思われます

が，本市においても連携をしっかりととっていただき，対応していただきたいと思います。 

 次に，３，観光施策について。（１）世界自然遺産登録について，①世界自然遺産登録の勧告につい

て，５月１０日に待望の世界自然遺産登録の勧告が出されました。この勧告内容，詳細について，御見

解をお伺いいたします。 

 

市長（朝山 毅君） それでは，世界自然遺産の御質問に対して，私のほうで答弁させていただきます。

今，議員がお話のとおり，世界自然遺産へ推薦をお願いしておりました奄美大島・徳之島・沖縄島北

部・西表島，この４地域について，世界自然保護連合，いわゆるＩＵＣＮから世界自然遺産に適当であ

るという勧告をいただき，郡民等しく喜びを共にしているところであります。環境省の報道発表の内

容，資料によりますと，ＩＵＣＮからはこの遺産の保全に対する決意と完全性に対する疑問に対処する

ために，当初の推薦を修正した努力を称賛するというふうに記されております。前回の登録延期勧告時

の指摘を踏まえて，関係機関とともに連携して対応してきたことを高く評価していただいているところ

であります。その上で，対応要請事項といたしまして４点ほどございます。まず，１点目に，特に西表

島における観光管理の措置。二つ目に，アマミノクロウサギを含む希少種のロードキルを減少させるた

めの取組。３点目に，包括的な河川再生戦略策定の可能性検討。四つ目に，緩衝地帯内での森林伐採の

管理の徹底など，４点の対応要請事項があります。これらにつきましては，令和４年１２月１日までに

対応状況をユネスコに提出した上で，ＩＵＣＮの評価を受けるよう要請されております。環境省をはじ

めとした関係機関とともに，勧告内容を分析し，連携して必要な対応を行ってまいりたいと思います。

いずれにいたしましても，世界自然遺産登録の実現を目指し，更に，登録後においても，奄美大島の自

然環境が次の時代にわたって受け継がれるよう，国・県，関係機関，関係団体と各種の取組を進めてま

いりたいと存じますので，どうか御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。以上であります。 

 

２番（弓削洋平君） はい，ありがとうございます。先ほどもありましたが，最近では奄美，徳之島にお

いて，アマミノクロウサギ等のロードキルが多発しております。徳之島では今年に入って既に７件確認

されています。住用町においても，アマミノクロウサギ等のナイトツアーが盛んになり，ロードキルの

件数が多発しないか懸念されています。このよう中で，環境省は住民，観光関係者，自然保護関係者，

行政で構成する奄美大島三太郎線周辺における夜間利用適正化連絡会議を設置し，夜間の野生動物観察

に特化した利用ルールに取り組んでおり，２回の実証実験が終了しているわけです。②三太郎周辺にお

けるナイトツアー実証実験について，結果や今後の課題等をお示しください。 

 

総務部長（三原裕樹君） お答えいたします。近年，アマミノクロウサギ等のナイトツアーが盛んな住用

地区の市道三太郎線周辺におきましては，ナイトツアーを目的とした夜間の車両通行台数が増加してお
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り，野生動物のロードキルの増加や車両の無理な追い越しによる利用者同士のトラブルなど，利用者の

自然体験の質の低下が問題となっているところでございます。先ほどもございましたが，ＩＵＣＮの勧

告におきましても，ロードキル対策が求められているところでございますが，世界自然遺産登録が間近

に迫り，より一層の利用者の増加，問題の拡大が懸念されることから，住民，ガイド，観光客など，全

ての利用者を対象とした自然保護と観光利用の両立を目指す共通のルールを作るため，広く関係者の皆

様と意見交換を重ねるなど，検討を進めてまいりました。なお，対象道路は本市の市道でございまし

て，道路法上に位置付けられた公道であることから，ルールは法的規制には基づかず，利用者の協力を

依頼する自主ルールとして検討をしております。具体的にこれまで行われた実証実験について御紹介を

いたしますと，昨年１１月に行われました第１回目の実証実験では，三太郎線では事前予約制での通

行。１時間当たり４台の通行車両の台数制限。それから，入り口の指定。通行方向の指定。スタル俣線

及び石原栄間線については通行止めにし，スタッフを配置した上で，現地の予約確認を実施いたしまし

た。結果といたしましては，利用台数計８７台。予約をしていない，未予約車両，これが２台でござい

ました。次に，今年のゴールデンウイークに行われました第２回目の実証実験でございますが，三太郎

線では，これも同様に事前予約制での通行。１時間当たり４台の車両制限。それから，通行方向の，今

回，２回目は選択制。それから，スタル俣線は通行止めにし，石原栄間線については，密猟対策への協

力を条件とした通行。現地では，今回，スタッフを配置せず，監視カメラの配置のみとして実験をいた

しました。結果といたしまして，まだ速報値ということでございますが，利用台数１５１台。未予約，

予約をしていない車両ですね，が４９台となっております。実証実験の利用ルールにつきましては，ホ

ームページや広報紙での周知のほか，関係機関や関係団体と連携したチラシの配布等を行ったところで

ございますが，第２回目の実証実験は未予約の利用が多いという結果になっております。現在は，環境

省において，利用者アンケートの集約。それから，実証実験期間中の他林道への分散など，この分析を

行っておりますが，その結果も踏まえて，環境省，鹿児島県等の関係機関とともに検討を行い，説明会

などを経た上で，夏頃の利用ルールの施行を目指して取り組んでまいりたいと考えております。以上で

ございます。 

 

２番（弓削洋平君） はい，分かりました。１回目が８７台，未予約が２台。２回目，利用台数が１５１

台に未予約が４９台ということで，結果でも分かりますが，利用台数も増えると同時に，未予約も増え

ております。周知がまだまだ足りないと，私は考えます。地元住民としては，昔から野生動物と共存し

てきたわけですから，当たり前すぎて実感が湧かないことや，ルールはいらないのではないかという正

直な御意見をおっしゃる方もいます。ハブ捕りに行く方や，お孫さんが帰省されたときに，アマミノク

ロウサギを見に行く方たちも予約の必要性に疑問を抱く方もいらっしゃいます。どう理解，周知してい

ただくかが，今後，更に重要であると私は考えます。③利用ルールの住民への理解，周知について，当

局の見解をお伺いいたします。 

 

総務部長（三原裕樹君） 先ほども少しお答えいたしましたけれども，市道三太郎線周辺におけるナイト

ツアー実証実験の広報活動につきましては，地元の住民の皆様をはじめ，ホテル，観光施設，レンタカ

ー会社などへのチラシの配布に加え，住民説明会の開催，周知看板の設置，奄美市広報紙やホームペー

ジなどへの掲載を行ってきたところでございます。今後の課題といたしましては，比較的関心の薄い方

に対して，いかにしてルールの存在を知らせ，御協力いただくか，これが課題であるというふうに認識

をしております。世界で奄美大島と徳之島にしか生息しないアマミノクロウサギが観察できる市道三太

郎線周辺は，希少動物が生息する貴重な場所であると同時に，アクセスしやすく，利用の集中が起きや

すい環境でもあることから，希少野生動物が脅威にさらされる危険性の高い場所とも言えます。世界自

然遺産登録を契機として，これまでの先人から受け継いできた豊かな自然環境を次の世代に受け継ぐべ

きものと再認識していただけるよう，地元住民の皆様と十分な意見交換を行い，環境省，鹿児島県等の
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関係機関と連携した広報活動を行うとともに，利用ルールの策定に向けて取組を進めてまいります。ま

た，住民の皆様にとっては，豊かな自然環境が評価をされた結果とはいえ，慣れ親しんできた地元地域

への入込が増えたために利用ルールが設定されるという流れ自体に違和感をお持ちの方もいらっしゃる

ことと存じます。しかしながら，旧国道でもあった三太郎線を中心に，当該道路は，現在，迂回路とし

ても重要な役割を担っており，今後，世界自然遺産に登録されれば，更にナイトツアーの数が増え，夜

間交通に支障をきたすだけでなく，騒音などによる生活環境への影響も懸念をされます。そのようなこ

とから，可能な限りの方策を講じる必要があると認識をしております。公道における夜間利用のルール

の策定は，これまでに前例がございません。今回の取組が先駆的な取組ということになりますが，関係

機関，関係団体，地元住民の皆様の御理解と御協力をいただきながら，全国初の奄美モデルとなる利用

ルール策定に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 

２番（弓削洋平君） 私のほうも，住民説明会に何度か参加させてもらい，様々な意見がある中で，観光

業の方々とも一緒になった議論の場が必要じゃないかと感じております。また，アマミノクロウサギを

見れるタイミングもあり，ナイトツアー業同士でのトラブルも懸念いたします。今後，住民や観光業を

含めた意見交換会を予定しているのかをお伺いいたします。 

 

総務部長（三原裕樹君） 意見交換会についてでございますけれども，利用ルールを検討する過程におき

まして，これまで数回にわたって説明会を実施をしております。しかしながら，生活時間帯の違いもあ

り，観光関連業と地元住民の方とは，それぞれ個別に説明会を開催をさせていただいておりました。し

かしながら，利用ルールに関しましては，様々な見解の相違がございまして，双方から直接，お話がし

たいという，先ほど議員からもございましたが，そういう御意見もございました。そのようなことか

ら，合同の意見交換の場がもてないか，環境省及び鹿児島県等の関係機関で検討してまいりたいという

ふうに考えております。以上でございます。 

 

２番（弓削洋平君） はい。コロナ禍でもあり，なかなか大人数での開催が難しいと思われますが，是

非，意見交換をする場をつくっていただき，様々な議論することによって，みんなが納得できる利用ル

ールの策定に取り組んでいただきたいと思います。世界自然遺産登録になれば，観光客が増え，ナイト

ツアーも盛んになってきます。経済効果も期待されます。利用ルールをつくることによって，世界に認

められたこのすばらしい自然の中の希少野生動物が守られるんだと，もっと謳っていただき，世界に誇

れる奄美なんだと，みんなで守るんだと。そして，世界自然遺産登録の価値を住民の方にも再認識して

いただけるよう。今後も努めていただきたいと思います。 

 次に，④世界遺産センターの観光管理について。世界遺産センターの役割とナイトツアーなどの観光

業との関連について，お伺いいたします。 

 

総務部長（三原裕樹君） 住用地区のマングローブパーク内に環境省が整備をいたします世界遺産センタ

ーにつきましては，世界自然遺産の適正な利用促進と普及啓発並びに世界自然遺産国立公園の保護管理

の拠点施設との位置付けております。規模といたしましては，木造平屋建て約６００平米を予定をして

おりまして，展示室，エントランスホール，販売店舗，事務室，倉庫等で構成されており，令和４年夏

の開所を目指し，今年度から新築工事に着手をしているところであり，現在は排水工事が行われている

ところでございます。世界遺産センターに期待される役割といたしましては，マス観光の受入施設とし

て，奄美大島の世界自然遺産の価値の解説。ＶＲを活用した展示。自然体験フィールド等に関する案

内。自然観察ルールの周知を行うなど，奄美大島の自然の魅力を多くの皆様に知っていただくととも

に，環境への負荷軽減などを図る役割も期待をされます。また，保全管理の拠点といたしまして，環境

省の職員もセンター内に業務を行うことで，密猟対策や国立公園の保護管理の取組も期待されるところ
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関係機関と連携した広報活動を行うとともに，利用ルールの策定に向けて取組を進めてまいります。ま

た，住民の皆様にとっては，豊かな自然環境が評価をされた結果とはいえ，慣れ親しんできた地元地域

への入込が増えたために利用ルールが設定されるという流れ自体に違和感をお持ちの方もいらっしゃる

ことと存じます。しかしながら，旧国道でもあった三太郎線を中心に，当該道路は，現在，迂回路とし

ても重要な役割を担っており，今後，世界自然遺産に登録されれば，更にナイトツアーの数が増え，夜

間交通に支障をきたすだけでなく，騒音などによる生活環境への影響も懸念をされます。そのようなこ

とから，可能な限りの方策を講じる必要があると認識をしております。公道における夜間利用のルール

の策定は，これまでに前例がございません。今回の取組が先駆的な取組ということになりますが，関係

機関，関係団体，地元住民の皆様の御理解と御協力をいただきながら，全国初の奄美モデルとなる利用

ルール策定に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 

２番（弓削洋平君） 私のほうも，住民説明会に何度か参加させてもらい，様々な意見がある中で，観光

業の方々とも一緒になった議論の場が必要じゃないかと感じております。また，アマミノクロウサギを

見れるタイミングもあり，ナイトツアー業同士でのトラブルも懸念いたします。今後，住民や観光業を

含めた意見交換会を予定しているのかをお伺いいたします。 

 

総務部長（三原裕樹君） 意見交換会についてでございますけれども，利用ルールを検討する過程におき

まして，これまで数回にわたって説明会を実施をしております。しかしながら，生活時間帯の違いもあ

り，観光関連業と地元住民の方とは，それぞれ個別に説明会を開催をさせていただいておりました。し

かしながら，利用ルールに関しましては，様々な見解の相違がございまして，双方から直接，お話がし

たいという，先ほど議員からもございましたが，そういう御意見もございました。そのようなことか

ら，合同の意見交換の場がもてないか，環境省及び鹿児島県等の関係機関で検討してまいりたいという

ふうに考えております。以上でございます。 

 

２番（弓削洋平君） はい。コロナ禍でもあり，なかなか大人数での開催が難しいと思われますが，是

非，意見交換をする場をつくっていただき，様々な議論することによって，みんなが納得できる利用ル

ールの策定に取り組んでいただきたいと思います。世界自然遺産登録になれば，観光客が増え，ナイト

ツアーも盛んになってきます。経済効果も期待されます。利用ルールをつくることによって，世界に認

められたこのすばらしい自然の中の希少野生動物が守られるんだと，もっと謳っていただき，世界に誇

れる奄美なんだと，みんなで守るんだと。そして，世界自然遺産登録の価値を住民の方にも再認識して

いただけるよう。今後も努めていただきたいと思います。 

 次に，④世界遺産センターの観光管理について。世界遺産センターの役割とナイトツアーなどの観光

業との関連について，お伺いいたします。 

 

総務部長（三原裕樹君） 住用地区のマングローブパーク内に環境省が整備をいたします世界遺産センタ

ーにつきましては，世界自然遺産の適正な利用促進と普及啓発並びに世界自然遺産国立公園の保護管理

の拠点施設との位置付けております。規模といたしましては，木造平屋建て約６００平米を予定をして

おりまして，展示室，エントランスホール，販売店舗，事務室，倉庫等で構成されており，令和４年夏

の開所を目指し，今年度から新築工事に着手をしているところであり，現在は排水工事が行われている

ところでございます。世界遺産センターに期待される役割といたしましては，マス観光の受入施設とし

て，奄美大島の世界自然遺産の価値の解説。ＶＲを活用した展示。自然体験フィールド等に関する案

内。自然観察ルールの周知を行うなど，奄美大島の自然の魅力を多くの皆様に知っていただくととも

に，環境への負荷軽減などを図る役割も期待をされます。また，保全管理の拠点といたしまして，環境

省の職員もセンター内に業務を行うことで，密猟対策や国立公園の保護管理の取組も期待されるところ
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でございます。先ほど申し上げました三太郎線周辺での利用ルールにつきましても，世界遺産センター

での情報発信を行い，希少野生動物の保護と持続可能な観光利用，交通トラブルの防止に貢献できるも

のと考えております。引き続き，関係機関と連携し，円滑な事業促進に努めてまいりたいというふうに

考えております。以上でございます。 

 

２番（弓削洋平君） はい，承知いたしました。住民の方々や観光業，観光客に親しまれる施設であると

期待しております。 

 次の質問です。４，学校教育について。（１）ＧＩＧＡスクール構想について。①現状について。日

本は学校の授業におけるデジタル機器の利用時間が先進国で最下位。宿題したり，勉強のためにサイト

を見る，授業外でのＩＣＴ活用も最下位。ゲームやチャットはトップと，文部科学省の調べで分かって

おります。今や生活でも仕事でも，ＩＣＴは切り離すことではできない時代にあります。このような中

で，４月より全国一斉スタートしたＧＩＧＡスクール構想であります。本市の現状について，お伺いい
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教育部長（徳永恵三君） それでは，議員の御質問にお答えいたします。今年度より，奄美市内の教職員
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りしながら，全教職員のスキルアップに取り組んでまいります。また，各教職員が目標となる段階ごと

のステップを設定するなど，学校や教員による格差が生まれないよう，指導力向上の研修体制を確立し
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ていきます。以上です。 

 

２番（弓削洋平君） はい，是非，お願いいたします。体育の授業においてもですね，マット運動での前

転が上手くいかない生徒でも，タブレットを活用して動画を映し，上手くいかない理由や動作を確認で

きます。更に，克服への加速化にも役に立つわけです。迅速な指導力の向上に向けて，努めていただき

たいと思います。 

 ③ロイロノートの効果について。本市が取り入れていますアプリのロイロノートについて，どのよう

な効果があるのか，お伺いいたします。 

 

教育部長（徳永恵三君） それでは，御質問にお答えいたします。ロイロノートとは，児童・生徒が主体

的に学び合う双方向の授業を実現するための授業支援システムでございます。これまで教師が配付して

いたプリントをロイロノートで一斉に配付したり，自分の考えを電子黒板に一斉に映したりすることが

可能になります。また，アンケート機能やシンキングツールなど，話し合い活動などの場で意見集約を

行ったり，プレゼンテーションの資料を作ったりすることもできるようになります。授業における話し

合い活動で，なかなか発信することができなかった児童・生徒が，積極的に参加できるようになること

が期待できます。また，教師はそれらの集約結果を即座に手元の端末で確認することができ，より効率

的な授業づくりに役立てることができます。以上です。 

 

２番（弓削洋平君） はい。インターネットを通して，生徒同士が情報を共有し，示された課題に取り組

み，電子黒板で映したりもできるということで，それまでに頻繁に使われていなかった電子黒板が，Ｇ

ＩＧＡスクール構想により活用度が増したということもよいことだと私は思います。いろんな要素が期

待されるロイロノートでありますが，今後，子どもたちの更なる学力向上のために，どのようなアプリ

を追加する予定があるのか，お伺いいたします。 

 

教育部長（徳永恵三君） では，お答えいたします。今年度は，まず，全ての先生がロイロノートを使う

ことを目標に進めているところでございます。追加アプリについては，現在，学校からの意見を基に選

定していきたいと考えております。先進的な自治体の例などを参考に，授業に効率的なアプリの導入を

図ってまいります。以上です。 

 

２番（弓削洋平君） はい，まずは教員全員のロイロノートの活用を目指すということで，承知いたしま

した。 

 ④情報モラル教育について。ネット利用する中で，どのような情報モラルの指導を進めるのか，お伺

いいたします。 

 

教育部長（徳永恵三君） それでは，お答えいたします。新学習指導要領で，情報モラルを含む情報活用

能力は，言語能力と同様に学習の基盤となる資質能力と位置付けられております。情報モラルには情報

を正しく安全に利用する。情報社会の危険から身を守る。不適切な情報に対応する。情報社会でのマナ

ー，ルール及び法的順守など，様々な項目があることから，各学年に合わせた教材を用いて，情報モラ

ルの学習を進めてまいりたいと考えております。以上です。 

 

２番（弓削洋平君） 今や小・中学生で携帯電話を持っている生徒は少なくない中で，ネット犯罪，チャ

ットでのネットいじめなどを含め，更なる情報モラル教育の徹底が大切であると思います。小学校低学

年のタブレット触りはじめからですね，今後，一生かけて大事なことですので，しっかりと情報モラル

教育の指導に努めていただきたいと思います。地元新聞にも記載されていましたが，家庭において２割
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程度がＷｉ－Ｆｉ環境がないとのことで，今後の持ち帰り授業の方向性について，保護者への情報モラ

ル教育も含め，当局の御見解をお伺いいたします。 

 

教育部長（徳永恵三君） それでは，持ち帰り学習に当たっての状況をお答えいたします。タブレットの

持ち帰り学習も順次進めていくことを検討しているところでございます。一方で，議員から御指摘のあ

りました，家庭でのＷｉ－Ｆｉ環境やセキュリティ等，課題もございます。家庭にＷｉ－Ｆｉ環境がな

い児童・生徒向けに，Ｗｉ－Ｆｉ環境がなくても可能な宿題を与えたり，放課後に教室を開放したりす

るなど，柔軟に対応して，課題の解決に当たってまいります。また，持ち帰り学習を行うにあたり，児

童・生徒だけではなく，保護者を含めて，情報モラルについて考えることが重要となります。保護者の

皆様にもＧＩＧＡスクール構想の周知等を行うことで，情報モラルの向上に努めてまいります。以上で

す。 

 

２番（弓削洋平君） 持ち帰り学習が可能になれば，保護者の中にはゲームをしているんではないかと誤

解を招いたりすることも予想されますので，学校でのタブレットを活用した取組等も含め，持ち帰り学

習の重要性を十分理解していただけるよう努めるとともに，生徒全員が持ち帰り学習ができるよう，環

境整備の課題解決に努めていただきたいと思います。 

 ⑤教員の働き方改革について。ＧＩＧＡスクール構想において，教員の事前準備や設定，管理等によ

る仕事量は多くなっていると思われる一方で，タブレットを利用することで負担がどう軽減されている

のか，お伺いいたします。 

 

教育部長（徳永恵三君） はい，それでは，議員の御質問にお答えいたします。現在，導入初期段階です

ので，タブレットの事前準備等で時間がかかる場合がございます。一方で，デジタル化したことで，教

材準備の時間や印刷，配付の手間が減る等の声があり，また，グループウエア等を利用することによっ

て，業務の質を落とさずに諸会議を軽減化したり，業務の効率化を図ったりすることで時間が生まれ，

児童・生徒と向き合う時間が増えている状況もございます。更に，ＧＩＧＡスクールサポーター配置促

進事業により，外部のＩＣＴ知識を有する人材をＧＩＧＡスクールサポーターとして配置し，学校への

サポート体制も充実させていく計画でございます。教育委員会といたしましても，学校と協力してＩＣ

Ｔを活用した教員の働き方改革に取り組んでまいりたいと思います。以上です。 

 

２番（弓削洋平君） はい，ありがとうございます。先ほどもロイロノートのことでもお話がありました

が，今後，効率化や負担軽減なども含めて，新しいアプリを選定していただき，子どもたちの学力向上

につなげていってほしいとお願いいたしまして，私の一般質問を終わらさせていただきます。ありがと

うございました。 

 

議長（与 勝広君） 以上で，チャレンジ奄美 弓削洋平君の一般質問を終結いたします。 

 これにて，本日の日程は終了いたしました。 

 明日，午前９時３０分，本会議を開きます。 

 本日は，これをもって散会いたします。（午後３時３９分） 

－ 75 －





 

第 ２ 回 定 例 会 

令和３年６月 17 日 

（第３日目） 



6月17日（3日目）

○  出席議員は，次のとおりである。
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12 番 林 山 克 巳 君 13 番 西 公 郎 君

14 番 関 誠 之 君 15 番 奥 輝 人 君

16 番 川 口 幸 義 君 17 番 伊 東 隆 吉 君

18 番 元 野 景 一 君 19 番 与 勝 広 君

20 番 竹 山 耕 平 君 22 番 多 田 義 一 君

○  欠席議員は，次のとおりである。

18 番 元 野 景 一 君 18 番 元 野 景 一 君
な し

○　地方自治法第121条の規定により会議に出席した者は，次のとおりである。

1 朝 山 毅 君 2 東 美 佐 夫 君

3
村 田 達 治 君

51
弓 削 洋 一 君

56
濱 田 洋 一 郎 君

4
三 原 裕 樹 君
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10
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18 寿 山 一 昭 君 19 徳 永 明 子 君
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議長（与 勝広君） おはようございます。ただいまの出席議員は２０人であります。会議は成立いたし

ました。 

 これから，本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

 本日の議事日程は一般質問であります。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程に入ります。日程第１，一般質問を行います。 

 この際，申し上げます。一般質問は個人質問とし，各自持ち時間は，答弁を含めて６０分以内といた

します。なお，重複する質問事項につきましては，極力避けられますよう，質問者において，御配慮を

お願いいたします。また，通告項目の積み残しのないよう，時間配分をよろしくお願いいたします。更

に，当局におかれましても，答弁については，時間の制約もありますので，できるだけ簡潔明瞭に行わ

れますように，あらかじめお願いをしておきます。 

 通告に従い，順次質問を許可いたします。 

 最初に，日本共産党 﨑田信正君の発言を許可いたします。なお，﨑田信正君から，一般質問中の資

料投影のため，書画カメラ使用の申し出がありましたので，これを許可いたします。 

 

６番（﨑田信正君） おはようございます。日本共産党の﨑田信正です。市長におかれましては，昨日，

次期市長選には出馬しないことを表明をされました。この間の功績については昨日，川口議員が述べら

れておりますけれども，私も文教厚生委員会に長く在籍をしておりました。特に国保税の収納率，これ

はもう劇的に改善をしている。そして，累積赤字が解消したこと，更には，子ども医療費が高校生まで

無料が拡大されたということは，強く印象に残っております。また，私は，戦争反対を党是とする日本

共産党の議員として，奄美が自然豊かな平和な島であり続けることを願って，奄美の軍事利用，軍事化

には，反対の立場で臨んでまいりました。この件については，市長とは意見は違うと，また，見解の違

いがあるということで，議論を続けておりますけれども，しかし，市長とは，この件については気持ち

良く議論をさせていただいたと思っております。まだ，９月議会がありますので，引き続きよろしくお

願いをいたします。今回の最初の質問も，基地絡みということになりますが，通告に従って，順次質問

を行ってまいります。 

 最初に，市長の政治姿勢ということで書き出しを始めました。南西諸島の自衛隊部隊・基地が増強さ

れる中，土地利用規制法案が国会で審議をされていることについての見解はということでありますけれ

ども，昨日，国会で残念ながら成立をしております。新聞でも６月３日の朝日の社説では，懸念に応え

る審議を，と見出しで，恣意的な運用によって人々の権利や生活が不当に制約される恐れもある法案で

ある，にもかかわらず，政府の説明は未だ不十分であり，拙速に成立を目指すべきではないと述べてお

ります。振り返ってみますと，２０１９年３月２８日に名瀬大熊に陸上自衛隊奄美駐屯地，瀬戸内町節

子に分屯地が開設をされて，２年が経過をいたしました。陸上自衛隊の駐屯地の奄美誘致について，こ

れ，平成２６年７月２３日に，奄美大島商工会議所など１２団体による，奄美市に陸上自衛隊を誘致す

る連絡協議会が，防衛大臣に要望書を提出をしております。改めて拝見をさせていただきました。その

内容は，南西諸島における状況にも若干触れてはいるものの，近年の奄美市を取り巻く環境は，人口減

少や経済規模の縮小など，ますます厳しくなるばかりでありますが，この機会を奄美振興の起爆剤とし

て捉え，市民一致団結し，是非，奄美市に自衛隊の配置を実現したいと切望しております。つきまして

は，本趣旨に御理解たまわり，未来の子どもたちに安全で安心な奄美市を構築するという観点からも，

陸上自衛隊駐屯地の奄美市配備を進めていただきますよう，心からお願いする次第でございます，とい

うものでございます。この文面から私は，人口増加あるいは経済効果を期待したものだと捉えました。

しかし，今の状況はどうか。集団的自衛権行使を容認した安保関連法，私たちは戦争法と呼んでおりま

すけれども，これが強行採決されるもとで，鹿児島の大隅諸島から沖縄県の先島諸島へと連なる南西諸

島で中国の軍事的脅威に対抗するため，自衛隊と米軍の基地増強，一体化の動きが急速に進んでおりま
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す。馬毛島への米空母艦載機離着陸訓練の移転問題があり，更にそこに，自衛隊の訓練基地まで造る，

有事の際の兵站拠点にすることも狙われております。更に，南西諸島防衛のためとして，中国本土にも

到達できるような長距離ミサイル，１２式地対艦誘導弾能力向上型ということらしいですけれども，こ

の開発も決められております。これまでの軍拡の流れを見ると，今は地対空ミサイルあるいは地対艦ミ

サイルで航続距離が短いものだと思いますけれども，奄美大島や宮古島などに新たにこのような長距離

ミサイルが配置されるのではないかとの心配が，この間の軍拡の流れを見ますと払拭しきれません。昨

年，１０月から１１月に日米共同統合実動演習が実施をされ，トカラ列島にある無人島，臥蛇島で，水

陸機動団と米海兵隊が水陸両用作戦を訓練をしております。このとき自衛隊は，種子島，奄美大島，徳

之島，沖永良部島，沖縄本島，久米島，宮古島，そして，与那国島などで一斉に訓練を実施をしており

ます。東シナ海や南シナ海での中国の覇権主義的行動，これは絶対に許されるものではない。このこと

は当然であります。しかし，同時にこれに軍事力や軍事態勢の強化だけで対抗すれば，南西諸島を巡る

緊張が一層高まることになるのではないでしょうか。この状況で，昨日，国会で，土地利用規制法案が

成立をいたしました。この規制法は政府が安全保障上重要とする全国の米軍基地，自衛隊基地，原発な

どの周囲約１キロメートル，また，国境離島を注視区域，特別注視区域に指定をし，区域内の土地・建

物の所有や利用に関する調査，利用の制限，特別注視区域内の不動産取引の事前届け出の義務付けを行

うというものであります。自衛隊の誘致にあたった方も，このようなことが想定されていたかどうかは

分かりませんけれども，奄美の自衛隊の位置付け，どうなるのか。また，この法案についての現在の認

識について，お伺いをしたいと思います。奄美の位置付けというのは，注視区域にあたるのかどうかで

すね，こういったことが新聞紙上では明らかにされておりませんので，当事者のほうとしてどう捉えら

れているのか，お伺いをいたします。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） おはようございます。﨑田議員に御答弁させていただきます。﨑田議員とはこの間

において，いろいろと防衛問題等において議論をさせていただきました。議員がただいまお話しになり

ましたとおり，見解は相違することがあったかもしれませんが，建設的な実りある議論でもあったと私

も思っているところであります。そういう中において，今，議員がお話しになりましたとおり，昨日，

議員がおっしゃった法案が成立いたしました。この法案の概要につきましては，今，議員がお話しをし

たとおりでありますが，原発などの重要施設の周囲１キロメートルや国境離島を注視区域に指定し，所

有者の調査や施設機能を妨害する行為への中止勧告，命令を可能にすること。また，自衛隊基地や海上

保安庁の施設などから１キロメートルの周辺地を注視区域に指定すること。その中で，司令部機能を持

つ自衛隊基地周辺などは，特別注視区域として一定面積以上の売買に利用目的の事前届け出を義務付け

るということであります。命令に従わない場合や事前届を怠ったりした場合は，懲罰や罰金を科すこと

などが概要であろうかと思います。この法案では，個人情報の保護にも十分配慮することとしており，

そのあたりも含めて今後，審議が，議論がなされていくものと存じます。また，奄美駐屯地の規制区域

対象の御質問につきましても，今国会で成立したばかりでありますので，情報の収集の最中でございま

すから，御理解をいただきたいと存じます。いずれにいたしましても，法案の成立直後であり，今後，

詳細な情報提供等があろうかと存じますので，御理解をいただきたいと存じます。このように，やは

り，国防を守るということは，国の責務であろうと私は常に思っておりました。領海・領空・領土を近

くする国同士が，価値観が一緒であり，ルールが一緒であれば，議員がおっしゃるように平和外交で経

済社会も，あらゆる社会も成り立っていくかもしれませんが，今，このようなグローバル社会の中にお

いて，一国において一国の経済やすべての機能を賄うということは大変厳しい状況にあり，やはり，考

えを同じくし，主義主張，そして，ルールを含めて価値観を共有するものが，やはり，お互いに貿易も

経済も，そして，福祉も共有していくことということは，社会の流れだろうと思います。そういう中に
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おいて，まだまだ，隣国において，価値観を共有できない，そういう中において，自らをまず律する，

守るということは，国是として私は当然のことであろうと思っておりますので，そこら辺が﨑田議員と

言を異にするところがあるかもしれませんが，御理解をいただきたいと存じますので，よろしくお願い

いたします。 

 

６番（﨑田信正君） 市長，ありがとうございました。まだ，法案が通ったところで，具体的に国会審議

の中でも具体化されてないんですね。だから，状況だけを見ると，奄美の基地が特別注視区域に入ると

は思わないんですけれども，国境離島とかいうことがありますけれども，入らないと思いますけれど

も，この法案の一番の問題というのは，住民への調査なんですね。内閣総理大臣が必要と認めた場合，

所有者の氏名，住所，その他政令で定めるものを自治体に求めることができるということらしいんで

す。重要施設の近くに住むだけで個人情報が丸ごと政府に収集されること自体，問題だというふうに指

摘をされております。私も自衛隊の基地が奄美になければですね，この場で取り上げることはなかった

かと思いますけれども，自衛隊に関する出来事というのは，軍備拡張，エスカレートの一途をたどって

いるということですから，今は，直接関連することはないかも分かりませんけれども，この先どうなっ

ていくのか大変心配をするわけです。それで，この法案には関心を持って，今後とも，国会論戦に注視

していきたいと思いますが，このままで推移するという保障はありませんので。また，この法案の状況

を見ますとですね，もう沖縄をターゲットにしてるんじゃないかなという感じがいたします。辺野古の

問題であったり，与那国，国境線のところでありますから，こういったのが馬毛島の動きも踏まえてで

すね，どんどん拡張されていくと，奄美の自衛隊駐屯地も現状のまま推移するとは思われないので，是

非，そのあたりは，世界自然遺産登録も控えてですね，多くの観光客も迎えようということですから，

そのあたりのことも考慮されてですね，国には言うべきことがあればきちっと言ってほしいということ

でお願いをしたいと思います。１キロということですから，奄美に適用するということになると大熊の

ゴルフ場ですかね，そこが利用される方がどうプライバシーが守られるのかという心配もありますの

で，今後とも注視をしていきたいと。市長は１１月で退任ということですから，きちっと新しい市長に

は引き継いでいただきたいというふうに思います。では，この件についてはこれからはまたまた，議論

する機会があるかと思いますので，次の項目に移りたいと思います。 

 次，市長の施政方針でデジタル担当部署を新設をし，その効果を民間企業にも展開すると述べられて

おります。国も９月にデジタル庁の発足に向け準備を進めておりますが，５月１２日にデジタル関連法

が成立をいたしております。デジタル技術というのは，日進月歩で私らはとても追いつかない，スマホ

をいじるのも大変な思いをしているわけですけれども，ちょっとその技術というのが，行政等の業務や

手続きを効率化し，私たちの生活の利便性が高まると，広く普及するということは，これはもう大切な

ことだと思います。しかし，市長もその思いでデジタル部署を立ち上げられたものと理解をいたします

けれども，この分野はいろんな場面で個人情報の漏洩が問題となってきました。また，今も問題になっ

ております。デジタル改革関連法も国会でも多くの疑念を残したままの成立となったのではないでしょ

うか。利便性の向上といっても，そもそもプライバシー権が保護されないような状況でのデジタル化で

あっては絶対にならないわけでありますが，国民のための利便性向上とは言えません。プライバシー権

の侵害や地方自治の侵害にもなるという指摘がされておりますので，このことについての御見解をお伺

いをいたします。 

 

商工観光情報部長（平田宏尚君） おはようございます。まずは，御質問のプライバシー権の侵害に関す

る御指摘についてお答えいたします。デジタル化を推進する上で，個人情報を適正に取り扱うことは極

めて重要な責務であり，特にマイナンバー制度における個人情報の管理につきましては，制度面やシス

テム面において国の指針に基づく保護措置を適切に講じ，安全・安心の確保に向けて着実に対応してい

るところでございます。なお，行政機関等がマイナンバーを利用して住民情報を照会した場合は，マイ
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おいて，まだまだ，隣国において，価値観を共有できない，そういう中において，自らをまず律する，
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手続きを効率化し，私たちの生活の利便性が高まると，広く普及するということは，これはもう大切な

ことだと思います。しかし，市長もその思いでデジタル部署を立ち上げられたものと理解をいたします

けれども，この分野はいろんな場面で個人情報の漏洩が問題となってきました。また，今も問題になっ

ております。デジタル改革関連法も国会でも多くの疑念を残したままの成立となったのではないでしょ

うか。利便性の向上といっても，そもそもプライバシー権が保護されないような状況でのデジタル化で

あっては絶対にならないわけでありますが，国民のための利便性向上とは言えません。プライバシー権

の侵害や地方自治の侵害にもなるという指摘がされておりますので，このことについての御見解をお伺

いをいたします。 

 

商工観光情報部長（平田宏尚君） おはようございます。まずは，御質問のプライバシー権の侵害に関す

る御指摘についてお答えいたします。デジタル化を推進する上で，個人情報を適正に取り扱うことは極

めて重要な責務であり，特にマイナンバー制度における個人情報の管理につきましては，制度面やシス
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ナポータルというオンラインサービスに，どの行政機関がいつ，どのように情報を照会したのかという

記録が残ります。その記録について，対象者本人がオンラインで履歴を照会できる仕組みが提供されて

いることから，システム上においても，個人情報の保護に関する対策は取られているものと考えており

ます。今後，市民の皆様からマイナンバー制度について，プライバシーの保護に関する御質問を受ける

際には，そういう仕組みにつきましてもしっかりと御説明をさせていただきたいと存じます。 

 次に，地方自治の侵害に関する御懸念ですが，議員御案内のとおり，現在，国の施策として地方自治

体の主要な１７業務のシステムの仕様を標準化する取組が進められているところでございます。これ

は，住民基本台帳，地方税，児童手当等の主に市町村が遂行する業務につきまして，根拠となる法令は

同一にもかかわらず，システムや帳票類が地方自治体独自の仕様であったものについて統一を図り，行

政業務の標準化やシステム開発及び運用コストを削減することが目的とされております。当市といたし

ましても，運用コストの削減など，システムの標準化によるメリットは大きいと考えておりますが，今

後も国による制度設計を注視しながら，着実に対応してまいりたいと存じますので，御理解よろしくお

願いいたします。以上です。 

 

６番（﨑田信正君） このデジタル化の問題については，私もいろんな文書，読みますけれども，１回読

んですぐ頭に入らないんですね。やっぱり，慣れないところですので。プライバシーとか地方自治権の

こと，言いましたけれども，プライバシーにかかわる情報を本人が知らない間に行政から民間へデータ

を提供するのが，この制度ではないかという文言もあったんですね。個人情報保護法制の一元化によっ

て，地方自治体が独自に制定する個人情報保護の条例でも，縛りがかかってくるんじゃないかという指

摘もありますけれども，こういったことになるのか。どうなんでしょう。分かります。 

 

商工観光情報部長（平田宏尚君） ただいまの件は，多分，デジタル関連法に基づく御質問だろうと思い

ますけども，そういうデータの移行等はまずないかと思いますが，今後，そういう法律に基づく，どう

いう形での情報，あるいはそういったデータ交換とか行われるのかということは，注視しながら，現時

点ではまだ，分からないところもございますので，これから，勉強させていただきます。よろしくお願

いします。 

 

６番（﨑田信正君） 私もこれから勉強して，また，次の議会でも取り上げることができればと思います

ので，今回はこの程度で終わっておきます。 

 次に，戸玉地域の採石関連についてです。この件については，もう毎議会取り上げるということにな

りました。なぜ毎議会ということになるかということですが，その１番の問題は，業者と住民との話し

合いがなかなか進まないということと，海の赤土汚染ですね，これは県及び市が当事者として対応すべ

き課題だと私は思いますけれども，現状の改善が進んでいないこともあります。現地を見てみますと，

これまでなかった戸玉の岸壁ですね，石積みの壁とも言える新たな構築物が造られたりしていることか

ら，住民との何らかの話し合いが進んだのかなと思いますけれども，この問題解決に向けて，奄美市と

してこの動きをどのように捉えられているのか，まず，お伺いをしたいと思います。 

 

住用総合支所事務所長（弓削洋一君） おはようございます。議員御質問の住民と業者との話し合いと新

たな構築物については，答弁内容に関連性があるため，一括してお答えいたします。住民と業者との話

し合いの場の設定につきましては，これまでの答弁でも述べてきましたとおり，長年にわたる相互の考

え方の相違もあり，場の設定に時間を要してまいりましたが，戸玉港における騒音対策に焦点を絞るこ

とにより，本市立ち合いのもと，令和３年５月１７日に戸玉集落の代表者と採石業者との話し合いの場

を設けたところでございます。これまで，騒音対策につきましては，戸玉集落区長名にて，令和２年１

１月に公害防止協定書に基づく質問書において，採石業者に対し質問を行っており，採石業者から，騒
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音対策は会社においても重要な課題と捉えており，まずは，コンクリート製の防音壁や土堤の設置を

し，効果の検証を行いたいと集落に対し回答し，コンクリート製の防音壁や土堤の設置を行っておりま

す。コンクリート製の防音壁や土堤の設置の際に，集落側との話し合いがなされぬまま設置されている

ことから，令和３年５月１７日の話し合いの場において，集落側より港の人家近くでの作業の禁止，防

音壁の高さ，コンクリート製の安全性及び景観上の問題指摘があり，緑化した土堤での対応が求められ

たところでございます。これに対し，業者側からはコンクリート製の防音壁はこれで終わりでないとい

うことと，採石を生業するものとして，社会的責務を果たしたいとの回答があり，集落が求める形での

施工を進めることと，本市，集落，業者による三者立会いのもと，騒音計にて事業検証を行うことにつ

いて確認したところでございます。他にも業者と集落間には，考えの相違がございますが，この騒音対

策が話し合いの第一歩となればと考えております。以上です。 

 

６番（﨑田信正君） 第一歩ね。本当になれば良いなと思いますけれども，このコンクリート製のブロッ

クと言いますかね，それの検証はまだされてないんですよね。まだですよね。はい。これも早く検証を

されてですね，次の段階に踏み込んでいくべきだと思いますが，もう１つ問題なのは，住民から提供さ

れた写真があります。これ，赤土汚染の写真ですけれども，金子川からの赤水で海が赤く汚染されてい

る写真１をお願いいたします。これは，昨年の９月議会でも使った写真ですが，次に，写真２もお願い

いたします。これもですね，昨年の９月議会で使ったものであります。市長は，令和２年第３回定例

会，このときの質問のときに答弁をいただきました。そのときのもの，会議録からですけれども，それ

でもやはり，大雨が降ったりしますと，自然流水と言いますか，流れてきているのも実態でございます

が，というふうに答弁されたんですね。この写真３をお願いをいたします。これ，現地の方も頑張っ

て，今度はドローンで撮影されていますが，よく分かりますけれども，次，写真４，お願いをいたしま

す。これを見ますと，やっぱり，これ，最近の５月の状況だということですが，金子川からの赤水で戸

玉の海が汚染されている状況が，もう一目瞭然ですよね。大雨が降ればということは，一般論としては

理解できるんですけれども，この戸玉のこの状況について，自然流水との認識なのかどうか，まず，お

伺いをしたいと思います。 

 

住用総合支所事務所長（弓削洋一君） それでは，議員の御質問の河川への赤土流出の由来につきまして

は，大雨等の自然現象において生じる場合と，採石場からの土砂流出が原因で起こる場合の両方がある

と考えております。行政指導につきましては，採石場からの河川への土砂流出が確認された際は，これ

まで答弁しておりますとおり，本市としましても，河川管理者としての立場から，その都度，事業者に

対しまして流出防止対策を講じるよう指導しているところでございます。また，採石業の許認可権者で

ある県に対しても，採石業者への土砂流出防止対策の徹底について要請を行っており，これに対し，採

石業者も現在，採石場に新たに沈砂池を設けるなどの措置を講じているところでございます。今後も採

石場からの土砂流出が環境に影響を及ぼすことがないように，県とも連携を図り，対応に努めてまいり

たいと存じますので，御理解よろしくお願いいたします。 

 

６番（﨑田信正君） 先ほど，ドローンで示したものについては，採石場からの赤土汚染だということの

認識をされているのかどうか，もう１度確認をさせてください。 

 

住用総合支所事務所長（弓削洋一君） 先ほども申し上げましたが，大雨等の自然現象並びに採石場から

の流出が原因で起こる場合の両方があると考えております。 

 

６番（﨑田信正君） まあ，両方原因だというのは分かりますけれども，先ほどの写真についてはです

ね，どちらが原因になっているのかということについては明確に答えられていないんじゃないかなと思
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音対策は会社においても重要な課題と捉えており，まずは，コンクリート製の防音壁や土堤の設置を
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されてですね，次の段階に踏み込んでいくべきだと思いますが，もう１つ問題なのは，住民から提供さ

れた写真があります。これ，赤土汚染の写真ですけれども，金子川からの赤水で海が赤く汚染されてい

る写真１をお願いいたします。これは，昨年の９月議会でも使った写真ですが，次に，写真２もお願い

いたします。これもですね，昨年の９月議会で使ったものであります。市長は，令和２年第３回定例

会，このときの質問のときに答弁をいただきました。そのときのもの，会議録からですけれども，それ

でもやはり，大雨が降ったりしますと，自然流水と言いますか，流れてきているのも実態でございます

が，というふうに答弁されたんですね。この写真３をお願いをいたします。これ，現地の方も頑張っ

て，今度はドローンで撮影されていますが，よく分かりますけれども，次，写真４，お願いをいたしま

す。これを見ますと，やっぱり，これ，最近の５月の状況だということですが，金子川からの赤水で戸

玉の海が汚染されている状況が，もう一目瞭然ですよね。大雨が降ればということは，一般論としては

理解できるんですけれども，この戸玉のこの状況について，自然流水との認識なのかどうか，まず，お

伺いをしたいと思います。 

 

住用総合支所事務所長（弓削洋一君） それでは，議員の御質問の河川への赤土流出の由来につきまして

は，大雨等の自然現象において生じる場合と，採石場からの土砂流出が原因で起こる場合の両方がある

と考えております。行政指導につきましては，採石場からの河川への土砂流出が確認された際は，これ

まで答弁しておりますとおり，本市としましても，河川管理者としての立場から，その都度，事業者に
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いますけど，事前に現地の人から写真も見せられているんじゃないですか。そのことについてどうだっ

たんでしょうか。 
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ます。今回はこれで質問を終わりますけれども，よろしくお願いをいたします。 

 次に，奄美和光園のことについてお伺いをいたします。奄美和光園の将来構想について，これまでも
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和光園の土地利用について，お伺いをして答弁をいただいております。このときの人数は，入所者の方

は２７名でした。そして，今年の３月にも通告をいたしましたが，時間がなく今回に持ち込んでいるわ

けですが，そのときは１９人ということですが，まず，現在の入所者数と平均年齢，何歳になられてい

るのか，まず，お示しいただきたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 奄美和光園の入所者数等についてお答えいたします。令和３年６月１日現

在で入所者は１９名，入所者の平均年齢は８７歳となっております。以上でございます。 

 

６番（﨑田信正君） それで，平成２９年当時の答弁ですが，永続化については国の方針等が示されてい

ない段階で，市の協議も行っていないと。全国１３の療養所で最も早く役目を終える可能性があるとし

ながらも，転機となる時期については国の状況による，土地利用についても国の動向を見ながらの判断

となるというのが答弁でいただいているものです。もちろん，旧らい予防法による間違った隔離政策

で，人権も踏みにじられた方を最後の一人まできちんと見守り対応するということを，国は約束をして

おります。その約束はしっかりと果たしていただくことが大前提でもありますけれども，その一方で和

光園の所在地ですね，ここはほかの療養所とは違って，和光トンネルの開通によって中心市街地と５分

とかからない状況になりました。現在，末広港土地区画整理事業の完成を見据えて，また，マリンタウ

ン計画も進んでおります。その一体化も含めですね，おがみ山のトンネルはどうなるか分かりませんけ

れども，人口減少が進む中，世界自然遺産登録の新たなまちづくりを考えたとき，和光園の広大な土地

をどう生かすかは奄美市の大きな課題だと思います。和光園の将来構想の現状とこれからの取組という

ことですが，前にお伺いしたときに，和光園はまだ，そういった形で入所されてる方がおられますの

で，その後のことについて議論するのを控えようということでありますけれども，末広港の計画なども

平成１６年，その前からいろいろ，話題が上がってきておりますから，広大な土地の利用というのはす
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ぐすぐ決まるものじゃありませんから，いろいろと議論を進める必要があると思います。これと，現在

入所されている方の人権とか思いとか，それはきちんと配慮しながらですね，進めていくという時期で

はないのかなと思いますけれども，これについて，御見解をお伺いをいたします。 

 

保健福祉部長（山下能久君） それでは，前回の答弁と同じ内容となりますが，お答えいたします。奄美

和光園の敷地につきましては，国有地であり，国から今後の土地利用にかかわる運用方針なども示され

ておらず，現在まで具体的な活用方法についての議論は行われてない状況でございます。また，国とい

たしましても，将来構想にはまず，入所者の皆様と意見交換を重ね，入所者の皆様の意向に沿った施策

を実施していくことを基本にするとされているところでございます。本市におきましても，園内にて平

穏な療養所生活を営む入所者がいらっしゃる中，将来の活用方法等につきましては協議を行うべきでは

ないと考えております。また，和光園におきましても，一番大切なのは入所者の意向，意見を尊重する

ことであるとのお考えも伺っているところでございます。以上のことから，和光園を含めた市としての

一体的な土地利用につきましては，検討を行う状態にはないと考えており，今後につきましても，入所

者の意向を最大限に尊重しつつ，入所者の方々が穏やかに，安心して暮らしていけることを基本にし

て，今後，全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会や関係機関と連携を図ってまいりたいと存じま

す。 

 

６番（﨑田信正君） 入所者の方の意見を聞く機会ということですが，今，どんなふうにそういう意見

が，聞く機会がつくられているのか，あります，そういうのが。 

 

保健福祉部長（山下能久君） お答えいたします。本市が直接，入所者の方の意見を聞く機会は今のとこ

ろございませんが，奄美和光園のほうに問い合わせてお伺いした話を，答弁として，先ほどしていると

ころでございます。繰り返しになりますが，一番大事なのは，和光園におきましても，入所者の意見を

尊重するということを伺っているところでございます。 

 

６番（﨑田信正君） これについては弁護団の方もいろいろと対応されているようですので，そういった

意見も聞きながら，私のほうも次の機会があればですね，もっと踏み込んだ内容で質問できるようにし

たいと思いますので，今回はこの程度ということになります。 

 次に，難聴者の生活向上のためにということですが，難聴者の方の聞こえを支援をするということ

で，ヒアリングループ，磁気ループというものでありますけれども，この貸し出しが実施をされており

ます。地元新聞でも紹介をされてありましたけれども，この活用の実績について，まず，お示しをいた

だきたい。また，多くの団体や個人に活用されることが望ましいと思いますけれども，活用実績につい

ての評価ですね，活用したけれどももう一つだったということなのか，良かったということなのかです

ね。また，その周知方法について，お伺いをいたします。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） それでは，議員御案内のヒアリングループについてお答えいたします。ヒ

アリングループ，まず，説明をいたしますが，マイクを通した音声を直接，補聴器や人工内耳へ伝え，

周囲が騒がしい場所での聞き取りにも対応できる設備ということです。磁気による伝達ができるという

ことです。奄美市ほか，４町村等で設置された奄美地区地域自立支援協議会において，令和２年３月に

購入しております。移動式のやつでございます。同年４月から無償で貸し付けを行っているということ

になります。これまでの貸し付け実績です。３回ございまして，あまみ難聴者中途失聴者協会で２回，

奄美市で１回，それ以外にも自立支援協議会での会議で５回利用しているということで，合計８回利用

していると。利用者の意見としては，聞こえに個人差があるようでございます。中身につきましては，

元々の難聴者の方には聞こえづらいと，ただし，高齢者の方は聞こえるとの評価があったみたいです
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が，おおむね好評と伺っております。周知につきましては，奄美地区地域自立支援協議会のホームペー

ジにて，貸し出しを含めた周知を行っているという状況でございます。以上です。 

 

６番（﨑田信正君） 難聴者の方，結構多いんじゃないかなと思うんですよね。私もちょっとそういう思

いをするときがあるわけですけれども。８回というのが多いか少ないか分かりませんけれども，でも，

本当はもっとあって良いんじゃないかなと思いますが，周知の方法が今一つ徹底されていないのじゃな

いかなと思いますので，こちらのほうが何か工夫を重ねてですね，多くの方に利用していただけるよう

にしていただきたいと思います。私も経験ありますけれども，公共の場でですね，名前を呼ばれる場合

に，聞き間違いや聞き漏らししないか，大変気を遣うわけですよね。人の名前を言われても自分が呼ば

れたと思って行ったら違ったというのはよくあります。そういったことで，ましてや，難聴の方はなお

さらの思いで，そういったときには，ある意味緊張して待っている状況かなと思います。文化施設や病

院あるいは飛行場の待合所など，公共施設での整備が必要かと思いますけれども，本庁舎もそうであり

ますけれども，現在建設中の市民交流センターやＡｉＡｉ広場，奄美博物館など，その対象施設は多く

あると思いますけれども，設置の必要性について，御見解をお伺いしたいと思います。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） お答えいたします。ヒアリングループにつきましては，補聴器を使用され

ている方などの聞こえを改善するということで，非常に有効なものであると考えております。ですが，

先ほども答弁いたしましたけれども，奄美地区自立支援協議会での貸し出しがございますので，まず

は，その活用をしていきたいと思っております。議員から御指摘のあった広報につきましても，確か

に，少し周知不足かなという面は否めませんが，奄美市ほか４町村で構成してますので，共有財産みた

いな形になっておりますので，それぞれの市町村ででも広報ができるような対応をして，まずは，この

貸し付け制度の活用ということを考えております。以上です。 

 

６番（﨑田信正君） 今，移動型のものですよね。今，望んでいるのは，固定式ですよ。その施設に固定

的に設備をするということで，そういった場所はいっぱいあると思うんですよね。民間だったら病院の

待合所なんか，是非，付けていただきたいなと思うんですけれども，対象者がどのくらいかということ

が把握できていない状況もあろうかと思いますけれども，せめて，公共の場ですね，もう今だったら，

市民交流センター，まさに造っている最中ですから，取り付けたらどうですか，これ。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） 議員御案内のとおり，市民ニーズを把握した上で設置については検討した

いと思いますけども，工事が必要なやつですので，常設は，今現在，市民交流センターで当初から設置

予定は伺っておりません。なので，後付けという形だとちょっとそぐわないのかなと思いますので，現

時点では貸し出し対応で，繰り返しになりますけども，していきたいということです。以上です。 

 

６番（﨑田信正君） 全国的にも広く広がっているというわけじゃありませんけれども，徐々に広がって

いるのは確かなんですね。そういった意味では奄美の場合，難聴者の方，私の周りの方にたくさん，た

くさんというか，おられますので，是非，こういったこともきちんと検討していただきたいというふう

に思います。 

 次に，補聴器の購入費の助成制度について，お伺いをしたいと思います。現在，鹿児島県では軽度・

中等度の難聴児ですね，子どもさん，１８歳未満ということですが，補聴器の助成事業が福祉の増進を

図る目的で実施はされております。しかし，対象者は１８歳未満ということですから，１８歳以上の方

は対象外なんですね。身体障害者手帳の交付は７０デシベル以上ということになっておりますから，障

害での助成もないということになります。世界保健機構のほう，ＷＨＯですが，４１デシベルから補聴

器の装用を，まあ付けると，利用した方が良いということで，推奨しているようでありますけれども，
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聞こえに不安があることから外出を遠ざけるということもあります。認知症対策としても注目をされて

いるようです。国も認知症の発症を遅らせるとともに，認知症になっても希望を持って，日常生活を過

ごせる社会を目指し，認知症の人や家族の視点を重視しながら，共生と予防，車の両輪として施策を推

進してることや，国の新オレンジプランでも難聴が認知症の危険因子とされていることから，奄美市で

の助成制度の創設を求めたいと思いますけれども，御見解をお伺いをいたします。 

 

保健福祉部長（山下能久君） それでは，お答えいたします。議員御案内のとおり，国が定めた認知症施

策推進総合戦略，いわゆる，新オレンジプランの中では，難聴は認知症の危険因子の一つとして挙げら

れております。難聴が危険因子となる理由といたしましては，音や人の声が聞き取りづらくなること

で，人とのコミュニケーションが面倒となり，他者との交流の減少や社会参加の喪失といった孤立化を

呼ぶということで，認知力を低下させ，認知症につながる可能性を高めるというふうに考えられており

ます。本市におきましては，これまで，引きこもりや認知症予防の問題に関しまして，高齢者の孤立化

を防ぐ複合的な取組を重要視し，高齢者の居場所づくりや社会参加の拡充，住民による支え合い体制づ

くりなど，様々な施策に取り組んできたところでございます。このような中，令和２年度に国におい

て，自治体における難聴高齢者の社会参加等に向けた，適切な補聴器利用とその効果に関する研究が実

施されております。その中で，難聴と認知症との関連に関する研究の現状といたしまして，補聴器使用

によって認知症の発症率が低下するかについては，明確なエビデンスは現段階では示されてないもの

の，潜在的に予防可能な認知症の原因の一つとして難聴が挙げられているとしております。また，難聴

高齢者の早期発見のための仕組みとして，地域の通いの場などでの難聴高齢者の把握から，難聴が疑わ

れたときに，医療機関への受診勧奨ができるような仕組みづくりや，大分県の先進例として，地域の通

いの場においての聞こえに関するヒアリング項目を作成し，ヒアリングフレイルの重要性を地域で認識

し，活用する試みについても報告されております。本市におきましても，この先進事例を参考に，地域

の通いの場において，聞こえに悩む高齢者の把握に努め，言語聴覚士等による難聴者とのコミュニケー

ション時の配慮のポイントや，補聴器の活用法などを学べる機会の創設について，検討しているところ

でございます。また，調査報告によりますと，全国では，聴覚障害手帳の対象外となる中程度難聴者，

特に高齢者に対して，補聴器購入費の助成制度が，令和２年度には全国で３６自治体において実施され

ているとのことでございます。この自治体における助成対象者につきましては，６５歳以上，住民税非

課税世帯の方で，耳鼻咽喉科などの医師が日常生活において補聴器を必要と認めた方，としたものが多

くございます。議員御質問の補聴器購入費助成制度の創設につきましては，聞こえに悩む高齢者の把握

に努めながら，国等による補聴器使用と認知症の研究などを踏まえまして，検討させていただきたいと

存じます。よろしくお願いします。 

 

６番（﨑田信正君） 是非，検討していただきたいと思います。私も利用するかも分かりませんので。よ

ろしくお願いいたします。この難聴者のことについてはですね，生活向上のためということで，今回は

ヒアリングループ，それから，補聴器の助成について，やっておりましたけれども，これだけでもあり

ませんので，後は手話通訳の問題とか要約筆記なども有効だということになってますが，必要なときに

気軽に利用できる状況などについてですね，引き続き取り上げていきたいと。さっきの助成制度も検討

課題ということですから，機会あるごとに質問させていただくということになりますので，よろしくお

願いをいたします。 

 次に，ジェンダー平等についてお伺いをいたします。ジェンダー平等について奄美市の具体的な対策

についてということですが，この件については３月議会でも質問を行いました。時間がなくて具体的な

対策まで触れることはできませんでしたが，そのときの答弁，三原部長，答弁ですね，平成２９年度の

市民意識調査で，当市でもジェンダーギャップがあることが報告をされました。こっちだったかな。平

成２７年に本市の管理職の女性は，こちらのほうです。女性割合を１０パーセントにするというふうに
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定めており，平成１８年度の１．３パーセントが令和２年度は６パーセントと，着実に割合が上昇して

いるとの答弁でした。ここで，時間切れになっちゃったわけですが，この平成１８年度の１．３パーセ

ントから令和２年度６パーセント，かなり時間あるけれども，６パーセントになったことで着実に割合

が上昇しているという認識自体がどうかなというふうに思うんですよ。令和３年度，今年度はまず，何

パーセントになっているのか，お示しをいただきたいと思います。 

 

総務部長（三原裕樹君） まず，本市の管理職に占める女性職員の割合につきましては，先ほどございま

したが，合併当時が平成１８年度が１．３パーセントでございました。平成３０年度が７．６パーセン

ト，令和元年度８．３パーセント，令和２年度及び令和３年度が６パーセントというふうになっており

ます。以上でございます。 

 

６番（﨑田信正君） 職員の女性割合も３０パーセントを超えたということの状況ですが，現在の女性管

理職の割合は平成，これ，２７年度が１０パーセントですが，今もこの数字を維持しているのか，引き

上げているのか，まず，お示しをいただきたいと思います。ジェンダー平等に向けて奄美市が今，力を

入れて取り組んでいることについても，お示しをいただければと思います。 

 

総務部長（三原裕樹君） 管理職の女性割合の目標につきましては，奄美市特定事業主行動計画，これに

おきまして，１０パーセントと定めております。１０パーセントの根拠につきましては，策定当時の平

成２７年度当時の管理職の女性割合が４．１パーセントであったことから，今後１０年間の全職員に占

める女性職員の割合を考慮しながら，まずは，１０パーセントを目標に設定をしたものでございます。

それから，６パーセントとなっている現状の捉え方ということでお答えをいたしますと，現在の５０歳

以上の女性職員の割合が２０パーセントでございまして，その中で４．１パーセントから６パーセント

へと上昇したことは微増ではありますけれども，増加しているというふうに考えております。しかしな

がら，近年の本市の採用における女性職員の割合，これにつきましては，平成１８年度採用が１５．４

パーセントから令和３年度採用，本年度採用ですね，は３９パーセントと，女性職員の割合が増えてお

ります。これに伴いまして職員全体に占める女性職員の割合も，平成１８年度の２７．８パーセントか

ら今年度，令和３年度につきましては，３１パーセントと増加をしております。今後は女性職員の割合

も増加していく傾向にあり，これらを見据えた上で新たな目標値の見直しも検討をしてまいりたいとい

うふうに考えております。今後の取組ということでございますけれども，女性の職務機会の拡大，それ

から，キャリア形成支援を図りながら，管理職ポストに女性職員を登用することは重要であるというふ

うに考えておりますことから，現在，女性職員の国・県への研修を今，実施をしております。このよう

なキャリア形成支援に取り組みながら，今後も意欲と能力開発に努めながら，女性登用の推進に取り組

んでまいりたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

６番（﨑田信正君） これ，市独自だけの努力じゃ限界あるんですよね。社会環境が変わらないといかん

し，労働者が働く環境とか，いろんなことが関連しての女性の進出だと思います。 

 次に，ＳＤＧｓについてですが，ＳＤＧｓは２０１５年に国連で全加盟国の合意によって採択をされ

ておりますけれども，この件について，１７項目がありますから，これだけで１時間取っても十分な時

間帯と思いますけれども，現在，奄美市でどのような対策をされているのか，時間内だけでもよろしく

お願いします。 

 

総務部長（三原裕樹君） まず，具体的な取組としましては，奄美市攻めの総合戦略，これで対応するＳ

ＤＧｓの項目を記載をしております。そのほかにも，奄美市地域福祉計画，それから，第２次奄美市地

域情報化計画，この計画においてもＳＤＧｓの項目を掲載をしております。今後，これらの取組を進め
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ることで，各種計画，これに基づきまして，施策，事業，それを企業や民間団体，地域の取組として進

めてまいりたいというふうに考えております。 

 

議長（与 勝広君） 以上で日本共産党 﨑田信正君の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。（午前１０時３０分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします。（午前１０時４５分） 

 引き続き，一般質問を行います。日本共産党 荒田幸司君の発言を許可いたします。なお，荒田幸司

君から，一般質問中の資料投影のため，書画カメラ使用の申し出がありましたので，これを許可いたし

ます。 

 

５番（荒田幸司君） 市民の皆さん，議場の皆さん，おはようございます。日本共産党の荒田幸司です。

﨑田議員に続いて，日本共産党の二人目の質問者となりますが，よろしくお願いいたします。 

 さて，１月１８日より始まった第２０４回通常国会が，１５０日間の会期を経て，昨日閉会しまし

た。野党４党からは３か月間の会期延長の要求が出されたにもかかわらず，与党はこれを拒否，内閣不

信任案が提出され，それを否決した上で閉会となっております。今国会はコロナ禍の克服が最大の課題

となる中で，菅政権のコロナ対応の無為無策ぶりが露呈すると同時に，一方で，基本的人権を蔑ろにす

るなどの問題が多いと思える法案が成立をしており，政治課題を残したと言えるのではないでしょう

か。世論の力で廃案に追い込むことができた入管法の改悪案は，入管の施設内で死亡したスリランカ人

女性，ウィシュマ・サンダマリさんのビデオの開示と真相の究明，そして，遺族への謝罪は果たされま

せんでした。また，政治と金を巡る不祥事や，菅総理の長男が関与をしてた総務省に対する違法接待，

学術会議会員の任命拒否問題など，権力の私物化が露呈した国会でもありました。東京オリンピック・

パラリンピックについては，国民に向けて，コロナ禍のリスクが高い中で開催しなくてはならない理由

が，菅首相の口からは語られていません。菅首相は国民に向き合う姿勢，国民に語る言葉を持ち合わせ

ていないように感じます。微力ではありますが，引き続き，国民が主人公の政治を実現するために，引

き続き，力を尽くしてまいりたいと考えております。それでは，質問に入ります。 

 まず，市長の政治姿勢について，１，安全保障に関連して，２０１８年７月九州防衛局長あて，奄美

大島５市町村長連名で提出した要望書についてであります。２０１８年７月１９日付けで，九州防衛局

長あて，奄美大島５市町村長連名で，在日米軍機オスプレイによる奄美空港への緊急着陸及び，奄美大

島上空における低空飛行にかかる対応についての要望書が提出をされています。要望項目は緊急着陸に

ついて，二つ目には低空飛行について，そして，三つ目には速やかな情報の収集と提供についてとなっ

てます。この件については，昨年の６月議会でも質問をさせていただき，九州防衛局から米軍機の飛行

に際しては，安全面に最大限配慮をしつつ，地域の方々に与える影響を最小限にとどめるよう求めてま

いりたい，要請を真摯に受け止め，しっかりと対応していくとの回答をいただいておりますと，答弁を

いただきました。それから１年，市長は現状をどのように捉えているのか，また，何らかのリアクショ

ンがあったのかお示しいただきたいと思います。次の質問からは発言席で行います。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） それでは，早速お答えさせていただきたいと思います。議員がお話しになりまし

た，５市町村連名でした要望書，また，九州防衛局からの回答については，議員がおっしゃったとおり

の文言でありますので割愛いたしますが，その後，米軍機に限らず，航空機の低空飛行への対応につき

ましては，市民の皆様などから通報や苦情等を受けた都度，県を通して防衛省などの関係機関へ照会を

行っております。照会の結果，米軍機と思われる機体については，九州防衛局から米軍側に通報や苦情
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ることで，各種計画，これに基づきまして，施策，事業，それを企業や民間団体，地域の取組として進

めてまいりたいというふうに考えております。 

 

議長（与 勝広君） 以上で日本共産党 﨑田信正君の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。（午前１０時３０分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします。（午前１０時４５分） 

 引き続き，一般質問を行います。日本共産党 荒田幸司君の発言を許可いたします。なお，荒田幸司

君から，一般質問中の資料投影のため，書画カメラ使用の申し出がありましたので，これを許可いたし

ます。 

 

５番（荒田幸司君） 市民の皆さん，議場の皆さん，おはようございます。日本共産党の荒田幸司です。

﨑田議員に続いて，日本共産党の二人目の質問者となりますが，よろしくお願いいたします。 

 さて，１月１８日より始まった第２０４回通常国会が，１５０日間の会期を経て，昨日閉会しまし

た。野党４党からは３か月間の会期延長の要求が出されたにもかかわらず，与党はこれを拒否，内閣不

信任案が提出され，それを否決した上で閉会となっております。今国会はコロナ禍の克服が最大の課題

となる中で，菅政権のコロナ対応の無為無策ぶりが露呈すると同時に，一方で，基本的人権を蔑ろにす

るなどの問題が多いと思える法案が成立をしており，政治課題を残したと言えるのではないでしょう

か。世論の力で廃案に追い込むことができた入管法の改悪案は，入管の施設内で死亡したスリランカ人

女性，ウィシュマ・サンダマリさんのビデオの開示と真相の究明，そして，遺族への謝罪は果たされま

せんでした。また，政治と金を巡る不祥事や，菅総理の長男が関与をしてた総務省に対する違法接待，

学術会議会員の任命拒否問題など，権力の私物化が露呈した国会でもありました。東京オリンピック・

パラリンピックについては，国民に向けて，コロナ禍のリスクが高い中で開催しなくてはならない理由

が，菅首相の口からは語られていません。菅首相は国民に向き合う姿勢，国民に語る言葉を持ち合わせ

ていないように感じます。微力ではありますが，引き続き，国民が主人公の政治を実現するために，引

き続き，力を尽くしてまいりたいと考えております。それでは，質問に入ります。 

 まず，市長の政治姿勢について，１，安全保障に関連して，２０１８年７月九州防衛局長あて，奄美

大島５市町村長連名で提出した要望書についてであります。２０１８年７月１９日付けで，九州防衛局

長あて，奄美大島５市町村長連名で，在日米軍機オスプレイによる奄美空港への緊急着陸及び，奄美大

島上空における低空飛行にかかる対応についての要望書が提出をされています。要望項目は緊急着陸に

ついて，二つ目には低空飛行について，そして，三つ目には速やかな情報の収集と提供についてとなっ

てます。この件については，昨年の６月議会でも質問をさせていただき，九州防衛局から米軍機の飛行

に際しては，安全面に最大限配慮をしつつ，地域の方々に与える影響を最小限にとどめるよう求めてま

いりたい，要請を真摯に受け止め，しっかりと対応していくとの回答をいただいておりますと，答弁を

いただきました。それから１年，市長は現状をどのように捉えているのか，また，何らかのリアクショ

ンがあったのかお示しいただきたいと思います。次の質問からは発言席で行います。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） それでは，早速お答えさせていただきたいと思います。議員がお話しになりまし

た，５市町村連名でした要望書，また，九州防衛局からの回答については，議員がおっしゃったとおり

の文言でありますので割愛いたしますが，その後，米軍機に限らず，航空機の低空飛行への対応につき

ましては，市民の皆様などから通報や苦情等を受けた都度，県を通して防衛省などの関係機関へ照会を

行っております。照会の結果，米軍機と思われる機体については，九州防衛局から米軍側に通報や苦情
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等の内容を伝え，住民生活への影響を最小限にとどめるよう，申し入れをいただいているところであり

ます。また，これまでの要望活動を踏まえまして，今年の４月１９日から２３日にかけて，九州防衛局

による奄美市における米軍機低空飛行の現地調査も実施され，米軍機の飛行状況，撮影，騒音等を測定

を行っております。このほかの対応といたしましては，先般，鹿児島県市長会において，本市からの提

案として，奄美大島など米軍機の住宅地上空での低空飛行について，住民の不安防止に向けた航空法な

どの遵守を，国から米軍へ求めるよう関係機関へ要望したところであります。また，私も自衛隊の皆さ

ん方が表敬訪問などの機会を捉えて，事あるごとに，防衛省に対し，直接口頭で同様の申し入れを行っ

ているところでございます。このように，これまでも国・県と連携した速やかな情報の共有，申し入れ

などの対応を行っているところでございますが，御指摘のとおり，低空飛行についてはなかなか改善が

図られていない状況でありますので，市民の皆様の安全・安心の確保を第一に，引き続き，粘り強く関

係機関に要望を重ねながら，対応してまいりたいと存じますので，御理解をいただきたいと思います。

以上です。 

 

５番（荒田幸司君） 御答弁ありがとうございます。この間の動きについては理解できましたし，先日の

南日本新聞，また，今日の南海日日新聞にも一定，低空飛行についての防衛省の職員の調査について

は，認識をしているところでした。その中でですね，一つ要望されている中で，どういったリアクショ

ンがあったのかなというところでは，低空飛行関係は分かったんですが，この緊急着陸のところです

ね。奄美空港への緊急着陸が随分あって，そういった要望をしているわけですが，それについては何

か，向こうからの説明とか，そういったのはなかったんでしょうか。 

 

総務部長（三原裕樹君） ５市町村の要請内容に緊急着陸，それから低空飛行，速やかな情報の共有とい

うことでございました。その三つを含めてしっかりと対応してまいりたいということでございましたの

で，そこについては御理解いただきたいというふうにお願いいたします。 

 

５番（荒田幸司君） 了解をいたしました。ただ，先ほど市長の答弁にもありましたように，なかなか低

空飛行についてですね，改善が見られないということだったんですが，一応また，私どももですね，低

空飛行については写真撮影をしたり色々してまして，実態を少し掴んでいますが，実質的に，この前の

新聞の報道でもありましたように，やはり，２０１９年が奄美上空では３９件ぐらいあったのかな。そ

れで，昨年が９０件ぐらいで，かなり増えてるという状況は，一定あったと思うんですけどね。そうい

った状況を踏まえて，やはり，引き続き取組を強化していかなくちゃならないかなというところで，写

真も少し準備をさせていただいてますので，御覧いただきたいというふうに思います。それでは，写真

をお願いします。これはですね，この写真は２０２０年の８月ですね。朝日町の徳洲会病院の上を通過

してるＣ－１３０の写真ですね。実質的には動画の一部を切り取ってこういう形で示しておりますけど

も，かなりやっぱり，低いという状況が確認できるかなというふうに思います。次の写真をお願いいた

します。これは大熊方面から結局，山羊島ホテルの上空を通って奄美市市街地に入ってきてる，旧名瀬

市に入ってきてる写真ですね。２０２０年の１１月に写したものです。これも同じように動画を撮って

ますが，その一部ですね。２機編隊でよく皆さんも御覧いただいていると思うんですが，やはり，市役

所の上も含めて，ずっと海側から入ってくるというようなコースで，入ってきている状況が見て取れま

す。それでは，次の写真をお願いします。これについては，左側に写っているのはクリーンセンターな

んですよね。山の上空すれすれをやはり，通ってきているようで，伊津部町，それから，安勝，あの辺

の山をずっと山伝いに通っている動画がありまして，その一部ということになります。こういった状況

を見るとですね，やはり，全体的にずっと低空飛行と言いますかね，それが続いてるという実態が見て

取れるんじゃないかなというふうに思います。写真ありがとうございます。以上，御覧いただきました

ように，米軍機の低空飛行については，ほとんど改善が見られないというふうに考えてます。県の統計
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資料でも，先ほど言いましたように，２０１９年が３９件，２０２０年が９０件ということでなってま

す。したがって，現状を鑑みて，改めてやはり，５市町村による協議を行い，何らかのやっぱり，対応

を行うことが必要ではないかというふうに考えていますけれども，いかがでしょうか。 

 

総務部長（三原裕樹君） この件につきましては，防衛省とも連携は取っておりまして，先日，申し入れ

がございましたけれども，もうそれもすぐに情報を共有いたしました。防衛省につきましても，また，

必要に応じて，必要に応じてという言い方が適切かどうか分かりませんけれども，調査には出向いて伺

いたいというふうなことも申しておりましたので，絶えず連携は取っておりますので，我々もこの低空

飛行，先ほどございましたが，昨年度は９０件というような県の発表もございましたので，その辺につ

きましては，危機感を持って連携を密にして対応してまいりたいというふうに考えております。以上で

ございます。 

 

５番（荒田幸司君） 分かりました。繰り返しになりますけども，今回の，市長のほうから，７月１日よ

り陸自奄美駐屯地で始まる陸自と米軍との共同訓練，オリエント・シールド２１に対して，防衛省と陸

自中部方面の総監に，市民の安心・安全確保や新型コロナウイルス対策，適宜の情報提供を要求がされ

ております。したがって，低空飛行の問題についても，今，総務部長からありましたけど，市民のやは

り，安心・安全を担保する立場から，もう少し強いメッセージを発信していただくことをお願いしまし

て，この質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

 次の質問に移っていきます。陸自の奄美駐屯地への電子戦部隊配備について質問をいたします。この

件については，昨年の第４回定例会１２月議会で，当局より２０２１年度，概算要求段階の話として，

２０２１年度末に隊員４０名の電子戦部隊を配備をする予定であるとの答弁をいただいております。配

備まで１年を切った今，配備に向けた準備状況や配備内容について，変更がないか，お示しいただきた

いと思います。 

 

総務部長（三原裕樹君） この件につきまして，再度，九州防衛局に確認をいたしました。確認をしまし

た結果，前回，答弁したとおりでございますけれども，平成３０年１２月に策定をされました，防衛大

綱中期防衛計画に基づいた新編であり，令和３年度に新設されるのは，北海道，東京，長崎，奄美，沖

縄の各駐屯地や分屯地など，全国６か所を予定をしているということでございます。部隊の役割につき

ましては，電波の収集・分析や，通信電子活動の妨害・無力化を図ることとしており，先ほどございま

したが，部隊新編に伴い，奄美駐屯地の定員が３５０名から３９０名程度に増員をされる予定というふ

うに伺っております。そのほかにはですね，新たな情報は現在入っておりません。防衛省によります

と，現在のところ，計画に変更はなく，仮に大きな変更があった際には，また，防衛省のほうから連絡

をいたしますということでございましたので，御理解をお願いしたいというふうに思います。 

 

５番（荒田幸司君） 私がこの質問をしてるのはですね，背景にやはり，この電磁波による健康被害，そ

れが生じないかということで，もちろんやっぱり，基地の強化ということが心配というところで，質問

をしているわけですけど，電磁波による健康被害については，九州防衛局からの問い合わせ回答として

前回，電波を発する場合には，総務省よりの承認を受けている周波数，出力内容で出力内で行うことと

しております。そして，また，保安距離の確保を行い，人体への影響が生じることがないよう万全の対

策をとるということの答弁をいただいています。電子戦の配備についてはですね，計画を知らない方，

本当に電磁波の影響がないのかなと思ったり，また，知ってることにより，その電磁波の健康被害に不

安を感じる方，疑問をお持ちの方，市民の方々，やはり，多くいらっしゃると思うんですよね。そうい

った意味では，やはり，説明会の必要性を感じるんですが，ただ，前回もやはり，コロナ禍の中という

ことでなかなか説明会の開催は困難かなという御答弁をいただいてます。ただ，だけど，やはり，１年
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近くあります。このコロナ禍がですね，どこかで，今，予防接種も進められている中でですね，少し落

ち着いたら，何らかの形でやはり，説明会をやるとか，何らかの形でやはり，情報提供するとか，そう

いったことがどうしてもやっぱり，必要じゃないかなというふうに私は考えてるんですけども，それに

ついては見解はいかがでしょうか。 

 

総務部長（三原裕樹君） 全国，先ほど，６か所と申し上げましたが，その６か所につきましても，含め

てですが，現時点で説明会の開催は予定をしてございませんということでございました。奄美駐屯地に
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す。先般の登録勧告を受けるまでの長い年月と関係者の御労苦を思い起こしますと，深い感謝と喜びに
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産の影響力につきましては，勧告の段階でも実感をしたところでございますが，いよいよ登録が実現す

ることとなりますと，特有の生物多様性など奄美大島の自然環境が有する顕著な普遍的価値が全世界に

認知されると同時に，人と自然が共有する環境文化の島として，地域全体の魅力が広く注目を集める機

会となります。奄美大島の知名度や地域ブランド力の向上を追い風として受け止め，地域経済へ一層の

波及効果を図るなど，豊かな地域の形成に資するよう努めるとともに，次世代を担う子どもたちへの環

境教育を中心に，地域全体が遺産の島として意識が高まるよう，引き続き，気運の醸成を図ってまいり

たいと考えております。それから，環境保全に関する取組につきましては，奄美大島５市町村で連携を

し，登録後に増加が見込まれる観光利用に関して，環境に配慮した持続可能な利用の推進と，安全に利

用できる道路等の環境整備を進めるほか，盗掘対策のパトロールの実施やセンサーカメラ等による希少

種保護，ノネコ対策等の外来種対策，金作原及び住用三太郎線周辺の利用ルールの試行・検討など，関

係機関と連携をして，引き続き，取組を継続してまいります。また，普及啓発の取組といたしまして，

多言語による奄美大島自然保護ガイドブック，この改定や，コロナ収束後の来島意欲を喚起するメディ

アジャック事業，ノベルティ，これ，記念品でございますけれども，こういったものの配布等を通じ
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て，来島者に地域の魅力を伝える，魅力普及啓発事業などを計画をしているところでございます。いず

れにいたしましても，世界自然遺産の登録実現を目指し，更には，登録後においても，奄美大島の自然

環境が次世代にわたって受け継がれるよう，国・県，関係機関・関係団体と各種取組を進めてまいりた

いというふうに考えております。以上でございます。 

 

５番（荒田幸司君） ありがとうございます。やはり，そうですね。地に足をつけてしっかりと取り組ん

でいこうということの決意が表れた答弁だというように受け取ってます。ありがとうございます。そう

いった中でですね，今も少し触れられていると思うんですが，２次的，もちろん自然環境をしっかり守

っていくということは一番，基本になることなんですけども，２次的な効果ということで，一定，経済

効果がやはり，取り沙汰されている部分がありますけども，それについて少し触れられたと思うんです

けど，何かほかに考えているようなことがありませんか。 

 

総務部長（三原裕樹君） 自然環境の保護ということで，先ほど申し上げましたが，その２次効果，これ

はもう観光含めて，波及効果があるというふうに今，考えております。その上でも，自然観察をする利

用者の取組，三太郎線の話，昨日も少し答弁させていただきましたけども，そういったルールをしっか

りと定めた上で，皆さんが安心して奄美の自然を観察できる，そういった環境を作りたいというふうに

考えておりますので，よろしくお願いいたします。 

 

５番（荒田幸司君） ありがとうございます。そういった意味では皆さん，認識をしていただいてるとい

うふうに思いますけども，やはり，ある意味ではやっぱり，リスクって言いますかね，そういった意味

ではやはり，自然の破壊のリスクとか，それが地元民にやはり，観光客の方がたくさんいることによっ

て，少しやっぱり，いろんな動きが出来なくなったり，そういった懸念とか，それから，管理のための

財政確保，そういったことも一定，考えられるんじゃかなというふうに思います。最終的にはやっぱ

り，島民一丸となって，しっかり取り組んでいくということが重要かと思います。最後に少し，私の考

え方を述べます。世界自然遺産登録が正式に決定したら，日本では知床，白神山地，そして，屋久島，

小笠原諸島に続いて，５か所目の登録地となります。世界遺産という誇りが地元を活気づけることは間

違いないというふうに思っています。島民一丸となって乗り越えていかなくてはならない課題は多くあ

りますけども，今を生きる私たちが，そして，将来を生きる人々が誇れる島づくりを目指して，お互い

が力を尽くしていけたらと考えておりますので，どうぞよろしくお願いいたします。以上で，自然遺産

については終わります。 

 次の質問に移ります。新型コロナウイルス感染症対策について質問をいたします。４月２９日に発生

したクラスター感染について，奄美市における新型コロナウイルスのクラスター感染が４月の２９日に

発生し，クラスター感染者数は５３名にのぼりました。６月の１５日現在の奄美市の感染者の総数は１

２７名。やはり，そこから考えたら，影響が大きいということが分かります。そこでお伺いをします。

今回のクラスター感染の事例から，今後の対応について教訓を導き出して，今後に生かしていくことが

大変重要だと思いますけれども，それについてはいかがでしょうか。御見解をお願いいたします。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 議員御案内のとおり，４月２９日に発生いたしました本市のクラスターに

つきましては，飲食店を起因とするクラスターで，関連する感染者は５３名，内，本市の市民は５０名

となっております。今回，本市におけるクラスターにつきましては，県から特定された原因等につい

て，公表されていないところでございますが，名瀬保健所からの情報や店舗の利用状況，また，全国に

おける飲食店でのクラスターの原因などから，基本的な感染防止対策の強化とともに，特に徹底すべき

対策があると考えております。まず，店舗の対策といたしまして，換気の徹底です。窓がない店舗では

換気が行える対策をとることが重要です。次に，マスクの着用の徹底ですが，これは従業員の方が休息
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する場所などを含めての飛沫対策が必要でございます。更に，従業員の健康観察を行い，症状がある場

合は出勤せず，人との接触を避けることが重要でございます。また，店舗を利用する側の対策といたし

まして，アルコールが入った状態で大人数で長時間にわたり談笑することが，感染リスクを高めること

につながることを再認識していただき，少人数，短時間での利用を行うこと。以上の対策を基本的な対

策の中の特に徹底すべき対策として，飲食店をはじめとして，利用する市民に対しましても周知を図っ

てまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

５番（荒田幸司君） ありがとうございます。ポイントとなることを一定，踏まえて，対策ということで

お示しをいただきましたけど。その中でですね，全国ではクラスターが発生したときに，やはり，面の

検査ということで，ＰＣＲ検査をその一帯の方々に向けてやったりというような状況がありますけど

も，その辺についてはいかがですか。 

 

保健福祉部長（山下能久君） ＰＣＲ検査に対しましてお答えいたします。ＰＣＲ検査につきましては，

保健所が陽性者の行動調査を踏まえ，濃厚接触者として検査が必要な方に対し，実施しております。ま

た，感染拡大防止の観点から，濃厚接触者だけではなく，接触者についても広く範囲を広げて実施して

いると伺っているところでございます。御質問のＰＣＲ検査を重点的に面として実施できないかとのお

尋ねにつきましては，今回のクラスター関連の感染者に若い世代の占める割合が多く，若い方の感染防

止対策が必要と認識しておりますが，ＰＣＲ検査につきましては，検体の採取や対応など，保健所や医

療機関との，検査，医療体制等の体制確保についての協議が必要となりますので，協議を踏まえながら

検討してまいりたいと存じます。 

 

５番（荒田幸司君） 了解しました。是非，積極的にですね，ＰＣＲ検査については御検討いただきたい

というふうに思います。世界自然遺産登録を控える中で，感染防止対策の中でも，特にやはり，クラス

ター感染については重視をしていく必要があるというふうに思いますので，引き続きの取組をよろしく

お願いいたします。これでこの質問については終わります。 

 次は，今後のワクチン接種の見通しについて質問をさせていただきます。この件については５月の２

８日の臨時議会で，関議員からの質疑にもありました。現在の私の認識では，当局及び関係部署の努力

によって，６５歳以上の高齢者に対するワクチン接種は，見通しが立ったと考えております。また，５

０歳から６４歳までの基礎疾患を有する方については，６月の２２日から予防接種予約が開始されて，

２９日よりワクチン接種が始まるということの確認もいたしております。また，先日の同僚議員からの

質問でも一定，その情報を得ることができました。しかし，これまでの当局の説明では，６５歳以下の

一般の方々のワクチンについて，なかなか見通しが立たないということでしたけども，そこについて

は，現状についてまだ，変化はないんでしょうか。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 一般の方々へのワクチン接種につきましてお答えいたします。第１は，ワ

クチンの配分，これは国のほうから一般の方々に対する配分状況が示されてない状況でございます。た

だ，一般の方々へのワクチン接種につきましては，第１弾から第４弾の中で，第３弾，第４弾で実施を

するという計画は立てて進めているところではございます。いずれにしましても，ワクチンの配分が示

された段階で，しっかりと準備を進めてまいりたいと存じます。以上でございます。 

 

５番（荒田幸司君） ということは，現在，やはり，国からの情報，ワクチンの配分について，まだ降り

てきてないということなんですね。分かりました。じゃあとにかく，当局においては，現在でもやは

り，十分に頑張っていただいているということを思いますけども，やはり，島民の皆様の安心を得るた

め，また，健康リスクを緩和するために，是非，引き続きの取組をよろしくお願いいたします。 
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 それでは，次の質問で，ワクチン接種の体制について質問をさせていただきます。ワクチン接種会場

の医師や看護師など，医療スタッフの組織体制はどのようにして組織化を図っているんでしょうか。こ

の件について質問しましたのは，市内の医療機関の診療体制がやはり，医師を派遣することによって少

し，一般診療に支障が生じてないのかとか，そういったことの心配があったものですから，一応，質問

させていただいています。よろしくお願いします。 

 

保健福祉部長（山下能久君） それではお答えいたします。奄美市が集団接種を行っております奄美ワク

チンセンターでは，医師２名，延べ４名になります。看護師１２名から１６名，事務スタッフ４名が従

事しワクチン接種を行っております。従事しております医師につきましては大島郡医師会が，看護師に

つきましては市が直接依頼を行っております。医師につきましては，大島郡医師会が希望日を募りシフ

トを作成を行っております。個人診療の医師の一般診療に影響はないのかという御質問でございます

が，ワクチンセンターに従事する日にちにつきましては，大島郡医師会が従事希望日を確認した上でシ

フトを作成しておりますので，一般診療に影響が出ない日程で従事していただいていると認識している

ところでございます。６月１４日からは第２弾として，１日あたりの接種人数を増やして高齢者の接種

を行っておりますが，引き続き，一般診療に影響が出ないよう，大島郡医師会や関係機関と連携を取り

ながら，接種がスムーズに実施されるよう努めてまいりますので，御理解のほどお願いいたします。 

 

５番（荒田幸司君） ありがとうございました。私が心配してたのはやはり，医師会任せで，何と言いま

すかね，医療機関の事情があんまり考慮されてないんじゃないかなと思ったりして，心配をしたんです

けども，今お聞きしましたら，それぞれの医療機関の一定の都合を聞いて，その計画を立てているとい

うことでしたので，安心をいたしました。ありがとうございます。引き続き，よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは，次の質問に移っていきます。次は，コロナ禍における子どもの貧困問題について質問をい

たします。ある団体がこどもの日に寄せて，コロナ禍におけるひとり親世帯の子どもの状況について調

査結果を発表しています。しんぐるまざあず・ふぉーらむというグループなんですけど。その内容を見

ますと，米などの主食が買えないことがよくあった，時々あった割合が，東京で３０．６パーセント，

東京以外では４１パーセントとなってます。また，小学生の子どもさんのことで気がかりなことがあり

ましたか，という問いかけについては，子どもの体重が減ったと答えた方が１０パーセント弱となって

います。加えて，学校の学習についていけない小学生が３割超，学校に行きたがらない，行かなくなっ

た小学生が２割超との報告もあります。報告のまとめには，日本の貧困は食べるものに困るような絶対

的な貧困ではなく，相対的な貧困であると言われてきた。しかし，コロナ拡大によって低所得者世帯の

子どもたちに出現しているのは，絶対的な貧困ではないか。ひとり親世帯１４０万世帯の内，少なくて

も１０パーセントの１４万世帯は，子どもたちが十分に食べて，体重を増やせる状況ではないと推測さ

れると，そういった記述があります。そこで質問をいたします。奄美におけるひとり親世帯の生活実態

をどのようになってるか，掌握している範囲でお聞かせてください。よろしくお願いします。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） それでは，奄美のひとり親世帯の生活実態ということでございます。ただ

いま，米の話が出ましたので，保護課のほうで生活困窮の方が相談に見えられる，保護課の生活支援係

というのがございます。そこでの相談の中身によって，保護申請をしたり，いろんな提案をさせていた

だくという流れなんですが，そこに確認をしたところですね，令和２年度にお米の提供，これがコロナ

によるものかどうかはちょっと判断が難しいとこなんですけども，米の提供をさせていただいたという

世帯が，全部で１４世帯あったということでした。複数回提供したというところもあったみたいなんで

すが，全部で２２袋，１袋５合入りのやつを２２袋提供したということでした。その１４世帯の内，母

子世帯，ひとり親世帯ですね，については５世帯あったということでございました。生活保護だけの話
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 それでは，次の質問で，ワクチン接種の体制について質問をさせていただきます。ワクチン接種会場

の医師や看護師など，医療スタッフの組織体制はどのようにして組織化を図っているんでしょうか。こ

の件について質問しましたのは，市内の医療機関の診療体制がやはり，医師を派遣することによって少

し，一般診療に支障が生じてないのかとか，そういったことの心配があったものですから，一応，質問

させていただいています。よろしくお願いします。 

 

保健福祉部長（山下能久君） それではお答えいたします。奄美市が集団接種を行っております奄美ワク

チンセンターでは，医師２名，延べ４名になります。看護師１２名から１６名，事務スタッフ４名が従

事しワクチン接種を行っております。従事しております医師につきましては大島郡医師会が，看護師に

つきましては市が直接依頼を行っております。医師につきましては，大島郡医師会が希望日を募りシフ

トを作成を行っております。個人診療の医師の一般診療に影響はないのかという御質問でございます

が，ワクチンセンターに従事する日にちにつきましては，大島郡医師会が従事希望日を確認した上でシ

フトを作成しておりますので，一般診療に影響が出ない日程で従事していただいていると認識している

ところでございます。６月１４日からは第２弾として，１日あたりの接種人数を増やして高齢者の接種

を行っておりますが，引き続き，一般診療に影響が出ないよう，大島郡医師会や関係機関と連携を取り

ながら，接種がスムーズに実施されるよう努めてまいりますので，御理解のほどお願いいたします。 

 

５番（荒田幸司君） ありがとうございました。私が心配してたのはやはり，医師会任せで，何と言いま

すかね，医療機関の事情があんまり考慮されてないんじゃないかなと思ったりして，心配をしたんです

けども，今お聞きしましたら，それぞれの医療機関の一定の都合を聞いて，その計画を立てているとい

うことでしたので，安心をいたしました。ありがとうございます。引き続き，よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは，次の質問に移っていきます。次は，コロナ禍における子どもの貧困問題について質問をい

たします。ある団体がこどもの日に寄せて，コロナ禍におけるひとり親世帯の子どもの状況について調

査結果を発表しています。しんぐるまざあず・ふぉーらむというグループなんですけど。その内容を見

ますと，米などの主食が買えないことがよくあった，時々あった割合が，東京で３０．６パーセント，

東京以外では４１パーセントとなってます。また，小学生の子どもさんのことで気がかりなことがあり

ましたか，という問いかけについては，子どもの体重が減ったと答えた方が１０パーセント弱となって

います。加えて，学校の学習についていけない小学生が３割超，学校に行きたがらない，行かなくなっ

た小学生が２割超との報告もあります。報告のまとめには，日本の貧困は食べるものに困るような絶対

的な貧困ではなく，相対的な貧困であると言われてきた。しかし，コロナ拡大によって低所得者世帯の

子どもたちに出現しているのは，絶対的な貧困ではないか。ひとり親世帯１４０万世帯の内，少なくて

も１０パーセントの１４万世帯は，子どもたちが十分に食べて，体重を増やせる状況ではないと推測さ

れると，そういった記述があります。そこで質問をいたします。奄美におけるひとり親世帯の生活実態

をどのようになってるか，掌握している範囲でお聞かせてください。よろしくお願いします。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） それでは，奄美のひとり親世帯の生活実態ということでございます。ただ

いま，米の話が出ましたので，保護課のほうで生活困窮の方が相談に見えられる，保護課の生活支援係

というのがございます。そこでの相談の中身によって，保護申請をしたり，いろんな提案をさせていた

だくという流れなんですが，そこに確認をしたところですね，令和２年度にお米の提供，これがコロナ

によるものかどうかはちょっと判断が難しいとこなんですけども，米の提供をさせていただいたという

世帯が，全部で１４世帯あったということでした。複数回提供したというところもあったみたいなんで

すが，全部で２２袋，１袋５合入りのやつを２２袋提供したということでした。その１４世帯の内，母

子世帯，ひとり親世帯ですね，については５世帯あったということでございました。生活保護だけの話
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をさせていただきますと，保護の認定は６１世帯が生活保護を母子世帯として認定をされていると，昨

年度，新規世帯として保護申請されて，保護が始まったのが３世帯あるというところでございます。以

上です。 

 

５番（荒田幸司君） ありがとうございます。今の説明は少しやはり，断片的なところになるかと思いま

すが，そういった受け止めをしたいと思います。この質問を行ったのはですね，やはり，奄美の経済状

況を考えたときに，私たちがやっぱり，気付いてない中で，貧困に喘いでいる子どもたちがいるのでは

ないかと，その心配があってのことです。是非，やはり，アンテナを高くして，貧困に喘いでる子ども

たちを救い上げることができる，そういったシステムづくりをですね，是非，御検討いただきたいとい

うふうに考えておりますので，よろしくお願いいたします。それについて何か，御見解はございません

か。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） 貧困世帯の把握というのは議員御案内のとおり，非常に難しいと認識して

おります。今現在，生活保護，生活困窮に相談に来ていただく，その状態で把握する，それか，民生委

員さんからの情報ですとか，そういったところで拾い上げるという形になるのかなと考えております。

ひとり親世帯だけでいいますと，これはすべての実数ではないんですが，児童扶養手当を受給している

世帯というのが，６月１日現在で６３０世帯ございます。その扶養手当の対象となる子どもたちは１，

０３３名ということになっております。昨年度になりますが，ひとり親世帯への臨時給付金というもの

を実施しております。その中で，コロナ禍により収入が減少したという方々につきましては，定期的な

支給のほかに追加支給ということで支給を行っております。その世帯が２３２世帯あったと。それ以外

にも所得制限があって，通常，児童扶養手当を受給しておりませんけども，家計が急変したという場合

も，給付金を支給しておりますけども，この世帯が１０世帯あったということで。これらの世帯につき

ましては，すべての世帯が生活困窮状態とは言えないと思いますけども，ひとり親世帯でこのような所

得の変化があった方々がいらっしゃるということは，こういった形で認識ができるということです。そ

れから，婦人相談員への相談というのもございます。それは２０４件，令和２年度あったという中身

で，経済的な相談としては６４件あったということでございます。現状的には相談に来ていただいて初

めて分かるというのが現状ではございますが，子どもだけの話ではなく，世帯全体の支援というところ

で，総合的な対策が必要ではないかと認識をしてるところでございます。以上です。 

 

５番（荒田幸司君） ありがとうございました。非常にデリケートな問題でですね，なかなか難しさも伴

うと思うんですけども，引き続きですね，是非，取組をよろしくお願いいたします。 

 次の質問に移っていきたいと思います。次は，教育問題です。２０１５年１１月に起きた奄美市立中

学校生徒の死亡事案について，御存知のように２０１５年１１月４日，奄美市の中学１年生の男子生徒

が，担任教諭からの指導を受けた後，自ら命を絶つという痛ましい事案が発生しました。遺族の要望で

発足した第三者委員会により，原因は教諭の指導に問題があったことが判明をしております。市教育委

員会は再発防止策をまとめ，生徒指導ハンドブックとして各校に配布したと聞いております。そこで質

問いたします。教育長はこの事案をどのように受け止めていらっしゃるのか，お聞かせください。よろ

しくお願いします。 

 

教育長（村田達治君） ただいまの御質問に対しましてお答えをいたしますが，教育長の基本的な考えと

いう視点，それから，生徒指導ハンドブックあるいは第三者委員会の現状についてという，二つの視点

からお答えをさせていただきたいというふうに思います。平成２７年１１月，奄美市立中学男子生徒が

自ら尊い命を失うという事案が起こりました。当時，私は小学校長でございましたけれども，大変胸の

痛い思いがいたしました。改めて心から御冥福をお祈り申し上げたいというふうに思います。教育委員
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会といたしましては，二度と奄美の子どもたちが尊い命を自ら失ってはならないという強い覚悟のも

と，具体的な再発防止の策定に向けて取り組んでまいりました。このことにつきましては，私の願いで

もあり，決意は二度と子どもたちの尊い命を失ってはならないという一点に尽きます。現在，市のホー

ムページに第三者調査委員会調査報告書及び生徒指導ハンドブック，また，再発防止対策検討委員会の

議事録が掲載され，どなたでも御覧いただけるようになっております。生徒指導ハンドブックにつきま

しては，昨年度，各学校に配布し，計画的に活用を図るよう指導したところでございます。また，本年

度も校長研修会，教頭研修会，生徒指導主任等研修会，それぞれの研修会におきまして，確実な活用を

指導しております。併せて，教育委員会の機能強化につきましても，努力を進めてまいりたいというふ

うに考えております。児童・生徒の心に寄り添う生徒指導を推進しまして，二度と尊い命が失われるこ

とがないように，そのようにすることが教育委員会の責務と考えておりますので，どうぞ御理解と御協

力を賜りますようお願いを申し上げます。以上でございます。 

 

５番（荒田幸司君） 御丁寧な御答弁，ありがとうございました。昨日，関議員の質問にもありましたけ

ども，やはり，この生徒指導ハンドブックをしっかり，やっぱり，生かしていくということでは，この

第三者機関を設置をするということを謳われるようですけども，これが来年の３月までには何とか設置

をしましょうということだったものですね。是非，そういった意味ではですね，やはり，第三者委員会

の報告，そして，生徒指導ハンドブック，これがしっかりと今後，教育活動の中に生かせるように取組

を進めていただくことをお願いしまして，この質問については終わりたいと思います。ありがとうござ

いました。 

 続きまして，生活保護行政についてお尋ねをいたします。時間がありませんので少し端折りますが，

生活保護申請の扶養照会について，これは３月にですね，﨑田議員が取り上げを，質問をさせていただ

いて，御答弁をいただいています。そういった中で，今，奄美市のですね，現状と言いますか，取組に

ついては恐らく，しっかりと取り組んでいただいてるということは変わりがないかというふうに思いま

す。ただ，やはり，扶養照会をためらってですね，やはり，保護申請を断念した，そういった事例など

ないか，少しお尋ねしたいと思います。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） それでは扶養照会についてお答えいたします。扶養照会は議員御案内のと

おり，生活保護に優先して行うものという認識を，３月議会でも答弁させていただいたところでござい

ます。なので，扶養照会につきましては保護申請時にお話を聞いた上で，実施をしているというところ

でございます。その中で，国からの通知とかもありまして，扶養履行が期待できないものの判断ができ

る場合には，しなくてもいいというふうな通知も来ております。現在，ただいまの御質問で，扶養照会

をすることで申請をためらったような例があるかということでしたが，担当課，保護課のほうに確認を

したところ，そういった事例はありませんということでございます。以上です。 

 

５番（荒田幸司君） 分かりました。それで一つだけお尋ねなんですが，この扶養照会についてはです

ね，こういった対応が変わりましたというのは，市民の皆さんへの周知って言いますかね，それを知ら

ないでいらっしゃる，生活保護申請したいなと思うけど，それがやっぱりネックになってという，ため

らってる方もいらっしゃるかもしれないですね。それはこの扶養照会については，こういった考え方で

変わりましたということで，市民の皆様への情報提供っていうのは，何らかの形でなさってらっしゃる

んですか。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） 生活保護につきましては，申請をまずしていただいて，その中で御説明を

させていただくという形になっておりますので，広く市民の方に扶養照会の中身についてということの

周知をしたことは，これまでもございませんので，扶養照会に限らずですね，全体的な困窮状態等につ
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会といたしましては，二度と奄美の子どもたちが尊い命を自ら失ってはならないという強い覚悟のも

と，具体的な再発防止の策定に向けて取り組んでまいりました。このことにつきましては，私の願いで

もあり，決意は二度と子どもたちの尊い命を失ってはならないという一点に尽きます。現在，市のホー

ムページに第三者調査委員会調査報告書及び生徒指導ハンドブック，また，再発防止対策検討委員会の

議事録が掲載され，どなたでも御覧いただけるようになっております。生徒指導ハンドブックにつきま

しては，昨年度，各学校に配布し，計画的に活用を図るよう指導したところでございます。また，本年

度も校長研修会，教頭研修会，生徒指導主任等研修会，それぞれの研修会におきまして，確実な活用を

指導しております。併せて，教育委員会の機能強化につきましても，努力を進めてまいりたいというふ

うに考えております。児童・生徒の心に寄り添う生徒指導を推進しまして，二度と尊い命が失われるこ

とがないように，そのようにすることが教育委員会の責務と考えておりますので，どうぞ御理解と御協

力を賜りますようお願いを申し上げます。以上でございます。 

 

５番（荒田幸司君） 御丁寧な御答弁，ありがとうございました。昨日，関議員の質問にもありましたけ

ども，やはり，この生徒指導ハンドブックをしっかり，やっぱり，生かしていくということでは，この

第三者機関を設置をするということを謳われるようですけども，これが来年の３月までには何とか設置
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きましては，迷わず相談していただいて，そこから扶養のことも含めてお話を進めていくという考えで
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した。 

 それでは最後の質問に移ります。環境問題についてです。市湾沿岸に堆積をしている土砂の撤去につ

いてなんですけども，この件については昨年の１２月の第４回定例会，そして，今年の３月の第１回定

例会でも質問をさせていただいています。今年の１月２０日には当局より，大島支庁建設課に堆積の撤

去について意見書を述べていただいている，そういったことも承知をしてます。しかし，この半年間，
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ると，自分の背の高さ以上に砂浜が盛り上がっているんですね。そこはやはり，恐らく下のほうには土

砂が堆積をしてるんじゃないかなということが，十分に推測をされます。そういった意味ではなかな

か，この状況はですね，改善をしないということの状況です。写真の４をお願いします。これはちょっ

と白波が立ってますが，少し波が出ると海岸近辺では，下に堆積した土砂が波で浮き上がってくるとい

うかな，そういった状況がずっと続いてるということは，やはり，海岸の海の中の汚染がかなり進んで

いるという状況があるんじゃないかなというふうに思ってます。写真ありがとうございました。市湾沿

岸の土砂の堆積については，２０１０年の豪雨災害時に発生した問題です。それから１０年余り経過が

してますけども，業者により一部の土砂の撤去はされたものの，大部分は年月とともに，海の中に流れ

出ているものと思われます。したがって，海の汚染という問題も発生をしてます。そこで質問いたしま

すが，この問題を解決していくには，市が中心となって動いていくしかないと思うんですけど，改めて

見解をお伺いいたします。 

 

住用総合支所事務所長（弓削洋一君） それでは，お答えいたします。先般の議会から答弁させていただ

いておりますとおり，市湾の海岸につきましては，県管理の海岸でありますが，市といたしまして，県

に対し令和３年３月に市湾の海岸への採石場からの土砂流出防止対策にかかる指導について，文書にて

要請を行ったところでございます。今後も引き続き，パトロールの実施により状況把握に努め，海岸に

異常が確認された場合には，海岸管理者である県への連絡及び要請等について，対応を行ってまいりた

いと存じます。以上です。 

 

５番（荒田幸司君） やはり，この問題をですね，解決していくという意味では，大島支庁の担当課，そ

れから，奄美市，それから，市の集落の住民の方々，三者でのやっぱり，話し合いの設定が必要ではな

いかというふうに考えております。先ほど，﨑田議員が戸玉の問題で話し合いの必要性をおっしゃって

ましたけど，そういった意味では，その話し合いのテーブルを設定するのはやはり，奄美市じゃないか

なというふうに考えてますけども，その辺についてはいかがでしょう。 
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住用総合支所事務所長（弓削洋一君） お答えいたします。採石の許認可である鹿児島県においては，県

なりの考えがあろうかと思いますが，引き続き，市集落の皆様の御意見や現状等を県にお伝えするよう

努めるとともに，問題解決に向けて取り組むことができるよう，粘り強く進めてまいりたいと存じます

ので，御理解いただきますよう，よろしくお願いいたします。 

 

５番（荒田幸司君） 是非ですね，そういった解決に向けてイニシアチブを取ってやっていただくという

ことをお願いしたいと思います。それから，２０１５年５月と１２月，それから，２０１７年５月にで

すね，海の生き物を守る会と日本自然保護協会が，市湾で潜水調査を行い，土砂による海の汚染につい

て警鐘を鳴らしています。今後の対応のですね，方向性を確認する意味でも，市湾の汚染状況につい

て，市としてやはり，調査をして，そういったデータをしっかり示して進めていくということが，非常

に説得力を持つし，また，重要じゃないかなというふうに考えてますけども，それについてはそういう

お考えはありませんでしょうか。御意見をお願いいたします。 

 

住用総合支所事務所長（弓削洋一君） 市湾の汚染状況につきましては，これまでも赤土流出等の防止等

の観点から，本市でもパトロールを継続し，県に対しても今後も情報提供を行い，対応と対策をしてき

たところでございます。本市といたしましても，今後も引き続き，県に対し情報提供と要請等を粘り強

く行ってまいりたいと考えますので，御理解よろしくお願いいたします。 

 

５番（荒田幸司君） 調査をしますという形には御答弁いただきませんでしたけども，やはり，これは今

の海岸に堆積している土砂が海の中に入ったら，海の管理責任は市ということになりますよね。私はそ

う認識してますけど。そういった状況ではやはり，先ほどの海岸の土砂の堆積と同時に，海をしっかり

守っていく，環境を保全する，そういった立場でもう少し，やはり，力を注ぐべきじゃないかなという

ふうに私は考えておりますけども，いかがでしょうか。 

 

住用総合支所事務所長（弓削洋一君） 先ほども申し上げましたが，集落の御意見を聞きながら，県に対

して，また，情報共有を行いながら，市としても精一杯努力をしてまいりたいと考えてますので，御理

解ください。よろしくお願いします。 

 

５番（荒田幸司君） では是非，集落のですね，皆さんの意見を聞いていただいて，しっかりと対応して

いただくことをお願いをいたしまして，この質問を終わりたいと思います。 

 これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

 

議長（与 勝広君） 以上で日本共産党，荒田幸司君の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。（午前１１時４５分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします。（午後１時３０分） 

 午前に引き続き，一般質問を行います。 

 自民党奄美，林山克巳君の発言を許可いたします。なお，林山克巳君から，一般質問中の資料投影の

ため，書画カメラ使用の申し出がありましたので，これを許可いたします。 

 

１２番（林山克巳君） 市民の皆様，議場の皆様，インターネット中継で御覧になっている皆様，こんに

ちは。自民党奄美，林山克巳でございます。一般質問に入る前に所見を述べたいと思いますが，その前

に字句の訂正と質問の順番の入れ替えをいたしたいと思いますので，よろしくお願いします。まず，字

句の訂正は，４番の①の合併協議会開催を，これを合併協議の開催に変更，その後について，変更をお
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願いいたします。順番の入れ替えは，１番はそのままで，質問順番を４の大島紬についてを２番に，３

番をフリーランス支援事業について，４番をデジタル化に向けた取組について，変更をお願いいたしま

す。 

 まずはじめに，昨日，議場におきまして，今期限りの勇退の意を表明されました朝山市長に，長年に

わたる経歴と御苦労に感謝の敬意をいたし，また，残り５か月の任期でございますが，コロナワクチン

接種完了や世界自然遺産登録も控え，奄美の新たな未来への架け橋，舵取りを心から切にお願いいたし

ます。また，昨年，コロナ感染が始まり，１年と半年が経とうとしていますが，コロナ感染において，

お亡くなりになられた方，感染した方々に，改めて心からお悔やみとお見舞いを申し上げ，そして，コ

ロナ禍において御尽力なされている医療従事者，行政の方々，福祉関係の方々に感謝と，また，御苦労

なさっている経済界，飲食店経営の方々，すべての方々の思いを考えると，コロナ感染の収束を願うば

かりです。これが簡単な所見ですが，私個人としての思いを述べさせていただきます。メディアなどを

通して広報されていますが，このほど，オリエント・シールド２１，日米共同訓練が実施されます。奄

美駐屯地，瀬戸内分屯地を有する奄美大島において，初めての大規模な訓練になりますが，国民の生命

と財産を守るため，日夜，汗を流している自衛隊員の方々，また，御家族の御苦労に対して，感謝と敬

意の念だけは忘れてはいけないと思います。奄美警備隊員の方々は，地域の行事や催し物にも積極的に

参加し，また，災害時においては命を懸け，救助に向かっております。この災害は，台風，豪雨災害，

火事，大雪，山での遭難，海での災難，そして，今回のワクチン接種においても，多大な協力体制で臨

んでいます。市民の中には見解の違いはありますが，思いは同じ，国・奄美大島の平和と子どもたちの

未来を考えての行動であり，同じゴールを目指しているものだと認識しています。 

 それでは，質問に入りたいと思います。１，コロナ感染収束に向けた展望について，（１）２０２１

年から２０２２年の方向性について，①コロナ禍における世界自然遺産登録について，お願いいたしま

す。次の質問からは，発言席にて行いたいと思います。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） それでは，早速林山議員お答えさせていただきます。今，議員がお話しのとおり，

今，コロナ禍で大変な市民生活，また，事業者の経済活動，そして，医療福祉関係の皆様方が，大変な

御尽力をいただいておられます。議員と同様に，心からお見舞いを申し上げますとともに，感謝を申し

上げたいと存じます。さて，そのようなコロナ禍の中でありますが，世界自然遺産について，先般，Ｉ

ＵＣＮから奄美，沖縄の自然遺産は登録にふさわしいという勧告がなされました。沖縄県民，鹿児島県

民，特に奄美群島，徳之島においては，大変喜んでいる朗報でありました。来月の末頃には登録がなさ

れるものと確信をいたして，皆さんとともに喜びを分かち合いたいと思うところであります。そのよう

な中，今回の自然遺産は国内で５番目，最後の自然遺産であろうと言われております。そういうことを

考えますと，やはり，先例地を伺いますと，登録されますと，わっと観光，来島者が多くなると言われ

ております。そのような中において，今般の勧告においても，４点ほどの指摘がございます。とりわ

け，奄美に捉えてみますと，生態系をしっかり守ろうということ，動植物をはじめ，しっかり保全保護

をしなさいということ，また，ロードキルなどがないように，しっかり動物等を，クロウサギをはじ

め，守っていただきたいと。加えてまた，森林の伐採等についても，しっかりと管理をするようにとい

うことがなされております。それらのことを考えますと，やはり，世界自然遺産のこの原点は，我々の

先人たちが長い時間と歴史を重ねて守ってこられました。これを我々はしっかりと守りながら保存継承

し，そして，次の時代の人々につないでいくという使命を，更に持たなければいけないと，改めて思う

ところであります。覆水盆に返らずという言葉があります。一度壊れたものは，全く同じような形をつ

くることはないということであろうと思います。それだけに，我々はこの自然をしっかりと守っていく

ということが，最大の責務であるというふうに思うところでございます。そのような中で，やはり，多

－ 100 －



 

- 101 - 

 

くの来島者がいらっしゃる，コロナ禍である，というだけに，なお一層の，我々は自覚を持ちながら，

自然を守ること，そして，御来島いただく方々が喜んで奄美にいらしていただき，我々もそれを誇りを

持ってお迎えできるような体制づくりのためには，一日も早くコロナ禍が収束するような体制をつくっ

ていかなければいけない。そのためには，国や県と一緒に連携を図りながら，コロナ禍を収束に向けて

努めていくということが，やはり，奄美の経済にとっても，将来にとっても，大変重要なことであろう

かと思っております。コロナ禍を一日も早く収束していただくように努力をすること，そして，その中

において，奄美の自然を先人の命を受け，また，先人に対する畏敬の念を捧げながら，守っていくとい

うことが大切であろうと改めて思うところでございますので，行政，官民一体となって，この歴史的な

快挙を喜びますと同時に，しっかりと後世につなげていくような環境づくりのために，今後とも努めて

まいる所存でございますので，どうか御理解と御協力をよろしくお願い申し上げたいと存じます。以上

です。 

 

１２番（林山克巳君） ありがとうございます。本当に歴史的，この世界自然遺産登録のその年に，朝山

市長が本当に大変な，もう本当，コロナもありましたが，本当に記憶に残る市長であったと言われる

と，私は思っております。本当にいろいろ大変でしたけど，世界遺産登録によって，本当，奄美が良く

なっていくと思っております。本当に，昨年と違うのは，ワクチンが始まり，これがもう本当，始まる

ことによって，今回，いろいろ不安があると思いますが，世界，日本国内から奄美に入って来る，飲食

業協会も経済界も不安はありますが，だけどもう，コロナワクチンが進んで完了して，そして，共に，

ちょっと言葉があれなんですが，共に歩んでいかなければですね，いけないなって思っております。も

う感染したから増えたからどうのこうの，もうワクチンによって本当に今年は，来年に向けて変わると

思ってますので，どうか世界自然遺産登録，明るい話題を本当，目の前にしておりますので，前向きに

取り組んでいけたら，本当，そのために頑張っていこうかなと思いますので，どうかよろしくお願いい

たします。 

 ②の質問に入ります。それで，いろいろイベントなど，もう本当，中止，いろいろ延期，あります

が，記念行事，イベント，広報活動，こういうのは繊細な中，計画があれば，簡単にお示しください。 

 

総務部長（三原裕樹君） お答えいたします。記念行事といたしましては，鹿児島県と共催で世界自然遺

産登録記念式典，この開催を秋頃予定をしております。関係機関の代表者やこれまで御貢献いただいた

皆様方と登録の喜びを分かち合う場にあることと存じます。イベント関連では７月に，世界自然遺産登

録の歴史的瞬間を大型スクリーンで視聴するパブリックビューイング，これの開催，また，年度内に広

く島民向けに世界自然遺産登録記念イベントを予定をしており，地域の皆様に喜びの輪を広げる機会に

したいというふうに考えております。普及啓発を含む広報活動といたしましては，今月６月２０日に予

定をしておりますけれども，子ども向けワークショップ，ＮＨＫダーウィンが奄美大島に来たを開催す

るほか，７月のパブリックビューイングの前後，奄美市役所の２階ホールにて，世界自然遺産特設展示

を開催を予定しております。また，奄美博物館におきましても，登録後も継続的に記念展示等を開催を

してまいります。また，世界自然遺産登録後，その熱が冷めないように，持続的かつ効果的な広報活動

を行い，奄美大島への来島誘致を図ることを目的とした，世界自然遺産登録メディアジャック事業や，

登録を契機に奄美大島へ来島された方へのノベルティ提供などを通じて，奄美大島のファンを増やすこ

とを目的とした，奄美大島の魅力普及啓発事業，これを実施をいたします。両事業とも，広く世界自然

遺産に関する情報発信を行うことで，豊かな生物多様性を誇る奄美大島の自然環境の魅力を伝えると共

に，自然観察ルールの周知など，持続可能な観光利用に向けた理解を深めることを目的としておりま

す。これらの事業はいずれも，５市町村で構成される奄美大島自然保護協議会の事業として実施をされ

ますけれども，この新型コロナ感染対策を十分に施した上で運営をしてまいりたいというふうに考えて

おります。以上でございます。 
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１２番（林山克巳君） ありがとうございます。いよいよ，いろいろな行事，何か話を聞いてるだけで，

こういうコロナ禍の中ですが，本当，何かこう気持ち的に明るく前向きに，ちょっと気持ちがなってい

くような気がいたします。もうそのまま３番の質問に入っていきます。世界自然遺産登録関連事業の予

算規模，これ，国と県とそして，市，総額，規模，よろしくお願いいたします。 

 

総務部長（三原裕樹君） まずは，国の予算につきましては，環境省に確認をしましたところ，世界自然

遺産登録関連事業の予算といたしまして，総額約８億７，０００万円が計上なされております。また，

県の予算につきましても，県に確認をしましたところ，関連予算といたしまして，総額約１億円が計上

をされております。本市の関連事業予算につきましては，令和３年度予算，これが６，０００万円，そ

れに令和２年度からの繰越予算，これ，奄振の補正分でございますが，その８，０００万円を加えた，

総額約１億４，１００万円を計上しており，国・県・市予算総額といたしましては，約１１億１，１０

０万円というふうになっております。以上でございます。 

 

１２番（林山克巳君） やはり，この世界自然遺産登録の，本当，総額の予算が知りたくて，簡単に，い

ろいろありますけど，１１億というお金が奄美の世界自然遺産に対しての予算で落ちてくるということ

ですので，多い少ないっていうのはまあいろいろ考えがありますが，間違いなくその予算が入ってくる

ということですので，それは良いことと思います。ただ，ちょっと私，ここでちょっと，あんまりこう

不安なことをお話ししたらいけないんですが，その横にですね，後でまたモニターで見せるんですが，

国の借金を書いてあると思うんですよ，質問書に。今，１，２１６兆４，６３４億円，その内の国債が

１，０７４兆円。３月末残高ですね。どうしてこれ書いてあるかと言いましたらですね，もう本当に日

本国内のコロナ，外国もなんですが，コロナに対する予算，支援措置，財政出動というのが，今までに

ない，計り知れない金額になっているんですよね。考えてくれておられるとは思うんですが，これがも

しインフレになってですね，パワーインフレになってしまったときに，本当に国から予算が奄美のほう

に入ってくる，実質，例えば，３００から３２０，奄振入れて，まあ５００。だけど，価値が下がるん

で，円の価値が。それを金額を落としたとしても，それが予算を付けたとしても，みんながこう上がる

もんだから，そのいろんな公債から何から，上がってくるものは，実質は本当に，まずは補正を組んだ

りしながら，そういう時がくるんじゃないかなと思って，ちょっと私なりにそういう心配もあるんです

が，もうとにかく今，財政出動の分の予算的措置がどういうふうになって，実質の本当の経済がどうい

うふうに回っていくかっていうのが，ちょっと私なりにものすごく考えておられるところでございま

す。この件に関しては，あくまでも私の私見ですので，良いんで。 

 次に，さっき言いました，もうそのまま２番の大島紬について，質問に入りたいと思いますので，よ

ろしくお願いいたします。大島紬，これは，議員の方々がもう何回もこの質問はいたしております。こ

の前，新聞のほうでですね，本当，５期連続赤字決算って新聞のほうに出てはおりますが，いろいろ御

苦労を組合のほうもしておられるし，私自身も父が締機をやっていてですね，３名くらいやっていて，

私もめくさを巻きながら一生懸命手伝いして，紬のおかげで本当に，この奄美の街ができたと私は思っ

ております。ですから，いろいろな御苦労があっての，歴史があってのことなんで，それに対しては話

をしませんが，どうしてももう，通らなければいけない道なので，この質問をしたいと思います。昨年

末の関議員の質問の回答において，１１月１２日付けで販売組合から合併協議の開催のお願いが提出さ

れたことについて，その後，これからの計画があればちょっと，お聞かせしていただきたい。お願いし

ます。 

 

商工観光情報部長（平田宏尚君） 紬組合及び販売組合の合併に関する状況につきまして，お答えいたし

ます。議員御質問の，昨年１１月１２日付けで販売組合から紬組合に合併協議開催のお願いについての
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文書が提出されて以降，合併に関する両組合での協議は行われていないとのことでございます。以上で

ございます。 

 

１２番（林山克巳君） まだそれが行われていないということなんですが，本当に株式会社だと，株主以

外の人たちに商品を販売して，それを株主に還元するというようなのですけど，この組合って言うのは

やはり，出資組合員が，事業から商品やサービスが，組合員のほうから提供されるんで，出資をしてい

る人たちの，この組合員が減少すると，運営自体が本当に困難になっていくっていうのは，この考えは

間違いないですかね。 

 

商工観光情報部長（平田宏尚君） 今，御質問でございますけれども，基本的に組合員が退所される，要

するに減少されるとなると，出資金は払い戻されることとなります。それと同額の資本が減少すること

になりますが，そのことが運営自体に影響を及ぼすかは，それは組合側において，事業計画や収支予算

を組み立てる中で議論されるものだと考えておりますので，御理解お願いいたします。 

 

１２番（林山克巳君） それから，どんどんいきますが，２番の商工中金との間で，これもこの前の定例

会で質問をしてるのをちょっと繰り返していきますが，商工中金との間での損失補償契約ですね。融資

枠。令和２年度１億８，５００万円，紬組合。で，販売組合は１億４，０００万円，合計３億２，５０

０万円。で，販路開拓資金，借入推移と売上実績を示してほしいんですが，もうごちゃごちゃなってき

ますので，まず，紬組合の売上実績と借入金の推移をまず，お答えお願いいたします。 

 

商工観光情報部長（平田宏尚君） それではまず，紬組合の事業収入，それと，販路開拓資金の残高につ

いてお答えいたします。５年間でよろしかったでしょうか。平成２８年度の紬組合の事業収入は３，８

４５万９，２０７円，２９年度の事業収入が３，７２９万９，１７９円，３０年度の事業収入が３，５

１２万３，１４５円，令和元年度の事業収入が３，４３２万５６１円，令和２年度の事業収入が３，１

０２万７，３５１円となっております。また，紬組合の販路開拓資金の残高でございます。平成２８年

度末，１億９，７８０万９，０００円，２９年度末，１億９，２４４万４，０００円，３０年度末，１

億８，５８１万２，０００円，令和元年度末，１億８，０３２万円，令和２年度末，１億７，３５８万

９，０００円となっております。以上でございます。 

 

１２番（林山克巳君） それでは，続けて販売組合の売上実績と借入金の推移まで，お願いいたします。 

 

商工観光情報部長（平田宏尚君） 続いて，販売組合のほうをお答えさせていただきます。平成２８年事

業収入が１，３０３万１，２８７円，２９年度の事業収入，１，２５２万９，２０７円，３０年度の事

業収入，１，９０８万２５８円，令和元年度の事業収入，１，３９６万６，３３８円，令和２年度の事

業収入，５７７万１，４９３円。販売組合の販路開拓融資残高でございます。平成２８年度末，１億

６，５００万円，２９年度末，１億６，０００万円，３０年度末，１億５，０００万円，令和元年度

末，１億３，２００万円，令和２年度末，１億２，５００万円となっております。以上です。 

 

１２番（林山克巳君） この売上実績と，それとその借入金のその流れをですね，ずっと見て，多少，本

当，売上，借入金は少なくはなってはきてはおるんですが，やはり，もう本当，こういう大変な状況

の，コロナもここ２，３年ありましたけど，大変な状況の中で，また，着物を販売していくっていう，

そういう環境がなかなか今ない中でですね，本当に御苦労なさりながら販売をしていると思います。そ

の中で，いろいろ工夫しながらしてると思いますけど，是非，頑張ってほしいんですが，その中で，こ

の販路開拓資金，この融資枠，いわゆる販路，あれですよね，商工中金との，これいつから始まってる
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んですかね。 

 

商工観光情報部長（平田宏尚君） この件につきましては，昭和５３年に始まっております。以上でござ

います。 

 

１２番（林山克巳君） 昭和５３年なんですね。そしたらもうその頃からそういう融資枠の流れの中でず

っときてるってことなんですね。そしたらちょうど私が昭和４１年生まれなんで，１９６６年ですから

７６，８０，まあ紬のほうも活気があって伸びていって，ちょっとこうありましたけど，良いときのほ

うにその融資枠ってのが設けられて，本格的にいこうということで設けられたってことですね。これは

本当，ものすごくありがたいことになっていると思うんですが，それでまあ，これ，もう本当，これは

もう私の個人的な私見なんですが，昔，１９９７年に，株式会社ですけど，山一證券が倒産したり，銀

行が倒産したときに，あそこは株式会社なんで，不良債権が発生したときに公的資金を投入して，引当

金を積んで，帳簿から外して，そして，銀行は収益で返していって。銀行なんで大きいんでですね，立

ち直っていったんですが。組合なんでそこの株式会社と一緒に考えてもちょっとおかしいとこなんです

が，私個人としてはですね，市民にもう本当，今，市の予算をつぎ込んでますので，なかなか厳しいん

ですが，つぎ込んでますので，市民に本当に，紬のことに関してこれから担うことに関して，本当，そ

ういうことができるかどうか分かりませんけど，一旦この，周りに，あれですよね，借金ですよね，こ

れを外さないことには，もう新たな紬組合としての，また，合併してもですね，それが合併してもその

融資枠が一緒になって，結局それ一つだったら何も合併の意味がないしですね，それだったら，何か工

夫してですね，１回これを帳簿から外して，本当の意味での紬の，その組合の力をしなければ，ここか

ら本当に立ち直らす，その理事の人も含めて，働いてる人も含めて，これ本当に並大抵の誰がやっても

なかなか厳しいような気が，私はするんですよね。やっぱり，そういうのの中でこの合併のメリット・

デメリット，３番の質問に入りますが，合併のメリット・デメリット，あると思うんですが，これ簡単

で良いですのでちょっと，それも踏まえた上でちょっとお願いいたします。 

 

商工観光情報部長（平田宏尚君） 議員御承知のとおり，両組合は経営状況は依然として非常に厳しい状

況が続いており，本市といたしましても，大島紬の今後の振興のために，両組合の意思において，合併

の在り方が検討されることを望んでいるところでございます。その協議の中で，合併のメリット・デメ

リットについても議論されるものと考えておりますので，御理解くださいますようよろしくお願いしま

す。 

 

１２番（林山克巳君） もう是非，もうこのコロナ禍においてですね，いよいよ本当，本格的にこう時代

が変わるときに，やっぱり，きっかけっていうか，そこで変えなければなかなか変えるときっていうの

はないと思いますので，ただ，やはり，その組合の人たち，歴史のある組合にどんな事情があろうが，

その組合の人たちの，やっぱり，立ち位置とそういう声と，いろんな思いはちゃんとこう残して，一緒

になるんならなったり，新しくスタートするなり，そこを進めていかなければ，どっかが駄目でどっか

が良いとかなると，本当に何か，活気がなくなっていきますので，是非そこを考えていただきたいと思

いますので，お願いいたします。それで，３番の質問なんですが，行政の立場の見解についてなんです

が，このいろいろと理事枠，議員の理事枠，ここに決算書っていうか，二つ，ちょっと私も勉強しなが

らあれしてるんですが，この理事枠とそれから行政職員の再任用派遣就職で，本当にそこに行って頑張

ろう，立て直しのために，ある意味，いろいろ分かってますので，行ってると思うんですが，もう本

当，産地を抱えている立場から，いろいろなそういう理事に対しての，何て言うかな，思いとか，ま

た，その再任用派遣就職で行くＯＢの方なんかに対する思いとか，そういう見解があれば聞かせてくだ

さい。 
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商工観光情報部長（平田宏尚君） 今，議員の御質問ございました，令和３年度も再任用職員の派遣を行

っており，販売組合の経営改善に取り組むほか，両組合や奄美群島地域産業振興基金協会，龍郷町及び

本市で構成する本場奄美大島紬産地再生協議会の事務局長として，協議会の行う紬産地再生に向けた各

種事業の推進に取り組んでおり，一定の成果を上げているものと考えております。以上でございます。 

 

１２番（林山克巳君） ありがとうございます。もう是非，今からいろんな工夫を努力をして，この紬組

合を良い方向に導こうって頑張っておられる議員の方々，また，そういうスタッフの方々，組合員の

方々がいらっしゃいますので，是非，一緒になって力を貸して，頑張っていってくれたら，お願いとし

て，この質問は終わりたいと思います。 

 それでは，ずっとあの，あれなんですけど，３番の質問に入ります。ここからが本当に私は，何回も

このフリーランス支援事業，いよいよここまで何か進んできて，コロナ禍によって一気に加速したよう

な感じがしますが，ここでですね，今日は私，議長の許可を取りまして，携帯電話とマイナンバーカー

ドを持ってここに来ております。まず，その前にですね，昨日は，弓削議員がロイロノートについて質

問しておりますが，その前の，正野議員がですね，第１回定例会のときに，ＬｏＧｏチャットの質問を

したと思いますが，それ，その後，進展はございますか。 

 

商工観光情報部長（平田宏尚君） それでは，ＬｏＧｏチャットの取組，その後についてお答えさせてい

ただきます。昨年度のトライアル運用期間を経て，本年度から本格運用を開始しており，６８０名の職

員が活用し，職員間の業務連絡や，各課組織の迅速な情報共有ツールとして利用されております。事例

といたしましては，昨年より設置されている新型コロナ対策本部における情報共有にＬｏＧｏチャット

を使用しており，本部を構成する幹部職員への緊急連絡などに活用をいたしております。加えて，昨年

の台風１０号接近時におきましては，災害現場の把握や避難所の運営職員との連絡ツールとして，迅速

な情報共有に生かされたところであり，本年度は新型コロナワクチン接種予約や，接種会場での運営業

務に従事する職員との連絡用ツールとして，市民からのお問い合わせ情報の共有や接種会場との連絡に

利用し，効果を発揮いたしております。また，奄美大島自然保護協議会を構成する行政団体間におきま

しては，世界自然遺産推進室が事務局となり，島内での盗掘・盗採発生時の連絡及び対応を，平日・休

日を問わず円滑に行い，情報を共有するため，活用いたしております。自治体間の組織横断的な用途と

いたしましては，ＲＰＡや情報政策などの分野ごとに，ＬｏＧｏチャット内に設置されているユーザー

グループに登録し，ほかの自治体との意見交換にも活用いたしております。職員が庁舎を離れた状況で

あっても，スマートフォンを活用した迅速な情報共有が可能なツールとして大変有効であり，また，組

織横断的な活用も可能な情報共有ツールとなっていることから，引き続き，効果的な運用を図っていき

たいと考えております。以上でございます。 

 

１２番（林山克巳君） この前の正野議員のあれのときに総務部長もそういうお答えをしたと思っており

ます。これ，９月末，このＬｏＧｏチャットを使っているのが５１８自治体で，令和３年２月で５９

７。市町村数が１，７１８ありますんで，約３７．８パーセントが使用しておりますので，これはそう

いう意味では，そういう全国的な流れの中でやっておられると思うんですが，実はここからが大事なん

ですよね。ＬｏＧｏチャットをやっている運営会社ってどこだか，やっているのか，お答えください。 

 

商工観光情報部長（平田宏尚君） ＬｏＧｏチャットシステムを運営する会社は株式会社トラストバンク

でございます。以上です。 

 

１２番（林山克巳君） このＬｏＧｏチャットをやっているのがですね，実はトラストバンクなんですよ
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１２番（林山克巳君） この前の正野議員のあれのときに総務部長もそういうお答えをしたと思っており
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商工観光情報部長（平田宏尚君） ＬｏＧｏチャットシステムを運営する会社は株式会社トラストバンク

でございます。以上です。 

 

１２番（林山克巳君） このＬｏＧｏチャットをやっているのがですね，実はトラストバンクなんですよ
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ね。トラストバンクってのは，最初，ふるさと納税が出たときはＪＴＢのあれがスタートだったんです
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の。これ，１，５８０自治体，２１年３月，９割がこのトラストバンクをやってるわけですよね。トラ

ストバンクがやってるんですよ。自治体の９割。それからですね，今度，このチェンジっていう会社が

あるんですけど，このチェンジってのは社長がまた，鹿児島の人なんですけど，このトラストバンクを

吸収して，小っちゃい会社が大きい会社を吸収してですね，いよいよ本格的に進んでいってるんです

よ。だから，今回，これ①の質問にも入ってきますけど，Ｓｃｈｏｏとの包括的パートナーシップ，こ
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いんですよね。提携自治体も１１。Ｓｃｈｏｏ，もともとここはこうやってるんですが，この受付です

よ。何か窓口があるっていう，新聞のほうに書いてました。これどうなってますかね。お願いいたしま

す。 

 

商工観光情報部長（平田宏尚君） 今，御質問は受付ということでございますのでお答えさせていただき

ます。Ｓｃｈｏｏサービスの受付方法といたしましては，これは奄美大島のほうに限ってでございます

けども，今月末頃に個人向けアカウント登録申請受付及び配布に関する専用サイトを開設しＷＥＢ上に

て申請受付を実施いたします。その後，事業者向けアカウントの申請受付を行うとともに，登録説明会

の実施や専門学校，教育機関との連携，来月オープンするワークスタイル・ラボにおいて，Ｓｃｈｏｏ

サービスを体感できる端末の設置等を検討し，より多くの島民の方がＳｃｈｏｏのサービスを受講でき

る環境整備に努めてまいりたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 

１２番（林山克巳君） これはですね，もうまさに世の中から卒業をなくすミッション，任務や使命，本

当にコロナ禍の中で，もう本当，もう大学授業も，もうオンライン授業になったりですね，いろいろし

ていく中，まして，それと同時にですね，昔は頭が良くてもお金がなくて学校に行けなかった方なんか

も，本当，８０代，９０代，もう本当に良い人でも行けなかった時代，今はある程度借入をして，奨学

金借りて行ける時代，いろいろこうあります。だけどですね，このＳｃｈｏｏのこれっていうのは，無

料でこれをできることなんですよね。これは是非，もうこれ，半分，できればもう本当に，パソコン持

ってる人なんかに，何かこう強制まではいかないですが，何かこう普通に入れるような仕組みをつくっ

てもらえたら良いなと思ってるんですよ。この授業料，昔はですね，２０１７年に終了してるんです

が，これ，プランがあって，その録画授業見放題，プレミアプラン９８０円とか，１，０８０円とか，

もう２０１７年で完了してるんですが，この無料以外のあれも，本当このＳｃｈｏｏと，Ｓｃｈｏｏの

あれによって，見られるということでよろしいですか。 

 

商工観光情報部長（平田宏尚君） 議員お見込みのとおりでございます。 

 

１２番（林山克巳君） もうこれは何か，すべての方が大学，お金結構かかりますけど，このオンライン

を通じてですね，これを受け，その中でいろいろ考え，事業を起こしたり，また，いろいろ考えたりす

る力が身に付いていくと思いますので，是非ちょっと，これを積極的に進めてほしいなということがご

ざいます。ちょっと最初で出せば良かったんですけど，ちょっと画像を出していただけますか。画像っ

ていうか，あれを。もうちょっと大きくできませんかね。できませんか。すいませんね。これ，一応私

もこの１年，コロナのあれで，本当，こういうネットのちょっと勉強をしながら，ずっとやってたんで

すけど，あれが，左が１Ｇなんですよ。昔，１９８５年，１９９０年，年代で分けてます。１０年ごと
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に。テクノロジーエボリューション，技術の進化ですよね。で，あそこの１９９０年，１９８９年，平

成元年なんですよ，あそこが。あのときはもう本当にただ電話をかけるだけ。それから２０００年，あ

れはｉモードでメールを打てるようになったんですよね。情報がインターネットとつなぐことができ

て。そして，２０１０年，あそこからスマホができてきて，そして，いよいよ２０２０年，去年です

ね。これがね，一気にあそこが第３の新しい事業価値，ここに行政も民間も進んでいくという，これ，

歴史の流れなんですよ。これ，３０年，４０年の流れなんですよ。だけど，今回のコロナで，１００年

がもう先に進んだって言われているんですよね。１００年先がもう今，もう進むスピードが早まったっ

て言われているんですよ。というのも，この写真も，私もここに今，携帯持ってますけど，携帯でニュ

ースから１回落とし込んでですね，ＬＩＮＥに落とし込んで，このＬＩＮＥを事務局に送って，それを

送り込んだのがこれなんですよ。写真撮ったとしたら，写真からＬＩＮＥに送り込んだりできる。これ

はだけど，その流れなんですが，ほかでも今のこういう仕組みを使えばですね，家におっても，どこに

おってもできる。この携帯ができるというもう一つはですね，パソコンがですね，実は今年の５月に

私，パソコンが飛んでしまって。飛んでしまってっていうのはちょっと話があれなんですが，急にイン

ターネットにつながらなくなってですね，こりゃどうしようどうしようって自分で中身をいろいろやっ

たけど，なかなか悪くなって，今度はアイコンも何も開かなくなってしまって。聞いたら何かバージョ

ンアップを年に２回やるみたいですね。ちょうど今回，大きいバージョンアップ２回だけど，それで結

構な人がパソコンが悪くなったんです。だけど，パソコンが悪くなると，自分がやってることとか，こ

ういう質問書とか，いろいろな資料なんかが作れなくなるんですよ。だけどですね，この携帯があれば

ですね，携帯で一応ある程度はできるんですよね。だから，もうパソコンと携帯が連動する，教育のほ

うでも連動する，だからこのＳｃｈｏｏとかこの，Ｓｃｈｏｏもですけどこれからのあれもですね，も

うやり方によっては本当，面白い展開が来ていけるって私はそう思ってます。私のはまだ小っちゃいこ

となんですけどね。だから，そこで，説明，今の質問ですが，それで，これ上手く作ってるのが元職員

でですね，オンライン上でムルフィールゼミナールっていう学び舎を開校した方がいるんです。具体的

に，デジタルビジネストランスフォーメーション，データとデジタル技術を活用し，ビジネスモデルを

変革し，企業文化・風土を変革し，奄美大島ならではの優位性を確立し，新しい島の産業を起こそうと

している。だから，文化と風土，それをやっていこうと。クラウドファンディングもやって，その資金

のこれはもう，オープンにしてるから良いと思うんですけど，１００万円以上貯まって，寄附が行われ

て，一生懸命やってるんですよ。そういう方も実際いらっしゃるんですよ。これ，プラットフォームな

んです。プラットフォームをこうやって作っていったら。だからもう是非ですね，応援してほしい。こ

の，何て言うんですかな，これをやっておられる方を。私もあんまり話はしたことないんですが，是非

本当に，行政をもって応援してほしいなと思います。それも含めた上で２番のちょっと質問にいきます

が，それともう一つＳｃｈｏｏと，これ，どうしても話さないといけないのがこのペパボとの協定，こ

れも包括的，フリーランスが最も働きやすい島化計画，２０１７年，これもちょっと関連するんで，こ

れもちょっとお答えください。 

 

商工観光情報部長（平田宏尚君） ペパボ株式会社との協定ということでお答えさせていただきます。Ｇ

ＭＯペパボ株式会社におきましては，ハンドメイド作品販売サイト国内最大手の一つであるｍｉｎｎｅ

を運営しており，奄美のハンドメイド作家が作品を島外に展開するノウハウを習得することを主な目的

といたしまして，平成２８年７月１日に連携協定を締結いたしました。以上でございます。 

 

１２番（林山克巳君） このペパボ，この社長が鹿児島の，この方も鹿児島の社長でですね，Ｓｃｈｏｏ

の社長とはもう本当，親しいんですけど，歳がですね，３５歳と４０歳なんですよね。もう本当に，な

かなか私ももう今，精一杯学んでますけど，本当にこう若い発想の中で，一生懸命取り組んでおられ

る。これとフリーランス，最も働きやすい島計画はつながってるんですよね。だからもうすべて，こう
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れもちょっとお答えください。 
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いろんなことでつながってますので，是非，市民，分かって取り組むのと，ただただこう協定結んでっ

ていって取り組むのとは，市民の感覚が違うと思うんですよ。若い人たちも２０代，３０代，４０代の

人。分かって，奄美市はこういう方向で持っていくっていうのが，構想が分かれば，そこに，ああ，じ

ゃあ自分もっちってなるって思うんですよね。だから，できれば詳しくそういう流れとか，そういうの

を本当に幅広く，こう情報発信してほしいなって思うので，私，これを出しております。フリーランス

支援事業の予算的戦略，企業で，企業っていうかフリーランスで，５００万円と，また，産業支援のあ

れで，足して１，２００万円くらいってのが，全体的なのがあるんですが，個人としてのあれはないん

ですかね。昔，奄美，何ですかね，専門，パソコンを習う，奄美情報処理，あそこで私の家内もパソコ

ンを打てなくて，１年間通って，そして，収入もあるわけですよ。１年間，パソコンを習って。だか

ら，あれは個人に対しての支援だったんですよね。これ，いよいよこういうのが始まったときに，そう

いう，こう取り組もうっていう人に対して，個人的なそういうのってのは考えられないんですかね。 

 

商工観光情報部長（平田宏尚君） ただいまのフリーランスの取組とか，これまでの事業費等あるいは個

人に対する取組ってことで御質問ございましたので，お答えさせていただきます。フリーランス支援事

業につきましては，平成２７年度にフリーランスが最も働きやすい島化計画を策定し，これまで相談支

援，人材育成，情報発信及び実務を通じたスキルアップや，仕事受注促進に取り組んでまいりました。

島化計画第１期，平成２７年度から令和元年度の５年間で取り組んだ総事業費は３，２７４万円であ

り，２０２名のフリーランスの育成を行ったところでございます。今後の構想につきまして，７月にオ

ープン予定のワークスタイル・ラボの開所により，仕事場及び学び場の提供を行うとともに，コミュニ

ティーマネージャーを配置することで，フリーランスコミュニティーの形成や更なるビジネス性の向上

に加え，業種拡大に取り組んでまいります。議員御質問のフリーランス個人への支援といたしまして

は，先ほど御答弁させていただきました，株式会社Ｓｃｈｏｏ，オンライン学習の活用・促進やフリー

ランス支援事業を引き続き行うことにより，個人の仕事の質の向上，仕事受注案件の増加につながるよ

うな取組に努めてまいりたいと思います。以上でございます。 

 

１２番（林山克巳君） ありがとうございます。もう，ちょっと，本当，個人的なものってのはなかなか

厳しいと思いますが，やはり，あれば，もっともっとこの事業が，どんどんどんどん推進されるんでは

ないかなと思って，ちょっと質問いたしました。そしたら，もう４番のほうの質問に入っていきます。

デジタル化に向けての取組について，この前ちょっと見学しに行きましたが，新設されたデジタル戦略

課，役割と計画があれば，簡単にお聞かせください。お願いします。 

 

商工観光情報部長（平田宏尚君） それでは，議員御質問のデジタル戦略課についてお答えいたします。

政府におけるデジタル庁新設の動向等にも対応するため，総務部で所管していました庁内の働き方改革

関連業務と電算システム管理業務，教育委員会の小・中学校電算機器管理業務と，併せて，商工観光部

の情報通信産業関連業務を移管・統合することで，デジタルトランスフォーメーションを推進し，その

効果を民間企業にも展開することを役割といたしております。今後の計画といたしましては，庁内にお

ける押印見直しなどへのデジタル技術の活用による業務改革，ＲＰＡやＡＩ－ＯＣＲの庁内普及による

職員の働き方改革の推進をはじめ，奄振事業の先進技術習得支援事業による民間デジタル人材育成や情

報通信産業の振興，小・中学校教育におけるＧＩＧＡスクール端末の適正管理などに取り組んでまいり

たいと思います。以上でございます。 

 

１２番（林山克巳君） ありがとうございます。いよいよこのデジタル戦略課，ここのスタッフの方なん

か，また，これから先ってのは，もうここが一つの大きな核になっていくって私は思ってますので，是

非，本当，頑張っていただきたいと思います。その中で，マイナンバーカード，これも簡単に申請率，
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市民の申請率，奄美市は良かったんですか。これ何パーセントなんですかね。 

 

市民部長（石神康郎君） それでは，お答えいたします。令和３年３月末時点で既に申請された分では１

万５，４７６人，３５．７７パーセント。カードの交付は１万４，７１８人，３４．０２パーセント

で，全国１，７４１市町村中の１２５位前後となっております。５月３１日付けの最新データでは，本

市の申請率は４０．５８パーセント，交付率が３７．４９パーセントとなっております。なお，交付率

は鹿児島県平均が２９．６４パーセントで，全国平均は３１．７３パーセントとなっております。以上

でございます。 

 

１２番（林山克巳君） このマイナンバーカード，大変な御苦労で一生懸命やっておられると思います。

給付金にも関係いたしておりますので，いろんな，早急にやったと思いますが，これはどうしても大事

なシステム，カードだと思う。今日ちょっとカードも持ってきてますが，どうしても大事なあれなん

で，是非，推進のほうをですね，努めていっていただきたいなって。奄美市もずっと上がってきており

ますが。実はこの前，日経新聞，６月５日の日経新聞に出てますが，実は１２市町村で普及率５０パー

セント，１２市町村，マイナンバーカード，宮崎都城が給付金振込，１週間でもうスタートしておられ

ます。これはもうマイナンバーカードがやっぱり，推進してやったからってのが表れているんですよ

ね。できればもう本当，このマイナンバーカードと連動しながらやっていただきたいなっていうのと，

それとまた，いろいろな守秘義務というか，いろいろありますが，実はもう本当に今の通信，電子商取

引なんかで，アマゾンなんかで物を買ったりとか，ほかいろいろ買ったら，もうそこにいろいろ，口座

のあれとかで，実際はもう本当に，もう既にそういう情報っていうのが，民間のほうは流れ，ただそれ

をこう守る，そういうクラウド関係，しっかりそれができるかどうかっていうことなんで，そこは大き

いとこはものすごい努力して，努力しながらやってると思いますので，是非，このマイナンバーカード

ですね，推進をどんどん進めていただきたいなと思っております。また，このマイナンバーカードと口

座ってのは，連動，銀行の口座ですね，銀行の口座とマイナンバーカードってのは，どうしても連動し

て，いろんなシステムの中でやっていくような形になると思いますんで，そういうのも説明しながら是

非，進めていっていただきたいと思っております。 

 そしたら次，２番の質問に入っていきます。私が前の質問で，教育現場のオンライン化，タブレッ

ト，これはもう配置になっておりますが，昨年末に質問したＩＣＴ関連企業ＯＢが派遣され，全教員の

指導に各民間のほうから出すっていう話がありましたが，９月からだったですかね。これどうなってま

すか。ちょっとお願いいたします。 

 

教育部長（徳永恵三君） それでは議員の御質問にお答えいたします。ＩＣＴ関連企業のＯＢの派遣につ

きましては，国または県からの案内はございません。国・県の動向を注視しつつ，奄美市のＧＩＧＡス

クール構想の計画に沿って人材の活用を検討してまいります。以上です。 

 

１２番（林山克巳君） この前の流れの中で，いろんな方がこのＧＩＧＡ構想についての質問をしており

ますので，全教員のいろんな指導のほうもいろんな計画があるって聞いております。是非，大変，先生

たちは大変と思いますが，是非，指導をしながら，先生たちの精神的なものも考えながら，是非，進め

ていっていただきたいなと思います。それが全部つながっていきますので，よろしくお願いします。 

 ３番の質問いたします。この電子マネーですね，デジタル地域通貨計画は，これは商品券が第１次だ

けど，第１次のその商品券の流通のことなんですけど，これのいろんな計画っていうのはございます

か。 

 

商工観光情報部長（平田宏尚君） それでは，お答えさせていただきます。議員御案内のとおり，地域通
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貨とは特定の地域や小規模なコミュニティー内において利用できる通貨とされております。主な目的

は，地域内における消費の促進と地域コミュニティーの活性化であり，地域で資金を循環させるための

仕組みづくりとも言われております。本市における地域通貨といたしましては，以前より，市内経済循

環の活性化を目的といたしまして，本市内の加盟店で使えるプレミアム商品券を発行してまいりまし

た。プレミアム商品券によって，市民の消費活動を刺激し，域内の経済循環を活性化する取組は，この

コロナ禍におきましても重要な施策であると認識いたしております。この商品券のデジタル化について

でございますが，デジタル商品券はスマートフォンを活用し，手軽に支払いができるといった消費者側

のメリットや，決済の簡素化や換金の手間がかからないといった，登録店側のメリットが期待されると

ともに，紙の印刷等事務コストの削減などの効果も見込まれております。一方で，スマートフォンを持

たない消費者やスマートフォンの操作に慣れていない消費者，キャッシュレス未対応の店舗へも配慮す

る必要がございます。このように，商品券のデジタル化につきましては，メリット・デメリットがある

ことから，全国の先進事例の動向を注視しつつ，関係各所の意見を伺いながら検討させていただきたい

と思いますので，よろしくお願いいたします。 

 

１２番（林山克巳君） すみません。猛スピードで質問をしながら答えを聞いておりますが，この電子マ

ネー，私はこの電子マネー，これが本当，これから先，加速，いろんなそのデジタル関係を加速させる

と私は思っております。南島原市がですね，初めて九州でＭＩＮＡコインっていうコインをあれしたん

ですよ。これはもう，島の中で，別に商工会に入ってなくても入っていても，ＭＩＮＡコインに加入し

たら，それを流通できるんですよね。そういうのを初めて九州でスタートして，これが２月１０日なん

ですよ。今年の２月１０日に。だからもう，回るんですよね，お金がそこで。だから，外には出ていか

ないんですよ。だって，そこでしか使えないんですからね。これですね，ちょっとどうなったか私，お

昼，電話したんですよ。その担当の人に。そしたら，今，１万６，８００人，今，ＭＩＮＡコインをあ

れしてるみたいです。申請して，申し込んでおられるみたいですね。この４万人くらいですから，この

南島原市っていうのはですね。これは銀行がアプリに，銀行口座からチャージして，そこでＭＩＮＡコ

イン，１円対１コインですかね。そうしてやっておられるみたいです。私もこれは良い，本当にこれ

が，流れかなって思ってます。鹿児島銀行が庁舎のキャッシュコーナーのあれをもう撤去しております

が，実は本当，いろいろ私も金融機関等の勉強会なんかに行ったりしたときに話聞いたら，何でかなっ

て思ってですよ。１台に３００万円くらいかかるみたいですけど，そこの設置料がかかるのかなって思

ったらそうじゃないんですよね。全体的なコスト，いろいろな警備的なコスト含めて，鹿児島県全土の

各市町村のあれを撤去，採算合わない，撤去してるんです。それがその始まりがこの，いわゆるキャッ

シュレスの流れで，もう鹿銀はどんどん行きました。南日本銀行もまた，進めていくような感じで話を

聞いております。だから，是非，これにどうしても，このマイナンバーカードはやっぱり，口座，いろ

んな中でつながってくるんですよね。やっぱり，身分保障みたいなもんでですね，だから，もう先に金

融業界は進んでいきますので，是非，このマイナンバーカードの理解，まあだいぶ奄美市もマイナンバ

ーカードは推進っていうか，増えてきておりますので，もう本当に楽しみは楽しみなんですが，是非，

お願いいたしたいと思います。何かもう，ここ１年，コロナもあって，もう何か急激に今年から，すべ

てが何か早く進んでいっているような気がしますので，追いつくように私も頑張りますので，どうかよ

ろしくお願いします。これで私の質問を終わりたいと思います。以上です。 

 

議長（与 勝広君） 以上で自民党奄美，林山克巳君の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。（午後２時２９分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします。（午後２時４５分） 

 引き続き一般質問を行います。 
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 公明党 栄 ヤスエ君の発言を許可いたします。 

 

９番（栄 ヤスエ君） 市民の皆様，議場の皆様，インターネット中継を御覧の皆様，こんにちは。公明

党の栄 ヤスエでございます。一般質問に入る前に，少々所見を述べさせていただきます。５月１０日

に世界自然遺産登録への登録が適当とのＩＣＵＮ国際自然保護連合の評価結果が通知され，今年の７月

に開催される世界自然遺産委員会で認められますと，正式に世界自然遺産登録となります。平成１５年

５月に候補地として選定され１７年余り，登録が目前となりました。奄美市長におかれましては，昨

日，次期市長選へ出られないということで表明をされました。市長の残されました任期の中で，登録の

瞬間を迎えられますこと，私といたしましては感慨深く感じております。また，本市においては新型コ

ロナウイルス感染症の対策として，６５歳以上のワクチン接種が５月３日より始まり，７月末までには

完了とする予定としております。国といたしましては，ワクチン接種を希望する人全てが１０月から１

１月にかけて終えられるように取り組むとしております。日々感染リスクを抱えながら医療の現場で働

く皆様，介護事業所の皆様，ソーシャルワーカーの皆様，そして，ワクチン接種に携わる全ての皆様へ

心から敬意と感謝を表します。接種を希望する市民が誰一人残らずワクチン接種が終了できますよう，

関係各位の皆様，よろしくお願いいたします。また，コロナ感染者などへの偏見や差別の声も聞こえて

まいりました。一人ひとりが誰かのことではなく自分のこととして考えてまいりたい。誰でも感染する

可能性はございます。相手の立場に立った思いやりの心で接してまいりたいと思います。一日も早い収

束を祈ります。国連の新たな開発も目標としてのＳＤＧｓは，人々にとってより良い世界を作るため，

国際社会が２０３０年までにあらゆる形態の貧困を撲滅し，持続可能な社会を実現するために，誰も置

き去りにしないことを約束した国際的な合意となります。 

 持続可能性の理念として，池田ＳＧＩ会長は，外から縛り付ける堅苦しいルールのようなものではな

く，誰かの不幸の上に幸福を求めない生き方であり，現在の繁栄のために未来を踏み台にせず，子ども

や孫たちのために最善の選択を重ねる社会の在り方を示しております。２０３０年までの後９年，ＳＤ

Ｇｓの理念を学び，一人ひとりが行動に移していかなければと思います。それでは，質問に入らせてい

ただきます。 

 まず，はじめに，質問の順番の訂正をお願いいたします。（２）の男女共同参画の推進についてを１

に，１のコロナ禍における女性の負担軽減についてを２にお願いいたします。 

 

議長（与 勝広君） 質問の順番の変更の際は，あらかじめ議長に許可を得た上でお願いいたしますね。

どうぞ続けてください。 

 

９番（栄 ヤスエ君） では続けます。それでは，一つ目の質問でございますが，市民生活について，

（１）男女共同参画の推進について，１９９９年平成１１年に男女共同参画基本法が施行され，２２年

が経ちました。国の第５次男女共同参画基本計画では，すべての女性が輝く令和の社会が，昨年１２月

２５日に閣議決定し，１１の分野を掲げてスタートしております。奄美市の男女共同参画計画の後期が

令和３年度本年までとなっております。奄美市合併前の旧名瀬市時代にはいち早く条例がつくられてお

り，１５年余にあたり，男女共同参画社会の実現に向けて，８分野の計画を立てて取組を進めているも

のと考えます。質問に入りますが，昨年は本市において，男女共同参画に関する市民意識調査をされて

おりますけれども，その目的と調査結果について伺いたいと思います。次の質問からは発言席にて行い

ます。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。市民部長。 

 

市民部長（石神康郎君） それでは，男女共同参画の推進について，お答えいたします。御質問の男女共
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同参画に関する意識調査につきましては，昨年度住民基本台帳から無作為に抽出された２０歳以上の男

女２，０００人を対象として実施しており，男女共同参画社会づくりの取組を進める中で，市民の意識

と実態を把握し，平成２９年度の調査結果及び国の内閣府調査，鹿児島県の調査と比較した上で，本市

の現状と課題を抽出することを目的に行ったものでございます。この調査は男女平等の意識等６つの項

目を調査しており，各分野における男女の地位の平等感の項目では，社会通念，慣習，しきたり等の５

つの項目で男女平等であると回答した割合が，内閣府調査と比較して低い結果となっております。ま

た，認知度の項目では，ＤＶ防止法や男女雇用機会均等法などについては，聞いたことはあってもよく

知っている用語は少なく，認知度は低いとの回答が多く，就業の項目では，子どもができてもずっと就

業を続けるほうが良いと，男女ともに６割を超える方が回答いたしております。今回の調査結果を踏ま

え，今後の施策検討や次期基本計画に反映させてまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

９番（栄 ヤスエ君） 御丁寧な答弁ありがとうございました。やはり，本市においては社会通念等，低

い状況にあるってことが現状が分かりましたので，しっかりとまた，この意識調査の男女共同参画に関

する施策についての，市が力を入れるべきことってことであったんですけども，その中で，子どもの頃

からやはり，男女の平等や相互の理解，また，協力についての学習を充実させる，が４２．８パーセン

トと最も高くなっておりました。しかもまた，この教育現場での学びにも力をいただきたいと思いま

す。次期計画に生かしていただきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 次に，県の男女共同参画センターの主催で毎年，男女共同参画の基本講座というのが開催をされてお

りますけれども，皆さん御存知じゃないかもしれませんが，これが４回のシリーズ講座として開催して

おりますが，通常は鹿児島市内の会場へ実費での参加をするってことで，結局，お金がかかってしまう

ということなんですけども，昨年は本市の担当課の配慮で，市役所の会議室において，オンラインで，

鹿児島が主会場で，奄美市のほうでオンラインで受講するってことでさせていただきました。この男女

共同参画の基礎講座や，また，身近なところで男女共同参画の理解を広げるために，学べる場になると

考えます。市民や市職員の学びの場の提供といたしまして，この基礎講座は本当に重要なポイントにな

ると考えておりますが，この件に関してどのように考えて，捉えているか，伺いたいと思います。 

 

市民部長（石神康郎君） それでは，お答えいたします。基礎講座の取組につきましては，男女共同参画

の視点を学ぶ鹿児島県男女共同参画基礎講座として，令和２年度よりオンラインで実施され，８名の方

が受講しております。同講座は男女共同参画の基礎知識や理解を広めるための手法を学ぶ貴重な機会で

あり，受講環境を整えたことで，学びの機会を提供することができたと認識しており，今年度も多くの

方に参加いただけるよう，広報・周知に努めているところでございます。以上でございます。 

 

９番（栄 ヤスエ君） ありがとうございます。私も受講生の一人でありますけども，昨年，本当に同

じ，鹿児島と同時間を通じながら貴重な学びができたってことは，本当に貴重なところだと思いますの

で，今後もそういった形で継続できたらなというふうに思っております。また，次期計画も策定される

ということですけれども，やはり，全庁的に皆さん，一人ひとりが，職員の皆様はじめですね，そし

て，議員の皆様も含めなんですけれども，必要な学びというふうに考えておりますので，本年は，広報

になりますが，７月１０日と１１日にオンラインにて受講もできるということでございますので，御案

内をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 次に，③の本市の男女共同参画を推進する上で，県の委嘱を受けた皆様がいらっしゃるんですけど

も，地域推進員ですとか，また，民間団体との連携など，現状どのようになっているか伺いたいと思い

ます。 

 

市民部長（石神康郎君） お答えいたします。議員御承知のとおり，地域推進員につきましては，市町村
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からの推薦に基づき，鹿児島県より委嘱されることになっており，現在，本市では６名の方が地域の実

状や特性を踏まえた活動を行っております。また，本島内５市町村の推進員で構成する奄美大島男女共

同参画連絡会を立ち上げるなど，広域的な活動を始められたほか，男女共同参画あまみ会議とともに県

の啓発週間のパネル展示，及び広報を目的とした地元ラジオへの出演や講演会を開催するなど，精力的

に活動されております。本市といたしましても，関係団体と連携を図りながら，学びの場の提供や広報

活動に一層取り組んでまいりますので，御理解を賜りたいと存じます。 

 

９番（栄 ヤスエ君） ありがとうございました。しっかりと連携取れているってことと，また，本当に

奄美本島内も５市町村で，しっかりまた，連携取りながらですね，いろんな情報交換をしながら，今後

も民間とのつながりとか含めてですね，奄美市のほうもですね，主になりながら，啓発，また，この周

知に関して，活動をしていただきたいと思いますので，どうぞよろしくお願いいたします。今後も，本

市と地域推進員や民間団体との共同で，市民への，また，啓発・広報など，更に進めていただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

 次の質問でございますけれども，（２）のコロナ禍における女性の負担軽減についてでございますけ

ども，①の生理の貧困ということで，今，テレビ報道等でも聞かれると思いますけれども，日本では女

性が年間に購入する生理用品のコストは，２万円強というふうに言われております。更に，生理痛です

ね，鎮痛剤ですとか，関連用品まで含めると，負担は更に大きくなると言われております。とりわけ，

コロナ禍で家計の収入が減った世帯においては，必要な生理用品が買えない女性たちが少なくありませ

ん。３月４日の参議院予算委員会で，公明党の佐々木さやか議員が，今，世界各国の女性の月経に関す

る生理の貧困という問題について動きがありますと。生理の貧困とは，生理用品を買うお金がない，ま

た，利用できない環境にあることを指し，発展途上国のみならず，格差が広がっている先進国でも問題

になっています。例えば，イギリスでは２０２０年から全国の小学校・中学校・高校で生理用品が無償

で提供されており，フランス，ニュージーランド，また，韓国などにおきましても，同様の動きとなっ

ております。この問題は，日本でも無関係ではございませんで，日本の任意団体が行ったオンラインア

ンケート調査によりますと，日本でも５人に１人の若者が金銭的理由で生理用品を買うのに苦労した

と，こういった結果が出ております。また，個別事案としても，貧困の中で購入できない，また，ネグ

レクトなどによって親から生理用品を買ってもらえない，こういう子どもたちがいるということも聞い

ているところでございますと。日本においてもこの生理の貧困問題について，女性や子どもの貧困，児

童虐待などの観点から実態を把握し，学校での無償配布など必要な対策を検討していただきたいと思い

ますが，いかがでしょうか，という質問をされました。それに対しまして，丸川担当大臣は，抜粋しま

すが，我が国でもコロナ感染症拡大によって，女性が大きな影響を受けているということも踏まえ，文

部科学省，厚生労働省など，関係省庁とも連携をしながら，今後，何ができるのか検討してまいりたい

というふうに答弁をしております。それに伴いまして，３月２３日には，政府は新型コロナウイルス対

策で個人や事業主への支援策のため，今年度の予備費から２兆円余りの支出を閣議決定いたしまして，

その中で，女性に寄り添った相談支援に必要な経費といたしまして，１３億５，０００万円を計上して

おります。このことにより，交付金を活用した生理用品の購入も可能というふうになっております。ま

た，５月１９日現在におきましては，内閣府男女共同参画局の全国の地方公共団体の取組の調査結果に

おきまして，取組を実施しているっていうところは，または，検討しているっていう自治体の数は２４

２団体でございまして，また，その生理用品の調達元といたしましては，各自治体で備えております防

災備蓄の中に生理用品がありますが，その備蓄用品が２７７件と。次いで，予算措置が５３件となって

おります。また，企業ではまた，住民からの寄附も４２件というふうになっております。そこで，質問

でございますが，本市の防災備蓄品の生理用品が無償で配布はできないか，ということなんですが，合

わせて，この防災備蓄品の中のローリングですね，ローリングストックで，入れ替え時期も含めてです

ね，生理用品はじめ，また，紙オムツですとか，粉ミルク，食料等の入れ替えを活用した時期に合わせ
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おきまして，取組を実施しているっていうところは，または，検討しているっていう自治体の数は２４

２団体でございまして，また，その生理用品の調達元といたしましては，各自治体で備えております防

災備蓄の中に生理用品がありますが，その備蓄用品が２７７件と。次いで，予算措置が５３件となって

おります。また，企業ではまた，住民からの寄附も４２件というふうになっております。そこで，質問

でございますが，本市の防災備蓄品の生理用品が無償で配布はできないか，ということなんですが，合

わせて，この防災備蓄品の中のローリングですね，ローリングストックで，入れ替え時期も含めてです

ね，生理用品はじめ，また，紙オムツですとか，粉ミルク，食料等の入れ替えを活用した時期に合わせ
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て，そういった必要としている人たちへの無償配布ができる仕組みづくりも提案とさせていただきます

が，２つ合わせて伺います。よろしくお願いいたします。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） それでは，議員御案内のいわゆる生理の貧困問題についてお答えいたしま

す。備蓄品の話でございましたが，本市におきましては，現在，名瀬総合支所に３０パックの生理用品

を，平成３１年より防災備蓄品として保管しております。この間，台風等により開設した避難所及び避

難した方たちへ配布を行った実績はございません。生理用品の備蓄品につきましては，使用期限前には

買い替えることにしており，その際は議員が提案されますように，生理用品の無償配布も可能であると

考えております。今後，備蓄品入れ替えの時期になりましたら，どのようなニーズがあるのか調査した

上で，関係機関とも連携しながら検討してまいりたいと思っております。紙オムツと粉ミルクについて

はちょっと確認をしておりません。申し訳ございません。以上です。 

 

９番（栄 ヤスエ君） 失礼いたしました。備蓄品の活用ということで，ちょっと提案をさせていただい

たところでございますので，是非，総務のほうで，また，検討いただければと思います。生理のパック

が名瀬支所だけ，名瀬総合支所に３０パックということで，少ないか多いかではちょっとあれなんです

けども，そういったものをですね，しっかりとまた，活用していただくってことも検討をお願いしたい

と思いますので，よろしくお願いいたします。 

 防災備蓄品の活用として，全国の自治体や学校でも，生理用品の無償配布が進められていることは御

承知おきだと思いますが，例えば，東京都の品川区におきましては，区役所の窓口ですね，窓口での配

布，また，区立小学校・中学校におきましては，生理用品，また，合わせて，８３２パックを配布した

そうです。そこでまた，教育委員会は学校の個室トイレの生理用品を置くことによりまして，児童や生

徒が生理であることを先生方に打ち明けなくても自由に生理用品が使えるように，また，プライバシー

も守られるように，配置した取組をしているとしております。設置を始めてから，およそ２か月余りで

２５０個ほどが利用されたということで，生徒や保護者からも，急に学校内で生理になったときに安心

で助かったと，有り難いとの声が寄せられたそうです。そこで，質問でございますが，本市の小学校・

中学校や，また，公共施設におきましても，この個室トイレで生理用品を無償で提供できないかという

ことで，伺いたいと思います。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） 小・中学校や公共施設の個室トイレでの生理用品の無償提供についてお答

えいたします。まず，学校において，子どもたちが生理用品についての相談ですとか，悩みについて，

声に出すことはなかなか難しい問題かなと感じております。これまで，表面化することがなかったとい

う認識です。本市において，実際にどれくらいの方が悩みを抱えているのか，どれだけの方が無償配布

を望んでいるのかが，ちょっと把握できていないのが実状でございますので，御理解いただきたいと思

います。また，いわゆる生理の貧困という課題を抱えている世帯においては，そのことだけではなく，

食事のことや生活全般に困窮している状況であることが想定をされます。個々のケースについては，総

合的な視点からの直接的な支援が必要であるのではないかと思っております。しかしながら，議員がお

っしゃるように，学校や公共施設での生理用品の無償の配備が，声を出せずにいる子どもたちをさりげ

なく支援することにもつながるという，その可能性についても認識をしておりますので，今後，教育委

員会や関係機関などとも連携して，実態の把握に努めて，議員御案内の先例都市等の取組なども参考に

しながら，検討してまいりたいと思っておりますので，御理解いただきたいと思います。 

 

９番（栄 ヤスエ君） ありがとうございます。答弁いただきました。現状，急に出してきたものですの

で，実態把握はできていないっていうのは重々分かっているところなんですけども，今後の取組としま

して，しっかりと取り組んでいただきたいってことでの質問ですけども，ちなみにですね，配付の方法
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例なんですけども，東京都の豊島区におきましては，ちょうど３月８日が国際女性の日ということで，

ミモザの日なんですけど，ちなんで，ミモザの花をモチーフにしたカードをですね，区役所の福祉関係

の窓口とか，婦人相談員とかですね，そういったところのこういった窓口に置いてですね，言葉を掛け

なくても，そのカードをその職員に誰かにお渡しすれば，生理用品の入った袋がそのままいただけるっ

ていうような，そういった取組もしているそうなんですね。なので，袋の中にはですね，生理用品と共

に，やはり，市役所，行政ですので，福祉の窓口ということで，食料品，先ほど部長がおっしゃったよ

うに食料品ですとか，それにつながる女性のＤⅤですとか，そういったものの相談支援の，どこに連絡

をしたら良いかっていう相談支援のパンフレットとかリーフレット，性被害とかもいろいろありますの

で，そういったものをですね，連絡先が入ったパンフなども一緒に同封して，相談支援にもしっかり

と，言葉を交わさなくても，後々，相談支援につながるような工夫もしているということでございまし

たので，しっかりとそういったことも先進地を調べていただきまして，取組をお願いしたいと思いま

す。また，水戸市におきましては，誰一人取り残さない社会の実現のために，市民と行政がともにこの

問題を考えて，ともに明るい社会をつくっていくための取組としまして，水戸市，女性の貧困問題支援

プロジェクト実行委員会っていうものを立ち上げまして，市民の皆様からとかですね，未開封の生理用

品，使わなかったりとかする，そういったものの寄附を募りまして，必要な方に届ける，みとちゃん・

ミモザ・プロジェクトというものを開始しているそうです。その中で５月２３日までには３，０００も

のセットの寄附が寄せられたとの記事がありましたので，お金を使うだけではないんですけども，こう

いった市民の方々たちに働きかけをして，寄附をいただくような取組等もやっているところがございま

すので，是非，参考にしていただきたいというふうに思っております。 

 次の質問ですけれども，困難に直面する，コロナ禍の中で困難に直面する女子児童や生徒が，声を上

げやすい教育現場の対応について，伺いたいと思いますが，やはり，生理に特化したあれなんですが，

生理の早い子どもさんで小学校２年生ぐらいから始まるといわれております。家庭の経済的な問題やネ

グレクトなどによりまして，十分な生理用品が手に入らないなど，学校でも急に生理が始まってしまっ

て，男性の，例えば担任の先生が男性だったら，やっぱり，思春期の子どもたちっていうのはなかなか

声が出しにくい。で，男性の先生に言い出しにくいなどで困っている児童・生徒に対しまして，トイレ

に行けばちゃんとその，必ず生理用品が揃えてあるというふうに，そういったことはもう普通にできる

ようにすればですね，安心感と，子どもたちがストレスに晒されなく学校生活を過ごせる環境になると

思います。今日，上のほうに奄美小学校の子どもたちが来られてますけども，ありがとうございます。

そのような中で，やはり，子どもたちが本当に安心・安全で過ごせるような環境になればというふうに

思っておりますので，御答弁お願いいたします。 

 

教育長（村田達治君） それでは，議員の御質問にお答えさせていただきます。女子児童や生徒が女子特

有の困難に直面し，担任に相談がしづらい状況にある場合は，養護教諭，それから，女性教諭を窓口と

いたしまして，話を聞いたり，アドバイスをしたりしながら対処をしているところでございます。特に

性に関する指導の時間につきましては，養護教諭を中心にしまして，担任と連携を図りながら，正しい

知識や対処法について学んだり，それから，お互いの関係性を深めて相談しやすい環境をつくったりし

まして，児童・生徒が安心して学校生活を送れるようにしております。また，保健室には生理用品や緊

急時の替えの下着，それから，標準服等も準備しておりまして，緊急時の困難にも対処できるようにし

ております。更に，養護教諭や女性教諭に相談しづらい児童・生徒につきましても，スクールカウンセ

ラーと相談する機会を設定するなど，学校として関係機関と連携しながら対応してまいりたいと，その

ように考えております。以上でございます。 

 

９番（栄 ヤスエ君） ありがとうございます。先日，実際に学校現場を訪れまして，市内の小学校，う

ちの奄美小学校ですね，と，名瀬小学校のほうを訪ねまして，トイレ事情とかですね，視察をしまし
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例なんですけども，東京都の豊島区におきましては，ちょうど３月８日が国際女性の日ということで，

ミモザの日なんですけど，ちなんで，ミモザの花をモチーフにしたカードをですね，区役所の福祉関係

の窓口とか，婦人相談員とかですね，そういったところのこういった窓口に置いてですね，言葉を掛け

なくても，そのカードをその職員に誰かにお渡しすれば，生理用品の入った袋がそのままいただけるっ

ていうような，そういった取組もしているそうなんですね。なので，袋の中にはですね，生理用品と共

に，やはり，市役所，行政ですので，福祉の窓口ということで，食料品，先ほど部長がおっしゃったよ

うに食料品ですとか，それにつながる女性のＤⅤですとか，そういったものの相談支援の，どこに連絡

をしたら良いかっていう相談支援のパンフレットとかリーフレット，性被害とかもいろいろありますの

で，そういったものをですね，連絡先が入ったパンフなども一緒に同封して，相談支援にもしっかり

と，言葉を交わさなくても，後々，相談支援につながるような工夫もしているということでございまし

たので，しっかりとそういったことも先進地を調べていただきまして，取組をお願いしたいと思いま

す。また，水戸市におきましては，誰一人取り残さない社会の実現のために，市民と行政がともにこの

問題を考えて，ともに明るい社会をつくっていくための取組としまして，水戸市，女性の貧困問題支援

プロジェクト実行委員会っていうものを立ち上げまして，市民の皆様からとかですね，未開封の生理用

品，使わなかったりとかする，そういったものの寄附を募りまして，必要な方に届ける，みとちゃん・

ミモザ・プロジェクトというものを開始しているそうです。その中で５月２３日までには３，０００も

のセットの寄附が寄せられたとの記事がありましたので，お金を使うだけではないんですけども，こう

いった市民の方々たちに働きかけをして，寄附をいただくような取組等もやっているところがございま

すので，是非，参考にしていただきたいというふうに思っております。 

 次の質問ですけれども，困難に直面する，コロナ禍の中で困難に直面する女子児童や生徒が，声を上

げやすい教育現場の対応について，伺いたいと思いますが，やはり，生理に特化したあれなんですが，

生理の早い子どもさんで小学校２年生ぐらいから始まるといわれております。家庭の経済的な問題やネ

グレクトなどによりまして，十分な生理用品が手に入らないなど，学校でも急に生理が始まってしまっ

て，男性の，例えば担任の先生が男性だったら，やっぱり，思春期の子どもたちっていうのはなかなか

声が出しにくい。で，男性の先生に言い出しにくいなどで困っている児童・生徒に対しまして，トイレ

に行けばちゃんとその，必ず生理用品が揃えてあるというふうに，そういったことはもう普通にできる

ようにすればですね，安心感と，子どもたちがストレスに晒されなく学校生活を過ごせる環境になると

思います。今日，上のほうに奄美小学校の子どもたちが来られてますけども，ありがとうございます。

そのような中で，やはり，子どもたちが本当に安心・安全で過ごせるような環境になればというふうに

思っておりますので，御答弁お願いいたします。 

 

教育長（村田達治君） それでは，議員の御質問にお答えさせていただきます。女子児童や生徒が女子特

有の困難に直面し，担任に相談がしづらい状況にある場合は，養護教諭，それから，女性教諭を窓口と

いたしまして，話を聞いたり，アドバイスをしたりしながら対処をしているところでございます。特に

性に関する指導の時間につきましては，養護教諭を中心にしまして，担任と連携を図りながら，正しい

知識や対処法について学んだり，それから，お互いの関係性を深めて相談しやすい環境をつくったりし

まして，児童・生徒が安心して学校生活を送れるようにしております。また，保健室には生理用品や緊

急時の替えの下着，それから，標準服等も準備しておりまして，緊急時の困難にも対処できるようにし

ております。更に，養護教諭や女性教諭に相談しづらい児童・生徒につきましても，スクールカウンセ

ラーと相談する機会を設定するなど，学校として関係機関と連携しながら対応してまいりたいと，その

ように考えております。以上でございます。 

 

９番（栄 ヤスエ君） ありがとうございます。先日，実際に学校現場を訪れまして，市内の小学校，う

ちの奄美小学校ですね，と，名瀬小学校のほうを訪ねまして，トイレ事情とかですね，視察をしまし
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て，また，実際に保健室の養護教諭の方からも，また，学校の現状をお聞きすることがありました。先

ほど，教育長がおっしゃったとおりの内容でございましたけども，やはり，そういったところで女性の

教諭がいないところとかはもう本当に困るのではないかというふうに思い，なかなか声を上げられない

ってことも実際聞かせていただきましたけども，小学校と中学校では少し，段階的，年齢的に違うとは

思いますけれども，しっかりとまた，そういった女性教諭をしっかり，気付きがですね，男性の教諭で

あっても，ちゃんと気付きができるような形でですね，今後，そういった配慮もお願いしたいと思いま

す。そういったストレスがないようにということで，今回はしっかりトイレに，その生理用品があるっ

ていうのを当たり前にするということで，提案をさせていただいているところでございますので，是

非，お願いしたいと思います。学校現場から，例えば，トイレの生理の用品を配置するとして，しっか

りまた，提案を，どのような形で提示をするのかとか，そういったものも提案をしてほしいってことで

言われましたので，やっぱり，トイレの形状によってもその置く場所だったりとか，吊るすところとか

も変わってくると思います。設施に関しても各学校のトイレの形状の違いもあると思いますので，壁に

吊り下げるですとか，箱に置いて箱の中に入れてそこに置くとか，棚があるとこにはそこに置くとか，

そういった工夫もですね，実際，提案をしていただきまして，是非，配置のほうを進めていただきたい

と思いますので，よろしくお願いいたします。 

 次の質問でございますけれども，コロナ禍において，全国的に女性や若者の自殺者数とか，また，Ｄ

Ｖの相談も増加をしているというふうに聞いております。これもまた，声が上げにくい市民にとって，

窓口に来れなくても，ＬＩＮＥですとかＳＮＳなど，気軽に相談できるツールも必要と考えますけれど

も，先ほどの議員の答弁の中で，婦人相談の件数が２０４件ってことでしたね。で，また，内６４件が

子育てに関するものというふうな数も出てまいりました。４番，５番，一緒に質問させていただきま

す。４番の若い世代に合ったツールでの相談支援について伺います。そして，また，５番の本市におけ

る相談支援の現状について，改めて伺いたいと思います。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） それでは，お答えいたします。本市における若い世代の方たちからの相談

業務ということで，ＤⅤですとか虐待，養育支援等の相談を受ける相談員としまして，福祉政策課に婦

人相談員と家庭相談員，それぞれ１名ずつ，それから，健康増進課の中に子育て世代包括支援センター

というのがありまして，助産師と保健師を配置しているということで，相談用の手段として，公用のス

マートフォンをそれぞれ１台ずつ配備しております。で，議員のおっしゃるＬＩＮＥとかでの相談とい

うお話しなんですが，一度相談を受けた方が，基本的には面接とか電話でしてるんですけども，継続し

た支援が必要だというような場合と，本人の了解が得られた場合，そのときはＬＩＮＥを使った対応も

しているというところです。議員がおっしゃるとおり，その気軽さですとか，対面で上手く話せないこ

とも文章なら伝えやすいとかいうメリットもあって，よく活用されているという認識でございます。た

だ，最初のですね，相談のしやすさというところでなんですけども，初期段階の相談は，本人の言葉だ

けではなくて，表情や仕草などの情報収集も必要であるという認識でありますので，対面での相談が不

可欠であると思っております。したがって，初回の相談については，ＬＩＮＥだけでは伝わらない部分

もあることと，一定の信頼関係も必要ではないかと考えておりますので，当初の段階ではスマートフォ

ンの利用はしておりません。ＬＩＮＥの活用については，お互いの信頼関係が構築された継続ケースの

み使用しているというのが現状でございます。ただ，相談のしやすい体制づくりというのは，議員のお

っしゃるとおり必要だと思っております。相談内容を問わず，どんな悩みでも気軽に相談できるよう周

知するとともに，来所が困難な場合は訪問を行うとかいう方法も，市民に寄り添った対応を心掛けたい

と思っておりますので，よろしくお願いいたします。 

 それから，相談件数等についてでございます。婦人相談員，家庭相談員の相談の中身，先ほど，申し

上げたとおり，２０４件でございます。ＤＶ関係は１２件，延べ件数です。実人数として８名ありまし

た。令和元年度に一昨年は１３件ですので，コロナの中で増えたと全国的には言われておりますが，奄
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美市の場合には横ばい状態ではないかと思われます。年代別の数字もございます。４０代がやっぱり，

一番相談が多いということで，２９パーセント，次に，３０代が２５パーセントとなっております。相

談の中身は，経済的なことについての相談が４６パーセント，離婚に関する相談が２０パーセント。３

番目に相談の多かった年代は６５歳から７５歳の間，相談の中身は離婚問題が３９パーセント，経済的

なことに関するのが３６パーセントとなっております。具体的な中身では，コロナ禍が影響したことに

よることだと思われますが，コロナの影響で店を閉めて，ずっと家に夫婦でいる時間が増えてから，暴

言，暴力を振るわれそうになったという相談もあったようでございます。しかしながら，本市における

相談内容で最も多いのは，生活困窮関係の経済的な部分が多いのではないかと考えておりますが，これ

からも相談者の状況確認や関係機関との連携等により，相談内容に沿った支援を実施していきたいと思

っておりますので，よろしくお願いいたします。 

 

９番（栄 ヤスエ君） 詳細にわたる答弁，本当にありがとうございました。奄美市の現状がしっかりと

分かることができました。確かに市民にしっかりと寄り添いながらですね，アウトリーチも本当に必要

だと思っておりますので，見つけ出すことも大事だと思いますので，是非，お願いしたいと思います。

本市においても，生理の貧困をはじめとする女性の負担軽減に対して，誰一人取り残さない社会を実現

するためにも，積極的な取組を要望いたします。また，生理の貧困にとどまらず，表面化しにくい女性

特有の課題というのも，先ほど詳細もありましたけども，あると思いますので，しっかりとそういった

実態もですね，把握に努めていただきまして，寄り添う支援体制を構築していただきたいというふうに

要望いたします。 

 次の質問でございますけれども，防災について質問させていただきます。国は近年，激甚化する自然

災害では，高齢者や障害者などの災害弱者が逃げ遅れ，犠牲になるケースがあるため，事前に一人ひと

りの避難方法を決めておく，個別計画策定を義務化をいたしました。避難行動要支援護者を個別計画で

は，要援護者ごとの避難方法や，また，避難先，手助けをする人などを明記したものです。対象者全員

の計画を策定済みの市町村は，全国でまだ１割程度にとどまるということで，内閣府におきましては，

この改正法等を並行いたしまして，作成経費を支援する新たな地方交付税を措置しております。今後，

５年程度でハザードマップ上で危険な地域に住む介護が必要な高齢者など，推計２５０万人の計画策定

を優先するとしております。作成が円滑に進みますように，要支援者の状況を把握している福祉専門職

などの連携強化も図るとしておりますけれども，一つ目の質問ですが，改正災害対策基本法が５月２０

日に改正されまして，災害時に支援が必要な高齢者や障害者，また，災害弱者ごとの個別計画の策定が

義務になったが，本市の現状について伺いたいと思います。 

 

市長（朝山 毅君） 私のほうで栄議員に御答弁させていただきます。議員お尋ねの個別計画につきまし

ては，災害時に支援が必要な高齢者等の避難行動，要支援者一人ひとりに避難場所，情報伝達方法や避

難を支援する避難支援者などを定めた個別の避難支援計画がございます。作成方法につきましては，市

町村が作成している避難行動要支援者名簿に登録された要支援者が同意をすれば，自治会や民生委員，

福祉関係機関等に名簿が提供され，市町村や自治会などは要支援者と協議をして，支援計画を作成いた

します。要支援者の同意，地域の高齢化による人材不足に加え，対象者も多く，避難支援者の確保など

課題も多いことから，全国的にも，策定済み自治体は令和元年の３月末現在で，全国で１２．１パーセ

ントと，策定率は低い状況にございます。県内自治体の策定状況につきましても，すべて策定済みが１

９パーセント，一部策定済みが４９パーセント，未策定３３パーセントとなっております。本市におい

ては，一部策定済みの状況下にございます。本市の策定状況につきましては，昨年度，自主防災組織，

２組織や，福祉関係機関などとも連携をして，一部地域の策定を行っているところでございます。しか

しながら，今後も出前講座や各種訓練を通して，地域防災意識の醸成や人材育成を図るとともに，自主

防災組織，福祉関係機関とも連携した，個別計画の策定，支援，周知を進めてまいりたいと存じますの
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美市の場合には横ばい状態ではないかと思われます。年代別の数字もございます。４０代がやっぱり，

一番相談が多いということで，２９パーセント，次に，３０代が２５パーセントとなっております。相

談の中身は，経済的なことについての相談が４６パーセント，離婚に関する相談が２０パーセント。３

番目に相談の多かった年代は６５歳から７５歳の間，相談の中身は離婚問題が３９パーセント，経済的

なことに関するのが３６パーセントとなっております。具体的な中身では，コロナ禍が影響したことに

よることだと思われますが，コロナの影響で店を閉めて，ずっと家に夫婦でいる時間が増えてから，暴

言，暴力を振るわれそうになったという相談もあったようでございます。しかしながら，本市における

相談内容で最も多いのは，生活困窮関係の経済的な部分が多いのではないかと考えておりますが，これ

からも相談者の状況確認や関係機関との連携等により，相談内容に沿った支援を実施していきたいと思

っておりますので，よろしくお願いいたします。 

 

９番（栄 ヤスエ君） 詳細にわたる答弁，本当にありがとうございました。奄美市の現状がしっかりと

分かることができました。確かに市民にしっかりと寄り添いながらですね，アウトリーチも本当に必要

だと思っておりますので，見つけ出すことも大事だと思いますので，是非，お願いしたいと思います。

本市においても，生理の貧困をはじめとする女性の負担軽減に対して，誰一人取り残さない社会を実現

するためにも，積極的な取組を要望いたします。また，生理の貧困にとどまらず，表面化しにくい女性

特有の課題というのも，先ほど詳細もありましたけども，あると思いますので，しっかりとそういった

実態もですね，把握に努めていただきまして，寄り添う支援体制を構築していただきたいというふうに

要望いたします。 

 次の質問でございますけれども，防災について質問させていただきます。国は近年，激甚化する自然

災害では，高齢者や障害者などの災害弱者が逃げ遅れ，犠牲になるケースがあるため，事前に一人ひと

りの避難方法を決めておく，個別計画策定を義務化をいたしました。避難行動要支援護者を個別計画で

は，要援護者ごとの避難方法や，また，避難先，手助けをする人などを明記したものです。対象者全員

の計画を策定済みの市町村は，全国でまだ１割程度にとどまるということで，内閣府におきましては，

この改正法等を並行いたしまして，作成経費を支援する新たな地方交付税を措置しております。今後，

５年程度でハザードマップ上で危険な地域に住む介護が必要な高齢者など，推計２５０万人の計画策定

を優先するとしております。作成が円滑に進みますように，要支援者の状況を把握している福祉専門職

などの連携強化も図るとしておりますけれども，一つ目の質問ですが，改正災害対策基本法が５月２０

日に改正されまして，災害時に支援が必要な高齢者や障害者，また，災害弱者ごとの個別計画の策定が

義務になったが，本市の現状について伺いたいと思います。 

 

市長（朝山 毅君） 私のほうで栄議員に御答弁させていただきます。議員お尋ねの個別計画につきまし

ては，災害時に支援が必要な高齢者等の避難行動，要支援者一人ひとりに避難場所，情報伝達方法や避

難を支援する避難支援者などを定めた個別の避難支援計画がございます。作成方法につきましては，市

町村が作成している避難行動要支援者名簿に登録された要支援者が同意をすれば，自治会や民生委員，

福祉関係機関等に名簿が提供され，市町村や自治会などは要支援者と協議をして，支援計画を作成いた

します。要支援者の同意，地域の高齢化による人材不足に加え，対象者も多く，避難支援者の確保など

課題も多いことから，全国的にも，策定済み自治体は令和元年の３月末現在で，全国で１２．１パーセ

ントと，策定率は低い状況にございます。県内自治体の策定状況につきましても，すべて策定済みが１

９パーセント，一部策定済みが４９パーセント，未策定３３パーセントとなっております。本市におい

ては，一部策定済みの状況下にございます。本市の策定状況につきましては，昨年度，自主防災組織，

２組織や，福祉関係機関などとも連携をして，一部地域の策定を行っているところでございます。しか

しながら，今後も出前講座や各種訓練を通して，地域防災意識の醸成や人材育成を図るとともに，自主

防災組織，福祉関係機関とも連携した，個別計画の策定，支援，周知を進めてまいりたいと存じますの
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で，どうか御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

９番（栄 ヤスエ君） 分かりました。本市としては一部ということで，まだまだ進みが足りないってこ

とで課題が見えてまいりましたので，しっかりとまた，この自主防災組織のあるところ，また，ないと

ころも本当に，市内では，笠利や住用もほとんどあるんですけど，やっぱり，市内でないところもあり

ますので，そこの課題をどうやってクリアするかってところが，本当に課題だと思いますので，そうい

ったところは帳簿別にとか，いろいろ，防災会もつくっているところもありますので，そういったとこ

ろともしっかりと協議をしながら，やはり，この要援護者の皆様が，本当に一人も犠牲にならないよう

に，しっかりと信用できるですね，個別計画をつくっていただきたいというふうに要望いたします。よ

ろしくお願いいたします。 

 次の質問ですけれども，自治体が発令する避難情報が，避難指示ということで一本化されました。広

域避難の円滑化もこのことによりまして図られるとされております。改正法においては，自治体が発令

する避難情報について，避難勧告を廃止，避難指示に一本化。本来，避難を始めるべき避難勧告のタイ

ミングで避難せず，逃げ遅れる事例が起きているためで，従来の勧告の段階から避難指示を行い，情報

を分かりやすくしているということです。また，災害が発生する恐れがある段階で，国の災害対策本部

を設置できるようにすることによりまして，政府から都道府県知事や交通事業者に，避難先や移送手段

の確保のための指示が出せるようになったということで，これで広域避難などの円滑化を図るとしてお

ります。昨年９月の台風１０号におきましては，避難勧告の発令が早く，雨風がまだ弱い中での避難が

できたと考えております。日頃は避難所への避難をされない市民の方々も，危機感を持ちながら多くの

市民が避難所への避難をされたと記憶しております。また，市民の中には，コロナ禍での避難所への避

難を躊躇され，自宅にとどまる人もおられたと考えております。今後，また，今，６月，７月，８月，

９月と，台風シーズンも近くなってまいりました。千葉県南房総市におきましては，飲食店などの混雑

状況を提供している株式会社バカンというところがございますけども，あそこと協定を結びまして，災

害時に開設した避難所の混み具合を，スマートフォンなどでも誰もが確認できるサービスを開始してい

るというふうに聞いております。コロナ禍の災害時に必要な分散避難も期待を，このことによりまして

期待ができると。で，この南房総市のサービスは，株式会社バカンが専用サイトのリアルタイム空き情

報配信プラットフォームってことで，これ，無料，無償で提供されているそうなんですけども，このサ

イトの地図上に市内３４か所の避難所を示しまして，災害時に避難所が開設されますと４段階で混み具

合を表示がされるということで，一つ目が空き状況，空いているということ，二つ目がやや混雑で５０

パーセント，三つ目が混雑７０パーセント，四つ目がもう満室であるっていう，この４段階で混み具合

を表示できるということになっております。地図と混雑状況の情報を合わせて表示することにより，利

用者がスマホやパソコンを使って一目で分かることがサービスの特徴であると。家から近い避難所が混

雑してる場合であっても，すぐに別の避難所を探せるっていうことと，また，徒歩で数十分かけて避難

所に向かい，また，満室でたらい回しにされる可能性も，ほぼなくなるとしております。そこで，質問

でございますが，本市における災害時の避難所の混み具合をスマートフォンなどで確認ができる，専用

サイトの導入ができないかということで伺いたいと思います。 

 

総務部長（三原裕樹君） お答えいたします。議員御紹介の専用サイトにつきましては，スマートフォン

やパソコンなどのインターネット端末から利用することができ，避難者が混雑状況を事前に確認をして

避難できるなど，感染症対策にも有効なシステムであります。現在，県内では日置市，鹿児島市，薩摩

川内市，姶良市，長島町の５市町が導入をしているという状況でございます。これまで本市の避難所の

開設情報につきましては，ホームページやエリアメール，各種マスコミを通じて広報しており，昨年度

新型コロナ禍の中，多くの方が避難をされた台風１０号では，避難所の開設情報や満員で受け入れので

きない避難所を，随時ホームページ等で広報をしておりました。しかしながら，詳細な混雑状況までは
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周知できておらず，避難所の感染症対策の課題として，協議をしてきたところでございます。専用サイ

トの導入につきましては，同課題に有効な手段であり，現在，本市独自の専用サイトのテストモデル，

これを立ち上げておりまして，今，現在，関係各課と協議をしながら，より良いサイトの構築に向けて

取り組んでいる最中でございます。いずれにいたしましても，市民の皆様が使いやすく，分かりやすい

専用サイトを目指し，安心して避難できるよう関係各課と協力をしてまいりたいというふうに考えてお

ります。以上でございます。 

 

９番（栄 ヤスエ君） ありがとうございます。今，テストモデルもされていらっしゃる，使っていらっ

しゃるということで，しっかりとまた，各市町村ですね，５市町村，県のほうで，鹿児島県の中では取

り入れてるということで。この避難所だけではなくてですね，このバカンはですね，いろんな交通網で

すとか，いろんなところの情報の混み具合とかの，ほかの別のサイトも，サイトっていうか，あるよう

ですので，そういったことも鑑みながらですね，この避難所だけではなくって，ほかの使い方もあると

思いますので，しっかりと研究していただきたいというふうに思っておりますので，よろしくお願いい

たします。 

 次の質問に入ります。本市の災害時における避難所開設は，主に職員が，先ほどありましたチャット

ボットを使いながら，避難所の情報を使いながら，チャットボットじゃなくてＬｏＧｏチャットです

ね，ＬｏＧｏチャットで，災害があったときには市の職員にそれぞれ連絡がいって，市の職員が避難所

の管理者から鍵を開けてもらって，職員が避難者の把握など，運営をしていると認識をしております。

愛知県の豊橋市におきましては，避難所開設をスムーズにするために，初動ボックスというものを全指

定避難所のほうに配備しておりまして，防災訓練を行う中で，避難所を開設する際に，最初に何をすれ

ばいいのか分からないというふうな，たぶん先に，職員が行って，その住民の中心者の方，区長さんと

か自治会とか，学校の関係者だとかなると思いますけども，そういったときに今，現状では，訓練がさ

れているところは良いんですけども，最初，避難所に行ったときに何をすれば良いのか分からないとい

うのが現状だと思いますが，そういった住民の意見が多かったっていうところがきっかけとなりまし

て，作成をしたということなんですが，発災後の混乱時に誰が来ても避難所開設を行えることを重視い

たしまして，初動に必要なものを一つのボックスにまとめたということで，中でも運営委員が安心して

開設作業を進められるように，必要な手順を分かりやすくサポートするのが，避難所開設アクションカ

ードっていうのがありまして，避難所運営マニュアルですとか，また，新型コロナウイルス感染症に配

慮したガイドラインをもとに，鍵の入手の仕方ですとか，鍵の安全確認，そして，３か所の受付設置，

事前ですとか総合，体調不良者のための受付，専門用受付，また，４番目に居住スペースの仕分けです

ね，段ボールのとか，仕分けですとか，ソーシャルディスタンスの確保をするとか，また，簡易トイレ

の設置をどこにするかなどなど，詳細にわたって実施方法や危険かどうかの判断基準など，写真でしっ

かりと作っていただいて，写真とか図面を活用して，分かりやすく表示をしているというふうになって

おります。そのカードの順番どおりに，最初に行った人が，次は何をすれば良いっていう，こう，めく

っていけば，次に何をすれば良いのか，また，一目で分かるようになっていると。発災時のパニックを

防止するとともに，安全に避難所を開設するまでの，このシナリオの役割をそのボックスがしていると

いうふうに聞いております。で，質問になりますけども，この災害時の避難所開設を迅速にかつ円滑に

行うための，本市の指定避難所に，この初動活動ボックスというものをですね，設置はできないかとい

うことで，伺いたいと思います。 

 

総務部長（三原裕樹君） 議員から御案内のありました愛知県豊橋市の事例につきましては，我々も確認

をさせていただきました。先ほどございましたが，本市では災害対策本部とのまず，連絡要員というこ

ともございまして，市職員が避難所開設を行っており，必要な名簿など，資機材についても職員がその

都度持ち込んで，現在，対応をしているところでございます。避難所開設にあたりましては，いち早い
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周知できておらず，避難所の感染症対策の課題として，協議をしてきたところでございます。専用サイ

トの導入につきましては，同課題に有効な手段であり，現在，本市独自の専用サイトのテストモデル，

これを立ち上げておりまして，今，現在，関係各課と協議をしながら，より良いサイトの構築に向けて

取り組んでいる最中でございます。いずれにいたしましても，市民の皆様が使いやすく，分かりやすい

専用サイトを目指し，安心して避難できるよう関係各課と協力をしてまいりたいというふうに考えてお

ります。以上でございます。 

 

９番（栄 ヤスエ君） ありがとうございます。今，テストモデルもされていらっしゃる，使っていらっ

しゃるということで，しっかりとまた，各市町村ですね，５市町村，県のほうで，鹿児島県の中では取

り入れてるということで。この避難所だけではなくてですね，このバカンはですね，いろんな交通網で

すとか，いろんなところの情報の混み具合とかの，ほかの別のサイトも，サイトっていうか，あるよう

ですので，そういったことも鑑みながらですね，この避難所だけではなくって，ほかの使い方もあると

思いますので，しっかりと研究していただきたいというふうに思っておりますので，よろしくお願いい

たします。 

 次の質問に入ります。本市の災害時における避難所開設は，主に職員が，先ほどありましたチャット

ボットを使いながら，避難所の情報を使いながら，チャットボットじゃなくてＬｏＧｏチャットです

ね，ＬｏＧｏチャットで，災害があったときには市の職員にそれぞれ連絡がいって，市の職員が避難所

の管理者から鍵を開けてもらって，職員が避難者の把握など，運営をしていると認識をしております。

愛知県の豊橋市におきましては，避難所開設をスムーズにするために，初動ボックスというものを全指

定避難所のほうに配備しておりまして，防災訓練を行う中で，避難所を開設する際に，最初に何をすれ

ばいいのか分からないというふうな，たぶん先に，職員が行って，その住民の中心者の方，区長さんと

か自治会とか，学校の関係者だとかなると思いますけども，そういったときに今，現状では，訓練がさ

れているところは良いんですけども，最初，避難所に行ったときに何をすれば良いのか分からないとい

うのが現状だと思いますが，そういった住民の意見が多かったっていうところがきっかけとなりまし

て，作成をしたということなんですが，発災後の混乱時に誰が来ても避難所開設を行えることを重視い

たしまして，初動に必要なものを一つのボックスにまとめたということで，中でも運営委員が安心して

開設作業を進められるように，必要な手順を分かりやすくサポートするのが，避難所開設アクションカ

ードっていうのがありまして，避難所運営マニュアルですとか，また，新型コロナウイルス感染症に配

慮したガイドラインをもとに，鍵の入手の仕方ですとか，鍵の安全確認，そして，３か所の受付設置，

事前ですとか総合，体調不良者のための受付，専門用受付，また，４番目に居住スペースの仕分けです

ね，段ボールのとか，仕分けですとか，ソーシャルディスタンスの確保をするとか，また，簡易トイレ

の設置をどこにするかなどなど，詳細にわたって実施方法や危険かどうかの判断基準など，写真でしっ

かりと作っていただいて，写真とか図面を活用して，分かりやすく表示をしているというふうになって

おります。そのカードの順番どおりに，最初に行った人が，次は何をすれば良いっていう，こう，めく

っていけば，次に何をすれば良いのか，また，一目で分かるようになっていると。発災時のパニックを

防止するとともに，安全に避難所を開設するまでの，このシナリオの役割をそのボックスがしていると

いうふうに聞いております。で，質問になりますけども，この災害時の避難所開設を迅速にかつ円滑に

行うための，本市の指定避難所に，この初動活動ボックスというものをですね，設置はできないかとい

うことで，伺いたいと思います。 

 

総務部長（三原裕樹君） 議員から御案内のありました愛知県豊橋市の事例につきましては，我々も確認

をさせていただきました。先ほどございましたが，本市では災害対策本部とのまず，連絡要員というこ

ともございまして，市職員が避難所開設を行っており，必要な名簿など，資機材についても職員がその

都度持ち込んで，現在，対応をしているところでございます。避難所開設にあたりましては，いち早い
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情報の収集を行いながら，早めの避難所開設に努めているところでございます。また，避難所閉設後に

は，関係部署と情報共有を図るため意見交換を行い，課題の洗い出しなど，より良い避難所運営に向け

ての取組もその都度進めております。議員御提案の初動ボックスの設置などにつきましては，有効な手

段の一つと考えておりますものの，本市の指定避難所の管理者がそれぞれ異なる状況にございます。そ

ういったことから，管理者との連絡調整など，課題もございます。そのようなことから，避難所開設や

運営について，自主防災組織の充実や各種訓練を通して，市，自治会，地域住民一体となった取組を進

めている最中でございますので，これらの取組と併せて検討させていただきたいというふうに考えてお

ります。以上でございます。 

 

９番（栄 ヤスエ君） ありがとうございます。しっかりとまた，こういったこともですね，誰が行って

もできるような形にするっていうことも大事だと思いますので，しっかりとまた，管理者等も含めてで

すね，検討課題にしていただきまして，是非，進めていただきたいというふうに思っております。 

 次の質問に入りますけども，避難所の運営マニュアル作成の現状ということで，前も質問させていた

だきましたけども，これもまた，住民主体で運営マニュアルは作成するものと考えておりますけども，

実際こう，奄美市において，その運営マニュアルができているところがあるかどうか，また，確認の現

状を伺いたいと思います。 

 

総務部長（三原裕樹君） マニュアルにつきましては，避難所開設における初動体制の確立や開設時の迅

速な行動指針，避難所内のレイアウトなど，平時と発災後の２パターンに分け，状況の違いに応じた展

開を分かりやすく説明する資料として，平成３０年５月に策定をいたしております。昨今の災害でも，

大規模災害時の長期にわたる避難所運営においては，避難者の支え合いの精神と，避難者，地域，市が

相互に協力・連携をし，運営することが必要不可欠でございます。本市のマニュアルにつきましても，

大規模災害時を想定し，避難者，地域住民が円滑に避難所運営に加わることができるように，項目ごと

にリスト化をし，避難所の管理運営について理解をし，活動しやすいものとなっておりますものの，状

況に応じた運営も必要となってきますことから，チェックリスト化をいたしまして，分かりやすい工夫

なども行ってまいりました。いずれにいたしましても，災害時における避難所運営につきましては，行

政，住民など，相互の理解と協力が重要でございますので，あらゆる機会を通じて周知を図ってまいり

たいというふうに考えております。 

 

９番（栄 ヤスエ君） 御答弁ありがとうございました。なかなか進みができないということでしたけれ

ども，しっかりとまた，こういったこともですね，今，コロナ禍でもありますし，また，今，男女共同

参画のほうで，内閣府のほうで，女性の視点に立った避難所運営のマニュアルといったことも今，進め

られ，第５次の男女共同参画の基本の中で計画で出ておりますので，そういったことも，しっかりとま

た，いろんな角度で入れていただきまして，住民とまた，行政の職員と共同でできるような形で，マニ

ュアル作成もお願いしたいと思います。先日，市内の小俣自治会の老人クラブに行きましたら，台風シ

ーズンに入る前に，全員の，老人クラブの全員のための３０人分の防災バッグってことで，いろんな備

品が入ったものを準備をされておりました。バッグの中には，個人で必要なものも準備して入れますと

いうことでおっしゃってまして，やはり，そういった自助の，これはちょっと，自助・共助・公助の自

助のほうですけれども，そういった災害を前にですね，市民レベルでこういった，自分たちの身は自分

たちで守るという形で，いろんな防災バッグとかの準備も進めている自治会等もありましたので，日頃

の準備と備えをですね，しっかりと意識していただいて，自助・共助・公助ということで，互助もあり

ますけども，しっかり，市民と連携をしながらですね，防災の取組を今後とも，奄美市としてもお願い

したいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 次に，最後の質問になりますが，教育行政について伺いたいと思います。令和元年１０月１７日に，
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文部科学省より公表されました，平成３０年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関

する調査によりますと，全国の国公私立小・中学校における不登校児童生徒数は，１６万４，５２８人

と，平成２５年度調査から６年連続で増加をしているとしています。鹿児島県におきましては，令和元

年度の不登校児童生徒は小学校で４６６人，中学校で１，５１１人，高校で７２６人，合計で２，７０

３人。その中で，不登校の２，７０３人の中で，フリースクールなど民間の施設へ通う児童生徒が，小

学校で６８人，中学校で３３７人となっております。そこで質問です。本市における不登校児童生徒の

現状について，過去３年間の数字をお示しください。よろしくお願いいたします。 

 

教育長（村田達治君） 議員の御質問にお答えいたします。本市における不登校児童生徒数は，平成３０

年度については，小学校６名，中学校１６名の，合計２２名。それから，令和元年度につきましては，

小学校５名，中学校１５名の，合計２０名。令和２年度については，小学校５名，中学校１０名，合計

１５名となっております。過去３年間の傾向といたしましては，年々減少傾向にあると言えると思いま

す。以上でございます。 

 

９番（栄 ヤスエ君） 本市においては年々減少にあるということで，今，御答弁がございました。本市

の不登校児童生徒の居場所の現状ということで，不登校，学校に来れないことですね，市役所内に設置

しております適応指導教室と，本市の委託事業での学習支援の場所が，市内に２か所あるというふうに

認識しておりまして，そこが居場所ということで確保しているということは認識しておりますけれど

も，次の質問ですけども，そのような場所にも行けない児童・生徒の把握というのは，教育委員会とし

てはどのように把握されているのか伺いたいと思います。 

 

教育長（村田達治君） お答えいたします。学校とか，それから，適応教室などに行くことができない児

童生徒につきましては，学校とスクールソーシャルワーカーと連携を図りながら，家庭訪問等を行って

児童・生徒の把握に努めているところでございます。また，学校におきましては，登校できなくなった

児童生徒の気持ちに寄り添いながら，保健室等の別室登校や，適応指導教室，児童生徒が休養できる場

を選択肢として進めているところでありまして，社会的自立に向けた支援をしているところでございま

す。以上でございます。 

 

９番（栄 ヤスエ君） 現状としましては，ソーシャルワーカー等と含めて，学校の先生と家庭訪問とい

う形で把握をしているというふうに認識をいたしました。ありがとうございます。平成２８年１２月７

日に，義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律というものが成立

をいたしまして，平成２９年３月には基本方針も策定をされまして，これによって不登校児童生徒への

多様で適切な教育機会の確保の，重要であるということから，文部科学省が，令和２年度は，不登校児

童生徒に対する支援推進事業を新規に予算を付けて取組を始めております。この問題を取り上げました

のは，文教厚生委員会の所管事務調査で，前になりますけども，東京のフリースクールで何十年もされ

てらっしゃいます，東京のシューレいうところのフリースクールを視察をさせていただきまして，その

視察のきっかけになったのは，やはり，本市で活動されている，子育てに悩む親の会ということで，団

体がありまして，そこの集まりに参加させていただきまして，学校へ行けないお子さんと保護者の現状

というものを聞かせていただきました。その中でやはり，今の学校は，学校に来ることが，来るんだと

いうことで，学校に来ることが最後の手段というかですね，なっているんですけども，本当にこう，多

様な学びの場や居場所の必要性ってことを感じたから，視察に行かせてもらいまして，令和元年１０月

２５日に文部科学省の通知によりまして，不登校児童生徒への支援の在り方についてが出されておりま

す。不登校児童生徒への支援について，学校に登校するという学校への復帰を前提にするのではなく

て，社会的に自立することを目指す必要があること，それに伴い，民間施設での支援を指導要録上の出
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文部科学省より公表されました，平成３０年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関

する調査によりますと，全国の国公私立小・中学校における不登校児童生徒数は，１６万４，５２８人

と，平成２５年度調査から６年連続で増加をしているとしています。鹿児島県におきましては，令和元

年度の不登校児童生徒は小学校で４６６人，中学校で１，５１１人，高校で７２６人，合計で２，７０

３人。その中で，不登校の２，７０３人の中で，フリースクールなど民間の施設へ通う児童生徒が，小

学校で６８人，中学校で３３７人となっております。そこで質問です。本市における不登校児童生徒の

現状について，過去３年間の数字をお示しください。よろしくお願いいたします。 

 

教育長（村田達治君） 議員の御質問にお答えいたします。本市における不登校児童生徒数は，平成３０

年度については，小学校６名，中学校１６名の，合計２２名。それから，令和元年度につきましては，

小学校５名，中学校１５名の，合計２０名。令和２年度については，小学校５名，中学校１０名，合計

１５名となっております。過去３年間の傾向といたしましては，年々減少傾向にあると言えると思いま

す。以上でございます。 

 

９番（栄 ヤスエ君） 本市においては年々減少にあるということで，今，御答弁がございました。本市

の不登校児童生徒の居場所の現状ということで，不登校，学校に来れないことですね，市役所内に設置

しております適応指導教室と，本市の委託事業での学習支援の場所が，市内に２か所あるというふうに

認識しておりまして，そこが居場所ということで確保しているということは認識しておりますけれど

も，次の質問ですけども，そのような場所にも行けない児童・生徒の把握というのは，教育委員会とし

てはどのように把握されているのか伺いたいと思います。 

 

教育長（村田達治君） お答えいたします。学校とか，それから，適応教室などに行くことができない児

童生徒につきましては，学校とスクールソーシャルワーカーと連携を図りながら，家庭訪問等を行って

児童・生徒の把握に努めているところでございます。また，学校におきましては，登校できなくなった

児童生徒の気持ちに寄り添いながら，保健室等の別室登校や，適応指導教室，児童生徒が休養できる場

を選択肢として進めているところでありまして，社会的自立に向けた支援をしているところでございま

す。以上でございます。 

 

９番（栄 ヤスエ君） 現状としましては，ソーシャルワーカー等と含めて，学校の先生と家庭訪問とい

う形で把握をしているというふうに認識をいたしました。ありがとうございます。平成２８年１２月７

日に，義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律というものが成立

をいたしまして，平成２９年３月には基本方針も策定をされまして，これによって不登校児童生徒への

多様で適切な教育機会の確保の，重要であるということから，文部科学省が，令和２年度は，不登校児

童生徒に対する支援推進事業を新規に予算を付けて取組を始めております。この問題を取り上げました

のは，文教厚生委員会の所管事務調査で，前になりますけども，東京のフリースクールで何十年もされ

てらっしゃいます，東京のシューレいうところのフリースクールを視察をさせていただきまして，その

視察のきっかけになったのは，やはり，本市で活動されている，子育てに悩む親の会ということで，団

体がありまして，そこの集まりに参加させていただきまして，学校へ行けないお子さんと保護者の現状

というものを聞かせていただきました。その中でやはり，今の学校は，学校に来ることが，来るんだと

いうことで，学校に来ることが最後の手段というかですね，なっているんですけども，本当にこう，多

様な学びの場や居場所の必要性ってことを感じたから，視察に行かせてもらいまして，令和元年１０月

２５日に文部科学省の通知によりまして，不登校児童生徒への支援の在り方についてが出されておりま

す。不登校児童生徒への支援について，学校に登校するという学校への復帰を前提にするのではなく

て，社会的に自立することを目指す必要があること，それに伴い，民間施設での支援を指導要録上の出
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席扱いと判断する際の要件について，新たな考えが示されております。本市においても，個々の児童生

徒の状況におきまして，やはり，社会的自立ということで，そういったものに向けて，居場所を提供す

る必要があるのではないかと，重要であるのではないかというふうに考えまして，質問させていただき

ます。質問３で，不登校児童生徒支援の在り方について，どのように捉えているのか伺います。また，

フリースクール等，民間施設をどのように捉えているか，２つ合わせて伺いたいと思います。 

 

教育長（村田達治君） 議員の御質問にお答えいたします。先ほど御案内のとおり，令和元年１０月２１

日に，文部科学省から不登校児童生徒への支援の在り方についての通知がございました。不登校児童生

徒の多様な状況に対応したきめ細かな支援を行うために，教育委員会，学校と民間の団体等とが連携し

まして，相互に協力・補完し合うことが重要であるとそのように捉えております。また，平成２９年３

月２８日に文部科学省から，不登校児童生徒による学校以外の場での学習等に対する支援の充実につい

て，という通知がございます。不登校児童生徒が通う場に応じた支援を充実させるために，民間の団体

等との連携・協力の取組などにより，その活動の充実が図られることが重要であると，そのように記載

をされております。今後，不登校児童生徒への対応といたしまして，当然のことではございますけれど

も，学校職員を中心として，スクールソーシャルワーカーあるいはスクールカウンセラーの活用はもち

ろんのことでございますけれども，外部団体とも連携を強化いたしまして，子どもたちの社会的自立を

実現できるよう，取り組む必要があると認識しているところでございます。また，フリースクール等，

民間施設につきましては，現在，利用はございませんが，今後，活用がなされる際には，市教委及び学

校と民間施設において，十分な連携・協力関係が保たれることが重要だと考えております。また，民間

施設利用に伴う出席の扱いにつきましては，文部科学省から出されております，義務教育段階の不登校

児童生徒が学校以外の公的機関や民間施設において相談・指導を受ける場合の指導要録上の出欠の取扱

いについて，という通知文における，出席扱い等の要件を踏まえながら，協議を図る必要があると考え

ているところでございます。以上でございます。 

 

９番（栄 ヤスエ君） 御答弁ありがとうございました。また，フリースクール，子どもたちの幸せとい

うかですね，そういったのが本当，子どもを中心に考えるということが大事だと思いますので，本当に

こう，なかなか子どもさんで学校に行けない子どもたちもたくさんいらっしゃるというふうに聞いてお

りますので，しっかりと寄り添った支援というんですかね，そういった民間団体とも今後ですね，協議

をしっかりとしていただきながら，両方とも，子どもたちにとってどうなのかっていうところを考えな

がらですね，市教委のほうも動いていただきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 最後の質問になりますが，通学路点検の現状について伺います。奄美小学校の通学路点検が７か所に

わたり終了しておりますけれども，久里町の市道にはゾーン３０の標示がありますけれども，石橋町側

にはないということで，ちょっと見通しの悪いところもございますので，その奄美小学校区の点検後，

危険箇所の解消として迅速な対応が必要ではないかと思いますが，石橋町のムラタ薬局と篠原商店の前

の市道に，ゾーン３０の標示ができないかということでお伺いしたいと思います。 

 

教育部長（徳永恵三君） それでは，議員の御質問にお答えします。先の点検などを含め，学校側からの

内容についての要望は特になかったことから，今現在，見合わせております。今後におきましても，ま

ず，学校において交通安全の指導の徹底を図ってまいります。自動車を運転される市民の皆様におかれ

ましても，通学路等や狭い道等において，十分に気を付けて運転されますよう，お願いしたいと考えて

おります。 

 

９番（栄 ヤスエ君） ありがとうございます。その地域におきましては，地域の保護者と児童が手作り

で作成した，飛び出し坊やっていうものを設置しまして，危険箇所をお知らせしているところもありま
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すので，また，よろしくお願いいたします。以上です。 

 

議長（与 勝広君） 以上で公明党，栄ヤスエ君の一般質問を終結いたします。 

 これにて，本日の日程は終了いたしました。 

 明日午前９時３０分本会議を開きます。 

 本日はこれをもって散会いたします。（午後３時４６分） 
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議長（与 勝広君） おはようございます。ただいまの出席議員は１９人であります。会議は成立いたし

ました。 

 これから本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

 本日の議事日程は一般質問であります。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程に入ります。日程第１ 一般質問を行います。 

 この際，申し上げます。一般質問は個人質問とし，各自持ち時間は答弁を含めて６０分以内といたし

ます。なお，重複する質問事項につきましては，極力避けられますように質問者において御配慮をお願

いいたします。また，通告項目の積み残しのないよう，時間配分をよろしくお願いいたします。更に，

当局におかれましても，答弁については時間の制約もありますので，できるだけ簡潔・明瞭に行われま

すように，あらかじめお願いをしておきます。 

 通告に従い，順次質問を許可いたします。 

 最初に，自民党奄美 竹山耕平君の発言を許可いたします。 

 

２０番（竹山耕平君） 市民の皆様，議場の皆様，おはようございます。自民党奄美の竹山耕平でござい

ます。一般質問に入ります前に，朝山毅市長に対して，勇退されるという，大変重い御決断をされまし

た。心から感謝と敬意を表します。この間の様々な御功績につきましては，川口幸義先輩がほぼ述べら

れましたので，申しませんが，災害対応，３庁舎建設，３地区の地域に寄り添った振興計画，中心市街

地の再開発，奄振交付金の創設など，数々の，そして，様々な局難を乗り越えた，その御功績は正しく

奄美の歴史の１ページを築き上げられました。正に，奄美市の市長は奄美のリーダーという存在を意味

することを示してくれたと感じています。１１月までの残された任期，改めて御尽力をいただきたいと

思います。 

 それでは，一般質問に入ります。まず，はじめに，笠利・住用地域の保育施設のあり方について進捗

をお伺いいたします。関議員の質問答弁により，ある程度理解をいたしています。笠利・住用とも残さ

れている検討課題はどのように進められているのでしょうか。お答えください。関連いたしますので，

②の導入時期についても併せてお伺いをいたします。笠利については，認定こども園についてのその中

身や維持管理・施設設備，また，今後のスケジュール等がお示しできるのであれば，お願いいたしま

す。また，これまでも質問している用安保育所の件についても進展があれば御答弁ください。住用につ

いては，前回の質問では多くは触れませんでしたが，土地問題についても順調に進む旨の答弁でしたの

で，その前提で頑張っていただきたいということを申し上げましたが，関議員の答弁により，用地取得

ということでございました。その用地ということは，これまでのこの現地，今まで進められていた土地

のことでよいのか。それならば，その事業再開に向けた導入時期はいつ頃なのかスケジュール等がお示

しできるようであれば，お願いをします。また，市保育所につきましては，現在，休園していると思い

ますが，この再開の見込み，目安というものがあるのかどうか，お聞かせ願いたいと思います。 

 次の質問より，発言席にて行います。 

 

笠利総合支所事務所長（濱田洋一郎君） おはようございます。保育施設のことについてお尋ねがありま

したので，まず，笠利の状況についてお答えさせていただきます。令和２年度に笠利地区保育施設等あ

り方検討委員会からの報告を受けました。本年度はその報告を受けまして，保育施設の再編整備，子育

て支援の拡充，保育従事者の確保，そして，児童増加に向けた取組，それから，赤木名幼稚園と赤木名

保育所を統合して新設する認定こども園の整備等について，関係部局と協議・調整を図りながらです

ね，保護者や地域住民の理解を得ながら，基本方針を策定をしていこうと考えているところでございま

す。この基本方針の策定にあたりましては，各課題に関しまして，市全体の横断的な取組が必要でござ

いますので，今年度に入り，関係部局で構成されるプロジェクトチームや，ワーキンググループを立ち
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上げまして，すでに複数回会議を開いているところです。議員お尋ねになられました，新設する認定こ

ども園につきましては，建設候補地の選定や規模，その機能等を協議して基本方針に盛り込んでいきま

すけど，具体的な建設年度や供用開始時期につきましては，基本方針が策定された後の建設に係る基本

構想，実施計画，実施設計など，建設に向けたスケジュールを進めていく中で，決まっていくものと考

えておりますので，御理解いただきたいと思います。なお，議員御指摘の用安保育所につきましては，

現在集落の御理解をいただきまして，公民館を利用させていただいて，保育を実施しております。給湯

器の設置や温水シャワーの設備，大型空調機の借上げなど，保育環境の整備を図っております。用安保

育所の今後の運営や施設のあり方につきましては，基本方針を策定していく中で検討してまいりたいと

考えておりますので，御理解いただきたいと思います。以上でございます。 

 

住用総合支所事務所長（弓削洋一君） おはようございます。次に，住用地区の現状についてお答えいた

します。住用地区における保育施設の整備につきましては，現在も建設予定地の用地取得に向け，関係

機関と協議を進めておりますが，様々な手続きが必要となることから，時間を要してるところでござい

ます。議員御指摘のとおり，現在の保育環境や今後の児童数を考慮いたしますと，一刻も早く用地取得

を行い，新たな保育施設の整備に向け，取り組んでまいらなければならないと考えているところでござ

います。なお，整備計画につきましては，繰り返しになりますが，今後も関係機関との協議を踏まえな

がら進めてまいりますので，御理解いただきますよう，よろしくお願いいたします。それと，議員御質

問の用地取得にはどんな手続きの時間を要するかってことで，１番目に，手続きにつきましては，建設

予定地の境界確定や廃川告示等で一定の時間を要する見込みでございます。２番目に，開園までの具体

的なスケジュールにつきましては，繰り返しとなりますが，関係機関と協議を踏まえながら，進めてい

くことになりますので，御理解をいただきたいと存じます。３つ目に，市保育所の再開につきまして

は，今後の児童の状況等を踏まえ，検討してまいりたいと考えておりますので，御理解をよろしくお願

いいたします。以上です。 

 

２０番（竹山耕平君） 分かりました。笠利につきましては，こども園につきましては，令和３年度に基

本方針，そして，基本構想まで令和３年度中に進むということでしょうか。お願いします。 

 

笠利総合支所事務所長（濱田洋一郎君） スケジュールはですね，９月までには素案をまず作りまして，

その上で住民説明会であるとか，保護者の方への説明会を行う予定にしております。ですから，令和３

年度には基本方針までということになります。基本構想になると，令和４年度から基本構想を具体的に

つくっていくというスケジュールになります。以上です。 

 

２０番（竹山耕平君） 分かりました。できましたら，早めにですね，先ほども申し上げましたけど，子

どもたちが，そして，保護者の皆様，そして，地域にとってもその保育所がある・ないも大事だと思い

ますので，是非前倒し前倒しで進められるような努力をしていただきたいなというふうには思います。

そして，一刻も早く新しい保育施設で子どもたちが楽しく学んで遊ぶ，そういったことができるような

状況をつくっていただいて，更には，子育て世帯を呼び寄せる，呼び込むような，そういう施策につな

がってほしいなというふうに思います。そして，用安保育所につきましてはですね，やはり，僕はこれ

までも一刻も早く建て替えを，やはり，あるはずの保育所がない，なくなってしまったというところを

重視して，やはり，そういったところは優先順位を上げてほしいというふうな話はしておりましたが，

今，所長のほうからですね，地域の皆さんの御協力，そして，御理解を得て，その施設のそういったと

ころを少し改修しながら，そういう園児がですね，使えるような，その施設設備を整えて，そういう環

境を整えていってると，そして，今は，無難って言うんですかね，適したって言うんですかね，最適で

はないとは思いますけど，適した，そういう環境に整っているということであると思いますので，是非
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上げまして，すでに複数回会議を開いているところです。議員お尋ねになられました，新設する認定こ

ども園につきましては，建設候補地の選定や規模，その機能等を協議して基本方針に盛り込んでいきま

すけど，具体的な建設年度や供用開始時期につきましては，基本方針が策定された後の建設に係る基本

構想，実施計画，実施設計など，建設に向けたスケジュールを進めていく中で，決まっていくものと考

えておりますので，御理解いただきたいと思います。なお，議員御指摘の用安保育所につきましては，

現在集落の御理解をいただきまして，公民館を利用させていただいて，保育を実施しております。給湯

器の設置や温水シャワーの設備，大型空調機の借上げなど，保育環境の整備を図っております。用安保

育所の今後の運営や施設のあり方につきましては，基本方針を策定していく中で検討してまいりたいと

考えておりますので，御理解いただきたいと思います。以上でございます。 

 

住用総合支所事務所長（弓削洋一君） おはようございます。次に，住用地区の現状についてお答えいた

します。住用地区における保育施設の整備につきましては，現在も建設予定地の用地取得に向け，関係

機関と協議を進めておりますが，様々な手続きが必要となることから，時間を要してるところでござい

ます。議員御指摘のとおり，現在の保育環境や今後の児童数を考慮いたしますと，一刻も早く用地取得

を行い，新たな保育施設の整備に向け，取り組んでまいらなければならないと考えているところでござ

います。なお，整備計画につきましては，繰り返しになりますが，今後も関係機関との協議を踏まえな

がら進めてまいりますので，御理解いただきますよう，よろしくお願いいたします。それと，議員御質

問の用地取得にはどんな手続きの時間を要するかってことで，１番目に，手続きにつきましては，建設

予定地の境界確定や廃川告示等で一定の時間を要する見込みでございます。２番目に，開園までの具体

的なスケジュールにつきましては，繰り返しとなりますが，関係機関と協議を踏まえながら，進めてい

くことになりますので，御理解をいただきたいと存じます。３つ目に，市保育所の再開につきまして

は，今後の児童の状況等を踏まえ，検討してまいりたいと考えておりますので，御理解をよろしくお願

いいたします。以上です。 

 

２０番（竹山耕平君） 分かりました。笠利につきましては，こども園につきましては，令和３年度に基

本方針，そして，基本構想まで令和３年度中に進むということでしょうか。お願いします。 

 

笠利総合支所事務所長（濱田洋一郎君） スケジュールはですね，９月までには素案をまず作りまして，

その上で住民説明会であるとか，保護者の方への説明会を行う予定にしております。ですから，令和３

年度には基本方針までということになります。基本構想になると，令和４年度から基本構想を具体的に

つくっていくというスケジュールになります。以上です。 

 

２０番（竹山耕平君） 分かりました。できましたら，早めにですね，先ほども申し上げましたけど，子

どもたちが，そして，保護者の皆様，そして，地域にとってもその保育所がある・ないも大事だと思い

ますので，是非前倒し前倒しで進められるような努力をしていただきたいなというふうには思います。

そして，一刻も早く新しい保育施設で子どもたちが楽しく学んで遊ぶ，そういったことができるような

状況をつくっていただいて，更には，子育て世帯を呼び寄せる，呼び込むような，そういう施策につな

がってほしいなというふうに思います。そして，用安保育所につきましてはですね，やはり，僕はこれ

までも一刻も早く建て替えを，やはり，あるはずの保育所がない，なくなってしまったというところを

重視して，やはり，そういったところは優先順位を上げてほしいというふうな話はしておりましたが，

今，所長のほうからですね，地域の皆さんの御協力，そして，御理解を得て，その施設のそういったと

ころを少し改修しながら，そういう園児がですね，使えるような，その施設設備を整えて，そういう環

境を整えていってると，そして，今は，無難って言うんですかね，適したって言うんですかね，最適で

はないとは思いますけど，適した，そういう環境に整っているということであると思いますので，是非
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そういう地域の皆様が御理解を得て，行いを進んでいるのであれば，それ以上は申し上げませんが，や

はり，ない施設は，やはり，あった施設がなくなってしまったというところ，そして，前回も申し上げ

ましたが，用安というところは新たな，いろんな観光施設，そして，移住者がかなり増加傾向であると

いうことが一目瞭然だというふうに思いますので，そういった地域の特性を見極めながら，是非今後も

協議して，検討していただきたいというふうに思います。そして，あの住用のほうはですね，この土地

問題については用地取得に関係機関との協議ということであるんですが，今のところで協議がどの程度

の期間で完了は進むのかどうかという目安というものは示されていないんでしょうか。 

 

住用総合支所事務所長（弓削洋一君） お答えいたします。一応，用地取得の場合は国の所有する堤です

けど，廃川告示まで約１年近くかかるそうです。それと，その後，いろいろ地籍調査をいれて境界確定

を行うのにちょっと時間を要するってことを伺っております。 

 

２０番（竹山耕平君） 分かりました。結構かなり時間が少しちょっとかかるのかなというふうに今，お

聞きしてそういうふうに感じました。でしたらですね，私のまた，いろいろな考えの中では，やはり先

ほどから申し上げますとおり，将来の子どもたちはもちろん大切でありますが，やはり，今の子どもた

ちのこともですね，やはり，一刻も早くそういう保育環境の整備を一刻も早く進めてもらいたいという

ところから，もし場所があればですね，場所があれば，その当地が最適であるのか，まだその土地をま

た，別な場所に変えて進めるほうが早く，そういう一刻も早くそういう保育施設の整備が進むというこ

とであれば，そのようなことも検討していく必要があるのかなというふうに思いますので，是非よろし

くお願いしたいと思います。１の件は，分かりました。よろしくお願いします。 

 次に，永田墓地の進捗具合についてお伺いをいたします。まずは，現況，計画，進捗についてお聞か

せください。 

 

市民部長（石神康郎君） おはようございます。それでは，現況についてお答えいたします。永田墓地の

現況につきましては，新墓地の総区画数が１，９９６区画で内訳は使用中の墓地が１，２７８区画，返

還済み区画が２６６区画，区画は返還済みでございますが，墓石等が未撤去の区画が５５区画，無縁区

画が２２６区画，道路等の対象外が９２区画，現在も調査中が７９区画となっております。墓地台帳調

査進捗率といたしましては９６．０４パーセントとなっておりますが，今後も調査中の区画につきまし

ては，順次着手してまいりたいと考えているところでございます。 

 

２０番（竹山耕平君） 分かりました。今，進捗率が９６パーセント強ということでございますので，こ

れは計画どおりなのか，もう計画を前倒ししているような状態なのか，お願いします。 

 

市民部長（石神康郎君） お答えします。当初，できるだけ１００パーセントに近づけるということでご

ざいます。まだ，先ほども繰り返しになりますが，調査中の区画につきましては，順次着手をしていっ

て，なるべく１００パーセント達成できるように進めてまいりたいというふうに考えております。よろ

しくお願いします。 

 

２０番（竹山耕平君） 分かりました。まずは，その調査ですね，そして，後はいろんな，今，その無縁

墓地とかいろんな箇所もありますし，丸田南里さんのほうのですね，あそこの公園の調査はもう完全に

済んでるんでしたっけ。 

 

市民部長（石神康郎君） お答えします。旧墓地の利用等につきましてはですね，昨年度，奄美市有永田

墓地利用計画というものを行っております。委員の皆様にも参加していただいて，その中で旧墓地の利

－ 129 －



 

- 130 - 

 

用につきましては，平成２３年に奄美市教育委員会が調査に入っております。現状有姿を維持すること

が歴史史料的価値を損なわない最善の方法であり，同地区内の観音寺跡も今後の調査対象であるとの所

見を示しております。また，市内の民間空き区画も十分な現状も考慮いたしますと，今回の利用計画対

象外として現状を維持することとしますと。なお，将来の史跡公園化も視野に入れながら，市民共有の

歴史文化遺産として幅広く活用する必要があるというようなことを賜っておりますので，そういうこと

に従いながら，今後事業を進めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

２０番（竹山耕平君） ということは，歴史史料価値ということで，今のままの状態を保つのか，また，

少し手を加えて，やはりあの皆さんがそういった足を運んで，そういう見せるようなそういう場所を作

っていくというか，そういったところを考えてるというふうにちょっと聞こえたんですけど，そこのあ

たりなんかあるんですか。 

 

市民部長（石神康郎君） お答えいたします。今後，世界自然遺産等も登録されるということになってく

れば，歴史的遺産というふうにも考えております。そういうことも含めながら，先ほども申し上げまし

たとおり，将来の史跡公園化も視野に入れながら，必要であれば計画をしてまいりたいというふうに考

えているところでございます。以上でございます。 

 

２０番（竹山耕平君） 分かりました。歴史的遺産ということを進めていきたいということでございます

ので，是非価値のあるものはですね，是非進めていただきたいと思います。 

 次にですね，この水道位置及びそのあり方等についてお伺いをいたします。現在の水道位置は市所有

の位置にのみ点在していると思います。この公園全体の広さの割にはやはり少なすぎると，この水道が

ですね，利用者の方々から特に山の上のほうを利用されている方々からもですね，多く相談を受けてい

るところです。今後の墓地のあり方としても，もっと広範囲を視野に入れて，進めていくことが望まし

いと思われますが，どうでしょうか。 

 

市民部長（石神康郎君） それでは，お答えいたします。水道位置及びそのあり方等についてお答えいた

します。奄美市有墓地には，上水道３か所，６蛇口，河川水の引込水道７か所，１４蛇口を設置いたし

ております。議員御案内のとおり，水道の増設につきましては，先ほどもお答えいたしましたが，令和

２年度に行われました奄美市有永田墓地利用計画審議委員会の中で，水道の利用箇所の増設といった御

要望もいただいているところでございます。今後は，奄美市有永田墓地利用計画に沿って，利用者の御

意見等を伺いながら，計画を進めてまいりたいと考えておりますので，御理解を賜りたいと存じます。 

 

２０番（竹山耕平君） 審議委員会のほうからもですね，その要望が出ているということで安心しまし

た。今の，すみません，確認だけ。今の水道という水は山の上からの水だけでしたかね。 

 

市民部長（石神康郎君） お答えいたします。上水道，市の水道のほうが３か所６蛇口，議員がおっしゃ

られた河川水の引込水道のほうが７か所１４蛇口となっております。 

 

２０番（竹山耕平君） すみません。先ほど聞きましたね。申し訳ないです。ということは，今後，も

し，拡げるということであれば，この水道，上水含めて，そういう，やはり，ちょっと大きな計画を，

水道計画とかそういったものを立てないといけなくなるということでよろしいですか。 

 

市民部長（石神康郎君） お答えいたします。その永田墓地のほうにつきましては，その水道の設置箇所

で設置個数，そういうものが大体どれぐらいになるのかというものをまず，確認をしないといけないだ
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用につきましては，平成２３年に奄美市教育委員会が調査に入っております。現状有姿を維持すること

が歴史史料的価値を損なわない最善の方法であり，同地区内の観音寺跡も今後の調査対象であるとの所

見を示しております。また，市内の民間空き区画も十分な現状も考慮いたしますと，今回の利用計画対

象外として現状を維持することとしますと。なお，将来の史跡公園化も視野に入れながら，市民共有の

歴史文化遺産として幅広く活用する必要があるというようなことを賜っておりますので，そういうこと

に従いながら，今後事業を進めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

２０番（竹山耕平君） ということは，歴史史料価値ということで，今のままの状態を保つのか，また，

少し手を加えて，やはりあの皆さんがそういった足を運んで，そういう見せるようなそういう場所を作

っていくというか，そういったところを考えてるというふうにちょっと聞こえたんですけど，そこのあ

たりなんかあるんですか。 

 

市民部長（石神康郎君） お答えいたします。今後，世界自然遺産等も登録されるということになってく

れば，歴史的遺産というふうにも考えております。そういうことも含めながら，先ほども申し上げまし

たとおり，将来の史跡公園化も視野に入れながら，必要であれば計画をしてまいりたいというふうに考

えているところでございます。以上でございます。 

 

２０番（竹山耕平君） 分かりました。歴史的遺産ということを進めていきたいということでございます

ので，是非価値のあるものはですね，是非進めていただきたいと思います。 

 次にですね，この水道位置及びそのあり方等についてお伺いをいたします。現在の水道位置は市所有

の位置にのみ点在していると思います。この公園全体の広さの割にはやはり少なすぎると，この水道が

ですね，利用者の方々から特に山の上のほうを利用されている方々からもですね，多く相談を受けてい

るところです。今後の墓地のあり方としても，もっと広範囲を視野に入れて，進めていくことが望まし

いと思われますが，どうでしょうか。 

 

市民部長（石神康郎君） それでは，お答えいたします。水道位置及びそのあり方等についてお答えいた

します。奄美市有墓地には，上水道３か所，６蛇口，河川水の引込水道７か所，１４蛇口を設置いたし

ております。議員御案内のとおり，水道の増設につきましては，先ほどもお答えいたしましたが，令和

２年度に行われました奄美市有永田墓地利用計画審議委員会の中で，水道の利用箇所の増設といった御

要望もいただいているところでございます。今後は，奄美市有永田墓地利用計画に沿って，利用者の御

意見等を伺いながら，計画を進めてまいりたいと考えておりますので，御理解を賜りたいと存じます。 

 

２０番（竹山耕平君） 審議委員会のほうからもですね，その要望が出ているということで安心しまし

た。今の，すみません，確認だけ。今の水道という水は山の上からの水だけでしたかね。 

 

市民部長（石神康郎君） お答えいたします。上水道，市の水道のほうが３か所６蛇口，議員がおっしゃ

られた河川水の引込水道のほうが７か所１４蛇口となっております。 

 

２０番（竹山耕平君） すみません。先ほど聞きましたね。申し訳ないです。ということは，今後，も

し，拡げるということであれば，この水道，上水含めて，そういう，やはり，ちょっと大きな計画を，

水道計画とかそういったものを立てないといけなくなるということでよろしいですか。 

 

市民部長（石神康郎君） お答えいたします。その永田墓地のほうにつきましては，その水道の設置箇所

で設置個数，そういうものが大体どれぐらいになるのかというものをまず，確認をしないといけないだ
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ろうというふうに考えておりますので，その後，当然予算を伴うものでございますから，関係部署とも

連携を図りながら進めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

２０番（竹山耕平君） 分かりました。是非御検討をいただきたいと思います。 

 次に，将来的な共同納骨堂の設置についてお伺いをいたします。この私個人的にはですね，やはり，

あの将来的な，やはり，今のあの社会情勢，そして，家族構成などなど含めてですね，いろんな要素を

含めて，やはり，あの十分に必要だなというふうに考えられますが，新聞等報道でもありましたが，現

在のところは必要ないというふうに考えているということでございましたけど，この市の元々の見解と

して，認識として，どのようなことがあるのか。 

 

市民部長（石神康郎君） それでは，お答えいたします。先ほど申し上げましたが，令和２年度に奄美市

有永田墓地利用計画審議会を設置いたしまして，３回の会合を重ね，同年１２月２３日に奄美市永田墓

地利用計画として報告をいただいております。この中で，市営納骨堂の必要性につきましては，民間納

骨堂の需要が増えており，その収蔵可能数の十分である状況を考慮いたしますと，当面は建設の必要性

は低いといった御意見をいただいているところでございます。なお，将来的に無縁仏及び行旅死亡人等

についての納骨堂を検討する必要があると考えておりますので，御理解を賜りたいと存じます。 

 

２０番（竹山耕平君） 分かりました。是非今後も御検討いただきたいなと，そして，また，社会情勢が

いろいろと変わっていく中で，また，その都度検討を進めて，重ねていってほしいなというふうに思い

ます。よろしくお願いします。 

 それでは，次にですね，令和２年度このスポーツ合宿の推移ということでお聞きをいたしたいと思い

ます。このコロナ禍の中ですね，あまり報道はもうされませんでしたが，この令和２年度も多数のこの

奄美ファンを含めた方々がこのスポーツ合宿に訪れてくれております。この令和２年度スポーツ合宿の

推移，そして，その中でこのコロナ対策ということは先日の同僚議員にも質問にも少し触れておりまし

たが，また，まだこのような状況でありますけど，また，令和３年度の計画がお示しできるようであれ

ば，お願いをしたいと思います。 

 

教育部長（徳永恵三君） それでは，令和２年度における，スポーツ合宿の実績についてお答えいたしま

す。まず，来島チーム数は７０チーム，来島者数は７４４人，監督・コーチ・選手を含みます宿泊延べ

人数は８，０３３人となっております。新型コロナ感染対策につきましては，来島前に奄美大島５市町

村による奄美大島コロナ警戒レベルについて説明，また，その際の感染症対策について了承していただ

いた上で，コロナ禍における島旅のしおりや合宿時の新型コロナ感染対策のお願い，また，体調管理チ

ェックシートの作成などの対策を実施しているところでございます。合宿チームにおかれましても，コ

ロナ禍の中，温暖な気候である奄美での合宿受入を大変喜んでいただいており，本市での合宿チームが

国内主要大会で優勝するなど，大きな成果を上げたチームも多く，当局といたしましても，大変喜ばし

いことと感じているところでございます。 

 次に，今年度の計画についてでございますが，私ども，スポーツアイランド協会と会員との連携を更

に深め，官民連携で受入態勢の充実を図るとともに，各種大会における誘致活動と併せ，交流人口の拡

大，本市における社会体育の振興をとおした地域活性化につながるよう，取り組んでまいりたいと考え

ております。以上です。 

 

２０番（竹山耕平君） 令和２年度は，この７０チーム，７４４名，そして，延べ人数，延べ宿泊数は

８，０３３人と，大変コロナ禍の中においては，大変ありがたいことであろうというふうに思います。

そして，また，このコロナ対策におきましても，やはり，ちゃんと奄美の現状をしっかりと理解をして
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いただいて，その上でこの健康チェックシートなどなど，日々のその努力もしていただいたということ

で，安全・安心なこのスポーツ合宿が進んでいったということであろうと思います。それではですね，

この市として，何かしらこのコロナ対策とかですね，毎日の合宿において，何か，何て言うんですか

ね，いつもとは違うと申しますか，そういった何か取組はあったのでしょうか。 

 

教育部長（徳永恵三君） 先ほども答弁させていただいたんですけど，体調管理チェックシートの作成な

どは市独自の１４項目のチェック項目があるんですけど，そういう，これは共通した社会体育施設に使

用していただく市民の方々等含めて，併せて体調の管理チェックシートとか，また，周知文書としての

合宿時の新型コロナ対策のお願いなどをさせていただいております。以上です。 

 

２０番（竹山耕平君） そういう努力を重ねてですね，やはり，あの特に報道とか，いろんな形でです

ね，その合宿があったから何かが起きたということも全くありませんでしたので，是非ですね，すばら

しい両者の取組だというふうに思います。そして，両者がしっかりと理解して，努力してくれたおかげ

で，このスポーツアイランド構想を持つ奄美大島含めてですね，是非そのような取組をですね，この奄

美大島全体でまた，共有して，また，進めていってほしいなと。令和３年度の，その，さっき数があり

ましたかね。 

 

教育部長（徳永恵三君） 今現在，２チームで延べ人数は１８７人となっております。以上です。 

 

２０番（竹山耕平君） 分かりました。是非今後もワクチン含めてですね，進んでいく中で，まだ，いろ

んな社会情勢が変わる中，まだ，そういう体調チェック含めてですね，また，よろしくお願いしたいな

というふうに思います。そのスポーツアイランドの構想をですね，また推進していってほしいなという

ふうに思いますので，よろしくお願いします。 

 それではですね，次に，この第７弾の緊急事業が開始されたばかりではありますが，また，多くの同

僚議員からも出ましたように，このコロナ禍における，今夏，この夏をですね，乗り切るための経済対

策について是非朝山市長におかれましては，この第８弾の緊急経済対策の導入に向けて早急な検討をお

願いしたいと思います。このことにつきましては，第７弾の飲食業をはじめとする支援策をさることな

がら，ワクチン接種の希望も見えてきていることなども考慮しながら，そして，安全・安心も担保しな

がら，この夏を奄美が全体となってこの押し上げていくことも大事であろうというふうに思いますの

で，この御見解をよろしくお願いします。 

 

市長（朝山 毅君） おはようございます。竹山議員のお話のとおり，大島郡内とりわけ奄美大島の各市

町村において，夏の祭りがほとんど中止というふうなことが公表されております。本市においても，同

様の形を取らざるを得ない現下にあるというふうなことを考えているところであります。そこで，去る

５月２８日に開催いただきました，市議会議員の全員協議会において営業時短要請協力店舗支援緊急事

業ですか，ということで，総額１億３，７５０万円の事業所支援に特化したコロナ感染症緊急対策事業

を説明させていただきました。これが第７弾ということでございます。当該事業につきましては，議員

が今，お話にありましたとおり，時短要請協力店舗への取引で営業を受けた関連事業者，タクシー事業

者など，本市独自に支援することや，世界自然遺産登録を見据えたレンタカー事業者の感染防止対策に

支援することで，事業継続を後押ししていこうと制度設計させていただいたところでございます。御質

問の追加の経済対策につきましては，第７弾が今，動き出したばかりでございますので，まずは，当該

事業に全力を尽くしていきたいと考えております。しかしながら，一方で今後も事業継続に資する施策

の必要性が生ずることが想定されます。その際には，感染症ワクチン接種状況，また，期待される世界

自然遺産登録の観光状況，市民活動の状況など，社会情勢の状況等を注視しながら，感染防止対策と併
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いただいて，その上でこの健康チェックシートなどなど，日々のその努力もしていただいたということ

で，安全・安心なこのスポーツ合宿が進んでいったということであろうと思います。それではですね，

この市として，何かしらこのコロナ対策とかですね，毎日の合宿において，何か，何て言うんですか

ね，いつもとは違うと申しますか，そういった何か取組はあったのでしょうか。 

 

教育部長（徳永恵三君） 先ほども答弁させていただいたんですけど，体調管理チェックシートの作成な

どは市独自の１４項目のチェック項目があるんですけど，そういう，これは共通した社会体育施設に使

用していただく市民の方々等含めて，併せて体調の管理チェックシートとか，また，周知文書としての

合宿時の新型コロナ対策のお願いなどをさせていただいております。以上です。 

 

２０番（竹山耕平君） そういう努力を重ねてですね，やはり，あの特に報道とか，いろんな形でです

ね，その合宿があったから何かが起きたということも全くありませんでしたので，是非ですね，すばら

しい両者の取組だというふうに思います。そして，両者がしっかりと理解して，努力してくれたおかげ

で，このスポーツアイランド構想を持つ奄美大島含めてですね，是非そのような取組をですね，この奄

美大島全体でまた，共有して，また，進めていってほしいなと。令和３年度の，その，さっき数があり

ましたかね。 

 

教育部長（徳永恵三君） 今現在，２チームで延べ人数は１８７人となっております。以上です。 

 

２０番（竹山耕平君） 分かりました。是非今後もワクチン含めてですね，進んでいく中で，まだ，いろ

んな社会情勢が変わる中，まだ，そういう体調チェック含めてですね，また，よろしくお願いしたいな

というふうに思います。そのスポーツアイランドの構想をですね，また推進していってほしいなという

ふうに思いますので，よろしくお願いします。 

 それではですね，次に，この第７弾の緊急事業が開始されたばかりではありますが，また，多くの同

僚議員からも出ましたように，このコロナ禍における，今夏，この夏をですね，乗り切るための経済対

策について是非朝山市長におかれましては，この第８弾の緊急経済対策の導入に向けて早急な検討をお

願いしたいと思います。このことにつきましては，第７弾の飲食業をはじめとする支援策をさることな

がら，ワクチン接種の希望も見えてきていることなども考慮しながら，そして，安全・安心も担保しな

がら，この夏を奄美が全体となってこの押し上げていくことも大事であろうというふうに思いますの

で，この御見解をよろしくお願いします。 

 

市長（朝山 毅君） おはようございます。竹山議員のお話のとおり，大島郡内とりわけ奄美大島の各市

町村において，夏の祭りがほとんど中止というふうなことが公表されております。本市においても，同

様の形を取らざるを得ない現下にあるというふうなことを考えているところであります。そこで，去る

５月２８日に開催いただきました，市議会議員の全員協議会において営業時短要請協力店舗支援緊急事

業ですか，ということで，総額１億３，７５０万円の事業所支援に特化したコロナ感染症緊急対策事業

を説明させていただきました。これが第７弾ということでございます。当該事業につきましては，議員

が今，お話にありましたとおり，時短要請協力店舗への取引で営業を受けた関連事業者，タクシー事業

者など，本市独自に支援することや，世界自然遺産登録を見据えたレンタカー事業者の感染防止対策に

支援することで，事業継続を後押ししていこうと制度設計させていただいたところでございます。御質

問の追加の経済対策につきましては，第７弾が今，動き出したばかりでございますので，まずは，当該

事業に全力を尽くしていきたいと考えております。しかしながら，一方で今後も事業継続に資する施策

の必要性が生ずることが想定されます。その際には，感染症ワクチン接種状況，また，期待される世界

自然遺産登録の観光状況，市民活動の状況など，社会情勢の状況等を注視しながら，感染防止対策と併
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せて，経済対策をしっかりとやっていきたいというふうに考えておりますので，まずは，まず，７弾を

しっかり見つめながら，次のことも想定内の事案として考えてまいりたいと思っておりますので，どう

か御理解を賜りたいと存じます。 

 

２０番（竹山耕平君） ありがとうございました。今，市長からありましたように，まず，第７弾をとい

うことであります。それは，当然のことです。しかし，最後のほうにありましたように，やはり経済対

策は状況を見ながら打っていかなければいけないということは認識していると，そして，それは，ま

た，その想定内の内にあるということでありましたので，是非ですね，やはり，あの，今，ありました

ようにこの様々な産業含めて今，この第７弾まで含めてそういった，その都度その都度適所に打ってい

っていると思います。後は，やはり，あの先ほど私が申し上げましたように，朝山市長におかれまして

はですね，是非やはり，あの，勇退ということもありまして，是非最後の大きな市民への恩返しの意味

も含めてですね，是非この経済対策を大きく打ち上げてほしいという思いから質問をさせていただきま

した。是非御検討をよろしくお願いしたいというふうに思います。そして，また，市民の皆様全体にで

すね，また，最後あの拡がるようなそういう経済対策を是非御検討いただきたいというふうに思いま

す。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 次に，教育行政についてお伺いをいたします。まずは，村田新教育長御就任，誠におめでとうござい

ます。これからも子どもたちはじめ，この教育行政に対して導いていただきたいというふうに思いま

す。よろしくお願いいたします。要田前教育長の子どもたちや教職員の皆様に対してのこの熱意につい

ては，議員としても，また，一保護者の立場としても大変に尊敬する場面が多くございました。要田教

育長に対し，この場をお借りしまして，改めて感謝を申し上げます。そのようなことを踏まえて，改め

てこの奄美市の教育情勢への御認識，そして，課題，また，抱負等についてもお伺いをしたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

教育長（村田達治君） おはようございます。それでは，本市の教育行政について私の考えを申し上げた

いと思いますが，今，先ほど議員からもありましたけれど，７年間の長きに渡りまして本市教育行政を

牽引してくださった前要田教育長に対しましては，深い敬意と，それから労いの思いをまず，捧げたい

なと私も考えているところでございます。その上で，本市の教育行政につきましては，基本目標，地域

の中で教え，学ぶ教育，文化のまちづくりのもと，基本方針といたしまして，地域に根差した，ふるさ

と教育，奄美の子どもたちを光に，ということをしっかり踏まえまして，学校教育の充実，生涯学習の

推進，それから，文化財の保護と活用，また，スポーツ・レクレーション活動の振興につきまして，積

極的に展開してまいりたいというふうに考えております。また，ＩＣＴを取り巻く環境の変化，進展が

著しいこれからの社会におきまして，私は一人ひとりの子どもたちのみならず，市民の皆様が地域の中

で豊かに学びながら，夢と希望を持って生きることができるように，教育行政の施策を充実させること

が大切だろうというふうに考えております。今，申し上げました，ＩＣＴを活用した学びの充実という

視点では，特に，学校教育におきましては，学力の定着と向上が課題だと考えております。本年度から

タブレットも導入されましたので，その活用を図りながら，主体的で対話的な，深い学びを実現させて

いきたいと考えております。もちろん，車の両輪の１つということでは，生徒指導の充実，命を大切に

する教育の充実，いう視点も大切な課題だというふうに考えております。更に，自分が生まれ育った奄

美に誇りを持てる子どもたちの育成を図るために，地域におけるふるさと学習を積極的に推進してまい

ります。現在，コロナ禍にありまして，子どもたちは学校生活において不自由さを感じていることと思

います。大変な思いで毎日学校生活を送っているのではないかというふうに想像しておりますけども，

また，そのような実態も把握しておりますけども，活動に制限のかかったスポーツ少年団や部活動もご

ざいます。このような状況下で児童生徒が我慢をし，そして，それに耐えて一生懸命頑張っている姿に

大変心が打たれます。今後とも，学校におかれましては，コロナ禍における児童生徒の心身の健康に十
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分に気を配りながら，しっかりと学びを保障してまいりますので，議員の皆様のより一層の御理解と御

協力を賜りますよう，よろしくお願いを申し上げます。以上でございます。 

 

２０番（竹山耕平君） 村田新教育長，ありがとうございました。また，私の子どももですね，村田校長

にですね，大変お世話になりました。あの優しい笑顔の中にですね，言う時はビシッと言う，この厳し

さを備え持つ，その姿を見てきましたので，是非そういう姿で是非先ほども，１番最初にも申し上げま

したが，この教育行政を導いていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。ま

た，先ほどの中にもありましたように，このコロナ禍の中において，この学びの保障をですね，しっか

りと担保していくというか，しっかりとやっていきたいというふうなこともありましたので，頑張って

ほしいと思います。よろしくお願いします。 

 次にですね，このコロナ禍における，各学校への予防策への取組にかかる予算確保とその必要な消耗

品などの充実についてお聞かせください。 

 

教育部長（徳永恵三君） それでは，議員の御質問にお答えいたします。まず，新型コロナ感染予防対策

の取組について，市内各学校には文部科学省の指針である学校における新型コロナウイルス感染症に関

する衛生管理マニュアルに基づき対策を講じるよう指導しております。学校では，検温の実施や手洗

い，手指消毒，マスク着用，咳エチケット，換気，感染拡大リスクの高い３つの密を避けるなどの基本

的な感染症対策を徹底的に行っております。そのほか，校内施設の定期的な消毒，オンラインでの全校

朝会や集会活動等の実施，また，保護者に対し，安心・安全メールを使った定期的なコロナ対策への協

力依頼等，学校も工夫しながら，感染症予防対策を進めているところでございます。 

 次に，学校における，新型コロナ感染症予防対策のための予算についてお答えいたします。まず，令

和２年度の実績といたしまして，マスクやアルコール消毒液，エコタオル，非接触型体温計，他フェイ

スシールドなどの感染予防対策，消耗品購入等，大型扇風機等などの備品購入に学校保健特別対策事業

費補助金並びに新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し，学校配当支出分を含めま

して，約５６５万円を支出しており，予防対策についてはしっかり行っていると考えております。 

 次に，令和３年度の予防対策予算といたしまして，学校での感染予防対策用品購入に充てるため，

１，１５０万円を令和２年度から繰越計上しております。これにつきましては，５月中に各学校へ配当

額を提示しており，学校が必要とする予防対策物品等について申請をまとめ，執行予定です。引き続

き，学校における新型コロナ感染症予防対策を十分に行ってまいりたいと考えております。以上です。 

 

２０番（竹山耕平君） ありがとうございます。今，お話をお聞きしますと，しっかりと予防策に対して

のそういう取組と，そして，また，各学校のこの予算の確保がしっかりできているというふうな認識を

しましたので，是非また，足らなくなればですね，また，しっかりと要望して，各学校への配分を是非

お願いしたいなというふうに思います。また，今のお話を聞きますと，そういった取組と先ほど教育長

が言った，子どもたちが我慢したり，マスクし，窮屈な学校生活を送ったり，そして，また，この先生

方がですね，この子どもたちを守るためにそういう衛生面，そして，環境面に対して徹底指導をした

り，そういったことをしてるおかげで，やはり，子どもたち，また，学校の中でですね，やはり，あの

クラスターというか，そういう発生が抑えられていると言ったらおかしいのかもしれませんけど，そう

いったことが発生してないというふうにつながっているというふうに感じておりますので，是非よろし

くお願いしたいというふうに思います。 

 次にですね，各学校との自然遺産を見据えた，また，見込みとしてこの登録地の認識とこの理解に対

する環境教育が熱心に取り組まれていることは，新聞報道を見たりですね，理解をしています。そこ

で，これまでも申し上げているんですが，金作原をはじめですね，この各学校，この現地のその学校の

近くのそういった環境教育を取り組んでいるというのは分かります。しかし，金作原をはじめ，この現
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分に気を配りながら，しっかりと学びを保障してまいりますので，議員の皆様のより一層の御理解と御

協力を賜りますよう，よろしくお願いを申し上げます。以上でございます。 

 

２０番（竹山耕平君） 村田新教育長，ありがとうございました。また，私の子どももですね，村田校長

にですね，大変お世話になりました。あの優しい笑顔の中にですね，言う時はビシッと言う，この厳し

さを備え持つ，その姿を見てきましたので，是非そういう姿で是非先ほども，１番最初にも申し上げま

したが，この教育行政を導いていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。ま

た，先ほどの中にもありましたように，このコロナ禍の中において，この学びの保障をですね，しっか

りと担保していくというか，しっかりとやっていきたいというふうなこともありましたので，頑張って

ほしいと思います。よろしくお願いします。 

 次にですね，このコロナ禍における，各学校への予防策への取組にかかる予算確保とその必要な消耗

品などの充実についてお聞かせください。 

 

教育部長（徳永恵三君） それでは，議員の御質問にお答えいたします。まず，新型コロナ感染予防対策

の取組について，市内各学校には文部科学省の指針である学校における新型コロナウイルス感染症に関

する衛生管理マニュアルに基づき対策を講じるよう指導しております。学校では，検温の実施や手洗

い，手指消毒，マスク着用，咳エチケット，換気，感染拡大リスクの高い３つの密を避けるなどの基本

的な感染症対策を徹底的に行っております。そのほか，校内施設の定期的な消毒，オンラインでの全校

朝会や集会活動等の実施，また，保護者に対し，安心・安全メールを使った定期的なコロナ対策への協

力依頼等，学校も工夫しながら，感染症予防対策を進めているところでございます。 

 次に，学校における，新型コロナ感染症予防対策のための予算についてお答えいたします。まず，令

和２年度の実績といたしまして，マスクやアルコール消毒液，エコタオル，非接触型体温計，他フェイ

スシールドなどの感染予防対策，消耗品購入等，大型扇風機等などの備品購入に学校保健特別対策事業

費補助金並びに新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し，学校配当支出分を含めま

して，約５６５万円を支出しており，予防対策についてはしっかり行っていると考えております。 

 次に，令和３年度の予防対策予算といたしまして，学校での感染予防対策用品購入に充てるため，

１，１５０万円を令和２年度から繰越計上しております。これにつきましては，５月中に各学校へ配当

額を提示しており，学校が必要とする予防対策物品等について申請をまとめ，執行予定です。引き続

き，学校における新型コロナ感染症予防対策を十分に行ってまいりたいと考えております。以上です。 

 

２０番（竹山耕平君） ありがとうございます。今，お話をお聞きしますと，しっかりと予防策に対して

のそういう取組と，そして，また，各学校のこの予算の確保がしっかりできているというふうな認識を

しましたので，是非また，足らなくなればですね，また，しっかりと要望して，各学校への配分を是非

お願いしたいなというふうに思います。また，今のお話を聞きますと，そういった取組と先ほど教育長

が言った，子どもたちが我慢したり，マスクし，窮屈な学校生活を送ったり，そして，また，この先生

方がですね，この子どもたちを守るためにそういう衛生面，そして，環境面に対して徹底指導をした

り，そういったことをしてるおかげで，やはり，子どもたち，また，学校の中でですね，やはり，あの

クラスターというか，そういう発生が抑えられていると言ったらおかしいのかもしれませんけど，そう

いったことが発生してないというふうにつながっているというふうに感じておりますので，是非よろし

くお願いしたいというふうに思います。 

 次にですね，各学校との自然遺産を見据えた，また，見込みとしてこの登録地の認識とこの理解に対

する環境教育が熱心に取り組まれていることは，新聞報道を見たりですね，理解をしています。そこ

で，これまでも申し上げているんですが，金作原をはじめですね，この各学校，この現地のその学校の

近くのそういった環境教育を取り組んでいるというのは分かります。しかし，金作原をはじめ，この現
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地の散策など取り入れた，この教育の実施をですね，各学校は例えば金作原，また，その世界自然遺産

候補地となる，そういう場所に足を踏み入れたことがあるというふうなことを是非経験していただきた

いという思いからお伺いをしたいと思いますが，どうでしょうか。 

 

教育部長（徳永恵三君） それでは，議員の御質問にお答えいたします。先日，世界自然遺産登録の勧告

を受けたことを大変喜ばしく思っております。現在，本市の多くの学校で総合的な学習の時間や社会科

の時間で奄美大島の自然や文化，歴史について博物館の専門員や環境センター，大学の講師などを招へ

いし，学習を進めているところでございます。ただ，現在，登録予定地である金作原などに行って，原

体験，直接体験をしている学校はございません。しかしながら，今後，この世界自然遺産登録を踏まえ

て，金作原などの登録地を目的地とする学習を検討したいという学校もございました。市といたしまし

ても，世界に誇る自然を直に感じることは，非常に大切なことだと考えております。今後，世界自然遺

産登録の方向性もあることからこれまで以上に奄美の自然，文化，歴史など，博物館等と連携しなが

ら，原体験，直接体験をする学習が増えるように取り組んでいきたいと考えております。併せて，関係

機関が行う，原体験，直接体験の事業に積極的に参加し，奄美の自然や文化を現地で学んでほしいと考

えております。以上です。 

 

２０番（竹山耕平君） 是非ですね，子どもたちに，そういった場所に必ずというか，足を踏み入れたこ

とがある，足を運んだことがある，そして，また，触れたことが，あ，触れてはいけないですね。体験

したことがあるということを是非子どもたちに経験させていただきたいなと，よく以前も申し上げたん

ですけど，東京の方々は東京タワーに登ったことがないと，そして，また，京都の人が言ってましたけ

ど，京都の人たちは金閣寺・銀閣寺は知ってるけど，行ったことがないということが，また，奄美の子

どもたちがこの教育の中でやはり，そういった場所に学校の教育で行ったことがあるということを是非

実現してほしいなというふうなことを思います。よろしくお願いいたします。その時は，学校配分の予

算から計上するんではなく，そういった部分はしっかりと財政課のほうにしっかり予算の配分をです

ね，お願いいたします。 

 それではですね，次に，通学路の安全点検とこの改善についてお示しをお願いしたいと思います。そ

して，また，このこれまでも申し上げてきてるホームページでの通学路へのこの改善点，通学路という

ページがあるんですね。そういったものがまた，改善の必要があると思います。この他の自治体の例を

見て，もっと分かりやすく親切な方法で閲覧することができないのかなというふうに思いますが，どう

でしょうか。 

 

教育部長（徳永恵三君） 議員にお答えいたします。奄美市では通学路の安全確保に向けた関係機関の連

携及び継続的な対策を進めていくため，奄美市通学路交通安全プログラム策定し，そのプログラムに基

づき，通学路安全推進会議の開催，合同点検及び対策の検討実施を行っております。本年度も６月１

日・２日と，２日間かけて合同点検が実施されました。推進会委員は，奄美警察署交通課をはじめ，行

政，地域団体など１０の関係機関のメンバーで構成されております。歩道整備や防護柵設置のようなハ

ード面の対策から交通安全指導といったソフト面の対策等，専門的な観点から協議し，通学路の安全確

保のため，危機管理の改善に向けて取り組んでおります。先ほど，議員からホームページの関係がござ

いましたので，その内容にちょっと答弁させていただきます。合同点検などによるホームページ等に掲

載することで，より広く市民の皆様へ周知喚起につながると考えております。また，学校においても今

回導入したＩＣＴ機器を活用しながら，危険箇所等について，子どもたちと一緒に確認することができ

ます。他自治体の事例などを参考にしながら，より簡潔で明確に場所を示すことで事故防止につなげて

いきたいと考えておりますので，今後，そのホームページの表し方については工夫をこらして，対応し

ていきたいと考えております。以上です。 

－ 135 －



 

- 136 - 

 

 

２０番（竹山耕平君） 分かりました。そのホームページのほうもですね，いろいろと部長ともですね，

また，いろいろとこれまでも話し合いをしてしっかりと見ていただいておりますので，是非今後もです

ね，このホームページのあり方，そして，学校すべてがホームページを持っていますので，そういった

とことうまく今，おっしゃったＩＣＴを活用したいろいろな様々な方法で是非改善というか，うまく活

用してほしいないうふうに思いますので，よろしくお願いします。 

 それではですね，この合同安全点検の時間帯，実施している時間帯についてお願いします。 

 

教育部長（徳永恵三君） 平成の３０年ぐらいには１度安全点検をちょうど生徒・児童が通学する時間帯

で行った事例はございます。また，今後におきましては，登下校の時間帯における危険箇所について

は，スクールガードリーダーと連携を図りながら，職員やＰＴＡ等による登下校指導を元に，通学時間

帯の交通状況などを把握してまいりたいと考えております。以上です。 

 

２０番（竹山耕平君） 分かりました。今，ありましたようにですね，やはり，お昼の時間とか夏休みだ

とかそういった時間帯にそういったことをやってもですね，意味はあるんですけど，もっと意味がある

ようにするためにはやはり，子どもたちの目線に立った，やはり，よくテレビで通学中に車が列に突っ

込んだとか，そういったことも，やはり，その通勤途中だとか，車のですね，そういったことがやは

り，関係してきますので，やはり，子どもたちが通学している時間帯にやはり，あの点検を行ったほう

がより実のある改善につながると思いますので，是非お願いしたいと思います。 

 次に，あの学校施設のバリアフリー化についてお伺いをします。このバリアフリー法の改正により，

学校施設の計画をお示し願います。この緊急時の避難場所としてもですね，利用されている観点からも

お願いをしたいと思います。そして，また，このバリアフリー化の加速化に向けて御見解をお願いした

いと思います。 

 

教育部長（徳永恵三君） 議員御承知のとおり，学校施設は多くの児童生徒が１日の大半を過ごす学習生

活の場であり，安全を十分に確保することはもちろん，快適で豊かな空間として整備することが必要と

されております。また，地域住民にとっても最も身近な公共施設であり，地域の防災拠点施設としての

役割を果たすことが求められております。本市では，市内小・中学校の２２校が避難所として指定され

ており，災害時には地域の高齢者や障がい者等も含め，不特定多数の方々の利用が想定されることから

学校施設が避難所としての役割を十分に果たしていくためにもバリアフリー化を含め，避難所としての

防災機能を一層強化していく必要性を認識しているところでございます。本市といたしましては，学校

施設における，長寿命化計画を令和３年度から２０年間の計画で作成いたしておりますので，バリアフ

リー化の推進も踏まえ，既存施設の長寿命化改修や営繕時には段階的に見直しを行うことといたしてお

ります。また，緊急性の高い要配慮児童生徒及び教職員が在籍する学校等につきましても，施設を利用

する上で障壁となるものを除くための方策等について十分に検討し，必要に応じて整備を行ってまいり

たいと考えておりますので，御理解を賜りますようお願いいたします。 

 

２０番（竹山耕平君） 分かりました。最近新しく建てられた校舎として，金久中学校がエレベーターが

設置されてですね，それもバリアフリーの１つだと思いますが，後はですね，このハード面も含めて，

何と言うんですかね。段差が多かったりですね，やはり，そういう学校も結構多いんですよね。なの

で，そういったところも含めてやっぱり，あのバリアフリーというよりも，ユニバーサルデザインの観

点から，視点からですね，是非誰もが使いやすい，利用しやすい，利用できるような施設を目指すとい

うことを念頭に置いて，令和３年から２０年間で行うということでございますが，そういったことで是

非計画を立ててほしいなというふうに思いますので，よろしくお願いいたします。 
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２０番（竹山耕平君） 分かりました。そのホームページのほうもですね，いろいろと部長ともですね，

また，いろいろとこれまでも話し合いをしてしっかりと見ていただいておりますので，是非今後もです

ね，このホームページのあり方，そして，学校すべてがホームページを持っていますので，そういった

とことうまく今，おっしゃったＩＣＴを活用したいろいろな様々な方法で是非改善というか，うまく活

用してほしいないうふうに思いますので，よろしくお願いします。 

 それではですね，この合同安全点検の時間帯，実施している時間帯についてお願いします。 

 

教育部長（徳永恵三君） 平成の３０年ぐらいには１度安全点検をちょうど生徒・児童が通学する時間帯

で行った事例はございます。また，今後におきましては，登下校の時間帯における危険箇所について

は，スクールガードリーダーと連携を図りながら，職員やＰＴＡ等による登下校指導を元に，通学時間

帯の交通状況などを把握してまいりたいと考えております。以上です。 

 

２０番（竹山耕平君） 分かりました。今，ありましたようにですね，やはり，お昼の時間とか夏休みだ

とかそういった時間帯にそういったことをやってもですね，意味はあるんですけど，もっと意味がある

ようにするためにはやはり，子どもたちの目線に立った，やはり，よくテレビで通学中に車が列に突っ

込んだとか，そういったことも，やはり，その通勤途中だとか，車のですね，そういったことがやは

り，関係してきますので，やはり，子どもたちが通学している時間帯にやはり，あの点検を行ったほう

がより実のある改善につながると思いますので，是非お願いしたいと思います。 

 次に，あの学校施設のバリアフリー化についてお伺いをします。このバリアフリー法の改正により，

学校施設の計画をお示し願います。この緊急時の避難場所としてもですね，利用されている観点からも

お願いをしたいと思います。そして，また，このバリアフリー化の加速化に向けて御見解をお願いした

いと思います。 

 

教育部長（徳永恵三君） 議員御承知のとおり，学校施設は多くの児童生徒が１日の大半を過ごす学習生

活の場であり，安全を十分に確保することはもちろん，快適で豊かな空間として整備することが必要と

されております。また，地域住民にとっても最も身近な公共施設であり，地域の防災拠点施設としての

役割を果たすことが求められております。本市では，市内小・中学校の２２校が避難所として指定され

ており，災害時には地域の高齢者や障がい者等も含め，不特定多数の方々の利用が想定されることから

学校施設が避難所としての役割を十分に果たしていくためにもバリアフリー化を含め，避難所としての

防災機能を一層強化していく必要性を認識しているところでございます。本市といたしましては，学校

施設における，長寿命化計画を令和３年度から２０年間の計画で作成いたしておりますので，バリアフ

リー化の推進も踏まえ，既存施設の長寿命化改修や営繕時には段階的に見直しを行うことといたしてお

ります。また，緊急性の高い要配慮児童生徒及び教職員が在籍する学校等につきましても，施設を利用

する上で障壁となるものを除くための方策等について十分に検討し，必要に応じて整備を行ってまいり

たいと考えておりますので，御理解を賜りますようお願いいたします。 

 

２０番（竹山耕平君） 分かりました。最近新しく建てられた校舎として，金久中学校がエレベーターが

設置されてですね，それもバリアフリーの１つだと思いますが，後はですね，このハード面も含めて，

何と言うんですかね。段差が多かったりですね，やはり，そういう学校も結構多いんですよね。なの

で，そういったところも含めてやっぱり，あのバリアフリーというよりも，ユニバーサルデザインの観

点から，視点からですね，是非誰もが使いやすい，利用しやすい，利用できるような施設を目指すとい

うことを念頭に置いて，令和３年から２０年間で行うということでございますが，そういったことで是

非計画を立ててほしいなというふうに思いますので，よろしくお願いいたします。 
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 次にですね，このＧＩＧＡスクール構想についてお伺いをしますが，さっきあの弓削議員の質問でも

うすべてと申しますか，おおよそ理解を僕のこの質問の内容からもしました。今回の質問におきまして

は，この①の現況ということでの中からこの全学校へ配布された，子どもたちはまずは，触れさせるこ

とというふうに答弁がございました。その中で，例えば万が一ですね，故障，そして，画面を割っただ

とか，そして，壊してしまった場合，各種そういった点の，各種保証，そして，維持管理がどうなって

いるのかについてお伺いをしたいと思います。そして，また，その点を含めてですね，保護者の皆さ

ん，その点についてこれまで，そして，これからどのような説明がなされてきたのか，そして，してい

くのか，ということをお示し願いたいと思います。 

 

教育部長（徳永恵三君） それでは，お答えいたします。タブレット端末につきましては，まず，学校備

品となります。現在，破損等の保険につきましてはいくつかのメニューを検討させていただいておる状

況です。従いまして，市負担，または，保護者負担対応につきましても，現在，まだ未定となっており

ます。保護者への周知につきましては，現在，保護者へのタブレット端末の扱いについての，保護者へ

のリーフレット作成を行っております。内容につきましては，まず，奄美市のＧＩＧＡスクールの目指

す目標，ゴールですね，内容については自分なりに考え，自分なりの答えが出せる児童生徒の育成とい

うのを奄美市の目指すゴールと設定しております。また，身に付けてほしい内容だとか，ＧＩＧＡスク

ール構想のステップ，また，その取扱いについてのルール等を内容に示しておりますので，その中で保

険適用についてもお示しできたらと考えております。以上です。 

 

２０番（竹山耕平君） 今，ちなみに学校備品ではあると，ですけど，聞くと１年生から６年間持つとま

た，新しい１年生にそのタブレットがバトンタッチするわけですよね。ということは，何年利用される

んですかね。 

 

教育部長（徳永恵三君） お答えいたします。タブレットの耐久性は取扱いにもよると思うんですけど，

５，６年程度と考えております。また，今後の方向性につきましては，保護者が購入することなども今

後想定されることから，今後の状況での判断されるかと思っております。以上です。 

 

２０番（竹山耕平君） 分かりました。５，６年ということでありますので，それ以上もたせるのかどう

かは分かりません。各学校に任せるのか，ある学校に聞くと，少し，やはり，何台かは不具合が出てる

というふうにも聞いてます。そのタッチパネルなんですけど，動きが悪いというふうにも聞いていま

す。ですけど，今，我慢して使ってるというふうにも聞いています。今，ありましたようにこの市負担

分と保護者負担分のまだこれが決定してないと。しかし，授業はもう子どもたちには渡してるわけです

よね。触れさせてるわけですよね。この保険適用のメニューもまだ決まってないんですかね。 

 

教育部長（徳永恵三君） 今，市の教育委員会のほうに２台ほど不具合があって届出はしてる状況なんで

すけど，まだ保険のメニューについてはまだ判断はしておりません。市教委としても早めに対応させて

いただきたいと思ってます。やはり，今，学校のほうで使用はしてるんですけど，それは持ち帰りとい

う状況になった時はやっぱり，保険はセットでなければ取扱いは大変だと思いますので，その付近は御

理解いただきたいと思います。 

 

２０番（竹山耕平君） 一保護者の立場からは御理解できないのかなというふうに思います。もう授業は

始まってますので，何でしたっけ。あの，先生が各学校に１人配置されてると。ＧＩＧＡリーダーが配

置されてると。そういった学校は聞くとどんどんどんどん結構先へ進んでいるらしいですよ。なので，

そういった状況が学校では現場では進んでるんですね。片や，保証とか保険だとか，後は，ルールだと
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か，また，例えば割ったら市負担分と，要は学校備品なのでガラスと一緒ということで考えれば，不意

に割ったり，また，間違って，その割り方によっては自分たちの携帯と同じで，気付かない内に割れて

しまったんだっていうんだったら，例えば無償。だけど，自分で落として割った場合は有償なんですよ

ね。そういった有償ということは，親，保護者負担になるわけですよね。そういったところが，やは

り，あのルール作りをですね，早急に決めていかないと，もう学校任せになっているんで，持ち帰り学

習，この宿題をですね，言われる学校も多分増えますよ。なので，その辺早くというか，早急にもう決

定しておかないと，そこはちょっと後からいきなり，これはあれで子どものせいで割ったんで保護者負

担ですよと，って言っていきなり言われると，なんで，って，これは国の方針で決まったんでしょうと

いうふうになると思うんですよね。勝手に渡されて，負担がこっちになるとちょっと，お願いします

ね，その辺。 

 それでは，最後のほうにいきます。この緊急経済対策のですね，緊急対策事業の第４弾のほうにちょ

っと，昨年度の取組で実績，思い出作り，この実施状況，この成果，時間がないので端的にお願いしま

す。 

 

教育部長（徳永恵三君） それでは，「卒業の思い出づくり」応募事業の実施についてお答えいたしま

す。実績としましては，市内小・中学校の内，計３１校から申請がございました。奄美市内の小学校１

８校に約２３５万円，中学校９校に約１５２万円，定時制高校含む４校に約１９４万円を助成したとこ

ろでございます。各学校では，遠足やスポーツ大会，黒糖作り，壁画制作，記念品制作，泥染め体験，

親子で歩こう会など，それぞれの学校の魅力を活かした卒業の思い出作りに活用していただきました。

新型コロナ感染症対策を取りながらの実施ではございましたが，各学校職員からはこれまでにない，と

ても良い体験型のお別れ遠足ができた，また，保護者からは子どもたちの笑顔が見られ，後日，記念制

作を見て感動した，更に，児童生徒から初めての泥染めや黒糖作りなどを体験し，島がもっと好きにな

ったなどの声が届いており，実施に当たり，卒業の思い出作りに貢献できたのではないかと考えており

ます。以上です。 

 

２０番（竹山耕平君） 再質問を用意してたんですけど，もうちょっと時間がありませんので，要望だけ

で終わらしたいと思います。またですね，また，今年度につきましてもこのようなコロナ禍の状況が続

いております。今年度，子どもたちのためにですね，是非早めにこの少し事業をですね，今，部長がお

っしゃった成果があるということであればお願いしたいと思います。 

 

議長（与 勝広君） 以上で，自民党奄美 竹山耕平君の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。（午前１０時３１分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします。（午前１０時４５分） 

 引き続き，一般質問を行います。 

 自由民主党 奥 輝人君の発言を許可いたします。 

 

１５番（奥 輝人君） 議場の皆さん，市民の皆さん，そして，笠利総合支所正面玄関入口モニター前で

御覧の皆さん，きゅうやうがみしょうらん。おはようございます。自民党会派の奥 輝人です。Ｒ３年

６月議会一般質問，あらかじめ通告してます一般質問を行います。その前に，少々所見を述べたいと思

います。まず，新年度より新たに新部課長に就任されました職員の皆さん。それに，新教育長に就任し

ました，村田教育長。誠におめでとうございます。これまで，培ってきたその能力を遺憾なく発揮され

て，奄美市の更なる発展に頑張っていただきたいと思います。 

 さて，初日の一般質問で朝山市長の今期限りでの勇退表明がありました。奄美市長で３期１２年，合
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か，また，例えば割ったら市負担分と，要は学校備品なのでガラスと一緒ということで考えれば，不意

に割ったり，また，間違って，その割り方によっては自分たちの携帯と同じで，気付かない内に割れて

しまったんだっていうんだったら，例えば無償。だけど，自分で落として割った場合は有償なんですよ

ね。そういった有償ということは，親，保護者負担になるわけですよね。そういったところが，やは

り，あのルール作りをですね，早急に決めていかないと，もう学校任せになっているんで，持ち帰り学

習，この宿題をですね，言われる学校も多分増えますよ。なので，その辺早くというか，早急にもう決

定しておかないと，そこはちょっと後からいきなり，これはあれで子どものせいで割ったんで保護者負

担ですよと，って言っていきなり言われると，なんで，って，これは国の方針で決まったんでしょうと

いうふうになると思うんですよね。勝手に渡されて，負担がこっちになるとちょっと，お願いします

ね，その辺。 

 それでは，最後のほうにいきます。この緊急経済対策のですね，緊急対策事業の第４弾のほうにちょ

っと，昨年度の取組で実績，思い出作り，この実施状況，この成果，時間がないので端的にお願いしま

す。 

 

教育部長（徳永恵三君） それでは，「卒業の思い出づくり」応募事業の実施についてお答えいたしま

す。実績としましては，市内小・中学校の内，計３１校から申請がございました。奄美市内の小学校１

８校に約２３５万円，中学校９校に約１５２万円，定時制高校含む４校に約１９４万円を助成したとこ

ろでございます。各学校では，遠足やスポーツ大会，黒糖作り，壁画制作，記念品制作，泥染め体験，

親子で歩こう会など，それぞれの学校の魅力を活かした卒業の思い出作りに活用していただきました。

新型コロナ感染症対策を取りながらの実施ではございましたが，各学校職員からはこれまでにない，と

ても良い体験型のお別れ遠足ができた，また，保護者からは子どもたちの笑顔が見られ，後日，記念制

作を見て感動した，更に，児童生徒から初めての泥染めや黒糖作りなどを体験し，島がもっと好きにな

ったなどの声が届いており，実施に当たり，卒業の思い出作りに貢献できたのではないかと考えており

ます。以上です。 

 

２０番（竹山耕平君） 再質問を用意してたんですけど，もうちょっと時間がありませんので，要望だけ

で終わらしたいと思います。またですね，また，今年度につきましてもこのようなコロナ禍の状況が続

いております。今年度，子どもたちのためにですね，是非早めにこの少し事業をですね，今，部長がお

っしゃった成果があるということであればお願いしたいと思います。 

 

議長（与 勝広君） 以上で，自民党奄美 竹山耕平君の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。（午前１０時３１分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします。（午前１０時４５分） 

 引き続き，一般質問を行います。 

 自由民主党 奥 輝人君の発言を許可いたします。 

 

１５番（奥 輝人君） 議場の皆さん，市民の皆さん，そして，笠利総合支所正面玄関入口モニター前で

御覧の皆さん，きゅうやうがみしょうらん。おはようございます。自民党会派の奥 輝人です。Ｒ３年

６月議会一般質問，あらかじめ通告してます一般質問を行います。その前に，少々所見を述べたいと思

います。まず，新年度より新たに新部課長に就任されました職員の皆さん。それに，新教育長に就任し

ました，村田教育長。誠におめでとうございます。これまで，培ってきたその能力を遺憾なく発揮され

て，奄美市の更なる発展に頑張っていただきたいと思います。 

 さて，初日の一般質問で朝山市長の今期限りでの勇退表明がありました。奄美市長で３期１２年，合
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併前の旧笠利町で町長３期１１年余り，そして，合併直後の副市長歴任など，合わせて約２５年余りの

長きに亘る政治活動となりました。責任感や信頼感を持ち合わせ，そして，人情溢れる優しい人柄は市

民の皆さんからは，親近感と安心感を持たれ，本当に記憶に残る，そして，記録に残る市長となりまし

た。奄美市が誕生し，早いもので丸１５年。その間において，各種の施策や各種の事業を推進し，市政

の発展に尽力し，また，幾多の困難や試練，災害など，数多くある中で，いつも冷静沈着に物事を考

え，事業を進めていく姿に感銘を受け，印象の深さを感じる市民も多いかと思います。また，奄美市の

土台作りに，そして，根幹作りに，邁進していただき，安定したまちづくりに寄与していただいたこと

に感謝をしたいと思います。まだ任期は本年の１１月３０日まででありますので，最後のラストスパー

トで頑張っていただきたいと思います。 

 さて，５月の９日に奄美・沖縄の世界自然遺産の登録の勧告があり，７月頃には決定される見通し

で，長年の夢が叶い，群島民に歓喜が沸いたところでありました。これで新型コロナウイルスが収束

し，明けた頃には島外からの観光客や視察団など，奄美，徳之島，そして，沖縄島，双方共々に注目度

も高まり，更なる活性化が出てくるものと思われます。その期待感を感じながら，奄美の持続的発展に

群島民一体となって取り組んでいかなければならない，これからが真の始まりです。頑張っていきまし

ょう。 

 それでは，一般質問に入ります。１，新型コロナへの対応について。（１）今後の対応について。①

ファイザー社ワクチンの入荷と接種の加速化について伺います。奄美市において，ファイザー社ワクチ

ンの接種が３月の２２日から集団接種会場，奄美文化センターや医療機関において，まずは，医療従事

者関係者から始まっています。そして，５月の３日からは，市民向けの第１弾として高齢者にワクチン

の接種が始まっています。感染防止対策や予約人数の徹底などマニュアルに沿った接種が進んでいて，

市民向けの第１弾については第１回目の接種が済み，第２回目の接種は５月２４日から６月１３日まで

となっている。これ５月末現在のことであります。第１弾の第１回目の接種の実績や現状などについて

は，日々の地元紙で詳細にきめ細やかく詳しく掲載されており，市民への接種への浸透性も向上してる

と思います。さて，市民向け第２弾において６月の１４日から接種が始まり，７月２５日までとなって

います。市民向け第２弾の接種予定人数は約９，６００人であります。第１弾では，奄美市で約３，０

１２人接種している。１回目について。第２弾では，その約３倍の数であります。現在，日本において

ワクチンの承認が新規に２社承認され，米国のモデルナ社ワクチンと英国のアストラゼネカ社ワクチン

であります。日本政府は東京や大阪方面，そして，神戸市等で大規模接種会場を設けてモデルナワクチ

ンを高齢者向けに接種しています。このように，新規の２社が出てきてワクチンの量が増加していると

ころであります。しかしながら，いまだにおいて日本はワクチンの接種率が他国と比較して低い状況で

あります。ワクチンの有効性や安全性が確認され，ワクチンの量も増加傾向にあり，高齢者を含む一般

の方への早急な接種が待たれているのであります。この奄美市においてもワクチンへの期待が高い状況

であります。さて，このような状況の中，ファイザー社ワクチンについて，奄美市への入荷の量を増加

させて一般市民への接種を加速化できないのか伺います。後の質問からは発言席で行います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

市長（朝山 毅君） それでは，奥議員にお答えいたします。奥議員の過分なるエールに今，気恥ずかし

い思いをいたしておりますが，残された期間，恥ずかしいことがないように一生懸命，誠実に努めてま

いりたいと存じますので，よろしくお願いいたします。それでは，ファイザー社ワクチンについて概略

を申し述べさしていただきます。本市における新型コロナワクチンの接種状況につきましては，郡医師

会や関係機関の協力のもと，３月２２日から医療従事者を対象にした接種を開始いたしております。そ

の後，４月１９日から奄美文化センターを奄美ワクチンセンターとして開設し，医療従事者に対する集

団接種を開始いたしました。また，５月３日からは高齢者を対象にした集団接種を開始し，現在に至っ

ております。ワクチンの割当につきましては，国が都道府県ごとに割り当て，都道府県は管内市町村に
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割当を行うこととしており，また，ワクチンの割当量につきましては，市町村の人口や接種実施医療機

関などの接種可能量等を考慮することといたしております。このような中，国では高齢者へのワクチン

接種を７月末までに終えることを目標とし，ワクチンの割当を６月末までに配分する計画の通知が届い

ております。御質問の一般市民への接種の加速化につきましては，現在のところ，一般市民に対する国

からのワクチン割当量が示されていない状況でございますが，国の動向を見据え，郡医師会や関係機関

とも密に連携を図りながら，希望する市民が１日でも早くワクチン接種ができるよう，準備を進めてま

いりたいと存じますので，どうか皆様方の御理解と御協力をよろしくお願いいたします。 

 

１５番（奥 輝人君） 市長，ありがとうございました。全国においてですけれど，今，やっぱり，報道

やらニュース等を見ますとですね，やはり，全国でも大規模集団接種，そして，職域接種などでこの接

種が本当に加速化，今，されております。本当は大規模接種のほうでもですね，やっぱり，予約を取り

ながら，やっぱり受けたい人もそのまま高齢者の方でありますけどモデルナワクチンを使いながらです

ね，やっぱり，推進しているところでもあります。現在は，本当，職域接種が今週から始まりですね，

やはり，大企業，そして，大学生などを含めた１，０００人以上のそういった職場などにおいては，や

っぱりこうやってモデルナワクチンをやっぱり，使用しながらの加速化が進んでいるところでありま

す。本当日々混沌と状況が変わっていて，本当このワクチン量が増加している中においてですね，この

奄美市がまだまだ低調なのが，本当気がかりでありますので，今の市長の答弁でありましたようにです

ね，本当②のになるんですけど，各自治体の配分量については市長のほうで今，答弁がありました。そ

の配分方法などについてこの奄美本島内においてはですね，本当，大和村のほうは，ほとんどもう１８

歳以上がもうワクチン接種をしているという状況でありますので，この奄美市の今後の配分されている

量など，今後の目標などがあればちょっとお願いしたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） ワクチンの割当量につきましては，先ほどもお答えいたしましたが，市町

村の人口や接種実施医療機関などの接種可能量などを考慮するとしており，２週間ごとにワクチンの必

要量をシステムをとおして要望し，配分が示されるようになっております。入荷時期につきましては，

これまで配分された実績と配分見込を含めてお答えいたします。月ごとの実績では，３月に２箱，４月

に４箱，５月に１９箱，６月は見込を含めまして１５箱の合計４０箱となります。入荷予定のワクチン

につきましては，すべてファイザー社のワクチンであり，１箱は１９５バイアルとなっております。内

訳といたしましては，医療従事者用が７箱，高齢者用が３３箱となっており，本市の高齢者人口約１

３，７００人分は確保されている状況でございます。以上でございます。 

 

１５番（奥 輝人君） よく分かりました。それではですね，③の余剰ワクチンの取扱いについて，この

奄美市の状況をちょっと聞きたいと思います。市民向けの第２弾の高齢者向け接種人数は９，６００人

ということを想定していました。そういうことで今，予約をしていたら，同僚議員からの答弁でもあっ

たように約まだ７８パーセントだから約８割方がもう待ってるけど，後，２割方がまだ待ってないとい

う，そういった余剰ワクチンは本当自分のところに来てるんですけど，５５歳から６４歳までの接種券

が配られていて，基礎疾患がある方はそこに対応するということでありました。そういった余剰ワクチ

ンの件には分かりますけども，この中においてそのワクチンの予約する中でキャンセルとかがやっぱ

り，出てきているのか。そして，このキャンセルが出た時の対応が今のこの第２弾，５５歳から６４歳

までの方にキャンセルの分をまわすということになっていますけど，更に，そういったキャンセル等が

出た時に，そういった５５歳から６４歳までの接種券が配布されている方々は，やっぱり，接種を可能

にできないのか。そこらあたりまでちょっと聞きたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 余剰となったワクチンの取扱いとキャンセルになった場合についてお答え
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割当を行うこととしており，また，ワクチンの割当量につきましては，市町村の人口や接種実施医療機

関などの接種可能量等を考慮することといたしております。このような中，国では高齢者へのワクチン

接種を７月末までに終えることを目標とし，ワクチンの割当を６月末までに配分する計画の通知が届い

ております。御質問の一般市民への接種の加速化につきましては，現在のところ，一般市民に対する国

からのワクチン割当量が示されていない状況でございますが，国の動向を見据え，郡医師会や関係機関

とも密に連携を図りながら，希望する市民が１日でも早くワクチン接種ができるよう，準備を進めてま

いりたいと存じますので，どうか皆様方の御理解と御協力をよろしくお願いいたします。 

 

１５番（奥 輝人君） 市長，ありがとうございました。全国においてですけれど，今，やっぱり，報道

やらニュース等を見ますとですね，やはり，全国でも大規模集団接種，そして，職域接種などでこの接

種が本当に加速化，今，されております。本当は大規模接種のほうでもですね，やっぱり，予約を取り

ながら，やっぱり受けたい人もそのまま高齢者の方でありますけどモデルナワクチンを使いながらです

ね，やっぱり，推進しているところでもあります。現在は，本当，職域接種が今週から始まりですね，

やはり，大企業，そして，大学生などを含めた１，０００人以上のそういった職場などにおいては，や

っぱりこうやってモデルナワクチンをやっぱり，使用しながらの加速化が進んでいるところでありま

す。本当日々混沌と状況が変わっていて，本当このワクチン量が増加している中においてですね，この

奄美市がまだまだ低調なのが，本当気がかりでありますので，今の市長の答弁でありましたようにです

ね，本当②のになるんですけど，各自治体の配分量については市長のほうで今，答弁がありました。そ

の配分方法などについてこの奄美本島内においてはですね，本当，大和村のほうは，ほとんどもう１８

歳以上がもうワクチン接種をしているという状況でありますので，この奄美市の今後の配分されている

量など，今後の目標などがあればちょっとお願いしたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） ワクチンの割当量につきましては，先ほどもお答えいたしましたが，市町

村の人口や接種実施医療機関などの接種可能量などを考慮するとしており，２週間ごとにワクチンの必

要量をシステムをとおして要望し，配分が示されるようになっております。入荷時期につきましては，

これまで配分された実績と配分見込を含めてお答えいたします。月ごとの実績では，３月に２箱，４月

に４箱，５月に１９箱，６月は見込を含めまして１５箱の合計４０箱となります。入荷予定のワクチン

につきましては，すべてファイザー社のワクチンであり，１箱は１９５バイアルとなっております。内

訳といたしましては，医療従事者用が７箱，高齢者用が３３箱となっており，本市の高齢者人口約１

３，７００人分は確保されている状況でございます。以上でございます。 

 

１５番（奥 輝人君） よく分かりました。それではですね，③の余剰ワクチンの取扱いについて，この

奄美市の状況をちょっと聞きたいと思います。市民向けの第２弾の高齢者向け接種人数は９，６００人

ということを想定していました。そういうことで今，予約をしていたら，同僚議員からの答弁でもあっ

たように約まだ７８パーセントだから約８割方がもう待ってるけど，後，２割方がまだ待ってないとい

う，そういった余剰ワクチンは本当自分のところに来てるんですけど，５５歳から６４歳までの接種券

が配られていて，基礎疾患がある方はそこに対応するということでありました。そういった余剰ワクチ

ンの件には分かりますけども，この中においてそのワクチンの予約する中でキャンセルとかがやっぱ

り，出てきているのか。そして，このキャンセルが出た時の対応が今のこの第２弾，５５歳から６４歳

までの方にキャンセルの分をまわすということになっていますけど，更に，そういったキャンセル等が

出た時に，そういった５５歳から６４歳までの接種券が配布されている方々は，やっぱり，接種を可能

にできないのか。そこらあたりまでちょっと聞きたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 余剰となったワクチンの取扱いとキャンセルになった場合についてお答え
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いたします。余剰となったワクチンの取扱いにつきましては，国が示す接種順位で高齢者の次になりま

す基礎疾患を有する者について６月２２日から予約受付を開始する予定としております。 

 次に，キャンセルが出た場合の対応につきましては，奄美ワクチンセンターにて従事しております市

の職員に対し，接種しております。同センターはワクチン接種に関わる診療所として開設しており，こ

こで業務をする医療従事者として接種をしてるところでございます。貴重なワクチンを破棄することが

ないように取り組んでるところでございます。また，今後につきましては優先すべき職種の検討も行い

ながら効率的にワクチン接種を進めてまいりたいと存じます。以上でございます。 

 

１５番（奥 輝人君） よく分かりました。本当高齢者の方と今回の９，６００名分が本当にこうやって

完全に埋まってですね，それでワクチンが利用できたら本当いいのかなという思いがしております。そ

の後についてはですね，本当第３弾としてこの奄美だよりにもありますように，７月２６日から８月の

２９日が第３で，第４弾が９月の６日から１０月の１７日までという，こういう報告がありますので，

それ以前にですね，やはり，全国的にこうやって加速化されていますので，何らかの対策は取りながら

ですね，やっぱり，接種を希望する方は早め早めにこうやって推進できるような体制作りですね。そこ

らあたりをもう一度，また，考え直しながらですね，進めてもらいたいと思います。 

 それではですね，次に，④の集団接種場所と個別接種場所の見通しについてであります。集団接種場

所としては，今，奄美文化センターを貸し切って業務を遂行している状況であります。前回の３月の質

問ではですね，８月までを見込んでいるとのことでありましたが，その後の見通しについても変わらな

いのか，それとどのようになっていくのか，それとまた，個別接種会場についてですけれど，各地区の

医療機関との調整等はどのようであるのか。また，住用地区や笠利地区への医療機関との調整はどのよ

うになっているのかを伺いたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） それでは，お答えいたします。奄美文化センターにおける，集団接種会場

につきましては，議員御案内のとおり，８月末といたしておりましたが，郡医師会や関係機関との協議

の中で市民全体の接種につきましては，集団接種会場にて一定の接種を行い，その後に各医療機関での

個別接種につなげた方が医療機関における通常診療なども考慮した場合，スムーズな接種になるとの合

意に至っております。そのことから，本市の集団接種による接種計画につきましては，第４弾の１０月

までを予定しており，個別接種の開始時期につきましては，現在，調整を行っているところでございま

す。住用地区や笠利地区を含めた個別接種につきましても，国から示される配分計画や取扱いの異なる

ワクチンの配分状況を踏まえ，また，郡医師会との協議を重ねながら進めてまいりたいと存じます。以

上でございます。 

 

１５番（奥 輝人君） よく分かりました。本当市民の皆さんが早く接種したいという希望がありますの

で，そこらあたりを汲み取りながらですね，やっぱり，ワクチンがなければ前に進めませんので，ワク

チンの配分量とか決まってると言いましたので，本当ワクチンが入り次第，時間的にも早め早めにです

ね，市民の皆さんに行き届けられるように頑張っていただきたいと思います。 

 次にですね，（２）の「自分が感染するかも」への意識についてであります。①市民の関心度及び浸

透性について伺いたいと思います。新型コロナの発生からもう１年と半年を迎える今日この頃でありま

す。奄美市において，すでに一昨日現在でですね，１２７名の感染者が出ていると思います。特に，新

年度においてはですね，クラスターや感染経路の分からない感染者も出ています。島別の警戒レベルも

最大級の５でありました。今は，４になっていますけども，危機的状況下でありました。５月の月です

ね。さて，他人事でもない，まさか自分が感染するかも，について市民の関心度や浸透性について当局

としてはどのように感じているのかを伺いたいと思います。 
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保健福祉部長（山下能久君） 議員御案内のとおり，本市における，新型コロナの感染の状況につきまし

ては，昨年４月からの累計で１２７名となっております。令和３年度４月に入ってからの感染者数は９

９人で，約８割近くを占めているところでございます。また，４月２９日には本市内の飲食店における

クラスター認定があり，このクラスター感染者数は５３人となっております。更には，奄美大島での感

染者の増加を受け，感染者の島外搬送も行われております。市では，対策本部会議を開催し，公共施設

の閉館措置や行事の延期・中止の対応をするとともに，防災行政無線，コミュニティＦＭ，市のホーム

ページなどを活用し，市民の皆様に対し，感染者の状況報告に併せ，感染防止対策の協力や誹謗中傷な

どを行わないよう，周知に努めております。御質問の市民の関心度や浸透性につきましては，本市での

クラスター発生もあり，身近に新型コロナの脅威が迫っていることを感じられる市民の方が多くおられ

たものと考えております。 

 

１５番（奥 輝人君） 分かりました。本当クラスターが発生して，そしてその後の警戒レベルが５にな

った時のその状況を見ますと，やはり，市民の皆さんも他人事ではないなという，やっぱり，危機感と

恐怖心が，衝撃が走ったものと私も思います。やはり，初日の日に多田議員のこういった写真が出てま

したけれど，屋仁川通りのですね，やはり，警戒心，怖いから町には出たくないとか，人との接触を避

けたいとか，そういったものがやっぱり，随所に現れていたのが５月の月かなと思います。笠利地区に

おいてもですね，やはり，店舗ですね，時短要請があった２週間については，やっぱりそれを対応して

貼り紙を出してですね，やっぱり，店は８時までは酒はＯＫ，９時以降は閉めますとか，後，休業しま

すとか，そういったお店も笠利地区のほうでは見受けられました。そういった店の感染症対策なども市

の職員と県の職員などもこうやって随時見回りをしながらですね，そういう状況を見たところでありま

す。やはり，クラスターが出て５３名というそういったものが出れば，やっぱり，心配する。やっぱ

り，自分の親にもどこにも行くなよとか，子どもにも行くなよとか，そういったことがやっぱり，横に

つながり，縦につながり，やっぱり，それが浸透したものと思っております。そこらあたりもやっぱ

り，報道とかニュース等での，やっぱり，そういったきめ細かなこうやったＰＲがですね，やっぱり，

功を奏したものと思っております。今のところ，３日間くらいは奄美のほうでは感染者も出ていない状

況でありますので，そこらあたりがやっぱり，功を奏してるのかなと私は思っております。そういう状

況の中でですね，②の若者ですね。若年層の浸透性についてでありますけど，本当先ほど私が申し上げ

たようにですね，今の若者のほうもやっぱり，こういう状況の中では，やっぱり３密を避けたいとか，

一緒に酒を飲みに行くことは避けようとか，居酒屋に行くのもちょっと遠慮しようとか，そういうのも

あちこちで聞かれております。どこで飲むかってなれば，本当は路上とか道端で飲んだり，庭先で飲ん

だりというのも若者の今の大勢であるかと思います。そういった中においてですね，やはり，若者への

浸透性について本当今後もそうであると思いますけど，どのように浸透させていくのか。本当新聞やら

ニュースとかテレビなどを見れば本当は分かりますけど，やっぱり，そういったニュース番組などを観

る機会が少ない若者たちにおいてもやっぱり，更なるやっぱり，強化をしながらですね，こうやって感

染対策の意識を高めていかなきゃいけないと思ってますので，そこらあたり若者についての御見解を聞

きたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） それでは，お答えいたします。本市における，年代別の感染者数につきま

しては，これまで累計１２７名の内，３０代が最も多く，４７人。次に，２０代の１６人。次に，４０

代，６０代が１５名となっております。２０代・３０代での合計は６３人で約５０パーセントと半数を

占めております。この若い世代は言うまでもなく，行動範囲が広く，感染の拡がりが懸念される年代で

あり，本市内におきましても，若い世代の感染者が職場や家庭内で二次感染を引き起こした事例も確認

されております。また，これまで若い世代の方は発症する割合が少ないとされておりましたが，県内で

も拡がりを見せている変異株につきましては，感染力が強く，年齢を問わず，重症化リスクが高いこと
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保健福祉部長（山下能久君） 議員御案内のとおり，本市における，新型コロナの感染の状況につきまし

ては，昨年４月からの累計で１２７名となっております。令和３年度４月に入ってからの感染者数は９

９人で，約８割近くを占めているところでございます。また，４月２９日には本市内の飲食店における

クラスター認定があり，このクラスター感染者数は５３人となっております。更には，奄美大島での感

染者の増加を受け，感染者の島外搬送も行われております。市では，対策本部会議を開催し，公共施設

の閉館措置や行事の延期・中止の対応をするとともに，防災行政無線，コミュニティＦＭ，市のホーム

ページなどを活用し，市民の皆様に対し，感染者の状況報告に併せ，感染防止対策の協力や誹謗中傷な

どを行わないよう，周知に努めております。御質問の市民の関心度や浸透性につきましては，本市での

クラスター発生もあり，身近に新型コロナの脅威が迫っていることを感じられる市民の方が多くおられ

たものと考えております。 

 

１５番（奥 輝人君） 分かりました。本当クラスターが発生して，そしてその後の警戒レベルが５にな

った時のその状況を見ますと，やはり，市民の皆さんも他人事ではないなという，やっぱり，危機感と

恐怖心が，衝撃が走ったものと私も思います。やはり，初日の日に多田議員のこういった写真が出てま

したけれど，屋仁川通りのですね，やはり，警戒心，怖いから町には出たくないとか，人との接触を避

けたいとか，そういったものがやっぱり，随所に現れていたのが５月の月かなと思います。笠利地区に

おいてもですね，やはり，店舗ですね，時短要請があった２週間については，やっぱりそれを対応して

貼り紙を出してですね，やっぱり，店は８時までは酒はＯＫ，９時以降は閉めますとか，後，休業しま

すとか，そういったお店も笠利地区のほうでは見受けられました。そういった店の感染症対策なども市

の職員と県の職員などもこうやって随時見回りをしながらですね，そういう状況を見たところでありま

す。やはり，クラスターが出て５３名というそういったものが出れば，やっぱり，心配する。やっぱ

り，自分の親にもどこにも行くなよとか，子どもにも行くなよとか，そういったことがやっぱり，横に

つながり，縦につながり，やっぱり，それが浸透したものと思っております。そこらあたりもやっぱ

り，報道とかニュース等での，やっぱり，そういったきめ細かなこうやったＰＲがですね，やっぱり，

功を奏したものと思っております。今のところ，３日間くらいは奄美のほうでは感染者も出ていない状

況でありますので，そこらあたりがやっぱり，功を奏してるのかなと私は思っております。そういう状

況の中でですね，②の若者ですね。若年層の浸透性についてでありますけど，本当先ほど私が申し上げ

たようにですね，今の若者のほうもやっぱり，こういう状況の中では，やっぱり３密を避けたいとか，

一緒に酒を飲みに行くことは避けようとか，居酒屋に行くのもちょっと遠慮しようとか，そういうのも

あちこちで聞かれております。どこで飲むかってなれば，本当は路上とか道端で飲んだり，庭先で飲ん

だりというのも若者の今の大勢であるかと思います。そういった中においてですね，やはり，若者への

浸透性について本当今後もそうであると思いますけど，どのように浸透させていくのか。本当新聞やら

ニュースとかテレビなどを見れば本当は分かりますけど，やっぱり，そういったニュース番組などを観

る機会が少ない若者たちにおいてもやっぱり，更なるやっぱり，強化をしながらですね，こうやって感

染対策の意識を高めていかなきゃいけないと思ってますので，そこらあたり若者についての御見解を聞

きたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） それでは，お答えいたします。本市における，年代別の感染者数につきま

しては，これまで累計１２７名の内，３０代が最も多く，４７人。次に，２０代の１６人。次に，４０

代，６０代が１５名となっております。２０代・３０代での合計は６３人で約５０パーセントと半数を

占めております。この若い世代は言うまでもなく，行動範囲が広く，感染の拡がりが懸念される年代で

あり，本市内におきましても，若い世代の感染者が職場や家庭内で二次感染を引き起こした事例も確認

されております。また，これまで若い世代の方は発症する割合が少ないとされておりましたが，県内で

も拡がりを見せている変異株につきましては，感染力が強く，年齢を問わず，重症化リスクが高いこと
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や，無症状から有症状への急変などの特徴がございます。このようなことから若い世代に対する感染防

止対策の周知につきましては，大変重要であり，ホームページや事業所関係団体に対しまして，あらゆ

る機会をとらえて周知してまいりたいと存じます。以上でございます。 

 

１５番（奥 輝人君） 分かりました。やはり，若者の感染対策させるための意識ですよね。その意識の

向上には今言った取組をしていただきたいと思います。 

 それではですね，もう③の感染した場合の危機感について伺いたいと思います。自分が，本人が感染

した場合において，周りにどのような異変や迷惑等が起きるのか。そして，どのようなことになるの

か。ここらあたりが理解されていなかったのが実情だと思います。今回の５月からはそこらあたりが

徐々に理解されてきてると思いますけど，以前まではこれは本当都会だけの考え，東京や大阪とか大都

市で発生するから，それはあんまり関係ないのかなというのがこの奄美の若者，島の考えであったよう

な感じを受けていますので，５月になってから若干意識が変わったと思っております。そういった場合

にですね，まず，感染した場合ですね，感染した場合は保健所からの指示に従うことになります。ま

た，症状の程度において宿泊施設や自宅での療養生活。または，医療機関への入院生活となっていく。

これは，本人が感染した場合だけであります。しかしながらですね，本人が感染した場合にはその他に

は，今度は濃厚接触者，感染者の確認など，その中には例えば家族があり，そして，友人あり，職場あ

り，いろいろ様々な業種がありますので，その追跡調査などが講じられていて，周りの方にもやっぱ

り，迷惑をかけていくということがあります。そこらあたりの本当の危機感についてですけど，どのよ

うに，今は，奄美市のほうは感染者がさっき言ったように４日間くらいゼロでありますけど，今後のこ

とも考えてですね，やっぱりこの危機感について周知ですね，周知についてどのようにしていくのかを

まず聞きたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 感染した場合の周囲に及ぼす影響等についてお答えいたします。まず，感

染者が発生した場合，その後における，疫学調査を含む対応等について御説明いたします。はじめに，

ＰＣＲ検査にて陽性が判明した場合は，検査機関から管轄保健所へ報告がいきます。この時点で指定感

染症病院でございます県立大島病院と保健所が協議し，感染者の症状などを踏まえて入院か宿泊療養施

設への入所かの選択がなされます。この後，保健所では感染拡大防止を図るため，当該感染者の感染源

やこの感染者からの感染の可能性があります濃厚接触者の聞き取り調査を行います。この調査で判明し

ました濃厚接触者につきましては，ＰＣＲ検査の対象となることから保健所から連絡がいき，予定日に

検査を行うことと検査前におきましても，他の人との接触を制限する指導がなされます。また，この濃

厚接触者の検査が陰性となりましても，２週間の健康観察期間が設定され，自宅待機となります。併せ

て感染者が発生した自宅及び職場においては，消毒が行われます。感染者はなりたくて感染者になった

わけでなく，被害者でございます。しかしながら，本人が感染し，入院や宿泊療養施設に入所すること

や，ご自身の職場の方に濃厚接触者が確認されますと，仮に陰性でもその方まで２週間の自宅待機とな

り，その職場に大きな影響を及ぼすこととなります。更には，そのことを思い悩む感染された方も多く

いるのではないかと考えております。このような状況になることも市民の方には御理解していただき，

まずは，御自身が感染しないよう，基本的な感染防止対策の徹底についてすべての市民，事業所に対し

まして周知をしてまいりたいと存じます。 

 

１５番（奥 輝人君） よく分かりました。本当私事でありますけど，本当１年と半年以上はですね，島

外から出ておりません。本当やっぱり，感染リスクが高いところには行きたくないということで，やっ

ぱり，ステイ島ですね，ステイ節田のほうに今，いますけれど，本当ステイ島中になっています。やは

り，そこがやっぱり若者たちについてはですね，やっぱり，ストレスなどが溜まりながらですね，やっ

ぱり，何かをしたいとか，島外に出たいとか，旅行に行きたいとか，そういう気持ちがやっぱり現れて
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くるのも実情かなと思っております。やはり，自分が感染しないためにはですね，やっぱり，我慢も必

要かなということはありますので，その我慢，後，辛抱強さですね。そこあたりも身に付けてもらえた

ら，この感染リスクにも対応できると思いますので，そこらあたり周知していただきたいと思います。 

 それではですね，（３）にいきたいと思います。今度，感染後のですね，療養・治療等について伺い

たいと思います。①の宿泊施設や自宅待機の生活様式についてであります。無症状者や軽症者等に認定

された場合，宿泊療養施設への療養となります。最低でも１０日間の隔離となっています。その時の生

活様式について，どのような１日を過ごしていくのかを伺いたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 議員御案内のとおり，新型コロナ感染者となった方の内，無症状者や軽症

者につきましては，宿泊療養施設への入所となります。この宿泊療養施設は，市内に１か所設置されて

おり，郡医師会と県において，施設運営がなされております。また，宿泊所を貸し切っての施設でござ

いまして，感染者が入室する部屋については，風呂，トイレ，テレビ，寝具等が設置されてるところで

ございます。入所時には部屋鍵とパルスオキシメーターが配布され，入室となります。外出はできず，

隔離生活となりますが，健康観察は看護師により，電話にて１日３回行われます。この健康観察では，

体温などの体調の報告となりますが，体調に変化があった場合には，入院措置等，速やかに対応されて

いると伺っております。食事につきましても１日３回提供されており，御自身の電話使用は自由となっ

ております。感染者の中でも無症状や軽症者ではございますが，最短でも１０日間の入所となり，電話

連絡は可能でも，限られたスペースで生活し，家族などの身近な人に会えない日々が続くことは精神的

な影響が大きいと考えているところでございます。 

 

１５番（奥 輝人君） よく分かりました。本当もう１０日間は隔離されるということで，今のような生

活様式が続くということも，やっぱり，これも，やはりストレスになりますので，やっぱり，そういう

方が出ないようにですね，療養生活，感染リスクにやっぱり，対応していかなければいけないのかなと

思います。本当に無症状者というのは，本当症状も出てない，症状が分からない人が無症状者。軽症者

はやっぱり，何らかの症状が出ているということであります。味覚の障害とか，臭覚の障害とか，そう

いったのがあった場合は，やっぱり，軽症者ということで採用されて，こういった療養施設のほうに入

所されるということも聞いておりますので，そういった症状等があられた場合はですね，こういう生活

様式が待ってるということになられますので，そこあたりもやっぱり，市民の皆さんにもやっぱり，浸

透させていただきたいなと思います。 

 それとですね，次に，②の医療機関への入院についてであります。これはですね，中等症の患者や重

症者の患者に当てはまりますけれども，まず，どのような症状になり，どのような治療となるのか。そ

して，入院はどのくらいの期間となっていくのかをちょっと聞きたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） それでは，お答えいたします。新型コロナの感染者の症状につきまして

は，頻度の高い症状は，発熱，咳，倦怠感，呼吸困難とされており，下痢，味覚障害，嗅覚障害も報告

されております。新型コロナの重症度につきましては，呼吸の状態に基づいて判断され，軽症，中等症

１，中等症２，重症の４つの区分となっております。この中で，中等症１は呼吸困難，肺炎所見の状態

とされております。中等症２では，呼吸不全のため，酸素投与が必要な状態となり，抗ウイルス薬であ

るレムデシビルや，ステロイド剤の投与など，薬物療法が行われます。重症になりますと，重症肺炎と

して人工呼吸器管理が必要な状態となりますので，気管内挿管後，酸素を送りながら呼吸の管理を行

い，必要によってはＥＣＭＯ，体外式人工肺と呼ばれてますが，使われる場合もありますが，使用でき

る医療機関については，限られていると伺っております。入院期間につきましては，症状によって異な

りますが，最短で１０日。発熱や呼吸苦がなく，酸素も不要になった状態で退院となります。以上でご

ざいます。 
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くるのも実情かなと思っております。やはり，自分が感染しないためにはですね，やっぱり，我慢も必

要かなということはありますので，その我慢，後，辛抱強さですね。そこあたりも身に付けてもらえた

ら，この感染リスクにも対応できると思いますので，そこらあたり周知していただきたいと思います。 

 それではですね，（３）にいきたいと思います。今度，感染後のですね，療養・治療等について伺い

たいと思います。①の宿泊施設や自宅待機の生活様式についてであります。無症状者や軽症者等に認定

された場合，宿泊療養施設への療養となります。最低でも１０日間の隔離となっています。その時の生

活様式について，どのような１日を過ごしていくのかを伺いたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 議員御案内のとおり，新型コロナ感染者となった方の内，無症状者や軽症

者につきましては，宿泊療養施設への入所となります。この宿泊療養施設は，市内に１か所設置されて

おり，郡医師会と県において，施設運営がなされております。また，宿泊所を貸し切っての施設でござ

いまして，感染者が入室する部屋については，風呂，トイレ，テレビ，寝具等が設置されてるところで

ございます。入所時には部屋鍵とパルスオキシメーターが配布され，入室となります。外出はできず，

隔離生活となりますが，健康観察は看護師により，電話にて１日３回行われます。この健康観察では，

体温などの体調の報告となりますが，体調に変化があった場合には，入院措置等，速やかに対応されて

いると伺っております。食事につきましても１日３回提供されており，御自身の電話使用は自由となっ

ております。感染者の中でも無症状や軽症者ではございますが，最短でも１０日間の入所となり，電話

連絡は可能でも，限られたスペースで生活し，家族などの身近な人に会えない日々が続くことは精神的

な影響が大きいと考えているところでございます。 

 

１５番（奥 輝人君） よく分かりました。本当もう１０日間は隔離されるということで，今のような生

活様式が続くということも，やっぱり，これも，やはりストレスになりますので，やっぱり，そういう

方が出ないようにですね，療養生活，感染リスクにやっぱり，対応していかなければいけないのかなと

思います。本当に無症状者というのは，本当症状も出てない，症状が分からない人が無症状者。軽症者

はやっぱり，何らかの症状が出ているということであります。味覚の障害とか，臭覚の障害とか，そう

いったのがあった場合は，やっぱり，軽症者ということで採用されて，こういった療養施設のほうに入

所されるということも聞いておりますので，そういった症状等があられた場合はですね，こういう生活

様式が待ってるということになられますので，そこあたりもやっぱり，市民の皆さんにもやっぱり，浸

透させていただきたいなと思います。 

 それとですね，次に，②の医療機関への入院についてであります。これはですね，中等症の患者や重

症者の患者に当てはまりますけれども，まず，どのような症状になり，どのような治療となるのか。そ

して，入院はどのくらいの期間となっていくのかをちょっと聞きたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） それでは，お答えいたします。新型コロナの感染者の症状につきまして

は，頻度の高い症状は，発熱，咳，倦怠感，呼吸困難とされており，下痢，味覚障害，嗅覚障害も報告

されております。新型コロナの重症度につきましては，呼吸の状態に基づいて判断され，軽症，中等症

１，中等症２，重症の４つの区分となっております。この中で，中等症１は呼吸困難，肺炎所見の状態
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ざいます。 
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１５番（奥 輝人君） 分かりました。本当，中等症や重症者の患者というのは，やっぱり，大変だなと
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いう中等症とか重症者の患者の様子だと聞きました。本当このやっぱり，死亡とかそういったものにも

つながっていきますので，やはり，このコロナの脅威ですね。そこらあたりも皆さんやっぱり，気を付

けながら，やっぱり浸透させてもらいたいなと思います。そこらあたりも本当新聞やらニュース等でも

結構出ていますので，本当そこらあたりも注視しながらですね，市民の皆さんにも広報してもらえたら

なと思います。 

 次にですね，③のですね，退院後についてでありますけど，退院時の目安についてですけれど，どの

ようであるのか。宿泊施設は分かりましたけれど，中等症やら重症者の患者の皆さんの目安ですね。そ

れと，退院後の人体の影響等についてまでちょっと聞きたいと思います。 

 

保健福祉部長（山下能久君） まず，退院基準についてお答えいたします。退院につきましては，症状が

見られた軽症以上の方は発症日から１０日間経過し，解熱剤を使わずに解熱しており，呼吸器症状も軽

減した状態から７２時間経過した場合に退院となり，若しくは，症状が良くなってから２４時間後にＰ

ＣＲ検査，または，抗原検査で２４時間以上の間隔で２回の陰性確認ができた場合に退院となります。

感染していても，無症状者の場合は，基本的に検体採取日から１０日間経過した後，退院となります。

若しくは，検体採取日から６日間経過後，ＰＣＲ検査，または，抗原検査で２４時間以上の間隔で２回

の陰性確認ができた場合に退院となります。次に，退院後の人体への影響と症状についてお答えいたし

ます。退院後につきましては，人に感染させる状態ではないため，御自身の体調に問題がなければ仕事

や学校に復帰することは可能となります。しかしながら，新型コロナに感染した方の内，ほとんどの方

は回復後，通常の健康状態に戻る一方で，退院後数週間から数か月も様々な症状が続く方がおります。

新型コロナの後遺症といたしまして，頻度が高い症状には，倦怠感，息苦しさ，胸の痛みや違和感，

咳，味覚・嗅覚障害や，脱毛など様々な症状が後遺症として報告されており，すぐに元通りの体調には

戻らないことも多いため，退院後には無理をしないようにすることが大切になります。また，退院に際

しての指導として，退院後４週間の注意事項が記載されたパンフレットが作成されており，手洗い等の

対策の徹底や，健康状態の確認などの説明を受けて退院となっております。以上でございます。 
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１５番（奥 輝人君） よく分かりました。本当退院してもですね，やっぱり，こうした後遺症が出ると

いうことが今，報告されていますので，退院した後にですね，更に，また，病院に行ったり，また，通

院などそういった形もとられていると思いますけど，そこあたりどうですかね。通院とかもあるんでし

ょうかね。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 退院後につきましては，４週間の健康状態の確認をしてくださいという指

導がありまして，４週間の内にまた，症状とかが出ましたら，受診相談センターに連絡するか，かかり

つけ医に相談されて，また，通常の，通常といいますか，受診をしていただくという形になります。以

上でございます。 

 

１５番（奥 輝人君） よく分かりました。今まで感染した人の実話なんですけど，これ本当テレビで，

何々のコロナの重症者患者の証言ということで聞いてちょっとまとめた文章がありますので，ちょっと

皆さんにお知らせしたいと思います。本当にですね，新型コロナウイルスに感染した方のコロナは決し

て他人事ではないという証言を紹介したいと思います。この方はですね，感染して初めてコロナの恐怖

を感じたと証言しています。この女性は３０代半ばの方で，まさかの自分が感染するとは思っていなか

ったと。１年間余り私は何もなかったし，大勢の方が外出しているから，きっと私は大丈夫という安心

感を持っていたと。しかし，それが突然に安心感からまさかの自分事に異変が訪れたとのことでありま

す。感染リスクへの危機感がなくなっていた頃だと言っております。感染して倦怠感や体のだるさ，料

理への不信感など症状が見られて，そして，自分だけの問題ではなく，周りの方々への迷惑をおかけす

る劣等感などにも悩まされていたということであります。感染して初めて自分だけではなく，大切な家

族や知人をコロナで失うかもという恐怖心も味わっておられます。そして，今，本人が言えることはで

すね，コロナは決して他人事でなない，自分は感染しない，自分は大丈夫という根拠のない思い込みを

持たないで，人間誰でも感染する危険性があることを知ってほしいという強いメッセージを発していま

した。これ本当にテレビのほうで私観て，本当こういうこと起きてるんだなということで自分も本当納

得したところであります。これはですね，感染した方のごく一部の証言でありますが，その他にもです

ね，この方以外の方にもそういった恐怖心とかいろんな体験談などがありましたけれど，そこらあたり

はちょっと割愛したいと思います。本当にですね，新型コロナウイルスはですね，目に見えない敵であ

りますので，市民一人ひとりが感染対策をしっかりしてですね，取り組んでいただきたいなと強く思う

ところであります。是非感染リスクが下がるようにですね，本当収束するのが１番でありますので，収

束化に向けてですね，奄美市民一体となって取り組んでいきたいと思いますので，よろしくお願いした

いと思います。 

 次にですね，２番目の水産業の振興に移りたいと思います。私もですね，一般質問，本当コロナコロ

ナの関係で第１次産業関係が本当一般質問できていなかったんですけど，今回水産業のほうだけちょっ

と取り上げたいと思います。（１）奄美市水産業生産向上対策事業の新規要望についてであります。漁

業者の経費や資材等の負担軽減を要望する案件であります。漁家においてですね，船舶の導入や資機材

など，作業倉庫など，事業導入機器を導入するにはですね，３名以上のやっぱり組合設立が必須事項で

あります。しかしながら，近年はこういった３名以上の生産組合とか組合設立が本当困難な状況であり

ます。仲間がいないとか，そういった漁家が，周りに存在しないとか，そういうことであります。漁家

の収入源についてはですね，定置網での漁に一本釣り漁，酸素ボンベを使用する素潜り漁や，近年では

ですね，観光客への瀬渡し漁など，そして，もずく漁などがこの奄美のほうでは一般的であるかと思い

ます。さて，水産業のですね，維持・発展にはですね，漁協，行政などですね，支援事業など多少の対

策などは講じられているものの，まだまだ物足りなさを感じ，予算も低いような現状であるかと思いま

す。水産業を経営していくのに資材等の購入など，支援等についてこの奄美市水産業生産向上対策事業
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の新規事業の導入ですね。それを要望したいと思いますが，見解を伺いたいと思います。 

 

農林水産部長（竹元康晴君） おはようございます。それでは，奥議員のほうにお答えさせていただきま

す。水産業の新規要望についてでございますが，国・県の補助事業を活用する場合の導入要件といたし

まして，３名以上での組合設立が対象となるのは，現在，本市で実施しております水産関係では輸送コ

スト支援事業が該当いたしております。これは，個人事業者が漁業協同組合を通さずに補助事業を受け

るため，生産組合を設立し，補助事業の申請を行っております。また，漁船や漁具などの購入事業につ

きましては，漁業協同組合を通じて，国・県のリース事業を活用し，導入した実績があることから，事

業内容により，補助の対象となる場合もございますので，県や漁協と補助事業の導入が可能か，個別に

協議してまいりたいと考えておりますので，御理解をお願いいたします。また，議員御案内のとおり，

野菜，果樹，畜産などの農家には様々な支援があると認識しているところでございます。漁具や資材購

入の支援について，奄美漁協内の一部の自治体では支援を行っていることは承知しており，水産業生産

向上対策として引き続き検討したいと考えているところでございます。 

 

１５番（奥 輝人君） よく分かりました。本当水産業も第１次産業でありますので，本当農業・水産業

も同じ部類ということで，やはり，予算が低いのかなという思いがしていますので，その中でですね，

やっぱり，今，部長が言われた，野菜やら畜産とかにおいては，奄美市単独でですね，やっぱり，そう

いったこの生産対策事業を計上しているところであります。その中においては，個人でとれると。そし

て，仲間がいなくても自分が要望する，そういった資材などが個人で一応受付して，購入できるという

ことが最大のメリットでありますので，そこらあたりも農家の皆さんはよく周知していてですね，それ

を活用して，やっぱり，規模拡大とかまた，生産資材の軽減とかにもつながっていきますので，水産業

も同じだと思っております。部長のほうからもちょっと言われましたけれど，やっぱり，個人で導入で

きるものは個人で導入させるのがやっぱり，漁家もやっぱり，喜ばれると思います。畜産の中ではです

ね，もう前にも話ありますけど，畜産のクラスター事業というのがありましてですね，これも個人で導

入できるようになっております。今まではこのクラスター事業がない時などは，やっぱり，３名以上の

やっぱり，生産組合をつくらなければ大型機械などの導入はできませんよという，そういった肩書があ

りましたけれど，最近になってですね，本当国のほうも方向が転換されて，やっぱり，農業，第１次産

業への力を入れるということで，これ平成２９年頃からだったかな。クラスター事業も始まったという

のもありますので，やっぱり，水産事業関係でもですね，やっぱり，そういったクラスター事業等が本

当あればですね，更に，この漁家の意識とか士気も高まっていくものと思われますので，そこらあたり

もまた，国と協議しながら県と協議しながらですね，取り組んでもらいたいと思います。今，部長から

も話があったんですけど，水産業の中ではこの水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業というのがあり

まして，これは一応リース事業ということで，奄美漁協の中の生産者であれば，正組合員であればです

ね，リース事業に該当されるということでこういう事業もありました。そういう事業も活用している漁

家も奄美市の中には数名いると聞いておりますので，そこらあたりも参考にしながらですね，リース事

業等もありますので，っちいうことをしながらですね，漁家の皆さんに普及を進めてもらいたいと思い

ます。本当今，漁家が求めている，その生産資材とかについてもですね，いろいろありましてですね，

本当船舶とかですね，船舶っていうのは船ですよね。そして，後，船外機。船外機にしても，９０馬力

やら３０馬力，まあ馬力数が違いますけど，６０万円とか１４０万円とかそういった高額なものの船外

機とか，後，酸素ボンベやら，後，網とかですね。後，巻き取り機とか魚探機とか定置網とかそういっ

た種類の資材がありますので，そこらあたりもですね，やっぱり，漁家の皆さんと協議の場を持って，

こういったものが漁家は欲しいとか，毎年こういったものが消費されてなくなりますので，これをどう

にか半額補助でもとか，そういった要望があると思いますので，そういった漁家のメンバーなどと意見

交換をしながらですね，この事業が推進できるように頑張っていただきたいと思います。 
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 次にですね，（２）の効果についてであります。今，言われたことが本当効果になるかと思います

が，本当新規事業が導入となればですね，魅力化が生まれて，そして，水産業の活性化へとつながって

いくと思います。既存の漁家や新規の漁家など，更なる規模拡大などにもつながり，また，明るい展望

が開けてくると思いますので，効果について，これについては効果最大限に活かしていくためにです

ね，どのように取り組んでいくのか，また，感じているのかを部長の言葉で聞きたいと思います。 

 

農林水産部長（竹元康晴君） 次に，効果についてお答えいたします。生産資材や設備等の新規導入助成

により，既存漁業者の経営拡大や新規漁業者の育成など，新たな担い手の確保が図られ，生産組合の生

産力強化となることが考えられるところでございます。また，鮮魚等の共同出荷による生産供給が安定

することで関東や沖縄などへの販路拡大により，漁業者の所得向上や地域の活性化につながるのではな

いかと期待しているところであります。いずれにいたしましても，新規の事業支援につきましては，漁

協で使用する機材などの生産設備や流通資材の支援なども含めまして，検討課題と考えておりますの

で，御理解をお願いいたしたいと思います。以上です。 

 

１５番（奥 輝人君） よく分かりました。部長，第一次産業，これからもしっかりと取り組んでいただ

きたいと思います。また，その漁家の皆さんの要望に応えられるような成果が出るようにですね，頑張

っていただきたいと思います。最後になりますけれど，この奄美市の水産業生産向上対策事業について

はですね，本当要望していきたいと考えております。この奄美はですね，本当外海離島であり，周りを

海に囲まれですね，豊富な漁場を抱えていて，水産物の水揚げなど，本当好条件な環境が整っていると

私は思っております。しかしながらですね，夏場の台風接近や冬場の季節風などの到来などにより，漁

に出ることもままならぬ状況などもありますので，自然災害との隣り合わせも漁業経営の１つの危惧と

なっていると思っております。収益や所得額が低いのがそこらあたりが原因かなと思っております。そ

こらあたりをやっぱり，改善していくためにもですね，漁家の皆さんの既存の漁家，新規の漁家が育成

されるためには，この事業を導入しながら，また，新しい新規事業など導入を取り組みながらですね，

漁業の振興に頑張ってもらいたいと思います。私のほうも漁家の皆さんの意見を聞きながらですね，要

望があれば要望に応えられるようなそういった施策をまた，市のほうにこうやってつないでいきたいと

思いますので，どうぞよろしくお願いしたいと思います。以上で私の質問を終わりたいと思います。あ

りがとうございました。 

 

議長（与 勝広君） 以上で，自由民主党 奥 輝人君の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。（午前１１時４１分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします。（午後１時３０分） 

 午前に引き続き，一般質問を行います。 

 公明党 橋口耕太郎君の発言を許可いたします。なお，橋口耕太郎君から一般質問中の資料投影のた

め，書画カメラ使用の申し出がありましたので，これを許可いたします。 

 

８番（橋口耕太郎君） 市民の皆様，議場の皆様，そして，インターネット中継を御覧の皆様，こんにち

は。本定例会一般質問最後の登壇，トリを務めます。昭和４４年酉年生まれの公明党 橋口耕太郎でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。質問に入る前に，少々所見を述べたいと思います。ま

ず，一般質問初日に勇退を表明されました，朝山市長。熟慮を重ねた上での御決断だと思います。これ

までの御尽力に対し，敬意と感謝を申し上げます。後進に道を譲るまで残された任期，約５か月間です

が，引き続きよろしくお願いいたします。 

 さて，私の議席から当局側を見渡し，また，各部・各課を訪ねますと３月定例会とは大分顔触れが違
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い，とても新鮮な感じがいたします。４月１日の人事異動で新たな体制で臨まれている当局の部課長の

皆様，そして，職員の皆様，更に，初の消防女性職員含む，ルーキー職員２８名の皆様，今後ともどう

かよろしくお願いいたします。また，６月３日に就任されました，村田教育長，御就任おめでとうござ

います。今後とも教育行政のリーダーとして牽引していただきたいと思います。 

 さて，６月１４日からワクチン接種の第２クールがスタートしております。後ほど，質問で確認させ

ていただきますが，ここで少し私たち公明党がこのワクチン接種に関し，政府をリードしてきたという

自負がありますので，アピールをさせていただきます。昨年５月２８日各党に先駆けまして，公明党は

ワクチンと治療薬の開発・実用化に特化したプロジェクトチームを設置しました。７月１６日国会質問

でワクチン確保の予算措置を政府に要請，そこで政府が初めて予備費の活用も含め，検討すると表明。

そして，政府は７月３１日米国ファイザー社と基本合意，８月１８日英国アストラゼネカ社と基本合意

するという流れをつくりました。８月１８日にはワクチン調達の国際枠組み，ＣＯＶＡＸファシリティ

の日本参加を政府に提言をしました。９月１０日，ワクチン接種は国費で行うべきと提言。９月１５

日，日本政府は先進国でいち早くＣＯＶＡＸファシリティへの参加を表明。１０月２９日，米国モデル

ナ社と契約締結。１２月２日，希望者全員への無料接種へ向け，接種の実施自治体を区市町村とし，費

用は国が負担することなどを盛り込んだ，改正予防接種法が成立。今年の１月２８日，ワクチン接種無

料体制などが盛り込まれた，２０２０年度第３次補正予算が成立。２月１４日，ファイザー社製ワクチ

ンを国内承認。そして２月１７日，国内の接種が開始し，現在に至っております。このように，公明党

は要所要所でタイムリーに政府に働きかけ，汗を流してきました。これができたのは，国会議員，地方

議員約３，０００名を要するネットワークの賜物だと思います。これからもしっかりと取り組んでまい

ります。ここで，残念ですが，他党に対し，苦言を呈させていただきます。日本共産党と立憲民主党

は，海外ワクチン承認の話が出てきた時に，国会審議でブレーキをかけるような質問を連発していたの

を皆様お忘れではないでしょうか。また，ワクチン接種に必要な経費を計上した，２０２０年度補正予

算に日本共産党は第２次補正予算，第３次補正予算の両方に反対，立憲民主党は第３次補正予算に反対

しています。ワクチンが接種できなくても良かったのでしょうか。甚だ疑問を感じます。今，国難とも

言うべき時に各党会派を越えて成立に協力すべきであったのではありませんか，と投げかけたいと思い

ます。最後に，６月９日，途上国のワクチン接種を推進する国際組織などに資金を拠出している慈善団

体，ビルアンドメリンダゲイツ財団を設立したビル・ゲイツ氏は，途上国へのワクチン供給へ向けた支

援を強く後押しした公明党の山口那津男代表に感謝状を寄せました。ゲイツ氏は，６月２日夜にオンラ

インで開催されたＣＯＶＡＸワクチンサミットで日本政府が主導的な役割を果たす上で，貴代表のリー

ダーシップの下，貴党が極めて重要な役割を担っていただきましたこと，心より御礼申し上げますと，

謝意を表明しました。このように公明党は，国内・国外に対し，積極的に動き，ワクチン接種を主導し

てまいりました。これからもこの姿勢を変えることなく，１日も早くコロナ禍が収束することを願い，

一般質問に入ります。 

 質問の１，世界自然遺産登録について伺います。（１）７月に正式決定の見込だが，まだまだ市民の

意識，気運の醸成が追い付いていないと考えます。今後の行政としての取組はいかがかという質問で

す。令和元年９月定例会で同様の質問を行っています。その際は，世界自然遺産推進共同体の件や，エ

コツアーガイド連絡協議会主催の子ども向け金作原エコツアーのこと，また，自治会や民間事業者の団

体への出前講座，大島支庁の主催する，事業者向け研修会等々，答弁されております。いよいよ７月に

正式に世界自然遺産登録が決定することになりますが，行政として今後どのような取組を考えています

か，伺います。同僚議員の質問で概ね理解できましたが，改めて伺いたいと思います。以下の発言から

は発言席にて行います。 

 

総務部長（三原裕樹君） それでは，お答えいたします。まず，記念行事及び関連イベントからお答えを

いたします。議員からもご案内がございました，７月に開催されます，世界遺産委員会における登録審
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議の模様を大型スクリーンで視聴する，パブリックビューイングを本庁舎２階の中央待合スペースで鹿

児島県及び５市町村共催で開催をする予定としております。登録が正式決定される瞬間を多くの市民の

皆様と共有したいと考えてるところでございますが，コロナ禍ということもあり，実施内容の詳細につ

きましては，現在，鹿児島県と慎重に調整を続けております。そして，秋頃にはこちらも鹿児島県及び

５市町村の共催で世界自然遺産登録記念式典の開催を予定をしており，関係機関代表者や世界自然遺産

登録に御尽力された皆様方と登録の喜びを分かち合うとともに，次世代に亘って遺産価値を守っていく

責任の重さを再認識する場になるものというふうに考えております。また，年度内には５市町村で構成

をする奄美大島自然保護協議会の主催する記念イベントを検討しており，こちらは登録の喜びの輪を大

きく広げるとともに，環境保全及び環境文化の学びの場ともしたい考えでございます。また，世界遺産

ツアーという点で申し上げますと，当然コロナ禍の状況を見極めながらというふうにはなりますけれど

も，ふるさと納税の返礼品としても検討を進めているところでもございまして，先ほど申し上げた記念

イベントへの来島ツアーなども可能性として検討しているところでございます。併せまして，市民向け

の広報活動につきましては，現在，主要道路や施設において，順次のぼり旗を設置をしており，登録後

には奄美大島５市町村の庁舎，本市におきましては名瀬・住用・笠利，各庁舎において，新たに懸垂幕

を設置する予定でございます。それから，広報紙やホームページ等におきましても，特集記事の再掲載

なども行いながら，気運醸成を図ってまいりたいというふうに考えております。その他，６月に子ども

向けオンラインワークシステム，昨日も少し答弁をいたしましたが，ＮＨＫ「ターヴィンが奄美大島に

来た！」これを開催するとともに，出前講座やシンポジウムなどをとおして，奄美大島の自然環境の価

値と自然遺産の意義について，市民の皆様に理解を深めていただく取組を検討しております。また，パ

ブリックビューイングを実施する前後の期間におきまして，奄美博物館の監修による世界自然遺産特別

展示，これを本庁舎２階の市民行政情報コーナーにて開催するほか，奄美博物館におきましても，登録

後も継続的に記念展示等を開催をしてまいります。世界自然登録は，多くの関係者による長年の取組が

評価されたことでもありますが，世界の宝を守り続ける長い取組のスタートでもございます。登録を契

機として，市民の皆様の御理解と御意識が高まり，真に豊かな地域づくりにつなげていけるよう取り組

んでまいりたいと思っておりますので，御理解と御協力をよろしくお願いいたします。 

 

８番（橋口耕太郎君） 分かりました。部長がおっしゃいました，ここからがスタートというお言葉があ

りましたけれど，世界自然遺産登録がゴールではなくて，スタートという話をよく聞きます。先人から

受け継いだ自然を後世に守り継いでいくということが今，生きている私たちの使命でありまして，そう

いう意味で様々なイベントなどでまず，機運を醸成してしっかり守っていくということを進めていくこ

とが大切なことだと思います。本来であればですね，コロナ禍でなければ，もしかしたら，朝山市長が

世界自然委員会の現場に行って，現場で喜びを感じるということも可能性としてはあったのかもしれま

せんけれど，今回オンラインでの世界自然遺産委員会ということですので，市民とともに，パブリック

ビューイングですけど，それもコロナ禍に配慮しながらということでしょうが，やっていただきたいと

思います。以前も，私ここで市長に突然質問をして話をしていただいたように，世界自然遺産委員会を

開催して，登録が決定をしたら，国連国際公用語６か国語で全世界にそれがリリースされるというとこ

ろで，黙っていてもですね，恐らくテレビとか雑誌，新聞社，そういったところが取材依頼がですね，

これから奄美市のほうにも本島内の各市町村にもですね，届いてきて，徐々にそういった，奄美が，こ

ちらがお金を出さなくても宣伝をしてくれることがこれから増えてくるんではないかなというふうに思

っています。私が，これも前話したかも分かりませんけれども，中学校の家庭教育学級で講師をされて

いた，常田さんがですね，の話で印象に残っているのが，奄美の自然のすばらしさは人里と近いという

ところということでした。ＩＵＣＮからの要請の中にですね，ロードキルの問題がありましたけれど

も，人里と近いからですね，ロードキルも起きるんではないかなというふうに思います。近いところに

すばらしい自然が残っているということ事態がすばらしいというお話でした。普通，世界自然遺産と言
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議の模様を大型スクリーンで視聴する，パブリックビューイングを本庁舎２階の中央待合スペースで鹿

児島県及び５市町村共催で開催をする予定としております。登録が正式決定される瞬間を多くの市民の

皆様と共有したいと考えてるところでございますが，コロナ禍ということもあり，実施内容の詳細につ

きましては，現在，鹿児島県と慎重に調整を続けております。そして，秋頃にはこちらも鹿児島県及び

５市町村の共催で世界自然遺産登録記念式典の開催を予定をしており，関係機関代表者や世界自然遺産

登録に御尽力された皆様方と登録の喜びを分かち合うとともに，次世代に亘って遺産価値を守っていく

責任の重さを再認識する場になるものというふうに考えております。また，年度内には５市町村で構成

をする奄美大島自然保護協議会の主催する記念イベントを検討しており，こちらは登録の喜びの輪を大

きく広げるとともに，環境保全及び環境文化の学びの場ともしたい考えでございます。また，世界遺産

ツアーという点で申し上げますと，当然コロナ禍の状況を見極めながらというふうにはなりますけれど

も，ふるさと納税の返礼品としても検討を進めているところでもございまして，先ほど申し上げた記念

イベントへの来島ツアーなども可能性として検討しているところでございます。併せまして，市民向け

の広報活動につきましては，現在，主要道路や施設において，順次のぼり旗を設置をしており，登録後

には奄美大島５市町村の庁舎，本市におきましては名瀬・住用・笠利，各庁舎において，新たに懸垂幕

を設置する予定でございます。それから，広報紙やホームページ等におきましても，特集記事の再掲載

なども行いながら，気運醸成を図ってまいりたいというふうに考えております。その他，６月に子ども

向けオンラインワークシステム，昨日も少し答弁をいたしましたが，ＮＨＫ「ターヴィンが奄美大島に

来た！」これを開催するとともに，出前講座やシンポジウムなどをとおして，奄美大島の自然環境の価

値と自然遺産の意義について，市民の皆様に理解を深めていただく取組を検討しております。また，パ

ブリックビューイングを実施する前後の期間におきまして，奄美博物館の監修による世界自然遺産特別

展示，これを本庁舎２階の市民行政情報コーナーにて開催するほか，奄美博物館におきましても，登録

後も継続的に記念展示等を開催をしてまいります。世界自然登録は，多くの関係者による長年の取組が

評価されたことでもありますが，世界の宝を守り続ける長い取組のスタートでもございます。登録を契

機として，市民の皆様の御理解と御意識が高まり，真に豊かな地域づくりにつなげていけるよう取り組

んでまいりたいと思っておりますので，御理解と御協力をよろしくお願いいたします。 

 

８番（橋口耕太郎君） 分かりました。部長がおっしゃいました，ここからがスタートというお言葉があ

りましたけれど，世界自然遺産登録がゴールではなくて，スタートという話をよく聞きます。先人から

受け継いだ自然を後世に守り継いでいくということが今，生きている私たちの使命でありまして，そう

いう意味で様々なイベントなどでまず，機運を醸成してしっかり守っていくということを進めていくこ

とが大切なことだと思います。本来であればですね，コロナ禍でなければ，もしかしたら，朝山市長が

世界自然委員会の現場に行って，現場で喜びを感じるということも可能性としてはあったのかもしれま

せんけれど，今回オンラインでの世界自然遺産委員会ということですので，市民とともに，パブリック

ビューイングですけど，それもコロナ禍に配慮しながらということでしょうが，やっていただきたいと

思います。以前も，私ここで市長に突然質問をして話をしていただいたように，世界自然遺産委員会を

開催して，登録が決定をしたら，国連国際公用語６か国語で全世界にそれがリリースされるというとこ

ろで，黙っていてもですね，恐らくテレビとか雑誌，新聞社，そういったところが取材依頼がですね，

これから奄美市のほうにも本島内の各市町村にもですね，届いてきて，徐々にそういった，奄美が，こ

ちらがお金を出さなくても宣伝をしてくれることがこれから増えてくるんではないかなというふうに思

っています。私が，これも前話したかも分かりませんけれども，中学校の家庭教育学級で講師をされて

いた，常田さんがですね，の話で印象に残っているのが，奄美の自然のすばらしさは人里と近いという

ところということでした。ＩＵＣＮからの要請の中にですね，ロードキルの問題がありましたけれど

も，人里と近いからですね，ロードキルも起きるんではないかなというふうに思います。近いところに

すばらしい自然が残っているということ事態がすばらしいというお話でした。普通，世界自然遺産と言
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いますと，なかなか行きにくい場所に，１日２日かけて行ってやっと希少な植物を見る，希少な動物を

見る，ということが一般的なんですけど，奄美大島，徳之島，それから，沖縄島北部，西表島というの

は人里に近い，すぐそういう環境があるというところがすばらしいというお話でした。そこがすごく印

象に残ってまして，私自身もまだまだ勉強不足でですね，どういった植物がいる，どういった動物がい

るっていうのはすべて把握しているわけではありませんけども，そういったすばらしい自然，動植物が

いる地域に住んでいること自体すごいことなんだなということを市民お一人ひとりがですね，自覚をし

て，そして，また，保護につながっていけるようにこれから様々な行政がされる企画やイベントもある

でしょうし，民間を取り込んでする場合もあるでしょう。そういったことを利用しながら，意識の底上

げと言いますか，機運の醸成と言いますか，そういったことができていくことを願っております。 

 それでは，次の質問に入っていきます。２番，コロナワクチン接種事業についてであります。（１）

６月１４日から第２弾の接種がスタートしましたが，これまでをとおして予約状況，接種会場での状

況，接種後の副反応などについて，良かった点，悪かった点，改善すべき点などがあればお示しをいた

だきたいと思います。併せて今後のスケジュールについて伺います。これも，これまでの同僚議員が

様々質問されておりますので，ある程度理解をしておりますが，私が聞きたかったのは現場の生の声で

すね。どういったことがあったのか，なかったのか。あったらどういうふうな対応をしたのか。そうい

ったところを聞きたいと思ったのでお願いいたします。まず，予約状況に関してお願いいたします。 

 

保健福祉部長（山下能久君） それでは，お答えいたします。第１弾の予約に際しましては，電話がつな

がりにくく，また，予約枠が１日で埋まってしまったことを受けまして，第２弾におきましては，電話

の台数を３０台に増設し，対応いたしました。それでも，予約開始日の午前中は電話がつながりにくい

状況があり，市民の皆様には大変御心配をおかけしました。ＷＥＢ予約につきましても説明が不十分な

点もあり，電話にて多くの問い合わせがございました。電話申込においては，接種券番号が分かりにく

く，探せない，耳が聞こえづらいなど，１件の予約を取るのに時間を要するケースもございました。ま

た，健康増進課窓口においては，耳が聞こえづらい方やスマホの操作が難しい方の予約を手伝ったケー

スも多くございました。このようなことを受けまして，接種券につきましては接種券番号を大きく表示

して分かりやすくなるように改善いたしております。また，高齢者の予約方法につきましては，約半数

近くがＷＥＢ予約でございましたので，今後の予約は益々ＷＥＢ予約が増えてくると予想をしておりま

す。より丁寧な説明に心がけ，予約しやすい環境づくりに取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に，接種会場につきましては，動線の工夫などを行いながら，日々改善しており，大きな混乱は生

じておりません。現在，接種人数が増えたことに伴い，会場を広く使うレイアウトに変更し，感染防止

対策に留意しながら進めているところでございます。副反応につきましては，先日の弓削議員の答弁の

中で３件と報告いたしましたが，それから１件増えまして，これまで４件の救急搬送を行っておりま

す。救急対応の事前準備といたしましては，消防や医師会と連携して，事例を想定してのシミュレーシ

ョンを行ったことにより，スムーズに対応できたと確認しております。今後も救急の事態に備え，しっ

かりと態勢を整えてまいります。接種のスケジュールにつきましては，現在，第２弾といたしまして，

１日の接種人数を増やして，接種を行っております。希望する高齢者すべての方が接種できるよう，予

約を受け付けておりましたが，予約枠に余裕ができたため，５０歳から６４歳の方の内，基礎疾患があ

る方について予約を開始することといたしました。また，現在，集団接種と並行して，介護施設等の入

所者及び施設従事者，訪問診療を受けている方，医療機関に入院している高齢者についての接種を行っ

ております。第３弾以降は今回予約を受け付ける５０歳から６４歳の内，基礎疾患のある方の予約状況

を踏まえまして，接種順位を検討しながら迅速に進めてまいりたいと存じます。予約の状況についてで

ございますが，これは，６月１３日現在になります。１回目接種された方３，０２９名と，第２弾での

予約７，７２８名，合わせまして１０，７５７人ということで高齢者１３，７００人に対しまして，７

８．５パーセントの予約状況となっております。以上でございます。 
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８番（橋口耕太郎君） 分かりました。私もですね，予約に関しましては，５月２５日第２弾が始まった

時に，ちょっとお手伝いをしまして，電話で５件，ＷＥＢで５件手伝いをさせていただきました。電話

はですね，午前中だったんですけれども，なかなかやっぱりつながりませんでした。３０台に増やした

とは言え，やっぱり，約１万人の方が集中して電話をするわけですから，当然つながりにくいだろうな

と思って諦めかけてた時につながって，それで５人の方を一気にそこで予約をすることができました。

ＷＥＢはですね，２４時間対応するということで，このＷＥＢホームページからインターネット予約の

手順書を出して，やったらスムーズにできたんですけれども，メールアドレスが１つしかない場合は，

１人しか予約できませんよというのが先に先行してて，アドレスを入れなくてもできるっていうことが

分からない方，多田議員の質問でもありましたけども，多くいてですね，これをよく読まれてなかった

のかなという気はするんですけど，ただ，これ結構な量あるんですよね。手順書が。結構な量があっ

て，これを最後まで一生懸命読んでやられる方っていうのは，なかなか少なかったのかなという気がい

たします。それから，電話の時にですね，隣で大きな声を出している方がいたんですよ。私が電話で予

約をしている最中に隣の人ですかね。大きな声でしゃべってたんですね。大きな声じゃないと向こうが

聞こえないような感じで。だから聞いたんです，そういう声はなかったのかという，実際に受付をした

時にですね，さっき，部長が１件登録するのに時間がかかったケースもあったのではないのかなと思っ

て，そういった御苦労をちょっと聞きたかったところでした。それから，接種会場ですけど，接種会

場，私も見に行きまして，広々と受付から予診票を出して，そして，接種して休んでいくという流れで

きちんと整然とやられてたので，安心はしましたが，私がちょっと介護の仕事も携わってるんですけ

ど，その利用者の方がですね，車椅子で自走される方だったんですよ。トイレに行きたくなって，トイ

レを使いたいということで，看護師さんから御案内されたのが，あそこの奄美文化センターはホールに

入って，１番奥に，要するに坂道を上って行って１番奥に身体障害者用のトイレがあるんですね。その

方，その坂道を見てですね，諦めて介助を頼んだというところがあって，奄美文化センターが約３０年

ですかね，３０年ぐらい前ですかね，できてから。当時は，平坦なところに多目的トイレを置くという

発想がなかったんですかね。もう非常に距離もあるし，あれは自走はちょっと，多分自走する人は普通

の若い車椅子の方でも結構厳しいのかなというイメージがありましたので，それはちょっと私の今回の

経験談をお伝えをしたいと思います。それから，この通告を出したのが６月２日で，今日は１８日です

から，その間にもどんどんどんどん情報が更新をされて，いろんな打ち出しがですね，恐らく担当課に

は国・県から山ほど来て，さばくのが大変じゃないかなと思うぐらいだと思うんですけど，そこらへん

の御苦労について部長，何かありますか。情報のさばき方と言うか。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 議員御案内のとおり，新型コロナウイルス対策につきましては，その対策

からワクチンの情報が毎日多くメールで届いているところでございます。ワクチン接種推進室では，集

団接種の接種を行いながら，このような情報も振り分けて対応してるところでございます。 

 

８番（橋口耕太郎君） 恐らく大変だと思います。県・国，特に国でしょうけど，私たちの公明党でも５

月１５日に全国オンライン会議っていうのを開きまして，そこで高齢者を７月末までに終わらせなさい

という緊急の指示が厚労省から流れて，奄美群島では，１村１町が８月になるというふうに報告をして

て，そういったところに，なんで８月になるのかっていうのを調べなさいという，調査依頼が来たの

で，担当にお電話をして，確認をさせていただいたら，宇検村はですね，もともとじっくり個別接種を

して９月末までに終了すると計画を出してて，当初はそれで良かったんですね。それが，もう７月末に

しなさいというふうにいきなり来たもんですから，ちょっと恨み節的な。もう分かりましたと，やりま

すということで報告をしましたということでした。龍郷町にしても，瀬戸内町にしても，多少の不安は

あるけれども，終わらせるということで，改めて７月末でできますということで報告を返したところだ
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８番（橋口耕太郎君） 分かりました。私もですね，予約に関しましては，５月２５日第２弾が始まった

時に，ちょっとお手伝いをしまして，電話で５件，ＷＥＢで５件手伝いをさせていただきました。電話

はですね，午前中だったんですけれども，なかなかやっぱりつながりませんでした。３０台に増やした

とは言え，やっぱり，約１万人の方が集中して電話をするわけですから，当然つながりにくいだろうな

と思って諦めかけてた時につながって，それで５人の方を一気にそこで予約をすることができました。

ＷＥＢはですね，２４時間対応するということで，このＷＥＢホームページからインターネット予約の

手順書を出して，やったらスムーズにできたんですけれども，メールアドレスが１つしかない場合は，

１人しか予約できませんよというのが先に先行してて，アドレスを入れなくてもできるっていうことが

分からない方，多田議員の質問でもありましたけども，多くいてですね，これをよく読まれてなかった

のかなという気はするんですけど，ただ，これ結構な量あるんですよね。手順書が。結構な量があっ

て，これを最後まで一生懸命読んでやられる方っていうのは，なかなか少なかったのかなという気がい

たします。それから，電話の時にですね，隣で大きな声を出している方がいたんですよ。私が電話で予

約をしている最中に隣の人ですかね。大きな声でしゃべってたんですね。大きな声じゃないと向こうが

聞こえないような感じで。だから聞いたんです，そういう声はなかったのかという，実際に受付をした

時にですね，さっき，部長が１件登録するのに時間がかかったケースもあったのではないのかなと思っ

て，そういった御苦労をちょっと聞きたかったところでした。それから，接種会場ですけど，接種会

場，私も見に行きまして，広々と受付から予診票を出して，そして，接種して休んでいくという流れで

きちんと整然とやられてたので，安心はしましたが，私がちょっと介護の仕事も携わってるんですけ

ど，その利用者の方がですね，車椅子で自走される方だったんですよ。トイレに行きたくなって，トイ

レを使いたいということで，看護師さんから御案内されたのが，あそこの奄美文化センターはホールに

入って，１番奥に，要するに坂道を上って行って１番奥に身体障害者用のトイレがあるんですね。その

方，その坂道を見てですね，諦めて介助を頼んだというところがあって，奄美文化センターが約３０年

ですかね，３０年ぐらい前ですかね，できてから。当時は，平坦なところに多目的トイレを置くという

発想がなかったんですかね。もう非常に距離もあるし，あれは自走はちょっと，多分自走する人は普通

の若い車椅子の方でも結構厳しいのかなというイメージがありましたので，それはちょっと私の今回の

経験談をお伝えをしたいと思います。それから，この通告を出したのが６月２日で，今日は１８日です

から，その間にもどんどんどんどん情報が更新をされて，いろんな打ち出しがですね，恐らく担当課に

は国・県から山ほど来て，さばくのが大変じゃないかなと思うぐらいだと思うんですけど，そこらへん

の御苦労について部長，何かありますか。情報のさばき方と言うか。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 議員御案内のとおり，新型コロナウイルス対策につきましては，その対策

からワクチンの情報が毎日多くメールで届いているところでございます。ワクチン接種推進室では，集

団接種の接種を行いながら，このような情報も振り分けて対応してるところでございます。 

 

８番（橋口耕太郎君） 恐らく大変だと思います。県・国，特に国でしょうけど，私たちの公明党でも５

月１５日に全国オンライン会議っていうのを開きまして，そこで高齢者を７月末までに終わらせなさい

という緊急の指示が厚労省から流れて，奄美群島では，１村１町が８月になるというふうに報告をして

て，そういったところに，なんで８月になるのかっていうのを調べなさいという，調査依頼が来たの

で，担当にお電話をして，確認をさせていただいたら，宇検村はですね，もともとじっくり個別接種を

して９月末までに終了すると計画を出してて，当初はそれで良かったんですね。それが，もう７月末に

しなさいというふうにいきなり来たもんですから，ちょっと恨み節的な。もう分かりましたと，やりま

すということで報告をしましたということでした。龍郷町にしても，瀬戸内町にしても，多少の不安は

あるけれども，終わらせるということで，改めて７月末でできますということで報告を返したところだ
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ったんですけど，とにかく，指示が変わったり，いきなり情報が変わったりしてくるところが多いと思

いますので，そこらへんはまた，御苦労があると思いますけど，引き続き対応していただきたいと思い

ます。それから，ワクチンのこれからの分配についてですけど，同僚議員の質問からもありましたが，

先ほど，冒頭，ＣＯＶＡＸファシリティの話をしましたけれども，ファイザー社とかモデルナ社とか，

ああいったところはばんばん作ってるんですけれども，世界的に見て，死亡者数，感染者数が多いとこ

ろにどうしても配分をしていくという国際的な流れになっているみたいで，日本はそういうところと比

べると比較的少ないということで，配分量が減ってくるというお話を聞いております。ですから，恐ら

く，そういったところで今後の分配量というのはまだ不透明だと思いますけど，このワクチン接種の御

案内のこのイメージでこれからも進めていくという，確実にワクチンが来ればの話ですけど，確認です

けど，よろしいですかね，それで。 

 

保健福祉部長（山下能久君） ワクチンの接種につきましては，第１弾が５月３日から６月１３日まで実

施しております。第２弾が６月１４日から７月２５日まで，第３弾が７月２６日から８月２９日まで，

第４弾を９月６日から１０月１７日までとして，計画をしているところでございます。また，議員御案

内のとおり，ワクチンの配分状況によって若干変わる可能性もございますが，これまでと同様，医師会

と連携を図りながらスムーズな接種，また，希望する市民の方がすべて受けられるように実施して，対

応してまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

８番（橋口耕太郎君） 分かりました。先ほど，ありましたように６月２２日からですかね。５０歳から

６４歳までの基礎疾患を有する方ということで，先週末ぐらいに５０歳以上の方に対しては基礎疾患が

ある，ないに関わらず，お送りしてると思います。私のところにも土曜日ですかね，届いておりまし

た。私は基礎疾患は肥満ぐらいなので受けることはできないと思うんですけど，これ笑うところなんで

すけど。まだ，基礎疾患があるか，ないかという判断をですね，恐らくちょっと電話では，例えばです

よ，糖尿ではないのに糖尿ですとか言って，そういった何て言うんですかね，確認の方法とかも結構難

しい部分があるのではないかなと個人的に思ってますけど，そこら辺のマニュアルというか対応につい

てはお答えできますか。 

 

保健福祉部長（山下能久君） 基礎疾患につきましては，１０数種類の疾患が示されております，議員の

ほうからもございましたが，ＢＭＩが３０以上の方が対象となっております。その確認につきまして

は，医師の問診の中で基礎疾患ということで確認するような流れで進めさせていただきたいと考えてお

ります。 

 

８番（橋口耕太郎君） 分かりました。これからまた，走りながら考えるじゃないですけど，様々なこと

を決めていきながら進めていっていただきたいというように思います。また，報道でしたかね，予診票

の書き方がよく分からないというところで奄美の薬剤師さんから県の薬剤師会に声を上げて，うちも手

伝いますよと，薬剤師さんのほうでかかりつけ薬剤師のところに行けば，予診票の書き方を教えてもら

えるような形を県がとって，それを奄美モデルと呼ばれてるそうですけど，そういったところで奄美市

の薬剤師の皆さんもですね，協力的な動きをしてるっていうのを聞いていて，何か嬉しくなったところ

もあります。とにかく，接種をしている人が増えれば増えるほど集団免疫が上がって，お子さんとか接

種できないわけですから，接種できない方も守ることになりますので，どんどん進めていっていただき

たいと思いますけど，最終的に，先ほど７８．５パーセントとおっしゃいましたけど，希望する方です

ので，恐らく１００パーセントにはならないと思うんですね。大体どれぐらいの割合かと見込んでます

か。分かりますか。 

 

－ 153 －



 

- 154 - 

 

保健福祉部長（山下能久君） 接種の目標値なんですけど，議員のほうからも御案内がありましたとお

り，集団免疫，これにつきましては，６０パーセントから７０パーセント以上の方が免疫を持つと感染

者が出ても他の人に感染しにくくなることで，感染症が流行しなくなり，間接的に免疫を持たない人も

感染から守られるということでございます。本市といたしましては，最低でも７０パーセント以上の接

種率を目指して取り組んでいきたいと考えているところでございます。 

 

８番（橋口耕太郎君） 分かりました。最終的に７０パーセントを目指してですね，この事業を進めてい

っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは，次の質問に入ります。質問３，若者の孤独・孤立対策についてお伺いをいたします。

（１）高校を中退，あるいは，高校卒業後に就職をしたが，１年も経たずに帰省をして，就職に就けず

にいる若者が本市にもいると聞いております。年齢が１６歳から１９歳のそのような若者の把握と，そ

の若者に対する何らかの支援はできないか，伺いたいと思います。まず，そういった若者の把握という

のはできていますでしょうか。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） それでは，議員御質問の高校を中退，若しくは，卒業後に職に就けずにい

るなどの１６歳から１９歳の若者についてでございますが，御質問の中身の内容に基づくような調査自

体は本市としては，まだしたことがございませんので，正確な数字は全く把握ができてないというとこ

ろです。それから，保護課の生活支援のほうで引きこもり支援をしておりますが，約５０名近くの方が

その対象なんですけども，その中にも１０代の方はいらっしゃらなかったというところでこの途中，就

職後に島に帰られて来た若者については把握はできてないという現状でございます。 

 

８番（橋口耕太郎君） なかなか現状を把握するのは難しいということですね。中学校の時に，不登校気

味で高校では一旦入学をしましたが，ついていけずに辞めたり，また，あるいは，高校卒業後に本土に

就職をして，また，あるいは，島内の企業に就職をしましたが，何らかの理由で退職をして，その後，

就職をできずにいる若者が一定数いると聞いおります。行き場がなく，引きこもりは市内，奄美市では

ちょっと今，１０代は生活支援のほうでは押さえてないみたいですけど，引きこもったり，本人も保護

者も悩んでいる方が一定数いると聞いておりますが，これは今後はそういった調査とかは考えていない

でしょうか。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） お答えいたします。質問の１０代に限定した，引きこもり等の調査という

のは今のところ予定はございません。ただ，引きこもり自体の調査というところは，関わってる生活保

護であったり，困窮であったり，地域包括支援センターであったり，障害者の係であったり，それらの

情報から今，把握してるものですので，総数のアウトリーチをかけたような調査はまだできていないと

いうのが現状です。ただ，今，御質問にあった，子どもたちに１番必要とするのは，議員もおっしゃい

ましたが，居場所とそれから，気軽に相談できるという態勢だと思っております。その１つとして，こ

のような悩みを抱える若者をサポートする機関として，あまみ若者サポートステーション，通称サポス

テという言い方をしますが，あります。確認をしたところ，サポステのほうにですね，１０代の若者の

就労相談５件ほど受けてるということでした。就労支援，職業体験等を行っており，年々相談件数も増

加しているということでございました。市としての対応というところでございますが，生活困窮者自立

支援相談窓口での相談の受付，それから，家庭相談員の相談と日々の業務の中で連携を取りながら，引

きこもり状態の方がいらしたらサポートしていくという態勢でございます。これからも制度の狭間で困

窮する世帯に対しても継続した支援が届けられるような連携，協力体制を整えて，重層的な支援ができ

るように取り組んでいきたいと思っております。以上です。 
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保健福祉部長（山下能久君） 接種の目標値なんですけど，議員のほうからも御案内がありましたとお

り，集団免疫，これにつきましては，６０パーセントから７０パーセント以上の方が免疫を持つと感染

者が出ても他の人に感染しにくくなることで，感染症が流行しなくなり，間接的に免疫を持たない人も

感染から守られるということでございます。本市といたしましては，最低でも７０パーセント以上の接

種率を目指して取り組んでいきたいと考えているところでございます。 

 

８番（橋口耕太郎君） 分かりました。最終的に７０パーセントを目指してですね，この事業を進めてい

っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは，次の質問に入ります。質問３，若者の孤独・孤立対策についてお伺いをいたします。

（１）高校を中退，あるいは，高校卒業後に就職をしたが，１年も経たずに帰省をして，就職に就けず

にいる若者が本市にもいると聞いております。年齢が１６歳から１９歳のそのような若者の把握と，そ

の若者に対する何らかの支援はできないか，伺いたいと思います。まず，そういった若者の把握という

のはできていますでしょうか。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） それでは，議員御質問の高校を中退，若しくは，卒業後に職に就けずにい

るなどの１６歳から１９歳の若者についてでございますが，御質問の中身の内容に基づくような調査自

体は本市としては，まだしたことがございませんので，正確な数字は全く把握ができてないというとこ

ろです。それから，保護課の生活支援のほうで引きこもり支援をしておりますが，約５０名近くの方が

その対象なんですけども，その中にも１０代の方はいらっしゃらなかったというところでこの途中，就

職後に島に帰られて来た若者については把握はできてないという現状でございます。 

 

８番（橋口耕太郎君） なかなか現状を把握するのは難しいということですね。中学校の時に，不登校気

味で高校では一旦入学をしましたが，ついていけずに辞めたり，また，あるいは，高校卒業後に本土に

就職をして，また，あるいは，島内の企業に就職をしましたが，何らかの理由で退職をして，その後，

就職をできずにいる若者が一定数いると聞いおります。行き場がなく，引きこもりは市内，奄美市では

ちょっと今，１０代は生活支援のほうでは押さえてないみたいですけど，引きこもったり，本人も保護

者も悩んでいる方が一定数いると聞いておりますが，これは今後はそういった調査とかは考えていない

でしょうか。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） お答えいたします。質問の１０代に限定した，引きこもり等の調査という

のは今のところ予定はございません。ただ，引きこもり自体の調査というところは，関わってる生活保

護であったり，困窮であったり，地域包括支援センターであったり，障害者の係であったり，それらの

情報から今，把握してるものですので，総数のアウトリーチをかけたような調査はまだできていないと

いうのが現状です。ただ，今，御質問にあった，子どもたちに１番必要とするのは，議員もおっしゃい

ましたが，居場所とそれから，気軽に相談できるという態勢だと思っております。その１つとして，こ

のような悩みを抱える若者をサポートする機関として，あまみ若者サポートステーション，通称サポス

テという言い方をしますが，あります。確認をしたところ，サポステのほうにですね，１０代の若者の

就労相談５件ほど受けてるということでした。就労支援，職業体験等を行っており，年々相談件数も増

加しているということでございました。市としての対応というところでございますが，生活困窮者自立

支援相談窓口での相談の受付，それから，家庭相談員の相談と日々の業務の中で連携を取りながら，引

きこもり状態の方がいらしたらサポートしていくという態勢でございます。これからも制度の狭間で困

窮する世帯に対しても継続した支援が届けられるような連携，協力体制を整えて，重層的な支援ができ

るように取り組んでいきたいと思っております。以上です。 
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８番（橋口耕太郎君） サポステも私伺ったことありますけど，その時も一定数そういう相談があります

というお話を聞きました。そういう窓口があるということを知らない方もいらっしゃると思いますの

で，私もＰＲをしていきたいと思いますが，とにかく，中学校ぐらいまでは義務教育ですので，学校の

先生とかも関わりが深いと思うんですけど，高校になるとどうしても義務教育ではずれますし，本人が

どうしても辞めると言った場合は，本人の意思を尊重するところが大きいと思いますので，私が出身の

大島高校に確認しましたら，大島高校は大体が通信制の高校に入り直したり，大学試験を受けるための

資格を取ったりすることで，動いてますという報告を聞きました。とにかく，何と言うんですか。高校

中退，若しくは，１８歳ぐらいで仕事を辞めて帰って来られたというところの子どもたちが一定数いる

というふうに聞いてますので，民間でも相談とか支援ができるような団体の設立の動きがあるようです

ので，そういったことも踏まえて市としましてもですね，サポートしていっていただければなというふ

うに思います。 

 次に（２）です。大人に代わって，家族の病気や介護の世話をする中・高生，いわゆるヤングケアラ

ーが国の調査でおよそ２０人に１人いるという結果が出たようです。本市にもそのような中・高生がい

るか，現状を同じように伺いたいと思います。 

 

福祉事務所長（永田孝一君） それでは，お答えいたします。ヤングケアラーという，最近よく耳にする

お言葉だと思いますが，本来大人が担うと想定されている，家事や家族の世話などを日常的に子どもが

行っているという状態という解釈でございます。このことにつきましても，福祉事務所のほうでヤング

ケアラーについての正式な調査，実質，実態把握ということは実施をしておりませんので，正確な人数

は分からないというところでございますが，ただ，３月に教育委員会のほうで各学校に確認をしたとい

う情報が入っております。その中で，１件。この世帯はヤングケアラーじゃないかというのが上がって

きたということを聞いております。それから，併せまして，福祉政策課の方で行っております支援が必

要な世帯への取組をしております要保護児童対策協議会というのがございます。要対協という言い方を

しますが，この中ですでにもう終結した事例もあるんですが，３件ほどヤングケアラーの状態で家庭全

体の問題があるんですけども，状態だったということを聞いております。以上です。 

 

８番（橋口耕太郎君） 分かりました。教育委員会のほうで１件該当するのではないかという案件と，要

対協で３件ほど確認されたということですね。今回，なぜこのような質問をしたかと言いますと，コロ

ナ禍で最近若者の孤独・孤立が全国的に問題となっておりまして，政府が４月６日に子ども若者育成支

援推進大綱に具体策を盛り込んだという新聞記事を見たからであります。ここでちょっと画像をお願い

してよろしいですか。今回の大綱のポイントということで５点ほど挙げられております。１つ目が自殺

対策を最重要課題に位置付けたと。２つ目が担当大臣による孤独・孤立対策の強化。それから，３番目

がＳＮＳ相談窓口の増員など体制の拡充。それから，子どもがＳＯＳ発信しやすい教育の実現。そし

て，最後に，子ども・若者インデックスの新設ということです。これちょっとこの下の文章の中にある

んですけど，少し見にくいんですが，２行目に２０２０年の小・中・高生の自殺者は，比較可能な１９

８０年以降で最多の４９９人となったためと書いてあります。画像ありがとうございました。今回のそ

の大綱は，新聞によりますと，教育や福祉，保健，医療などの分野別政策を子ども・若者の育成という

視点から横断的に取りまとめたものですと。２０１０年度に最初につくられまして，１５年度に改訂，

そして，続く第３次が今回，期間は概ね５年を設定したものとなったということです。今回の大綱は，

コロナ禍で深刻化する，孤独・孤立対策を柱に掲げたのが大きな特徴ですと。大綱では，まず，子ども

や若者を取り巻く社会の状況として，コロナ禍や激甚災害，児童虐待，性被害などを挙げ，いつ，どこ

にいても，生命安全の危機に直面しうると指摘，とりわけ，自殺や引きこもりなど様々な社会問題に共

通する背景として，孤独や孤立があると強調したとありました。先ほどの所長の答弁でいきますと，こ

れ子どもだけに限らないというふうに最近思ってまして，どの世代でも孤独・孤立というのがあってで
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すね，これは，今回は一応この大綱は，子ども・若者支援ということになってますけど，全世代でこの

コロナ禍でですね，尚更のこと，孤独・孤立という問題が起きているのではないかなと個人的には思っ

ております。先ほどの大綱でですね，子ども・若者インデックスという言葉がありましたけれども，こ

れは，新たな指標を若者の視点でつくっていくと。若者の意識の変化や自殺者数，不登校者数といっ

た，統計調査を活かして現状の把握につなげていくのが，子ども・若者インデックスというものを新設

するということです。本市はですね，大都市圏に比べるとそういう数というか，そういった方の数はさ

ほど多くはないと思うんですけども，奄美市には，まだ，結構ですね，結の精神とか隣近所のお付き合

いとか，他者，他人がですね，介入しているケースもあると思っています。しかしですね，もし，そう

いう孤独や孤立で悩んでいる若者が１人でもいれば，できることをやっていくという，そんな姿勢であ

ってほしいなと思って今回の質問を行いました。よろしくお願いいたします。 

 じゃあ，次の質問に移ります。質問の４番，教育行政について伺います。（１）ＧＩＧＡスクールで

本年度からタブレット端末を使用した本格運用が始まっています。現場の児童・生徒の反応，教職員の

反応はいかがか，ということですが，これも同僚議員から同じような質問が出て，答弁が重複するかも

しれませんが，私が聞きたかったのは先ほどもコロナワクチンでもありましたが，生の声ですね。どう

いった声があったのかというのを実例を交えて教えていただければなというふうに思います。お願いい

たします。 

 

教育部長（徳永恵三君） それでは，議員の御質問にお答えいたします。子どもたちもタブレットの使用

を心待ちにしていたようで，喜んで活用していると聞き及んでおります。具体的には，写真を撮影して

教職員や他の子どもたちに送ったり，音声入力を使ったりするなど，子どもたち自ら使い方を研究し

て，意欲的に使いこなしているとのことです。教職員に関してですが，自分の考えや学習記録を保存す

ることなどができるので，表現力の高まりや学習意欲の向上といった効果が見られるとのことです。一

方で，子どもたちはタイピングに慣れておらず，字を打ち込むのに時間がかかるなど，操作等に慣れず

に戸惑う様子も見受けられます。また，教職員も試行錯誤しながら新しい授業の形を模索している点も

ございます。本市では，各教員が目標となる段階ごとのステップを設定し，誰１人取り残さず，すべて

の教職員のスキルアップを目指していきたいと考えているところでございます。以上です。 

 

８番（橋口耕太郎君） 恐らく，子どもたちのほうがですね，タブレットに慣れるのは早いと思います。

でも，１年生から６年生までですので，当然差はあるし，その子どもたち一人ひとりもですね，触った

ことがある子どももいれば，そうでない子どももいたりしたでしょうし，そういった部分でいろんな差

があってのスタートだったと思います。これまでの答弁でですね，教職員の中にＧＩＧＡリーダーとい

うのを置いて，そういったことを進めていくということですけど，恐らく，３５歳ぐらいから４５歳ぐ

らいの方がＧＩＧＡリーダーに，教員としてのスキルもそれなりについている方で情報端末に詳しい方

となると，大体３５から４５ぐらいの間の方が，恐らく，学校のＧＩＧＡリーダーになるのではないか

なというふうに推察するんですけど，その方にですね，過剰な負担がですねかかるのを，少し私はちょ

っと心配しているところです。１人だと大変なので，やっぱり，ＧＩＧＡリーダーというのは複数い

て，例えば，お休みした時にとか，そういった時にも対応できるような，そういう配慮を是非ともお願

いしたいなというふうに思っています。もう１つ心配しているのが，先ほど竹山議員も保険のことを話

しておりましたけれども，総数が恐らく約４，０００台というふうに聞いてます。４，０００台って言

ったらすごい数ですよね。その４，０００台のメンテナンスというのも結構大変なんじゃないかなとい

うふうに思うんですよね。先ほど，不具合がある端末も出てきたという話もありましたけども，メンテ

ナンスに関しても恐らくこれからちょっと大変になってくるんじゃないかなというふうに思いますの

で，そこら辺の手当もですね，しっかりしていただきたいなというのが私の要望の１つです。非常に考

えもしないことが出てくる可能性もあると思うんですよね。そういったところも是非ケアしていただき
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いった声があったのかというのを実例を交えて教えていただければなというふうに思います。お願いい

たします。 

 

教育部長（徳永恵三君） それでは，議員の御質問にお答えいたします。子どもたちもタブレットの使用

を心待ちにしていたようで，喜んで活用していると聞き及んでおります。具体的には，写真を撮影して

教職員や他の子どもたちに送ったり，音声入力を使ったりするなど，子どもたち自ら使い方を研究し

て，意欲的に使いこなしているとのことです。教職員に関してですが，自分の考えや学習記録を保存す

ることなどができるので，表現力の高まりや学習意欲の向上といった効果が見られるとのことです。一

方で，子どもたちはタイピングに慣れておらず，字を打ち込むのに時間がかかるなど，操作等に慣れず

に戸惑う様子も見受けられます。また，教職員も試行錯誤しながら新しい授業の形を模索している点も
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の教職員のスキルアップを目指していきたいと考えているところでございます。以上です。 

 

８番（橋口耕太郎君） 恐らく，子どもたちのほうがですね，タブレットに慣れるのは早いと思います。

でも，１年生から６年生までですので，当然差はあるし，その子どもたち一人ひとりもですね，触った

ことがある子どももいれば，そうでない子どももいたりしたでしょうし，そういった部分でいろんな差

があってのスタートだったと思います。これまでの答弁でですね，教職員の中にＧＩＧＡリーダーとい

うのを置いて，そういったことを進めていくということですけど，恐らく，３５歳ぐらいから４５歳ぐ

らいの方がＧＩＧＡリーダーに，教員としてのスキルもそれなりについている方で情報端末に詳しい方

となると，大体３５から４５ぐらいの間の方が，恐らく，学校のＧＩＧＡリーダーになるのではないか

なというふうに推察するんですけど，その方にですね，過剰な負担がですねかかるのを，少し私はちょ

っと心配しているところです。１人だと大変なので，やっぱり，ＧＩＧＡリーダーというのは複数い

て，例えば，お休みした時にとか，そういった時にも対応できるような，そういう配慮を是非ともお願

いしたいなというふうに思っています。もう１つ心配しているのが，先ほど竹山議員も保険のことを話

しておりましたけれども，総数が恐らく約４，０００台というふうに聞いてます。４，０００台って言

ったらすごい数ですよね。その４，０００台のメンテナンスというのも結構大変なんじゃないかなとい

うふうに思うんですよね。先ほど，不具合がある端末も出てきたという話もありましたけども，メンテ

ナンスに関しても恐らくこれからちょっと大変になってくるんじゃないかなというふうに思いますの
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たいと思います。それと，ちょっと前になりますけど，朝日中学校にですね，ちょっと視察に行った時

に，教職員のシステムですね，教職員が使うシステム，２通り何かあるそうですけど，それをちょっと

見させていただいた時に，大分こう進んでるなという。朝日中学校は多分先行していろんなことを試さ

れた中学校だというふうに聞いてますけど，先生方も例えば通知表ですね，ああいったところ。後，出

席・欠席の管理，そういったところもその教務端末で全部把握ができるようになったというふうに聞い

てます。それは，すごくいいことで，ただ，それを使いこなせるかどうかという問題も一方であると思

いますので，そういった全体を含めてですね，子どもたちのその端末のことと，後，教職員のそのシス

テムの活用方法ですね，そういったところを是非これからまた，取り組んでいっていただきたいと思い

ます。５月３１日の奄美新聞にですね，教職員向けの研修を２０年度に２回，今年度は学校主催も合わ

せて１０回以上開く予定とありました。また，記事の最後には，文科省によると，端末は文具の１つの

認識。保護者の受け取り方は様々な上，自治体や学校によって，進捗は異なると。取り入れ，先進校の

事例やＩＣＴ技術者の指導を受けながら，有効に活用されることを願いたいと。何より子どもたちの資

質・能力を最大限に引き出すツールとしての可能性に期待が膨らむ，と締めくくっておりました。正

に，そのとおりだと思います。よーいどんでスタートしたわけですが，やはり，上手く活用するには，

一定の時間が必要だと思いますし，今年度の研修などをとおして，好事例をですね，先行事例，良い事

例をどんどん共有して，子どもたちに還元できるよう指導していただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

 それでは，次の質問の（２）高校学力選抜試験の結果が県教育委員会から公表されました。目安点未

満（１８点）の状況は前年より改善されたようですが，県平均と比べるとまだまだ乖離が大きいようで

すと。この現状について見解をお示しいただきたいと思います。資料投影をお願いいたします。少し見

にくくて大変申し訳ないんですけども，上と下に上下に赤い線が入っていると思いますが，あれが大島

学区の上のほうが今年度の令和３年度の結果です。受験者総数が６１１人で，国語のポイントが３．８

パーセント，社会が１０．８パーセント，数学が１５．７パーセント，理科が１４．２パーセント，英

語が６．４パーセントとなっております。下が県平均なんですけども，国語が２．１パーセント，社会

が５．６パーセント，数学が７．３パーセント，理科が７．４パーセント，英語が３．８パーセントと

いうふうになっております。やっぱり，県平均と比べるとですね，国語，英語は頑張ってるほうだと思

いますけど，社会，数学，理科については，大体倍ぐらいの開きがあるというところです。ちなみに，

下の段の赤線はですね，平成３０年度，４年前ですけども，の結果です。大島学区，受験者総数が７１

２人で，国語が４．１パーセント，社会９．８パーセント，数学２２．２パーセント，理科１２．６パ

ーセント，英語２０．１パーセント。県平均が国語１．８パーセント，社会５．１パーセント，数学１

１．９パーセント，理科５．２パーセント，英語１０．７パーセントと。令和３年度と比較するとです

ね，英語が令和３年度が６．４パーセント，平成３０年度２０．１パーセントですから，すごく改善を

されております。それから，数学。令和３年度が１５．７パーセント，平成３０年度が２２．２パーセ

ントですね。その２科目はすごく改善されてるなというふうに思います。平均点とか難易度によって，

若干前後するんでしょうけども，大分改善されているなという気がします。ちょっと驚いたのがです

ね，受験者総数が県全体で令和３年度，今年度が８，７９８人，平成３０年度が９，８１０人。１，０

１２名少なくなってるんですね。４年前とすると。それがちょっと調べてみて驚いたところだったんで

す。大島学区に至っては，１０１名減っています。少子化で高校生も年々少なくなってきている影響

と，私学に行く子どもたちもいるのかなという気もしますけど，これを踏まえてですね，同様の質問を

平成３０年の９月の定例会に取り上げておったので，今，平成３０年度と比較をしたんですけど，その

際の，前教育長の答弁では，地区ごとの数値は示されているが，市町村の数値は示されていないと。た

だ，受験生の半数以上を奄美市の生徒が占めているので，重く受け止めていると答弁をされておりま

す。また，中学校ごとに成績はきちんと分析され，学校長にお手元に届くとも答弁されております。最

近は，中学校がですね，徐々に学習の成果が現れてきているというふうに伺っていますけれども，これ
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から，少しずつでも改善されていくという理解でよろしいかどうか見解をお示しください。 

 

教育長（村田達治君） それでは，議員の御質問にお答えしたいというふうに思います。今，先ほど議員

からも詳しく目安点の達成状況については，説明をいただいたところでございますけども，私のほうで

は，各教科１８点の目安点，５教科で合計９０点になりますが，その全体の達成状況について，若干補

足をさせていただきます。まず，この目安点の状況を述べますと，平成３０年度の５教科総得点の目安

点以下の割合，これが県全体が４．５パーセント。つまり，これは低ければ低いほど良いわけですね。

この目安点以下の状況ですから。それに対しまして，大島地区は，１１．０パーセントと倍以上の開き

がございました。その差は６．５パーセントでございました。それが令和３年度を比較いたしますと，

県全体では３．３パーセント，大島地区は７．２パーセントと，３．９パーセントに差が狭まっており

ます。以前に比べて大きく改善されている状況にあると言えます。この数値につきましては，大島地区

全体のものでありますので，先ほど議員からも御説明いただきましたが，奄美市の状況がそのまま現れ

ているものではございません。しかしながら，本市の受験生の多さから考えますと，本市の学力向上の

取組が一端が現れてるものと捉えてもいいのではないかと，そのように考えております。実際に，令和

３年１月に行われた，鹿児島学習定着度調査におきましては，これまで課題でありました，中学校の学

力が非常に高まり，中学１年生・２年生ともに県平均を４教科で上回る結果が出ております。今後は，

この改善の状況を安定して継続していくことで，学力が向上したと言えるというふうに思います。この

ことは，教育委員会及び本市の学校に課せられた大きな課題と考えております。今後も学力向上の取組

を継続して行っていく所存でございます。以上でございます。 

 

８番（橋口耕太郎君） 分かりました。全体の点数でいくと，改善されているというふうに見られるとい

うことですね。分かりました。我々の頃には，公立高校の２次募集というのはなくて，例えば大島高校

を不合格だったら，もう１回受け直すか，他校に私立に行くかという選択肢しかなかったんですけど，

今は，大島高校不合格だったら，奄美高校，あるいは，大島北高校というふうに受験ができる制度にな

ってますよね。これまだ結構知らない人多いんですよね。我々の世代はそんななかったので，その点で

大島北高は大分生徒さんが行くということもあるんですよね。私たちの時は，点数は個人的には多分知

らされなかったと思うんですけど，今は，中学生が受験時に自分の得点を知りたいかという申請をする

と，学校側があなたは何点でしたよというのを教えてくれますよね。そういった制度は今はなかったん

ですけど，我々の時はなかったと思うんですけど，そういうのを利用しながら自分がどれだけの点数を

取ったのか，自己採点しか昔はなかったわけですから，それが正確に分かる，今，制度があるというふ

うにも聞いてます。とにかく，先ほど教育長もおっしゃいましたように，奄美市の１つの指標としてで

すね，捉えていただいて，学力向上に役立てていただければなと思いますので，よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは，最後５番です。高校医療費の無償化についてお伺いをいたします。（１）今年度から朝山

市長の英断で高校生の医療費の無償化が始まりましたが，市のホームページの更新も遅くて，まだまだ

周知不足だと考えております。本事業に関するクレーム等の有無と現在の周知状況についてお伺いをい

たします。 

 

市長（朝山 毅君） 橋口議員の最後の質問で最後に私のほうで答弁させてもらいます。今，議員がお話

がありました，高校生の医療費の無償化について，大変ホームページ等で周知をすることが遅くなった

ということで御迷惑をかけたということをまず，この場を借りて申し訳なく思うところでございます。

周知方法については，奄美市だより，市民便利帳，市のホームページ，また，あまみエフエム等で市民

の皆様へ広報したところでございます。しかしながら，制度についてまだ御存知でない保護者の方がい

らっしゃるということでございます。対象となる児童の皆さんが早急に登録できるよう，より丁寧に御
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から，少しずつでも改善されていくという理解でよろしいかどうか見解をお示しください。 
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案内したいと考えておりますので，御理解をいただきたいと存じます。なお，この子ども医療費の無償

化につきましては，これまで対象となる子どもについて，未就学児童のみであったものを平成２８年度

に小学校卒業まで，また，平成３０年度に中学校卒業までと拡充し，議会の皆さんの御協力もいただい

て，今年４月１日より，高校を卒業する児童生徒まで保護者の所得に関係なく，拡充してまいりまし

た。今後も子育て世帯の医療費の負担軽減と子どもの疾病の早期発見と健康保持を図るとともに，市民

の皆様の御理解と御協力を賜りながら，子育て環境づくりに努めてまいりたいと存じますので，どうか

御理解と御協力よろしくお願いいたします。 

 

８番（橋口耕太郎君） 市長，御答弁ありがとうございました。本当に良いことはですね，速やかに周知

をして，そして，理解を深めてもらうような努力が必要かと思います。我々公明党も何度か訴えており

ましたし，タイムリーにですね，情報を提供することが大切だと思います。新聞とか広報紙とかホーム

ページとか，見られない方もやっぱり，おられますので，どうやったら行き渡るかということを考えて

いただいて，これからまた，新たな施策をする時には，対応していただきたいというふうに思います。

以上で私，橋口耕太郎の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

 

議長（与 勝広君） 以上で公明党 橋口耕太郎君の一般質問を終結いたします。 

 これにて，本日の日程は終了いたしました。 

 ６月２２日午前９時３０分本会議を開きます。 

 本日はこれをもって散会いたします。（午後２時３０分） 
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議長（与 勝広君） おはようございます。ただいまの出席議員は２０人であります。 

 会議は成立いたしました。 

 これから，本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

 日程に入ります。本日の議事日程は，お手元に配付の議事日程第２号のとおりであります。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第１，議案第３７号 令和３年度奄美市一般会計補正予算（第２号）について

から，議案第４７号 財産の取得についてまでの１１件を一括して議題といたします。 

 ただいま議題といたしました議案１１件に対する質疑に入ります。 

 通告がありましたので，立憲民主党 関 誠之君の発言を許可いたします。 

 

１４番（関 誠之君） 市民の皆さん，議場の皆さん，おはようございます。私は立憲民主党 関 誠之

でございます。 

 さっそく議案第３７号 令和３年度奄美市一般会計補正予算（第２号）について，質疑をいたしま

す。 

 まず，歳入の９ページ，２０款１項１目１節繰越金８４１万７，０００円について。前年度の剰余金

の８４１万７，０００円の積算根拠と形式収支，実質収支，単年度収支，実質単年度収支について，令

和２年度決算見込みでよろしいので，数値がお分かりであればお答えいただいきたいと思います。 

 二つ目は歳出，１１ページ，２款１項８目安全・安心対策費，１４節工事請負費１，９４３万６，０

００円の詳細な説明と，１７節機械器具費７５５万円の内容について，お答えください。この国庫事業

の交付申請，交付決定等の予定期日があれば，お示しをいただきたいと思います。 

 二つ目は，ＦＭ中継局の施設整備がなされるようでありますけれども，場所はどこで，用地取得は伴

わないのか，お伺いをいたします。 

 ３点目は１１ページ，２款１項１４目地方創生費，８節旅費７３３万円，費用弁償，会計任用職員の

内容について，お答えをいただきたいと思います。 

 四つ目は１１ページ，２款１項１７目新型コロナ感染症緊急対策事業費，９，７３４万円の概要につ

いて，お答えをいただきたいと思います。補助金が７，５７４万円，奨励金，助成金が２，１６０万円

となっております。もう一つは，財源は全額を財政調整基金９，７３４万円で充当していますけれど

も，あともってコロナ交付金３次配分等で財源振替を予定しての予算措置なのかをお答えください。 

 次に，補正２号後の財政調整基金の現在額をお示しをいただきたいと思います。 

 五つ目は１５ページ，７款１項４目本場大島紬振興，１０節需要費１，２００万円は修繕（施設，建

物等）となっておりますけれども，需用費で計上した理由は何であるのか，お答えをいただきたいと思

います。 

 六つ目は１７ページ，１０款１項２目学校教育振興費，１節報酬１３万４，０００円の内容について

お答えいただきたいと思います。 

 七つ目は１８ページ，１０款１項２目学校教育振興費，１２節委託料６５０万円，ＧＩＧＡスクール

サポーター配置促進業務，それに１３節システム使用料２１万円の説明をお願いをいたします。 

 八つ目は１８ページ，１０款６項２目学校給食運営費，１節報酬４７１万８，０００円，会計年度任

用職員，給食調理員と明記がありますけれども，の内容及びなぜ６月補正での予算計上となったのか，

お答えいただきたいと思います。 

 以上であります。よろしくお願いいたします。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

財政課長（永田公洋君） おはようございます。財政課に関する質問にお答えをいたします。 

－ 163 －



 

- 163 - 

 

議長（与 勝広君） おはようございます。ただいまの出席議員は２０人であります。 

 会議は成立いたしました。 

 これから，本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

 日程に入ります。本日の議事日程は，お手元に配付の議事日程第２号のとおりであります。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第１，議案第３７号 令和３年度奄美市一般会計補正予算（第２号）について

から，議案第４７号 財産の取得についてまでの１１件を一括して議題といたします。 

 ただいま議題といたしました議案１１件に対する質疑に入ります。 

 通告がありましたので，立憲民主党 関 誠之君の発言を許可いたします。 

 

１４番（関 誠之君） 市民の皆さん，議場の皆さん，おはようございます。私は立憲民主党 関 誠之

でございます。 

 さっそく議案第３７号 令和３年度奄美市一般会計補正予算（第２号）について，質疑をいたしま

す。 

 まず，歳入の９ページ，２０款１項１目１節繰越金８４１万７，０００円について。前年度の剰余金

の８４１万７，０００円の積算根拠と形式収支，実質収支，単年度収支，実質単年度収支について，令

和２年度決算見込みでよろしいので，数値がお分かりであればお答えいただいきたいと思います。 

 二つ目は歳出，１１ページ，２款１項８目安全・安心対策費，１４節工事請負費１，９４３万６，０

００円の詳細な説明と，１７節機械器具費７５５万円の内容について，お答えください。この国庫事業

の交付申請，交付決定等の予定期日があれば，お示しをいただきたいと思います。 

 二つ目は，ＦＭ中継局の施設整備がなされるようでありますけれども，場所はどこで，用地取得は伴

わないのか，お伺いをいたします。 

 ３点目は１１ページ，２款１項１４目地方創生費，８節旅費７３３万円，費用弁償，会計任用職員の

内容について，お答えをいただきたいと思います。 

 四つ目は１１ページ，２款１項１７目新型コロナ感染症緊急対策事業費，９，７３４万円の概要につ

いて，お答えをいただきたいと思います。補助金が７，５７４万円，奨励金，助成金が２，１６０万円

となっております。もう一つは，財源は全額を財政調整基金９，７３４万円で充当していますけれど

も，あともってコロナ交付金３次配分等で財源振替を予定しての予算措置なのかをお答えください。 

 次に，補正２号後の財政調整基金の現在額をお示しをいただきたいと思います。 

 五つ目は１５ページ，７款１項４目本場大島紬振興，１０節需要費１，２００万円は修繕（施設，建

物等）となっておりますけれども，需用費で計上した理由は何であるのか，お答えをいただきたいと思

います。 

 六つ目は１７ページ，１０款１項２目学校教育振興費，１節報酬１３万４，０００円の内容について

お答えいただきたいと思います。 

 七つ目は１８ページ，１０款１項２目学校教育振興費，１２節委託料６５０万円，ＧＩＧＡスクール

サポーター配置促進業務，それに１３節システム使用料２１万円の説明をお願いをいたします。 

 八つ目は１８ページ，１０款６項２目学校給食運営費，１節報酬４７１万８，０００円，会計年度任

用職員，給食調理員と明記がありますけれども，の内容及びなぜ６月補正での予算計上となったのか，

お答えいただきたいと思います。 

 以上であります。よろしくお願いいたします。 

 

議長（与 勝広君） 答弁を求めます。 

 

財政課長（永田公洋君） おはようございます。財政課に関する質問にお答えをいたします。 
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 まず，１の１の１の前年度，令和２年度の決算でございますが，現在，決算の作業中でありますの

で，見込額として申し上げます。まず，一般会計総額の歳入から歳出を差し引いた形式収支額は１２億

７，３６１万３，０００円。この形式収支額から翌年度への繰り越し財源３億２，１９０万４，０００

円を差し引いた実質収支額は９億５，１７０万９，０００円の見込みでございます。また，この実質収

支額と令和元年度を比較いたしました単年度収支額は３億１，１１６万７，０００円の黒字を見込んで

おります。更に，この単年度収支額に財政調整基金の積立額を加え，取崩額を除いた実質単年度収支額

は２億１，７６８万５，０００円の赤字を見込んでおります。このような中で，前年度剰余繰越金につ

きましては，先ほど申し上げました実質収支額９億５，１７０万９，０００円の約半分の４億８，００

０万円を基金へ積立し，残りの４億７，１７０万９，０００円を剰余繰越金として見込んでおります。

そのうちの２億円は当初予算に計上しておりますので，今回は補正予算の財源といたしまして，８４１

万７，０００円を追加計上したものであります。 

 次に，１の４の①新型コロナ対策事業の財源９，７３４万円でございますが，議員の御案内のとお

り，今回は全額を財政調整基金からの繰入としておりますが，今後のコロナ交付金第３次配分の交付決

定後において，組替を予定いたしております。 

 次に，１の４の②今回の補正予算第２号後の財政調整基金の現在高でございますが，３０億６，９４

７万２，０００円を見込んでいるところでございます。以上です。 

 

笠利地域総務課長（正本英紀君） おはようございます。私のほうからは１の（２），１の（２）の①，

②についてお答えをいたします。 

 まずはじめに，事業の概要について説明をいたします。本市は災害時の放送に関する協定に基づき，

緊急時の防災行政無線の放送や緊急情報，災害情報を地域コミュニティＦＭを活用し地域へ発信してお

ります。この情報発信は地域防災・減災において重要な役割を担っております。しかしながら，笠利地

区におきましては，ＦＭラジオ難聴地域が多く存在するため，難聴地域の解消対策として，笠利地区中

継局の整備費用２，０３５万６，０００円を補正予算に計上しているものでございます。財源につきま

しては，総務省の無線システム普及支援事業補助金，民放ラジオ難聴解消支援事業と過疎対策事業債を

活用するものでございます。無線システム普及支援事業補助金の補助率につきましては，工事請負費

１，９４３万６，０００円の３分の２で，１，２９５万６，０００円となっております。過疎対策事業

債につきましては，事務費を含めて７４０万円となっております。工事請負費１，９４３万６，０００

円の詳細につきましては，敷地面積６㎡で，主に中継局ＦＭアンテナとアンテナを設置するコンクリー

ト柱，ＦＭ送信機，フェンスなどを整備する予定となっています。機械器具費７５万５，０００円につ

きましては，災害時の情報強化のため，災害時等に使用するための発電機，大型扇風機等を購入する費

用を計上しております。 

 次に，国庫補助事業の内容につきましては，令和３年４月９日に交付申請を行い，令和３年５月１２

日に交付決定の通知を受けております。事業の完了は令和３年度内を予定しております。 

 次に，ＦＭ中継局の整備予定場所につきましては，太陽が丘運動公園近くの淀山の山頂付近で，笠利

地区の集落が所有する土地の一部を借用したいと考えており，用地取得について計画はございません。

以上です。 

 

紬観光課長（川畑博行君） おはようございます。紬観光課に関する質問にお答えいたします。 

 最初に，質問番号１の（３），旅費７３万３，０００円の内容についてお答えをいたします。今回，

計上いたしました旅費は，現在，配置しております国際交流員が任期満了にて交代することにより，出

身地に帰国するための旅費と，新たに派遣される国際交流員の出国から奄美市に到着するための旅費，

来日直後の２週間の東京におけるオリエンテーション中の宿泊費及び中間研修，翻訳等講座参加のため

の旅費を計上しております。 
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 続いて，質問番号５番の需用費の予算計上についてお答えいたします。議員御承知のとおり，現在，

奄美市産業支援センターにおいて，ＩＣＴ及びフリーランス等産業支援拠点施設整備事業を進めており

ます。同整備を進める中で，屋根の経年劣化による雨漏りが確認され，工事を安全に工程どおり進める

には，屋根全体の塗膜防水による修繕が早急に必要と判断いたしました。また，施工中の工事と連動し

て急ぎ進める必要もあったことから，地方自治法第２１６条により，工事請負ではなく修繕費で対応す

ることといたしました。以上です。 

 

市民協働推進課長（佐野早苗君） おはようございます。それでは，質問番号１の４，新型コロナ感染症

緊急対策事業についてお答えいたします。市内の自治会，町内会等においては，国内での新型コロナ感

染者の急増や大型連休後の本市における感染者の増加及びクラスターの発生等により，総会の中止や集

会施設の使用が禁止されるなど，自治会活動の制限が続いている状況でございます。また，このことに

より，自治会等の運営にも支障が生じ始めている現状を踏まえ，安全で安心して自治会活動ができる環

境整備の支援策が必要と判断し，今回，自治会等へ助成を行おうとするものでございます。まず，集会

施設コロナ感染防止対策支援事業補助金７，５７４万円につきましては，自治会等の地域活動の拠点と

なる施設で，自治会等が管理，または，主に使用する集会施設において，換気機能，または，空気清浄

機能付き空調機器や換気扇の設置，トイレの洋式化など，換気及び飛沫飛散防止対策に係る経費として

１００万円を上限に補助金を交付するものでございます。次に，地域活動支援事業助成金２，１６０万

円につきましては，市内の全自治会等を対象に，消毒液や除菌剤の噴霧器，マスク，アクリル板などの

感染防止対策に係る経費に対して基礎額１０万円，世帯数に応じての上乗せ額として２０万円を限度

に，最大で３０万円を助成しようとするものでございます。以上でございます。 

 

学校教育課長（末吉正承君） おはようございます。学校教育課に関する御質問にお答えいたします。 

 まずは，１の６，学校教育振興費１節報酬１３万４，０００円の内訳について，お答えいたします。

これは，新たに市教育委員会に設置する生徒指導審議委員会の委員の報酬でございます。平成２７年１

１月におきました奄美市立中学校生徒の死亡事案に関する第３者調査委員会の調査報告書を受けて，再

発防止対策検討委員会の中で再発防止策として生徒指導ハンドブックを策定したところでございます。

生徒指導審議委員会とは，第三者調査委員会調査報告書及び生徒指導ハンドブックの活用状況や，市教

委が実施する生徒指導に係る取組や対応策等を審議していただき，本市の小・中学校の生徒指導の充実

を図るために設置するものでございます。報酬の内訳につきましては，同委員会の委員長は１万２，６

００円。同委員のうち，学識経験を有する者，弁護士，公認心理師につきましては，１万１００円。そ

の他の委員につきましては，３，９００円とし，年３回分の報酬額を計上しております。 

 次に，１の（７）の学校教育振興費１２節委託料６５０万円のＧＩＧＡスクールサポーター配置促進

事業，１３節システム使用料２１万円の説明をいたします。ＧＩＧＡスクールサポーター配置促進事業

とは，国の補助事業であり，ＧＩＧＡスクール構想を推進するに当たって，初期的な段階において，市

教委に対しまして，技術面や活用面においてアドバイスをしていただき，学校現場での活用を促進する

ための事業でございます。また，１３節のシステム使用料の２１万円につきましては，チャットボット

を使って，学校からの問い合わせに対応するためのシステム使用料として計上しております。このチャ

ットボットとは，ＧＩＧＡスクール構想を進めるに当たって，学校からの問い合わせに対しまして，Ｗ

ＥＢ上でＡＩが回答するもので，２４時間，いつでも迅速かつ効率的に対応できるようにするものでご

ざいます。以上でございます。 

 

学校給食センター所長（井上裕之君） おはようございます。学校給食センターに関する１の８の御質問

について，お答えいたします。１０款６項２目学校給食運営費１節報酬４７１万８，０００円の内容に

ついてお答えいたします。給食調理員，技師職員２名の退職により，会計年度任用職員，給食調理員２
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 続いて，質問番号５番の需用費の予算計上についてお答えいたします。議員御承知のとおり，現在，

奄美市産業支援センターにおいて，ＩＣＴ及びフリーランス等産業支援拠点施設整備事業を進めており

ます。同整備を進める中で，屋根の経年劣化による雨漏りが確認され，工事を安全に工程どおり進める

には，屋根全体の塗膜防水による修繕が早急に必要と判断いたしました。また，施工中の工事と連動し

て急ぎ進める必要もあったことから，地方自治法第２１６条により，工事請負ではなく修繕費で対応す

ることといたしました。以上です。 

 

市民協働推進課長（佐野早苗君） おはようございます。それでは，質問番号１の４，新型コロナ感染症

緊急対策事業についてお答えいたします。市内の自治会，町内会等においては，国内での新型コロナ感

染者の急増や大型連休後の本市における感染者の増加及びクラスターの発生等により，総会の中止や集

会施設の使用が禁止されるなど，自治会活動の制限が続いている状況でございます。また，このことに

より，自治会等の運営にも支障が生じ始めている現状を踏まえ，安全で安心して自治会活動ができる環

境整備の支援策が必要と判断し，今回，自治会等へ助成を行おうとするものでございます。まず，集会

施設コロナ感染防止対策支援事業補助金７，５７４万円につきましては，自治会等の地域活動の拠点と

なる施設で，自治会等が管理，または，主に使用する集会施設において，換気機能，または，空気清浄

機能付き空調機器や換気扇の設置，トイレの洋式化など，換気及び飛沫飛散防止対策に係る経費として

１００万円を上限に補助金を交付するものでございます。次に，地域活動支援事業助成金２，１６０万

円につきましては，市内の全自治会等を対象に，消毒液や除菌剤の噴霧器，マスク，アクリル板などの

感染防止対策に係る経費に対して基礎額１０万円，世帯数に応じての上乗せ額として２０万円を限度

に，最大で３０万円を助成しようとするものでございます。以上でございます。 

 

学校教育課長（末吉正承君） おはようございます。学校教育課に関する御質問にお答えいたします。 

 まずは，１の６，学校教育振興費１節報酬１３万４，０００円の内訳について，お答えいたします。

これは，新たに市教育委員会に設置する生徒指導審議委員会の委員の報酬でございます。平成２７年１

１月におきました奄美市立中学校生徒の死亡事案に関する第３者調査委員会の調査報告書を受けて，再

発防止対策検討委員会の中で再発防止策として生徒指導ハンドブックを策定したところでございます。

生徒指導審議委員会とは，第三者調査委員会調査報告書及び生徒指導ハンドブックの活用状況や，市教

委が実施する生徒指導に係る取組や対応策等を審議していただき，本市の小・中学校の生徒指導の充実

を図るために設置するものでございます。報酬の内訳につきましては，同委員会の委員長は１万２，６

００円。同委員のうち，学識経験を有する者，弁護士，公認心理師につきましては，１万１００円。そ

の他の委員につきましては，３，９００円とし，年３回分の報酬額を計上しております。 

 次に，１の（７）の学校教育振興費１２節委託料６５０万円のＧＩＧＡスクールサポーター配置促進

事業，１３節システム使用料２１万円の説明をいたします。ＧＩＧＡスクールサポーター配置促進事業

とは，国の補助事業であり，ＧＩＧＡスクール構想を推進するに当たって，初期的な段階において，市

教委に対しまして，技術面や活用面においてアドバイスをしていただき，学校現場での活用を促進する

ための事業でございます。また，１３節のシステム使用料の２１万円につきましては，チャットボット

を使って，学校からの問い合わせに対応するためのシステム使用料として計上しております。このチャ

ットボットとは，ＧＩＧＡスクール構想を進めるに当たって，学校からの問い合わせに対しまして，Ｗ

ＥＢ上でＡＩが回答するもので，２４時間，いつでも迅速かつ効率的に対応できるようにするものでご

ざいます。以上でございます。 

 

学校給食センター所長（井上裕之君） おはようございます。学校給食センターに関する１の８の御質問

について，お答えいたします。１０款６項２目学校給食運営費１節報酬４７１万８，０００円の内容に

ついてお答えいたします。給食調理員，技師職員２名の退職により，会計年度任用職員，給食調理員２
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名の補充のため，３３６万４，０００円と，今年度から障がい者雇用として４時間の短時間勤務２名分

１３５万４，０００円を合わせて４７１万８，０００円を増額計上いたしております，６月補正での予

算計上となった理由については，令和３年度の予算要求の段階では，会計年度任用職員，給食調理員の

人数は確定しておらず，令和２年度と同数の２９名の要求を行っております。その後，１月に定数が確

定したために，６月補正での予算計上となっております。以上です。 

 

議長（与 勝広君） 答弁漏れはありませんね，はい。 

 

１４番（関 誠之君） はい，ありがとうございました。 

 歳入の件については，経年的に見ますと，実質単年度収支が３年間連続赤字になっているということ

で，先ほど，財政課長からも説明がありましたけれども，要するに預金の取り崩しが，結果，予算を組

んだけれども，預金の取り崩しをしないと決算ができなかった，決算したらマイナスだったというよう

なことだろうと思いますので，要は年度の予算をある意味超えて使ってしまったということが３年間，

なされているということで，この，今年も，今，２億１，７６８万５，０００円ですか，のマイナスの

実質単年度収支が出てきたということで，これがいいとか悪いとかでなくてですね，ただ，減少面では

そういうふうになっていると。確かにこの単年度収支，また，この実質収支において，しっかりと数値

が出ておりますので，そういう意味からは，この単年度収支は２年連続ぐらい赤字になって，３年連続

になると少しまずいのかなという面も出てきますけれども，要するに前年貯めた剰余金が次の年にはち

ゃんと市民サービスのために使われているよということですから，単年度収支の赤については，その，

心配することはないんですけれども，ですから私がお聞きしましたのは，財政調整基金がどれほどです

かというのはそういう意味で，ちょっと，令和３年の３月３１日現在で３５億５，９８４万２，０００

円残っておりましたけれども，今のこの予算後は３０億６，９００万円ですから，約５億円ぐらい消え

るようになるということ。それでも，まだ３０億円残っているということですから，予算の１０パーセ

ント，まだ残っているんだなと。しかし，今，コロナ禍で大変なときですから，財政の財源としてはこ

こにしっかりとありますので，思い切ってですね，市民のためになるようにお使いをいただきたいなと

いうふうに思います。１番は，そういうふうなことで質問させていただきましたんで，よろしくお願い

をいたします。 

 再質の（２）でありますけれども，これは恐らくＦＭの中継局ということで，今，ありましたけれど

も，このような中継局が何か所あるのか。その所在地について教えていただきたい。今度のは淀山と，

今，いうことで，笠利の所有の土地だということでありますが，そういったことを含めてですね，所在

地について教えていただきたいと。 

 二つ目は，ＦＭ中継局は民間ラジオ局とどのようなこの賃貸契約，いわゆる市の財産でありますか

ら，しっかりとした賃貸契約がなされているというふうに思っておりますが，その辺についての説明を

いただきたいと。 

 三つ目は，このＦＭ中継基地の公有財産登録，先，ありました淀山，そこに建てるわけですから，こ

の淀山が公有財産の登録をされておれば，それはそれでいいんでしょうけれども，この建った中継局の

ですね，財産ができるわけですから，そういったものを含めて，先ほど言った既存の中継局，そういっ

たものがちゃんと公有財産の登録がなされているかということについて，お聞きをいたしたいと思いま

す。 

 三つ目は，国際交流員ということでありましたけれども，国際交流員の，非常に奄美のほうもいろん

なクルーズ船が入ったりしてですね，国際的になってはきておりますけれども，非常に，その国際交流

員としていろんな方面で頑張っていることは承知をしております。しかしながら，この国際交流員の職

務，その成果というのが，なかなか私たちには見えづらいものがありますので，その辺について，特に

ですね，職務としては地域の民間国際交流団体の事業活動に対する助言及び参画ということもあります
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ので，その辺を中心に，成果をお示しをいただきたいというふうに思います。 

 ４番目は，先ほどありましたとおり，自治会とか公民館のようでありますけれども，その対象施設は

何か所で，今の，公募の方法，また，どのように採択をしていくのかについてお答えをいただきたいと

思います。その公募の時期と，交付決定の時期がいつ頃になるのか，併せてお伺いをいたします。 

 ５番目はですね，１，２００万を需用費で組んでありましたので，私の経験でもこんな大きな金を需

用費で組むということはあまりないことでありまして，そういうことで，先ほど聞きますと，どうも私

から見ると工事費に組んで，しっかりとやるべきではないかなというふうに思いますが，その辺に対す

る見解があればお聞かせいただきたいというふうに思います。 

 ６番目の生徒指導委員会の委員について。議案の４０号で，報酬及び，先ほど提起がありましたけれ

ども，報酬及び費用弁償の項目で，委員長，弁護士，公認心理師，大学教授及びそれに準ずる委員，そ

れ以外の委員と提案をされています。これは，報酬の決め方ですね，がありますけれども，具体的にこ

の生徒指導委員会の委員は何名ぐらいを予定をして，どのような方法で任命をしてですね，いつ頃それ

が開催をされるのかについてお伺いをいたします。 

 七つ目の学校ＩＣＴを支援する，委託業務を締結できるような人材をどのような方法で募集，採用す

るか，非常に，全ての学校ですから，各自治体ですから，そういった人材が確実に採用，公募できるの

かなという疑問がありまして，質問いたしますけれども，人材をどのような方法で募集，採用するのか

ということ。 

 二つ目は，ＧＩＧＡスクールサポーターの定数があるのか。あれば，奄美市の定数は何名になるの

か。また，皆さんがおっしゃっておられた支援員，いわゆる授業支援や日常メンテナンス等を行うＩＣ

Ｔ支援員が４校に１人の地方財政措置がなされるというふうに伺っておりますけれども，奄美市での取

組はどのようになっているのか，お伺いをいたします。 

 八つ目でありますが，先ほど障がい者の雇用ということで，大変いいことでありますから，しっかり

やっていただきたいというふうに思いますけれども，教育委員会での障がい者の法定雇用率，現在，何

パーセントになったのか。先のですね，２０２１年の１月２０日，水曜日の奄美新聞によりますと，教

育委員会が４人，不足をしているということで出ましたけれども，それから，２０２１年の３月に，ま

た，法定雇用率，変わっておりますので，その辺も含めてですね，現在の法定，今回の雇用により障が

い者の法定雇用率は何パーセントになったのかというのが一つ。 

 二つ目は，奄美市の令和３年３月に障害者法定雇用率が地方公共団体では２．５パーセントから２．

６パーセントに引き上げになりましたけれども，奄美市の法定雇用率がお分かりになられましたら，お

答えをいただきたいと思います。 

 以上です。よろしくお願いをいたします。 

 

議長（与 勝広君） はい，答弁を求めます。 

 

財政課長（永田公洋君） それでは，決算の見込み額についての御質問がございましたので，ちょっと補

足を含めまして，説明をさせていただきたいと思います。先ほど，議員から御案内ありました実質単年

度収支額，これは，御案内のとおり，財政調整基金の取崩額が大きく影響いたします。令和２年度の見

込みで申し上げますと，５億３，１００万円ほど財政調整基金を取り崩すこととしておりまして，その

うちのコロナ対策予算として約８割，４億１，６００万円ほどの執行でございますので，御理解を賜り

たいと存じます。以上です。 

 

総務課長（向井 渉君） それでは，ＦＭ中継局が何か所あるのか。その所在地についてお答えいたしま

す。笠利１局，住用２局の３局となっております。所在地については，笠利が須野地区，住用が山間地

区と見里地区となっております。 
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 続きまして，ラジオ局とどのような賃借契約になっているか，答弁いたします。これまでの中継局の

契約については，市有物品貸与契約を放送事業者と締結し，物品を貸与しております。主な契約内容に

ついては，管理義務，使用制限の定めのほか，貸与を受ける事業者に対し，維持管理費，物品の補填，

廃棄及び改変に係る費用の負担，貸付料については無料とする旨の内容でございます。 

 続きまして，公有財産登録についてでございます。これまでの中継局と同じように市の財産，工作物

として適正に登録を行いたいと考えております。 

 最後です，奄美市の障がい者の法定雇用率について答弁いたします。障害に関係なく，誰もが職業を

通じた社会参加のできる共生社会実現のため，障がい者の雇用促進は重要なことであると考えており，

奄美市も平成２４年度から障がい者を対象とした職員採用試験を実施しているところでございます。議

員御質問の障がい者の法定雇用率につきましては，令和２年度におきまして２．７２パーセントとなっ

ております。このことから，昨年度時点における国の基準である２．５パーセントを満たしているとこ

ろでございます。なお，令和３年度の障がい者の法定雇用率につきましては，６月１日が調査基準日と

なっているため，現在，調査をしているところでございまして，今のところ数値については分からない

状況でありますので，御理解いただくようお願い申します。以上です。 

 

議長（与 勝広君） はい，答弁，ほかに。 

 

紬観光課長（川畑博行君） それでは，紬観光課に関する質問について，２件，続けて回答させていただ

きます。 

 まず最初に，質問番号（３）の国際交流員の職務とその成果に関して，説明させていただきます。国

際交流員につきましては，平成３０年８月から任用を開始し，観光案内板やパンフレット等の英訳，Ｗ

ＥＢサイトやソーシャルネットワークでの情報発信，クルーズ船観光案内所での観光案内業務，移住相

談，外国からの問い合わせなど，多岐にわたって対応しております。また，最近では，奄美群島地域通

訳案内士のモニターツアーに参加し，説明の仕方や表現方法を助言するなど積極的にかかわり，人材育

成，外国人の受入の態勢強化にも取り組んでおります。任用開始からこれまで申し上げました業務を実

施し，外国人対応や，対応受入やその整備，情報発信の強化が図られております。 

 続きまして，質問番号（５），工事請負費について組むべきではなかったかという御質問でしたが，

先ほど答弁でお答えしましたように，地方自治法２１６条において，その歳出について，その目的に従

い区分しなければならないという項目がございます。それを，地方自治法質疑応答集等で内容を確認し

た結果，運用方法においては各々の自治体において，実情を勘案し決めても差し支えないというところ

の解釈がございます。今回は，雨漏りを確認し，それをそのままにしておいたのではスムーズな対応が

できないということもあり，スピード感をもって対応することを念頭に，修繕費として予算計上したと

ころでございます。以上です。 

 

市民協働推進課長（佐野早苗君） それでは，質問番号４，まず，集会施設コロナ感染防止対策事業の対

象施設は，自治会等の地域活動の拠点となる施設で，名瀬地区４３施設，住用地区１０施設，笠利地区

２８施設，計８１施設が対象でございます。公募の方法につきましては，市のホームページに掲載する

ほか，対象となる自治会等へ説明会を実施したいと考えております。また，採択につきましては，奄美

市補助金等交付規則に基づき，申請書を提出していただき，感染防止対策に係る経費と認められるもの

を採択していきます。 

 続きまして，公募の時期につきましては，この予算が成立したのち，早急に事業の説明会を実施し，

助成等の申請を受け付けたいと考えております。また，交付決定につきましても，随時，その内容を審

査し，速やかに交付決定したいと考えております。以上でございます。 
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学校教育課長（末吉正承君） 議員の御質問，生徒指導審議委員会の人数等についてお答えします。議案

第４０号にあります報酬等条例の一部改正に関する項目，生徒指導審議委員会の委員につきましては，

具体的には大学教授等の学識経験者，弁護士，公認心理師，人権擁護委員，市ＰＴＡ連絡協議会会長，

市生徒指導連絡協議会会長等の６名の方に委員を依頼する予定でございます。委員につきましては，幅

広く助言をいただけるよう，関係機関に図りながら依頼してまいりたいと考えております。また，開催

につきましては，８月までには開催したいというふうに考えているところでございます。 

 続きまして，学校ＩＣＴを支援する委託業者の人材ということで御質問が，まず，ありましたので，

お答えいたします。今回の６月補正で計上していますのはＧＩＧＡスクールサポーターの配置促進事業

でございます。ＧＩＧＡスクールサポーターについては，地元のＩＣＴ関連企業などの中から，特にＩ

ＣＴ技術に知見を有している人材と考えているところでございます。市教委におけるＧＩＧＡスクール

構想を進めるに当たって，技術面や活用面において，専門的な知識，技術からサポートをお願いしたい

と考えております。特に市教委としましては，初期段階におけるｉＰａｄ等の基本的な使い方，ロイロ

ノートの使い方などの操作マニュアル作り，学校からの問い合わせの対応，研修内容の提案や実施等の

業務を考えているところでありまして，地元のＩＣＴ関連企業の方に幅広く募集をしていきたいと考え

ているところでございます。 

 次に，ＧＩＧＡスクールサポーターの定数等につきましてでございますけれども，サポーターの定数

につきましては，国の指針においても制限等はございませんので，ｉＰａｄの基本的な使い方，ロイロ

ノートの使い方などの操作マニュアル作り，学校からの問い合わせの対応，研修内容の提案，実施等の

業務に対応できる人数として４名程度を考えているところでございます。 

 次に，ＩＣＴ支援員についての御質問がありましたが，ＩＣＴ支援員につきましては，議員のお示し

のどおり，ＩＣＴ支援員の配置は学校において日常的な教員のＩＣＴ活用の支援を行うものでございま

す。今後，ＩＣＴ支援員の導入につきましては，ＧＩＧＡスクールサポーターや学校からの意見を基

に，本市の課題を明確にした上で検討してまいりたいと考えているところでございます。以上でござい

ます。 

 

教育総務課長（重信竜昇君） おはようございます。それでは，私の方からは，障がい者雇用に関して，

教育委員会全体のことになりますので，お答えをさせていただきます。御質問の教育委員会における法

定雇用率は令和３年３月１日に制度改正があり，２．４パーセントから２．５パーセントへ改められて

おります。令和３年度の教育委員会の障がい者雇用率につきましては，７月中旬に鹿児島労働局へ報告

のため，現在，調査中でございますが，２名の障がい者雇用により，現在，現時点でを概算で申し上げ

ますと，職員及び会計年度任用職員の雇用率は２.４７パーセントと若干ではございますが下回ってい

るところでございますが，昨年度，鹿児島労働局へ提出いたしました計画に沿って配置させていただい

ているところでございます。教育委員会といたしましても，障がい者雇用の促進は奄美市にとっても重

要なことと認識いたしておりますので，７月中旬までには新たな計画を作成させていただきたいと考え

ているところでございます。以上でございます。 

 

１４番（関 誠之君） はい，ありがとうございました。財政については，もう先ほど申し上げましたん

で，しっかりとやっていただければありがたいと思います。 

 あとですね，ＦＭの中継局，契約について若干説明がありましたけれども，賃貸料について無料とい

うことで，当然，災害の関係の放送なり情報を伝えるわけですから，市のやるべきことをしっかりと，

また，このＦＭのほうにもやっていただくように，連携をしてですね，しっかりこれを有効に使ってい

ただきたいなというふうに思っております。 

 国際交流については，先ほど申し上げました地元の方々との交流についてですね，少し頑張っていた

だきたいと思いますが，その辺についての見解があれば，再度，お聞かせをいただきたいと思います。 
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 あと，先ほど出ておりました，例の大島紬の関係の施設について１，２００万円ということで，需用

費，現場もちょっと見させていただきましたけれども，屋根の漏れと言いますか，雨漏りだということ

で，そこまでは分かりませんでしたが，１，２００万円ということはですね，幾ら緊急を要したといっ

ても，しっかりとこれは工事費で組んでですね，調査なり設計なり，そして，施工の管理なり，そうい

うものをやっていかないといけないというふうに思っております。先ほど課長は説明いただきました

が，修繕料として捉える場合はですね，一般的に小規模でかつ使用価値，効用の減少を防ぎ，いわゆる

維持管理，現状復旧を目的とするものであるとも言えますよと。大きな，その大きさがちょっと定かで

はありませんが，修繕料，これはやはり工事費に組むべきだという解釈なんですよね。そして，後段言

われました運用について，各々の地方公共団体において実情を勘案して自主的に決めて差し支えないと

いうのは，基本的に地方自治法でいえば，随意契約は１３０万円以下でありますから，すくなくとも１

件について１３０万円以下であれば，ある意味需用費でもいいのかなと私は思いますけれども，この辺

のところはどこの課が所管するのか分かりませんが，考え方として，こういったものがまかり通ってい

けば，もう工事はいいと，いちいち設計をせんないかん，調査もせんないかん，それからあとの検査も

しなきゃいけない，大変もうめんどいから，修繕費でみんなやろうかというふうになると困りますの

で，この件については少し見解があれば，しっかりとした見解を聞かせていただきたいというふうに思

います。最後ですので，是非，そういったことについてお答えをいただきたいなというふうに思ってお

ります。 

 それと，ＧＩＧＡスクールの関係でありますが，何か機械的にすばらしいタブレットが来たら学力が

上がるというような思い込みが私にもありますけれども，そうでなくて，タブレットというのはやはり

一つのツール，道具として学習をスムーズに生かせるというものであります。そういった意味で，個

別，最適な学びと共同的な学び。これは中教審の答申にちょっと見させていきましたけれども，の充実

というふうに書いてあります。個別学習の最適化でできる子とできない子が生まれ，自己責任としては

駄目ですよと。そしてまた，子供同士，あるいは子供と先生の共同的な学び，対話的な学びを重視する

必要があるというふうに謳われておりますが，このことについて，教育委員会として，今言った，この

ＧＩＧＡスクールの一番の目玉と言いますか，これを利用してどのような学校になっていただきたい，

生徒になっていただきたいというふうに思うのか，その辺の見解を，最後にお聞かせをさせていただき

たいと思います。 

 これで，私の質疑は終わりますけれども，よろしく答弁をお願いをいたします。 

 

紬観光課長（川畑博行君） ありがとうござます。それでは，国際交流員の，まず最初に地元との交流っ

ていうところの部分に関して，お答えしたいと思います。実際に国際交流員の活躍している場面という

のが，目にする機会がすごく少ないところではございますが，観光物産連盟等を通して，地域の方との

距離を短くして，直接，その方から英語翻訳の内容の依頼を受けて，一緒に対応するとか，より親密な

関係で地域との交流も重ねているところでございます。 

 二つ目に，修繕費のことでございます。議員がおっしゃるように，確かに修繕費で組めば簡潔に済む

ではないかという考え方をとる場合もあるかもしれませんが，そういうことではなく，しっかり建設費

に関して，今後は対応してまいりたいと考えております。今回の対応に関しては，どうしても雨漏りを

している状況で工事を進めることができないっていうことで，スピード感っていうところを優先して対

応していきました。ですが，今後，同様の工事等が行えるときには，きちんと担当課と協議しながら，

どの項目で対応していくかっていうのを進めていきたいと思いますので，御理解よろしくお願いしたい

と思います。以上です。 

 

学校教育課長（末吉正承君） それでは，関議員のＧＩＧＡ構想について，本市の考えについて御答弁い

たします。まずは，学習指導要領にもありますように，学校では主体的，対話的で深い学びというの
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が，今後，実現しなければなりません。今後，ｉＰａｄが入りましたので，本市では奄美市のＧＩＧＡ

ロードマップと，２０２１というものを策定しまして，自分で考え，自分なりの答えが出せる児童・生

徒の育成ということで，大きな目標を掲げまして，先生方と取り組んでまいりたいというふうに考えて

いるところです。特に大きな目玉につきましては，やはり共同的な学びを実現していくということでご

ざいますので，特に学校の現場においてはロイロノートというものをですね，使いながら，しっかりと

子供の考えを生かしながら，そして，授業に取り入れていくということを，まず，第一に考えていきた

いというふうに考えております。その中で，いろいろな課題が出てきますでしょうから，個別，最適な

ですね，学びのあり方を，先生方と一緒になって研究してまいりたいというふうに考えております。以

上でございます。 

 

議長（与 勝広君） ほかに質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって，質疑を終結いたします。 

 議案第３９号，議案第４６号，議案第４７号及び議案第３７号 令和３年度奄美市一般会計補正予算

（第２号）中の関係事項について４件は，これを総務企画委員会へ。 

 議案第３８号，議案第４０号から議案第４３号まで，議案第４５号及び議案第３７号 令和３年度奄

美市一般会計補正予算（第２号）中，関係事項についての７件は，これを文教厚生委員会に。 

 議案第４４号及び議案第３７号 令和３年度奄美市一般会計補正予算（第２号）中，関係事項につい

ての２件は，これを産業建設委員会に，それぞれ付託いたします。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 次に，継続審査及び本定例会において受理いたしました請願，陳情は，お手元に配

付してあります文書表のとおり，所管の常任委員会に付託いたしましたので，御報告いたします。 

 お諮りいたします。 

 各常任委員会審査及び報告書整理のため，明日２３日から３０日までを休会したいと思います。 

 これに，御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，明日２３日から３０日まで休会とすることに決定いたしました。 

 ７月１日，午前９時３０分，本会議を開きます。 

 本日はこれをもって散会いたします。（午前１０時２１分） 
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令和３年７月１日 

（第６日目） 

 



7月1日（6日目）

○  出席議員は，次のとおりである。

1 番 正 野 卓 矢 君 2 番 弓 削 洋 平 君

3 番 永 田 清 裕 君 4 番 奥 晃 郎 君

5 番 荒 田 幸 司 君 6 番 﨑 田 信 正 君

8 番 橋 口 耕 太 郎 君 9 番 栄 ヤ ス エ 君

10 番 大 迫 勝 史 君 11 番 松 山 さ お り 君

12 番 林 山 克 巳 君 13 番 西 公 郎 君
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議長（与 勝広君） おはようございます。ただいまの出席議員は２０人であります。 

 会議は成立いたしました。 

 これから，本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

 本日の会議は，お手元に配付してあります議事日程第３号のとおりであります。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程に入ります。日程第１，議案第３７号 令和３年度奄美市一般会計補正予算

（第２号）についてから，議案第４７号 財産の取得についてまでの１１件を一括して議題といたしま

す。 

 ただいまの議案に関する各委員長の審査報告を求めます。 

 最初に，文教厚生委員長の審査報告を求めます。 

 

文教厚生委員長（竹山耕平君） おはようございます。御報告申し上げます。文教厚生委員会は６月２３

日の１日間開会し，当委員会に付託されました議案第３７号から議案第３８号及び議案第４０号から議

案第４３号並びに議案第４５号の７件について，慎重かつ丁寧に審査いたしました。 

 ７件の議案につきましては，お手元に配付してあります文教厚生委員会審査報告書のとおり，全て全

会一致で可決すべきものと決しました。 

 以下，主な審査内容について御報告申し上げます。 

 はじめに，議案第３７号 令和３年度奄美市一般会計補正予算（第２号）中，３款民生費及び４款衛

生費について補足説明があり，その主なものは会計年度任用職員の人件費に伴うものであります。 

 特に質疑はございませんでした。 

 次に，１０款教育費について補足説明があり，その主なものは，１０款１項２目報酬１３万４，００

０円と旅費６１万８，０００円は生徒指導審議委員会に係る経費でございます。委託料６５０万円は，

ＧＩＧＡスクールサポーターを配置し，学校へのタブレット活用の研修等のサポート体制の構築を行う

ものであります。 

 委員より，教育委員会内における障がい者雇用率が目標を下回っていることへの質疑に対して，民間

事業所においては罰則規定は設けられている場合もあるが，行政においては罰則規定は設けられていな

いが，公表されるということになるということです。目標に達していない場合には計画を立て，計画に

沿って採用を検討していくことになるということでございます。 

 また，調理員定数４０名に対し，現在，正規職員は再任用職員６名を含む９名。会計年度任用職員３

１名と障がい者雇用２名となっている。正規職員が少なく，負担が大きいのではとの質疑に対し，会計

年度職員を育てる形の方向で検討していくということです。 

 ＧＩＧＡスクールサポーター配置業務に数名の委員から質疑がございました。内容については，端末

使用のマニュアルやルールの作成，教職員に対する研修，ヘルプデスクなどといったサポート内容を検

討しているとのこと。委託先につきましては，奄美市内のＩＣＴ関連企業を考えている。幅広く募る予

定であるということでございます。 

 ほかにも質疑がございましたが，この際，省略をいたします。 

 次に，議案第４０号 令和３年度奄美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第４５号 奄美市任期付き市費負担教職員の採用，

給与及び勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての２件の議案審査を行いまし

た。 

 委員より，条例改正に伴い，対象となる教職員の数についての質疑に対して，定数等の基準日は４月

６日で，児童数と学級数が確定し，教職員の配置も決定する。現在，２名の職員が配置されており，県

費職員との格差をなくすことを目的とした改正であるということでございます。 

 ほかにも質疑がございましたが，この際，省略をいたします。 
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議長（与 勝広君） おはようございます。ただいまの出席議員は２０人であります。 

 会議は成立いたしました。 

 これから，本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

 本日の会議は，お手元に配付してあります議事日程第３号のとおりであります。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程に入ります。日程第１，議案第３７号 令和３年度奄美市一般会計補正予算

（第２号）についてから，議案第４７号 財産の取得についてまでの１１件を一括して議題といたしま

す。 

 ただいまの議案に関する各委員長の審査報告を求めます。 

 最初に，文教厚生委員長の審査報告を求めます。 

 

文教厚生委員長（竹山耕平君） おはようございます。御報告申し上げます。文教厚生委員会は６月２３

日の１日間開会し，当委員会に付託されました議案第３７号から議案第３８号及び議案第４０号から議

案第４３号並びに議案第４５号の７件について，慎重かつ丁寧に審査いたしました。 

 ７件の議案につきましては，お手元に配付してあります文教厚生委員会審査報告書のとおり，全て全

会一致で可決すべきものと決しました。 

 以下，主な審査内容について御報告申し上げます。 

 はじめに，議案第３７号 令和３年度奄美市一般会計補正予算（第２号）中，３款民生費及び４款衛

生費について補足説明があり，その主なものは会計年度任用職員の人件費に伴うものであります。 

 特に質疑はございませんでした。 

 次に，１０款教育費について補足説明があり，その主なものは，１０款１項２目報酬１３万４，００

０円と旅費６１万８，０００円は生徒指導審議委員会に係る経費でございます。委託料６５０万円は，

ＧＩＧＡスクールサポーターを配置し，学校へのタブレット活用の研修等のサポート体制の構築を行う

ものであります。 

 委員より，教育委員会内における障がい者雇用率が目標を下回っていることへの質疑に対して，民間

事業所においては罰則規定は設けられている場合もあるが，行政においては罰則規定は設けられていな

いが，公表されるということになるということです。目標に達していない場合には計画を立て，計画に

沿って採用を検討していくことになるということでございます。 

 また，調理員定数４０名に対し，現在，正規職員は再任用職員６名を含む９名。会計年度任用職員３

１名と障がい者雇用２名となっている。正規職員が少なく，負担が大きいのではとの質疑に対し，会計

年度職員を育てる形の方向で検討していくということです。 

 ＧＩＧＡスクールサポーター配置業務に数名の委員から質疑がございました。内容については，端末

使用のマニュアルやルールの作成，教職員に対する研修，ヘルプデスクなどといったサポート内容を検

討しているとのこと。委託先につきましては，奄美市内のＩＣＴ関連企業を考えている。幅広く募る予

定であるということでございます。 

 ほかにも質疑がございましたが，この際，省略をいたします。 

 次に，議案第４０号 令和３年度奄美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第４５号 奄美市任期付き市費負担教職員の採用，

給与及び勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての２件の議案審査を行いまし

た。 

 委員より，条例改正に伴い，対象となる教職員の数についての質疑に対して，定数等の基準日は４月

６日で，児童数と学級数が確定し，教職員の配置も決定する。現在，２名の職員が配置されており，県

費職員との格差をなくすことを目的とした改正であるということでございます。 

 ほかにも質疑がございましたが，この際，省略をいたします。 
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 次に，議案第３８号 令和３年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算（第１号）

について，審査を行いました。 

 補足説明の主なものは，１款１項１目委託料３００万円及び工事請負費４，０００万円。笠利ふれ愛

の郷敷地内にあり，老朽化で現在未活用の診療所医師住宅を改修し，新型コロナに係る感染予防の発熱

外来施設として整備。また，深夜にかかる診療もあり，医師の宿泊施設が必要となることから，整備す

るものであります。 

 委員より，起債財源等のあり方について質疑があり，元の施設が笠利医師住宅として昭和５５年に建

設された。そのため，診療所の起債等についての財源は，財政運営の中で有利な辺地債を採用している

ということです。 

 ほかにも質疑がありましたが，この際，省略をいたします。 

 次に，議案第４１号 令和３年度奄美市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第４２号 奄美市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について，２件の議案審査を行い

ました。 

 特に質疑はございませんでした。 

 次に，議案第４３号 奄美市指定居宅介護施設支援事業等の事業の人員及び運営に関する基準等を定

める条例等の一部を改正する条例の制定について，審査を行いました。 

 主なものは，条例中に虐待の防止と規定を設けること及び業務継続計画の策定が追加されたものでご

ざいます。 

 質疑がございましたが，この際，省略をいたします。 

 以上で，文教厚生委員会の審査報告を終わります。 

 なお，御質疑等がございましたら，他の委員の協力を得てお答えいたします。よろしくお願いいたし

ます。 

 

議長（与 勝広君） 次に，産業建設委員長の審査報告を求めます。 

 

産業建設委員長（橋口耕太郎君） おはようございます。御報告申し上げます。産業建設委員会は６月２

４日の１日間開会し，慎重かつ丁寧に審査をいたしました。審査結果については，皆様のお手元に配付

してあります議案２件について，審査報告書のとおり，全て原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 以下，主な質疑について御報告申し上げます。 

 はじめに，議案第３７号 令和３年度奄美市一般会計補正予算（第２号）中，関係事項について当局

より補足説明があり，以下，主な質疑について御報告いたします。 

 まず，当局より，各課に跨り共通して計上している予算について。６款から７款において，会計年度

任用職員の配置に伴い，各費目において報酬，職員手当，共済費，旅費など，必要経費の増減を計上。 

 また，紬観光課が所管する関係予算のうち，主なものについて，２款１項１４目地方創生推進費８節

旅費７３万３，０００円は，国際交流員事業における新旧交流員の旅費で，退任の交流員の任期が終了

し，新たに着任する交流員派遣見込みが整ったことにより計上するもの。 

 ７款１項商工費４目本場奄美大島紬振興費１０節需用費１，２００万円については，産業支援センタ

ーの屋上屋根防水修繕改修の費用を計上するものとのこと。この歳入については，２２款１項２目過疎

対策事業債７節地場産業振興施設整備事業債となっている。市債１，２３０万円との事業費の差額は，

事務費とのこと。 

 この説明に関し，委員より特段の質疑はありませんでした。 

 次に，８款土木費，１１款災害復旧費を審査し，当局の補足説明ののち，委員より，災害復旧費の中
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ーの屋上屋根防水修繕改修の費用を計上するものとのこと。この歳入については，２２款１項２目過疎

対策事業債７節地場産業振興施設整備事業債となっている。市債１，２３０万円との事業費の差額は，

事務費とのこと。 

 この説明に関し，委員より特段の質疑はありませんでした。 

 次に，８款土木費，１１款災害復旧費を審査し，当局の補足説明ののち，委員より，災害復旧費の中
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の１３節の土木機械借上料について，４月の大雨との説明だが，場所はどこかとの質疑があり，また，

この４月の集中豪雨によって堆積した土砂を除去するのは，全てこの予算の中に含まれているかとの確

認の質疑があり，当局より，名瀬の本茶線２か所，朝戸和瀬線で１か所，河川で朝戸川，住用の水川と

なっている。笠利においては，赤木名土盛線の土砂除去，佐仁１６号線の側溝土砂除去，東部線の路面

清掃，平４号線の側溝土砂除去，赤木名３号線の側溝土砂除去。河川において，大滝川の土砂除去，中

里川の土砂除去となっているとのこと。また，本補正で４月豪雨の土砂除去の費用は全て含まれている

とのこと。 

 委員より，笠利町の会計年度任用職員，伐採作業員について，何名採用され，伐採されるエリアはど

この区域を指すのかとの質疑があり，当局より，伐採作業についての増員分は２名，合計７名で笠利の

市道と観光の伐採業務に充てている。エリアについては市道で６路線，観光施設は３か所を実施してい

るとのこと。 

 また，委員より，７名体制だということだが，班ごとなのか，７名一緒にやるのか，個別にやるの

か，その指導などについて質疑があり，当局より，３名と４名の２班体制で実施しているとのこと。 

 委員より，市道山羊島線の当局の速やかな対応について，住民から感謝の声が届いているとの報告が

ありました。 

 そのほかにも若干の質疑がありましたが，この際，省略をいたします。 

 次に，議案第４４号 奄美市ワークスタイルラボ条例の制定について，当局より資料配付ののち，補

足説明のあと，委員より，本条例の施設と笠利のＩＣＴプラザとの関連について，また，ワークスタイ

ルラボを英語表記の条例にしたことについて質疑があり，当局より，ＩＣＴプラザかさりについては，

情報通信産業のインキュベート施設で運用している。今回のワークスタイルラボにおけるサテライトオ

フィスは，情報通信産業以外の全産業を対象としている。また，ＩＣＴプラザかさりの入居期間は５年

と長期で，一方，サテライトオフィス部分６か月間，短期間の入居期間とし，その間，入場者等の連携

や奄美市内への各種情報の収集などにより，奄美進出を目指している企業への短期間の支援ということ

で位置付けている。また，２点目の条例の英語表記については，施設の正式名称が奄美市ＷｏｒｋＳｔ

ｙｌｅ Ｌａｂ（ワークスタイルラボ）という英語表記を使ったことに伴って，今回，条例も併せて英

語表記としたとのこと。 

 また，委員より，この施設のコミュニティマネージャーが決定しているのか。また，雇用契約はどう

なっているかとの質疑があり，当局より，コミュニティマネージャーについては，３月に令和３年度の

フリーランス支援事業の一環としてコミュニティマネージャーの募集をした。審査，選定の結果は，株

式会社しーまにコミュニティマネージャー機能を委託することになり，現在，施設はないが，株式会社

しーまにおいて窓口の相談やサポートを行っているとのこと。 

 委員より，本施設の総事業費について質疑があり，当局より，財源は奄振交付金を活用し，事業概要

に記載している６，９２１万９，０００円は改修工事にかかる工事費用の委託契約額となっている。そ

の他の全体事業費としては１億１，６００万円程度が総事業費で，その中に，工事，改修工事以外に

も，ホームページを作成する経費，備品を購入する経費，産業支援センター全体の空調設備改修工事な

ども含まれているとのこと。 

 委員より，本施設の完成予定，申し込みの状況，指定管理などについて質疑があり，当局より，ワー

クスタイルラボの完成は６月２２日をもって完成，７月７日に開所式を予定している。入居について

は，これから募集を始める予定。また，７月７日にオープンし８月４日までは無料の開放期間を設け，

その中で新たな働き方を検討していただいたり，市としても周知の期間を設けて，徹底していきたいと

考えている。指定管理については，令和４年度までは市の直営で施設の管理は行っていきたいと考えて

いるとのこと。 

 委員より，令和４年度まで市の直営ということだが，創業支援について，創業資金面も含めた基本的

な，あるいは今後の計画について質疑があり，当局より，創業支援については，奄美市，奄美群島振興
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開発基金，あまみ商工会，奄美大島商工会議所４団体において，創業支援センター窓口を設置し，来年

度まで国から認められた創業支援計画を計画に沿った形で事業展開している。その中で，令和５年度以

降，計画延長を考えている。内容としては，財務や経営，販路拡大，人材育成といったセミナーを９回

開き，そのセミナーを全部受講して創業した場合，法人税の優遇措置，金利の優遇，そして，借り入れ

の要件緩和，そういうものが特典としてある。また，昨年度から奄美市でも創業支援金を準備し，実際

に創業した方に対し，個人で２０万円，会社で３０万円の初期設備投資の支援も行っている。現状，コ

ロナ禍で厳しい状況であるが，昨年度から創業塾の受講生や出店支援に応募する方々が例年以上に増え

てきているという現状もある。そういった方々を，今後も伴走的に支援していきたいと考えている。令

和４年度以降，奄振事業なども活用しながら，創業後まで支援できるような，そういう取組を検討して

いきたいと考えているとのこと。 

 委員より，定住促進の奄振事業の活用や，ある程度の保障がないと前に進まないところがある。是

非，そういう新しい仕組みをつくって創業者を出すこと。全員が上手くいけばいいが，そうはいかない

可能性が高い。その中から，２割でも３割でも創業者として継続してもらうことで，法人税や所得税が

入ってくれば，将来的に市のプラスになると思うので，創業支援を広い目で支えることを考えていただ

きたいとの要望がありました。 

 そのほかにも若干の質疑がありましたが，この際，省略をいたします。 

 以上で，産業建設委員会の報告を終わりますが，御質問がありましたら，他の委員の協力を得てお答

えいたします。よろしくお願いいたします。 

 

議長（与 勝広君） 次に，総務企画委員長の審査報告を求めます。 

 

総務企画委員長（川口幸義君） おはようございます。総務企画委員会は去る６月２５日，付託されまし

た４件の案件について，全て丁寧に審査いたしました。 

 それでは，総務企画委員会に付託されました議案第３７号，議案第３９号，議案第４６号及び議案４

７号の議案４件につきましては，お手元に配付してあります総務企画委員会審査報告書のとおり，全て

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以下，その審査の結果について御報告いたします。 

 議案第３７号 令和３年度奄美市一般会計補正予算（第２号）中，関係事項について及び議案第３９

号 令和３年度奄美市交通災害共済特別会計補正予算（第１号）は，一括して審査を行い，採決は分割

して行いました。 

 当局から，議案第３７号 令和３年度奄美市一般会計補正予算（第２号）及び議案第３９号 令和３

年度奄美市交通災害特別会計補正予算（第１号）について，２款１項８目安全安心対策費１４節工事請

負費の１，９４３万６，０００円については，災害時の情報提供を強化するため，コミュニティＦＭ難

聴地域を解消し，地域防災の環境整備を図るため，笠利地区にＦＭ中継局を整備するものであり，１７

節備品購入費の７５万５，０００円については，災害時に必要となる発電機や大型扇風機等の備品購入

費となっている。２款１項１７目新型コロナ感染対策事業１８節負担金，補助金及び交付金９，７３４

万円のうち，事業費に伴う７，５７４万円について，集会施設コロナ感染防止対策事業補助金である。

コロナ禍において，自治会，町内会，集落会が地域活動に安心して取り組める環境の整備を推進するた

め，活動の拠点となる集会施設の空調設備等の設置により，換気対策，トイレの洋式化による飛沫飛散

防止対策など，感染防止に要する費用に対して，自治会等へ補助金を支給するものと説明がありまし

た。更に，奨励金，助成金２，１６０万円，地域自治会活動事業助成金である。感染防止対策に要する

費用及び地域活動支援することで，自治会などの活力を取り戻していただくため，全自治会などを対象

に助成金を支給するとの説明がありました。 

 委員から，ＦＭ中継局について，難聴地域をカバーできるのかの質疑があり，当局から，笠利地区に
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開発基金，あまみ商工会，奄美大島商工会議所４団体において，創業支援センター窓口を設置し，来年

度まで国から認められた創業支援計画を計画に沿った形で事業展開している。その中で，令和５年度以

降，計画延長を考えている。内容としては，財務や経営，販路拡大，人材育成といったセミナーを９回

開き，そのセミナーを全部受講して創業した場合，法人税の優遇措置，金利の優遇，そして，借り入れ

の要件緩和，そういうものが特典としてある。また，昨年度から奄美市でも創業支援金を準備し，実際

に創業した方に対し，個人で２０万円，会社で３０万円の初期設備投資の支援も行っている。現状，コ

ロナ禍で厳しい状況であるが，昨年度から創業塾の受講生や出店支援に応募する方々が例年以上に増え

てきているという現状もある。そういった方々を，今後も伴走的に支援していきたいと考えている。令

和４年度以降，奄振事業なども活用しながら，創業後まで支援できるような，そういう取組を検討して

いきたいと考えているとのこと。 

 委員より，定住促進の奄振事業の活用や，ある程度の保障がないと前に進まないところがある。是

非，そういう新しい仕組みをつくって創業者を出すこと。全員が上手くいけばいいが，そうはいかない

可能性が高い。その中から，２割でも３割でも創業者として継続してもらうことで，法人税や所得税が

入ってくれば，将来的に市のプラスになると思うので，創業支援を広い目で支えることを考えていただ

きたいとの要望がありました。 

 そのほかにも若干の質疑がありましたが，この際，省略をいたします。 

 以上で，産業建設委員会の報告を終わりますが，御質問がありましたら，他の委員の協力を得てお答

えいたします。よろしくお願いいたします。 

 

議長（与 勝広君） 次に，総務企画委員長の審査報告を求めます。 

 

総務企画委員長（川口幸義君） おはようございます。総務企画委員会は去る６月２５日，付託されまし

た４件の案件について，全て丁寧に審査いたしました。 

 それでは，総務企画委員会に付託されました議案第３７号，議案第３９号，議案第４６号及び議案４

７号の議案４件につきましては，お手元に配付してあります総務企画委員会審査報告書のとおり，全て

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以下，その審査の結果について御報告いたします。 

 議案第３７号 令和３年度奄美市一般会計補正予算（第２号）中，関係事項について及び議案第３９

号 令和３年度奄美市交通災害共済特別会計補正予算（第１号）は，一括して審査を行い，採決は分割

して行いました。 

 当局から，議案第３７号 令和３年度奄美市一般会計補正予算（第２号）及び議案第３９号 令和３

年度奄美市交通災害特別会計補正予算（第１号）について，２款１項８目安全安心対策費１４節工事請

負費の１，９４３万６，０００円については，災害時の情報提供を強化するため，コミュニティＦＭ難

聴地域を解消し，地域防災の環境整備を図るため，笠利地区にＦＭ中継局を整備するものであり，１７

節備品購入費の７５万５，０００円については，災害時に必要となる発電機や大型扇風機等の備品購入

費となっている。２款１項１７目新型コロナ感染対策事業１８節負担金，補助金及び交付金９，７３４

万円のうち，事業費に伴う７，５７４万円について，集会施設コロナ感染防止対策事業補助金である。

コロナ禍において，自治会，町内会，集落会が地域活動に安心して取り組める環境の整備を推進するた

め，活動の拠点となる集会施設の空調設備等の設置により，換気対策，トイレの洋式化による飛沫飛散

防止対策など，感染防止に要する費用に対して，自治会等へ補助金を支給するものと説明がありまし

た。更に，奨励金，助成金２，１６０万円，地域自治会活動事業助成金である。感染防止対策に要する

費用及び地域活動支援することで，自治会などの活力を取り戻していただくため，全自治会などを対象

に助成金を支給するとの説明がありました。 

 委員から，ＦＭ中継局について，難聴地域をカバーできるのかの質疑があり，当局から，笠利地区に
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は，現在，１塔，鉄塔が建っており，現在のカバー率は２６パーセント程度となっている。今回，整備

したのちのカバー率は９０パーセント程度を予定しているとの答弁がありました。 

 委員から，奄美市でほかに難聴地域があるかとの質疑があり，当局より，ホームページによると今日

現在，奄美市全体の難聴，可能エリアというのは８０パーセントから９０パーセント近くというと，こ

とであるなどの答弁がありました。 

 委員から，集会施設コロナ感染対策空調，トイレ補助金が１００パーセントじゃないかとの質疑があ

り，当局より，現在のところ，１０分の１０，１００パーセント補助を考えていると，従って，１００

万円までは出るとの答弁がありました。 

 委員から，市内の自治会，町内会が管理する施設全てが手を挙げたとしても，賄える額なのか質疑が

あり，当局より，施設としては名瀬地区の集会施設が３３，市営住宅が１０，住用施設が１０施設，笠

利地区が２８施設，合計８１施設を対象として予算計上しているなどの答弁がありました。 

 当局より，名瀬地区，住用地区については一律１００万円を想定しています。笠利地区につきまして

は，要望を伺い，要望の額を今回，計上しているなどの答弁がありました。 

 当局より，自治会活動助成金について，自治会，１０９自治会対象としている，答弁がありました。 

 そのほかにも，委員から質疑がありましたが，この際，省略させていただきます。 

 よって，議案第３７号 令和３年度奄美市一般会計補正予算（第２号）中，関係事項については，こ

れを原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に，議案第３９号 令和３年度奄美市交通災害特別会計補正予算（第１号）については，これを原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に，議案第４６号 辺地に係る公共施設の総合整備計画の策定について。当局より，議案第４６号 

辺地に係る公共施設の総合整備計画の策定について説明があり，令和２年度に名瀬辺地，住用辺地，笠

利辺地における総合整備計画期間が終了したことを受け，継続して辺地債を適用するためには，新たに

５か年の総合整備計画の策定が必要であることから，辺地に係る公共施設の総合整備のための財政上の

特別措置などに関する法律第３条１項の規定により，議会の議決を求めるものとしたとの補足説明があ

りました。 

 これに関して，委員から特段の質疑はありませんでした。 

 議案第４６号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定については，原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 次に，議案第４７号 財産の取得について，当局から，議案第４７号 財産の取得について，奄美市

消防団住用方面隊第３小隊山間・戸玉集落を管轄に消防ポンプ自動車を購入配備する。現在，奄美市消

防団住用方面隊第３小隊，配備されている消防ポンプ自動車は平成１３年１１月に導入され，配備から

２０年となる車両で，経年劣化を含めて老朽化しており，車両更新の時期に達している。消防団車両に

ついては，概ね２０年で更新を計画している。今回，更新，切り替えを予定しております車両について

は，最新モデルの消防ポンプ自動車などとなっており，車両本体はオートマチック車で，駆動方式は現

在の車両と同様に４ＷＤとなっており，乗車人員は１名増の６名にて運用でき，火災や対応だけではな

く，各種自然災害などにも運用可能な車両となっている。入札状況については，先月２８日，住用総合

支所３会議室にて行い，指名業者４社のうち１社が辞退，３社による指名競争入札の結果，消費税込み

２，２８０万円で株式会社鹿児島消防防災が落札。納期は来年２月４日を予定。なお，予算措置額は

２，３００万円である。車両導入後は効率的な取り扱いに訓練などを実施し，住民の安心・安全の確保

に向け，その責務を果たすべく努力，図ってまいりたいと思う，などの補足説明がありました。 

 これに関しては，委員からの特段の質疑はありませんでした。 

 よって，議案第４７号 財産の取得について，原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上で，総務企画委員会に付託されました議案の審査報告を終わります。 

 なお，御質問がございましたら，他の委員の協力を得てお答えいたしたいと思います。よろしくお願
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いします。 

 

議長（与 勝広君） これから，各委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって，質疑を終結いたします。 

 これから，討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって，討論を終結いたします。 

 これから，採決を行います。 

 議案第３７号から議案第４７号までの１１件を一括して採決いたします。 

 この議案１１件に関する各委員長の報告は，いずれも原案可決すべきものであります。 

 お諮りいたします。 

 この議案１１件は，各委員長報告のとおり，決することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議案第３７号から議案第４７号までの１１件は，いずれも原案のとおり可決されました。 

                     ○              

議長（与 勝広君）） 日程第２，請願第２号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元

を図るための２０２２年度政府予算に係る意見書採決の請願について及び請願第１号 病児の難病治療

で抗がん剤治療等による特別な理由で抗体価が低下・消失した場合のワクチン再接種費用助成制度を求

める請願についての２件を議題といたします。 

 ただいまの請願２件に関する文教厚生委員長の審査報告を求めます。 

 

文教厚生委員長（竹山耕平君） 当委員会に付託されました請願第２号につきましては，お手元に配付い

たしました審査報告書のとおり採択すべきものと決しております。 

 以下，主な審査内容について御報告申し上げます。 

 請願第２号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元を図るための２０２２年度政府

予算に係る意見書採択の請願。請願者は奄美市名瀬浦上町にお住まいの鹿児島県教職員組合奄美地区支

部奄美地区協議会議長の富さつきさんであります。請願事項は，１，計画的な教職員定数改善を推進す

ること。２，教育の機会均等と水準の維持向上を図るため，義務教育費国庫負担制度の負担割合を２分

の１に復元することであります。 

 委員より，国において教職員定数の充実に向けて，義務標準法を改正し，通級指導，外国人指導，児

童・生徒等の指導，工夫，改善，加配について，平成２９年度から１０年間，基礎定数化を段階的に進

めていること。また，義務教育制度の根幹となる国庫負担制度を堅持する方針の下，国から地方への税

源の移譲がなされており，国庫負担割合を２分の１に復元することは実現困難であること。また，県内

の状況においても不採択や取り下げなどの現状があるという意見がございました。 

 慎重，丁寧に審査をした結果，賛成多数により採択すべきものと決しております。なお，本会議場で

採択と決した際には，後刻，文教厚生委員長名で意見書の提出をさせていただきます。よろしくお願い

します。 

 続きまして，当委員会に付託されました請願第１号につきましては，お手元に配付いたしました審査
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いします。 

 

議長（与 勝広君） これから，各委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって，質疑を終結いたします。 

 これから，討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって，討論を終結いたします。 

 これから，採決を行います。 

 議案第３７号から議案第４７号までの１１件を一括して採決いたします。 

 この議案１１件に関する各委員長の報告は，いずれも原案可決すべきものであります。 

 お諮りいたします。 

 この議案１１件は，各委員長報告のとおり，決することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議案第３７号から議案第４７号までの１１件は，いずれも原案のとおり可決されました。 

                     ○              

議長（与 勝広君）） 日程第２，請願第２号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元

を図るための２０２２年度政府予算に係る意見書採決の請願について及び請願第１号 病児の難病治療

で抗がん剤治療等による特別な理由で抗体価が低下・消失した場合のワクチン再接種費用助成制度を求

める請願についての２件を議題といたします。 

 ただいまの請願２件に関する文教厚生委員長の審査報告を求めます。 

 

文教厚生委員長（竹山耕平君） 当委員会に付託されました請願第２号につきましては，お手元に配付い

たしました審査報告書のとおり採択すべきものと決しております。 

 以下，主な審査内容について御報告申し上げます。 

 請願第２号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元を図るための２０２２年度政府

予算に係る意見書採択の請願。請願者は奄美市名瀬浦上町にお住まいの鹿児島県教職員組合奄美地区支

部奄美地区協議会議長の富さつきさんであります。請願事項は，１，計画的な教職員定数改善を推進す

ること。２，教育の機会均等と水準の維持向上を図るため，義務教育費国庫負担制度の負担割合を２分

の１に復元することであります。 

 委員より，国において教職員定数の充実に向けて，義務標準法を改正し，通級指導，外国人指導，児

童・生徒等の指導，工夫，改善，加配について，平成２９年度から１０年間，基礎定数化を段階的に進

めていること。また，義務教育制度の根幹となる国庫負担制度を堅持する方針の下，国から地方への税

源の移譲がなされており，国庫負担割合を２分の１に復元することは実現困難であること。また，県内

の状況においても不採択や取り下げなどの現状があるという意見がございました。 

 慎重，丁寧に審査をした結果，賛成多数により採択すべきものと決しております。なお，本会議場で

採択と決した際には，後刻，文教厚生委員長名で意見書の提出をさせていただきます。よろしくお願い

します。 

 続きまして，当委員会に付託されました請願第１号につきましては，お手元に配付いたしました審査
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報告書のとおり，採択すべきものと決しております。 

 以下，主な審査内容について御報告申し上げます。 

 請願第１号 病児の難病治療で抗がん剤治療等による特別な理由で抗体価が低下・消失した場合のワ

クチン再接種費用助成制度を求める請願。請願者は奄美市名瀬鳩浜町にお住まいの萩原雄一さんです。

請願事項は抗がん剤治療等による特別な理由で抗体価の低下・消失した場合のワクチン再接種費用助成

制度の早期創設を求めることであります。 

 委員より，全国各自治体で助成制度の取組が広がっています。平成３０年度には８９自治体だったも

のが，令和３年５月現在，４７９自治体，都道府県に至っては９府県と広がりを見せていること。今後

は県とも連携をとりながら進める必要があるという意見がございました。 

 慎重，丁寧に審査を行った結果，お手元に配付してあります審査報告書のとおり，全会一致により採

択すべきものと決しております。よろしくお願いします。 

 以上で，２件の審査報告を終わりますが，御質問等がございましたら，他の委員の協力を得てお答え

したいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

 

議長（与 勝広君） これから，委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって，質疑を終結いたします。 

 これから，討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって，討論を終結いたします。 

 これから，この２件について，採決を行います。 

 採決は，これを分割して行います。 

 最初に，請願第２号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１の復元を図るための２０２

２年度政府予算に係る意見書採択の請願についてを採決いたします。 

 本件に対する委員長の報告は，採択すべきものであります。 

 お諮りいたします。 

 この採決は，起立表決に代わり，電子表決により行います。 

 本件は，これを採択することに賛成の諸君は賛成のボタンを，反対とする諸君は反対のボタンを押し

てください。 

 （電子表決） 

 押し忘れはありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 押し忘れなしと認めます。 

 電子表決を終了いたします。 

 賛成多数であります。 

 よって，請願第２号は，採択することに決定いたしました。 

 次に，請願第１号 病児の難病治療で抗がん剤治療等による特別な理由で抗体価が低下・消失した場

合のワクチン再接種費用助成制度を求める請願についてを採決いたします。 

 本件に関する委員長の報告は，採択すべきものであります。 

 お諮りいたします。 
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 本件は，委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，請願第１号については，採択することに決定いたしました。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第３，陳情第４号 米軍機の奄美市上空での低空飛行禁止を求める陳情及び陳

情第２号 奄美市議会から駐屯地外訓練等の市民広報を求める陳情についての２件を議題といたしま

す。 

 ただいまの陳情に関する総務企画委員長の審査報告を求めます。 

 

総務企画委員長（川口幸義君） それでは，報告いたします。 

 総務企画委員会に付託されました陳情第４号及び陳情第２号につきまして，審査の結果について御報

告いたします。 

 総務企画委員会に付託されました陳情４号 米軍の奄美市上空での低空飛行禁止を求める陳情，その

結果は，お手元に配付してあります総務企画委員会審査報告書のとおり，採択すべきものと決しまし

た。 

 以下，その審査内容について御報告いたします。 

 陳情第４号の陳情者は奄美市名瀬和光町の戦争のための自衛隊配備に反対する奄美ネット代表城村典

文さんです。陳情事項は，奄美市議会から米軍機による低空飛行禁止を求めることであります。 

 委員から，主な意見として，夜間に飛ぶ事例も多くありますので，これはやはり市議会としてしっか

りと抗議するという賛成意見と，委員より，我々が地方自治，いろんな流れの中で，やっぱり県にあげ

る，そして，国にあげ，そういうような形が陳情の常とう手段だというふうに，地方議会としての一員

としてはそう考える。米軍へいきなりというのはいかがなもんか。米軍に出す方法論として，少し考え

させる必要があるという意見もありました。 

 この陳情につきましては，採決の結果，賛成多数であり，お手元に配付してあります審査報告書のと

おり，採択すべきものと決しました。 

 次に，陳情第２号 奄美市議会から駐屯地外訓練などの市民広報を求める陳情の審査の結果，お手元

に配付してあります総務企画委員会審査報告書のとおり，採択すべきものと決しました。 

 以下，その審査内容について，御報告いたします。 

 陳情第２号の陳情者は，奄美市名瀬和光町の戦争のための自衛隊配備に反対する奄美ネット代表城村

典文さんです。陳情事項は奄美駐屯地での訓練，行事などは市民向けに事前報告をすることでありま

す。 

 この陳情につきましては，採決の結果，全会一致であり，お手元に配付してあります審査報告書のと

おり，採択すべきものと決しました。 

 以上をもちまして，総務企画委員会に付託されました陳情の審査内容の報告を終わります。 

 なお，質問がございましたら，他の委員の協力を得てお答えいたします。 

 

議長（与 勝広君） はい，これから，委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって，質疑を終結いたします。 

 これから，討論に入ります。 

 討論はありませんか。 
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 本件は，委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，請願第１号については，採択することに決定いたしました。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第３，陳情第４号 米軍機の奄美市上空での低空飛行禁止を求める陳情及び陳

情第２号 奄美市議会から駐屯地外訓練等の市民広報を求める陳情についての２件を議題といたしま

す。 

 ただいまの陳情に関する総務企画委員長の審査報告を求めます。 

 

総務企画委員長（川口幸義君） それでは，報告いたします。 

 総務企画委員会に付託されました陳情第４号及び陳情第２号につきまして，審査の結果について御報

告いたします。 

 総務企画委員会に付託されました陳情４号 米軍の奄美市上空での低空飛行禁止を求める陳情，その

結果は，お手元に配付してあります総務企画委員会審査報告書のとおり，採択すべきものと決しまし

た。 

 以下，その審査内容について御報告いたします。 

 陳情第４号の陳情者は奄美市名瀬和光町の戦争のための自衛隊配備に反対する奄美ネット代表城村典

文さんです。陳情事項は，奄美市議会から米軍機による低空飛行禁止を求めることであります。 

 委員から，主な意見として，夜間に飛ぶ事例も多くありますので，これはやはり市議会としてしっか

りと抗議するという賛成意見と，委員より，我々が地方自治，いろんな流れの中で，やっぱり県にあげ

る，そして，国にあげ，そういうような形が陳情の常とう手段だというふうに，地方議会としての一員

としてはそう考える。米軍へいきなりというのはいかがなもんか。米軍に出す方法論として，少し考え

させる必要があるという意見もありました。 

 この陳情につきましては，採決の結果，賛成多数であり，お手元に配付してあります審査報告書のと

おり，採択すべきものと決しました。 

 次に，陳情第２号 奄美市議会から駐屯地外訓練などの市民広報を求める陳情の審査の結果，お手元

に配付してあります総務企画委員会審査報告書のとおり，採択すべきものと決しました。 

 以下，その審査内容について，御報告いたします。 

 陳情第２号の陳情者は，奄美市名瀬和光町の戦争のための自衛隊配備に反対する奄美ネット代表城村

典文さんです。陳情事項は奄美駐屯地での訓練，行事などは市民向けに事前報告をすることでありま

す。 

 この陳情につきましては，採決の結果，全会一致であり，お手元に配付してあります審査報告書のと

おり，採択すべきものと決しました。 

 以上をもちまして，総務企画委員会に付託されました陳情の審査内容の報告を終わります。 

 なお，質問がございましたら，他の委員の協力を得てお答えいたします。 

 

議長（与 勝広君） はい，これから，委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって，質疑を終結いたします。 

 これから，討論に入ります。 

 討論はありませんか。 
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１７番（伊東隆吉君） 自由民主党会派の伊東隆吉です。陳情第４号に対し，反対の立場で討論をいたし

たいと思います。 

 陳情第４号 米軍機の奄美市上空での低空飛行禁止を求める陳情案件の陳情事項第１の奄美市議会か

ら米軍機による低空飛行禁止を米軍へ求めること，これに対して反対の立場で討論いたします。米軍は

２０１２年，平成２４年１０月に沖縄県普天間基地飛行場に米軍の新型輸送機ＭＶ２２，いわゆるオス

プレイを配備した。以来，米軍による飛行訓練が開始され，奄美本島への低空飛行訓練の実施が頻繁に

行われておることは，市民みんな，議会の皆様も含めて，御承知のことと思います。また，これには指

定されたパープルルート外である奄美市街地においても，低空飛行が目撃されるなど，市民の不安，事

故への懸念は当然のことと理解をいたすところであります。本市議会は，平成３０年３月，第１回定例

会において，このような状況に鑑み，国においては，オスプレイの安全性や事故原因，更に，飛行訓練

による周辺住民への影響などについて，責任をもって関係地方公共団体に対し，詳細に説明するととも

に，奄美で，奄美大島上空の飛行などの中止を含めた対応を強く要望する，この旨の意見書を，私ど

も，全会一致で決議し，国へ提出していることも御承知だと思います。また，日米地位協定の見直しを

求める意見書は，令和２年，昨年第２回定例会にておいて決議し，国へ協定の見直しに取り組まれるよ

う強く要望する。また，この旨も提出しました。行政当局においても，平成３０年の７月，朝山 毅奄

美市長をはじめ，奄美本島５市町村首長連名で，在日米軍機オスプレイによる奄美空港への緊急着陸及

び奄美大島上空における低空飛行に係る対応について，九州防衛局長へ要請書を提出しております。今

回の陳情の趣旨に関しましては，私なりに十二分に理解はいたしております。個人的な見解ですが，現

在，我が国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約が締結され，日米安全保障条約，いわ

ゆる日米同盟でありますが，この条約に基づき，日米地位協定は締結されております。このような日米

間の現況において，今回の陳情案件の陳情事項を，奄美市議会から直接米軍へ求めること，これに関し

ましては，地方議会としていかがなものかと考えざるを得ません。私は，この案件は国の専管事項であ

るものと考えます。よって，陳情第４号に対して反対の意を示すと同時に，新たに，奄美市議会として

国へ意見書の提出を求めて，反対討論といたします。議員の皆様，御理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

議長（与 勝広君） ほかに討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって，討論を終結いたします。 

 これから，この２件について，採決を行います。 

 採決は，これを分割して行います。 

 お諮りいたします。 

 陳情第４号 米軍機の奄美市上空での低空飛行禁止を求める陳情に対する委員長の報告は，採択すべ

きものであります。 

 お諮りいたします。 

 この採決は，起立表決に代わり，電子表決により行います。 

 この際，念のため申し上げます。 

 本案を可とする諸君は賛成のボタンを，否とする諸君は反対のボタンを押してください。なお，出席

議員が投票機の賛成のボタンと反対のボタンのいずれも押していないときは，会議規則第７３条第５項

の規定により，その議員は投票機の反対のボタンを押したものとみなします。 

 （電子表決） 

 電子ボタンの押し忘れはありませんか。 
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 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 はい，押し忘れなしと認めます。 

 電子表決を終了いたします。 

 以上のとおり，賛成多数であります。 

 よって，陳情第４号 米軍機の奄美市上空での低空飛行禁止を求める陳情は，採択することに決定い

たしました。 

 次に，陳情第２号 奄美市議会から駐屯地外訓練等の市民広を求める陳情についてを採決いたしま

す。 

 お諮りいたします。 

 本件は，委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，陳情第２号については，採択することに決定をいたしました。 

 暫時休憩いたします。（午前１０時２５分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします（午前１０時４０分） 

 

３番（永田清裕君） 国に対し，意見書を提出することを望み，動議を提出いたします。 

 

議長（与 勝広君） ただいま永田君から意見書提出の動議が提出されました。所定の賛成者があります

ので，動議は成立いたします。 

 お諮りいたします。 

 この際，本動議を日程に追加し，議題とすることに御異議はありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。 

 この際，本動議を日程に追加し，議題とすることに決しました。 

 それでは，暫時休憩いたします。（午前１０時４３分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします（午前１０時４８分） 

 さきほど永田清裕君から意見書提出の動議が提出されましたので，提出者に説明を求めます。 

 

３番（永田清裕君） 無所属 自民党籍の永田清裕でございます。意見書を拝読し，提案理由といたしま

す。 

 米軍機の奄美市上空での低飛行訓練に関する意見書。米軍機の国内における低空飛行訓練について

は，平成１１年の日米合意に基づき，その安全性を最大限確保すると同時に，低空飛行訓練が日本の地

元住民に与える影響を最小限にすることとされている。鹿児島県によると，本県に寄せられている航空

機による低空飛行等の目撃情報件数は平成２８年度以降，増加傾向にあり，平成３０年度及び令和元年

度は，その大半が米軍機の可能性のあるものでありました。近年においては，オスプレイ等が市街地上

空を低空飛行する目撃情報が増加している。当該機等が上空通過をする際は，爆音とともに木造造りの

家屋が揺れるという報告が多く寄せられており，市民に強い懸念と不安を抱かせていることから，誠に

遺憾であると思います。こうした低空飛行は，騒音被害のみならず，万一墜落した場合には住民を巻き

込む大惨事につながりかねないものであり，かかる自体の発生が憂慮されるところであります。本市に

おいては，航空機の低空飛行等について，住民などからの目撃情報を県を通じ，九州防衛局等に照会

し，米軍機の可能性があるなどの回答があった場合には，九州防衛局に対して住民の安心・安全の確保
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 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 はい，押し忘れなしと認めます。 

 電子表決を終了いたします。 

 以上のとおり，賛成多数であります。 

 よって，陳情第４号 米軍機の奄美市上空での低空飛行禁止を求める陳情は，採択することに決定い

たしました。 

 次に，陳情第２号 奄美市議会から駐屯地外訓練等の市民広を求める陳情についてを採決いたしま

す。 

 お諮りいたします。 

 本件は，委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，陳情第２号については，採択することに決定をいたしました。 

 暫時休憩いたします。（午前１０時２５分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします（午前１０時４０分） 

 

３番（永田清裕君） 国に対し，意見書を提出することを望み，動議を提出いたします。 

 

議長（与 勝広君） ただいま永田君から意見書提出の動議が提出されました。所定の賛成者があります

ので，動議は成立いたします。 

 お諮りいたします。 

 この際，本動議を日程に追加し，議題とすることに御異議はありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。 

 この際，本動議を日程に追加し，議題とすることに決しました。 

 それでは，暫時休憩いたします。（午前１０時４３分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします（午前１０時４８分） 

 さきほど永田清裕君から意見書提出の動議が提出されましたので，提出者に説明を求めます。 

 

３番（永田清裕君） 無所属 自民党籍の永田清裕でございます。意見書を拝読し，提案理由といたしま

す。 

 米軍機の奄美市上空での低飛行訓練に関する意見書。米軍機の国内における低空飛行訓練について

は，平成１１年の日米合意に基づき，その安全性を最大限確保すると同時に，低空飛行訓練が日本の地

元住民に与える影響を最小限にすることとされている。鹿児島県によると，本県に寄せられている航空

機による低空飛行等の目撃情報件数は平成２８年度以降，増加傾向にあり，平成３０年度及び令和元年

度は，その大半が米軍機の可能性のあるものでありました。近年においては，オスプレイ等が市街地上

空を低空飛行する目撃情報が増加している。当該機等が上空通過をする際は，爆音とともに木造造りの

家屋が揺れるという報告が多く寄せられており，市民に強い懸念と不安を抱かせていることから，誠に

遺憾であると思います。こうした低空飛行は，騒音被害のみならず，万一墜落した場合には住民を巻き

込む大惨事につながりかねないものであり，かかる自体の発生が憂慮されるところであります。本市に

おいては，航空機の低空飛行等について，住民などからの目撃情報を県を通じ，九州防衛局等に照会

し，米軍機の可能性があるなどの回答があった場合には，九州防衛局に対して住民の安心・安全の確保
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等について，米軍側に申し入れるよう要請しており，更に市議会においては，オスプレイの飛行につい

て，周辺住民への影響等の説明，奄美大島上空の飛行等の中止を含めた対応を要望する旨の意見書を提

出しているところであります。また，県市長会においては，国に対し，訓練飛行時の設定された空域の

厳守，安全の最大限の配慮やその他の飛行時の航空法と国内法の順守等を米軍へ要請するとともに，関

係情報を提供するよう要望しており，全国知事会においても，国に対し，騒音測定器を増やすなど必要

な実態調査を行うとともに，訓練ルート等の事前情報提供を行うこと。人口密集地域等の飛行回避や深

夜等，住民への影響が大きい時間帯を避けるなど，地域住民の不安を払拭するよう，十分な配慮を行う

ことなどを要請しているところであります。よって，このような状況等を踏まえ，市民の安全・安心を

確保する観点から，次の措置を講じられるよう，国に強く要望するところであります。 

 １，飛行訓練など，基地の外における米軍の演習，訓練については，必要最小限とし，市街地や住宅

地での飛行訓練を行うことを極力避けるよう，米国に強く要請すること。また，訓練ルートや訓練が行

われる時期について，速やかかつ詳細な事前情報提供を行うなど，奄美市民の不安を払拭するよう，十

分な配慮を行うこと。 

 ２，米軍機の低空飛行訓練を実施する際に，安全性を最大限確保することなど，日米合同委員会の合

意事項の順守を徹底するよう，米国に要請すること。 

 以上，地方自治法第９９条の規定に基づき，意見書を提出する。 

 以上でございますが，どうぞ皆様方の御賛同をよろしくお願いいたします。以上です。 

 

議長（与 勝広君） 暫時休憩いたします。 

 １１時１０分に再開いたします。（午前１０時５３分） 

                     ○              

議長（与 勝広君） 再開いたします。（午前１１時１０分） 

 ただいま提出されました米軍機の奄美市上空での低空飛行訓練に関する意見書に対しまして，これか

ら，質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって，質疑を終結いたします。 

 なお，本案は委員会付託を省略したいと思いますが，これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，本案は委員会付託を省略いたします。 

 これから，討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 

６番（﨑田信正君） おはようございます。日本共産党の崎田信正です。米軍機の奄美市上空での低空飛

行訓練に関する意見書の提出についてということで，動議が出されて，今，議論しているところです

が，突然のことで，すぐすぐいろんな文面を作っているわけじゃありませんが，陳情の件についてです

ね，陳情じゃない，意見書ですね，飛行訓練など基地の外における米軍機の演習，訓練については必要

最小限とし，市街地や住宅地での飛行訓練を行うことを極力避けるようという文言になっておりますけ

れども，私たちの，私たちというか，市会議員，日本共産党の市議団の立場は，極力じゃなくて，この

奄美上空，密集地を飛ぶなというのが，私たちの思い，趣旨でございます。米軍機の低空飛行訓練を実

施する際に，安全性は最大限確保することなど，日米合同委員会のと，云々とありますけれども，安全

性は最大限，確保するのはもとよりですけれども，一番の確保というのは，上を通らないことが一番の
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安全性を確保することになって，これまでもずっと防衛省にも言っているように，なんのためにここを

飛んでいるのか，一切説明がないんですね。ですから，ここの人口密集地の上空で飛行する意味，意

図，それも一切知らされないまま，低空で飛んでいるということと，実際に騒音などもある，いうよう

な状況ですから，私たちは米軍機の奄美上空での飛行を一切禁止をするように求めたいと思いますけれ

ども，緊急動議では，これが全会一致になるという状況になれば，我々はこの件について，今，この時

点では反対はしないと。だけれども，いずれ，やはりこれから先の状況を見てですね，やっぱり米軍機

の飛行そのものを禁止すべきだということになればですね，また，改めて，次の議会でも提案していき

たいというふうに思って，意見だけを述べておきたいと思います。 

 

議長（与 勝広君） ほかに討論，ありますか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって，討論を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 この採決は，起立表決に代わり，電子表決により行います。 

 準備のため，しばらくお待ちください。 

 準備ができたようですので。この際，念のため申し上げます。本案を可とする諸君は賛成のボタン

を，否とする諸君は反対のボタンを押してください。なお，出席議員が投票機の賛成のボタンと反対の

ボタンのいずれも押していないときは，会議規則第７３条第５項の規定により，その議員は投票機の反

対のボタンを押したものとみなします。 

 （電子表決） 

 ボタンの押し忘れはありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 押し忘れなしと認めます。 

 電子表決を終了いたします。 

 賛成，全会一致であります。 

 よって，意見書，米軍機の奄美市上空での低空飛行訓練に関する意見書の提出については，採択する

ものと決しました。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第４に移ります。日程第４，議案第４９号から議案第５１号までの固定資産評

価審査委員会委員の選任についての３件を一括して議題といたします。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） おはようございます。それでは，ただいま上程されました議案第４９号から議案第

５１号までの固定資産評価審査委員会委員の選任につきまして，提案理由を御説明申し上げます。 

 本市の固定資産評価審査委員会委員の任期が令和３年７月７日をもって満了となりますことから，引

き続き，塩崎博成氏，浦口一弘氏及び浜崎幸樹氏をそれぞれ選任いたしたく，地方税法第４２３条第３

項の規定により，議会の同意を求めるものでございます。 

 何とぞ御同意くださいますよう，お願い申し上げます。 

 

議長（与 勝広君） これから，質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 
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安全性を確保することになって，これまでもずっと防衛省にも言っているように，なんのためにここを

飛んでいるのか，一切説明がないんですね。ですから，ここの人口密集地の上空で飛行する意味，意

図，それも一切知らされないまま，低空で飛んでいるということと，実際に騒音などもある，いうよう

な状況ですから，私たちは米軍機の奄美上空での飛行を一切禁止をするように求めたいと思いますけれ

ども，緊急動議では，これが全会一致になるという状況になれば，我々はこの件について，今，この時

点では反対はしないと。だけれども，いずれ，やはりこれから先の状況を見てですね，やっぱり米軍機

の飛行そのものを禁止すべきだということになればですね，また，改めて，次の議会でも提案していき

たいというふうに思って，意見だけを述べておきたいと思います。 

 

議長（与 勝広君） ほかに討論，ありますか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって，討論を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 この採決は，起立表決に代わり，電子表決により行います。 

 準備のため，しばらくお待ちください。 

 準備ができたようですので。この際，念のため申し上げます。本案を可とする諸君は賛成のボタン

を，否とする諸君は反対のボタンを押してください。なお，出席議員が投票機の賛成のボタンと反対の

ボタンのいずれも押していないときは，会議規則第７３条第５項の規定により，その議員は投票機の反

対のボタンを押したものとみなします。 

 （電子表決） 

 ボタンの押し忘れはありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 押し忘れなしと認めます。 

 電子表決を終了いたします。 

 賛成，全会一致であります。 

 よって，意見書，米軍機の奄美市上空での低空飛行訓練に関する意見書の提出については，採択する

ものと決しました。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第４に移ります。日程第４，議案第４９号から議案第５１号までの固定資産評

価審査委員会委員の選任についての３件を一括して議題といたします。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） おはようございます。それでは，ただいま上程されました議案第４９号から議案第

５１号までの固定資産評価審査委員会委員の選任につきまして，提案理由を御説明申し上げます。 

 本市の固定資産評価審査委員会委員の任期が令和３年７月７日をもって満了となりますことから，引

き続き，塩崎博成氏，浦口一弘氏及び浜崎幸樹氏をそれぞれ選任いたしたく，地方税法第４２３条第３

項の規定により，議会の同意を求めるものでございます。 

 何とぞ御同意くださいますよう，お願い申し上げます。 

 

議長（与 勝広君） これから，質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 
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 これをもって，質疑を終結いたします。 

 本案は，委員会付託及び討論を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，本案は委員会付託及び討論を省略したいと思います。 

 これから，採決をいたします。 

 採決は，これを１件ごとに行います。 

 まず，議案第４９号 奄美市固定資産評価審査委員会委員の選任について，採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案に同意することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議案第４９号は，これに同意することに決定いたしました。 

 次に，議案第５０号 奄美市固定資産評価審査委員会委員の選任について，採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案に同意することに異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議案第５０号は，これに同意することに決定いたしました。 

 次に，議案第５１号 奄美市固定資産評価審査委員会委員の選任について，採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案に同意することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議案第５１号は，これに同意することに決定いたしました。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第５，発議第２号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元を

図るための２０２２年度政府予算に係る意見書採択の請願についての意見書の提出についてを議題とい

たします。 

 提案理由の説明を省略したいと思いますが，これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，提案理由の説明を省略いたします。 

 これから，本案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これにて，質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は，討論を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 
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 よって，本案は討論を省略いたします。 

 これから，本案について採決をいたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は，原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，発議第２号について，原案のとおり可決されました。 

 ただいま可決されました意見書の提出先につきましては，議長に一任願います。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第６，発議第３号 陸上自衛隊奄美駐屯地の駐屯地外での訓練や行事等に対

し，市民向け事前広報を求める意見書の提出についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を省略したいと思いますが，これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，提案理由の説明を省略いたします。 

 これから，本案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これにて，質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は，討論を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，本案は討論を省略いたします。 

 これから，本案について採決をいたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は，原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，発議３号については，原案のとおり可決されました。 

 ただいま可決されました意見書の提出先につきましては，議長に一任願います。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第７，発議第４号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出についてを議

題といたします。 

 提出者に提案理由の説明を求めます。 

 

１４番（関 誠之君） 議場の皆さん，市民の皆さん，おはようございます。私は立憲民主党の関 誠之

でございます。地方財政充実・強化を求める意見書について，提案理由を御説明いたします。 

 新型コロナウイルスの出現により，今，地方自治体は新たに多くの行政需要が発生しています。ワク

チン接種の体制の構築，防疫体制の強化，新しい生活様式への変化を余儀なくされた市民の日常生活か

ら発生する問題など，あらゆる課題に即時の対応が求められています。それと同時に，医療，介護など

社会保障への対応，子ども子育て支援策の充実，地域交通の維持，確保など，少子高齢化の進展ととも
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 よって，本案は討論を省略いたします。 

 これから，本案について採決をいたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は，原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，発議第２号について，原案のとおり可決されました。 

 ただいま可決されました意見書の提出先につきましては，議長に一任願います。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第６，発議第３号 陸上自衛隊奄美駐屯地の駐屯地外での訓練や行事等に対

し，市民向け事前広報を求める意見書の提出についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を省略したいと思いますが，これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，提案理由の説明を省略いたします。 

 これから，本案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これにて，質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は，討論を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，本案は討論を省略いたします。 

 これから，本案について採決をいたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は，原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，発議３号については，原案のとおり可決されました。 

 ただいま可決されました意見書の提出先につきましては，議長に一任願います。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第７，発議第４号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出についてを議

題といたします。 

 提出者に提案理由の説明を求めます。 

 

１４番（関 誠之君） 議場の皆さん，市民の皆さん，おはようございます。私は立憲民主党の関 誠之

でございます。地方財政充実・強化を求める意見書について，提案理由を御説明いたします。 

 新型コロナウイルスの出現により，今，地方自治体は新たに多くの行政需要が発生しています。ワク

チン接種の体制の構築，防疫体制の強化，新しい生活様式への変化を余儀なくされた市民の日常生活か

ら発生する問題など，あらゆる課題に即時の対応が求められています。それと同時に，医療，介護など

社会保障への対応，子ども子育て支援策の充実，地域交通の維持，確保など，少子高齢化の進展ととも
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に従来からの行政サービスに対する需要もこれまでどおり高まりつつあります。しかし，現実に公的サ

ービスを担う人材は不足しており，疲弊する職場の実態にある中，近年，多発している大規模災害，ま

た，デジタルガバメント化への対応も迫られております。こうした地方財政財源対応について，政府は

いわゆる骨太方針２０１８に基づき，２０２１年度の地方財政計画までは２０１８年度の地方財政計画

の水準を下回らないよう，実質的に同水準を確保してまいりました。しかし，新型コロナウイルスへの

対応により，巨額の財政出動が行われる中，２０２２年度以降の地方財源が十分に確保できるのか，大

きな不安が残されております。このため，２０２２年度の政府予算と地方財政の検討に当たっては，コ

ロナ禍による新たな行政需要なども配慮しながら，把握しながら，歳入歳出を的確に見積もり，地方財

政の確立を目指すよう，政府に意見書事項の実現を求め，地方財政充実・強化を求める提案といたしま

す。 

 議員各位の御賛同をよろしくお願いを申し上げ，終わります。よろしくお願いいたします。 

 

議長（与 勝広君） これから，本案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これにて，質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は，委員会付託及び討論を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，本案は委員会付託及び討論を省略いたします。 

 これから，本案について採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は，原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，発議４号は原案のとおり可決されました。 

 ただいま可決されました意見書の提出先につきましては，議長に一任願います。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第８，発議第５号 奄美市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について

を議題といたします。 

 提出者に，提案理由の説明を求めます。 

 

１７番（伊東隆吉君） お疲れ様です。議会運営委員長の伊東です。ただいま上程されました発議第５号 

奄美市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について，説明申し上げます。 

 全国的な地方議会議員の成り手不足が問題となる中，奄美市議会においても様々な人材の参画を促進

することが求められます。その対応策の一つとして，議員活動と家庭生活の両立，支援などの環境づく

りが考えられます。このような中，現在の会議規則において，本会議及び委員会の欠席事由に関する規

定の中の「事故のため」という表記を，「公務，疾病，育児，看護，介護，配偶者の出産補助，その他

のやむを得ない事由のため」と例示，明文化するとともに，出産に伴う産前，産後の欠席期間の範囲を

明文化するよう改正するものでございます。また，デジタル化政策の一環として，行政手続きの見直し

が求められる中，押印廃止の検討も進められております。そこで，これまで請願者に対し記名，押印を
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求めておりましたが，押印に変えて，署名のみにより請願の提出を可能とする規定に改正するものであ

ります。なお，全国市議会議長会からも，これらの改正が推奨されているところでございます。今回の

改正は，現在の社会情勢を鑑みても必要なものと考えますので，本発議の趣旨を御理解の上，可決して

いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 

議長（与 勝広君） これから，本案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これにて，質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は，委員会付託及び討論を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，本案は委員会付託及び討論を省略いたします。 

 これから，本案について採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は，原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，発議第５号については，原案のとおり可決されました。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第９，閉会中の継続審査についてを議題といたします。 

 議会運営委員長及び産業建設委員長から，お手元に配付してあります文書表のとおり，閉会中の継続

審査及び調査の申し出がありました。 

 お諮りいたします。 

 各委員長の申し出のとおり，これを閉会中の継続審査及び調査とすることに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，申し出のとおり，これを閉会中の継続審査及び調査とすることに決定いたしました。 

 以上で，本定例会に付議された事件は全て議了いたしました。 

 これをもって，令和３年第２回奄美市議会定例会を閉会いたします。（午前１１時３１分） 

                     ○              

 以上，本会議の次第を記載し，相違なかったことを認め，ここに署名する。 

          奄美市議会議長 与  勝広 

          奄美市議会議員 永田 清裕 

          奄美市議会議員 大迫 勝史 

          奄美市議会議員 元野 景一 
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求めておりましたが，押印に変えて，署名のみにより請願の提出を可能とする規定に改正するものであ

ります。なお，全国市議会議長会からも，これらの改正が推奨されているところでございます。今回の

改正は，現在の社会情勢を鑑みても必要なものと考えますので，本発議の趣旨を御理解の上，可決して

いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 

議長（与 勝広君） これから，本案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これにて，質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は，委員会付託及び討論を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，本案は委員会付託及び討論を省略いたします。 

 これから，本案について採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は，原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，発議第５号については，原案のとおり可決されました。 

                     ○              

議長（与 勝広君） 日程第９，閉会中の継続審査についてを議題といたします。 

 議会運営委員長及び産業建設委員長から，お手元に配付してあります文書表のとおり，閉会中の継続

審査及び調査の申し出がありました。 

 お諮りいたします。 

 各委員長の申し出のとおり，これを閉会中の継続審査及び調査とすることに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，申し出のとおり，これを閉会中の継続審査及び調査とすることに決定いたしました。 

 以上で，本定例会に付議された事件は全て議了いたしました。 

 これをもって，令和３年第２回奄美市議会定例会を閉会いたします。（午前１１時３１分） 

                     ○              

 以上，本会議の次第を記載し，相違なかったことを認め，ここに署名する。 

          奄美市議会議長 与  勝広 

          奄美市議会議員 永田 清裕 

          奄美市議会議員 大迫 勝史 

          奄美市議会議員 元野 景一 

 

 

 

 

（ 別 紙 ） 

 



文教厚生委員会審査報告書 

 

本委員会に付託された事件は，審査の結果，下記のとおり決定したので，会議規則第

110条及び第 141条の規定により報告いたします。 

 

記 

 

番号 議案等番号 件           名 審査の結果 

(１) 議案第 37号 令和３年度奄美市一般会計補正予算（第２号）に
ついて 

原案可決す

べきもの 

(２) 議案第 38号 令和３年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘
定特別会計補正予算（第１号）について 

原案可決す

べきもの 

(３) 議案第 40号 
奄美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

原案可決す

べきもの 

(４) 議案第 41号 
奄美市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例の制定について 

原案可決す

べきもの 

(５) 議案第 42号 
奄美市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制

定について 

原案可決す

べきもの 

(６) 議案第 43号 
奄美市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運

営に関する基準等を定める条例等の一部を改正

する条例の制定について 

原案可決す

べきもの 

(７) 議案第 45号 
奄美市任期付市費負担教職員の採用，給与及び勤

務条件等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

原案可決す

べきもの 

(８) 請願第２号 
教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分

の１復元をはかるための，2022年度政府予算に係
る意見書採択の請願について 

採択すべき

もの 

(９) 請願第１号 
病児の難病治療で抗がん剤治療等による特別な

理由で抗体価が低下・消失した場合のワクチン再

接種費用助成制度を求める請願 

採択すべき

もの 

 

令和３年７月１日 

文教厚生委員長  竹山 耕平 

 

奄美市議会議長  与 勝広 殿 
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産業建設委員会審査報告書 

 

本委員会に付託された事件は，審査の結果，下記のとおり決定したので，会議規則第

110条の規定により報告いたします。 

 

記 

 

番号 議案等番号 件           名 審査の結果 

(１) 議案第 37号 
令和３年度奄美市一般会計補正予算（第２ 

号）について 

原案可決す

べきもの 

(２) 議案第 44号 奄美市 WorkStyle Lab条例の制定について 
原案可決す

べきもの 

 

 

 

 

令和３年７月１日 

 

産業建設委員長  橋口 耕太郎 

 

奄美市議会議長  与 勝広 殿 
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総務企画委員会審査報告書 

 

本委員会に付託された事件は，審査の結果，下記のとおり決定したので，会議規則 

第 110条及び第 141条の規定により報告いたします。 

 

記 

 

番号 議案等番号 件           名 審査の結果 

(１) 議案第 37号 
令和３年度奄美市一般会計補正予算（第２号）につ

いて 

原案可決す

べきもの 

(２) 議案第 39号 令和３年度奄美市交通災害共済特別会計補正予算
（第１号）について 

原案可決す

べきもの 

(３) 議案第 46号 
辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定につ

いて 

原案可決す

べきもの 

(４) 議案第 47号 財産の取得について 
原案可決す

べきもの 

(５) 陳情第４号 
米軍機の奄美市上空での低空飛行禁止を求める陳

情 
採択すべき

もの 

(６) 陳情第２号 
奄美市議会から「駐屯地外・訓練等の市民広報」を

求める陳情 
採択すべき

もの 

 

 

 

令和３年７月１日  

 

総務企画委員長  川口 幸義 

 

奄美市議会議長  与 勝広 殿 
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                                令和３年７月１日 

 

 奄美市議会議長  与 勝広 殿 

 

 

議会運営委員長  伊東 隆吉 

産業建設委員長  橋口 耕太郎 

 

 

閉会中の継続審査の申出について 

 

 

 議会運営委員会及び産業建設委員会は，下記案件について，なお検討を要するため，閉

会中も継続審査を要するものと決定したので，会議規則第111条の規定によって申し出ま

す。 

 

 

                 記 

 

 

○ 議会運営委員会 

 １ 議会運営に関する事項について 

２ 議長の諮問する事項について 

 

○ 産業建設委員会 

１ 陳情第３号  奄美市住用町市湾の沿岸に堆積している土砂の撤去に関する陳情 

２ 委員会の所管事務に関する調査について 
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参 考 資 料 

（ 意  見  書  等 ） 

 

 



教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかるため

の、2022年度政府予算に係る意見書 
 

学校現場における課題が複雑化・困難化する中で子どもたちのゆたかな学び

を実現するためには、教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが不可

欠です。特に小学校においては、新学習指導要領の移行期間中であり、外国語教

育実施のため授業時数の調整など対応に苦慮する状況となっています。ゆたか

な学びの実現のためには教職員定数改善などの施策が最重要課題です。また、明

日の日本を担う子どもたちを育む学校現場において、教職員が人間らしい働き

方ができるための長時間労働是正が必要であり、そのためにも教職員定数改善

が欠かせません。 
また、離島・山間部の多い鹿児島県においては２学年の子どもが一つの学級で

学ぶ複式学級が多く、単式学級で学ぶ子どもたちと比較したとき、憲法が保障す

る教育の機会均等が保障されているとは言えません。子どもの教育の機会均等

と学びの保障の観点から、複式学級の解消は極めて重要な課題です。 
義務教育費国庫負担制度については、小泉政権下の「三位一体改革」の中で国

庫負担率が２分の１から３分の１に引き下げられました。国の施策として定数

改善に向けた財源保障をし、子どもたちが全国のどこに住んでいても、一定水準

の教育を受けられることが憲法上の要請です。 
ゆたかな子どもの学びを保障するための条件整備は不可欠です。こうした観

点から、2022年度政府予算編成において下記事項が実現されるよう、強く求め
ます。 

記 
 
１ 計画的な教職員定数改善を推進すること。 
２ 教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担制度

の負担割合を２分の１に復元すること。 

 
 以上、地方自治法第 99条の規定に基づき、意見書を提出する。 
 
   令和３年７月１日 

 
奄 美 市 議 会 
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参 考 資 料 

（ 意  見  書  等 ） 

 

 



陸上自衛隊奄美駐屯地の駐屯地外での訓練や行事等に対し市民向け事前

広報を求める意見書 

 

2019年に配備された陸上自衛隊奄美駐屯地では、連日、島民の命と暮らしを守

るために、厳しい訓練が実施されていることと思います。 

自衛隊の奄美駐屯地外における訓練に関しては、昨年１月 27 日龍郷町荒場地

区（秋名、嘉渡、円、安木屋場）の公道で、小中学生の登校時刻に小銃を携帯し

た 100名の隊員による行軍が行われており、また、龍郷町の長雲林道や奄美市の

本茶林道において集団徒歩訓練を行っています。さらに６月には、大熊漁港にて

水路侵入訓練、８月には搭乗体験飛行として朝仁新町上空を自衛隊ヘリが旋回し

ており、今年に入っても１月 15日に有良林道での行軍訓練、１月 30日に搭乗体

験が行われており、奄美駐屯地外での活動が多いと感じるところです。 

 これらの活動については、訓練終了後に初めて知ることが多く、市民向けの事

前広報がないことは、市民に対し大きな不安を与えることとなっております。 

市民が安心・安全な生活を送ることができるよう、下記の事項を行っていただ

くことを強く要望いたします。 

  

記 

 

１．奄美駐屯地外での訓練・行事等を行う際は、事前に市民向けの広報を実施す

ること。 

 

 以上、地方自治法第 99条の規定に基づき、意見書を提出する。 

 

   令和３年７月１日 

 

奄 美 市 議 会 
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陸上自衛隊奄美駐屯地の駐屯地外での訓練や行事等に対し市民向け事前

広報を求める意見書 

 

2019年に配備された陸上自衛隊奄美駐屯地では、連日、島民の命と暮らしを守

るために、厳しい訓練が実施されていることと思います。 

自衛隊の奄美駐屯地外における訓練に関しては、昨年１月 27 日龍郷町荒場地

区（秋名、嘉渡、円、安木屋場）の公道で、小中学生の登校時刻に小銃を携帯し

た 100名の隊員による行軍が行われており、また、龍郷町の長雲林道や奄美市の

本茶林道において集団徒歩訓練を行っています。さらに６月には、大熊漁港にて

水路侵入訓練、８月には搭乗体験飛行として朝仁新町上空を自衛隊ヘリが旋回し

ており、今年に入っても１月 15日に有良林道での行軍訓練、１月 30日に搭乗体

験が行われており、奄美駐屯地外での活動が多いと感じるところです。 

 これらの活動については、訓練終了後に初めて知ることが多く、市民向けの事

前広報がないことは、市民に対し大きな不安を与えることとなっております。 

市民が安心・安全な生活を送ることができるよう、下記の事項を行っていただ

くことを強く要望いたします。 

  

記 

 

１．奄美駐屯地外での訓練・行事等を行う際は、事前に市民向けの広報を実施す

ること。 

 

 以上、地方自治法第 99条の規定に基づき、意見書を提出する。 

 

   令和３年７月１日 

 

奄 美 市 議 会 

 

地方財政の充実・強化を求める意見書 
 

新型コロナウイルスの出現により、いま地方自治体には新たに多くの行政需

要が発生しています。ワクチン接種体制の構築、防疫体制の強化、「新しい生活

様式」への変化を余儀なくされた市民の日常生活から発生する問題など、あら

ゆる課題に即時の対応が求められています。それと同時に、医療・介護など社

会保障への対応、子育て支援策の充実、地域交通の維持・確保など、少子・高

齢化の進展とともに、従来からの行政サービスに対する需要も、これまで以上

に高まりつつあります。しかし、現実に公的サービスを担う人材は不足してお

り、疲弊する職場実態にある中、近年多発している大規模災害、またデジタル・

ガバメント化への対応も迫られています。 
   こうした地方の財源対応について、政府はいわゆる「骨太方針 2018」に基づ

き、2021年度の地方財政計画までは、2018年度の地方財政計画の水準を下回
らないよう、実質的に同水準を確保してきました。しかし、新型コロナウイル

スへの対応により巨額の財政出動が行われるなか、2022 年度以降の地方財源
が十分に確保できるのか、大きな不安が残されています。 

   このため、2022 年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、コロナ禍
による新たな行政需要なども把握しながら、歳入・歳出を的確に見積もり、地

方財政の確立をめざすよう、政府に以下の事項の実現を求めます。 
 

記 
 
1. 社会保障、防災、環境、地域交通、人口減少、デジタル化対策など、増大
する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総

額の確保をはかること。 
 
2. とりわけ新型コロナウイルス対策として、ワクチン接種体制の構築、感染
症対応業務を含めた、より全体的な保健所体制・機能の強化、その他の新

型コロナウイルス対応事業、また地域経済の活性化まで踏まえた、十分な

財源措置をはかること。 
 
3. 子育て、地域医療の確保、介護や児童虐待防止、生活困窮者自立支援など、
急増する社会保障ニーズが自治体の一般行政経費を圧迫していることか
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ら、地方単独事業分も含めた十分な社会保障経費の拡充をはかること。ま

た、人材を確保するための自治体の取り組みを支える財政措置を講じるこ

と。 
 
4. デジタル・ガバメント化における自治体業務システムの標準化については、
自治体の実情を踏まえるとともに、目標時期の延長や一定のカスタマイズ

を可能とするなど、より柔軟に対応すること。また、地域経済を活性化さ

せるためにも、デジタルシステムの標準化による大手企業の寡占を防止す

ること、また地域での人材育成をはかるなど、地域デジタル社会推進費の

有効活用も含めて対応すること。 
 
5. 「まち・ひと・しごと創生事業費」として確保されている 1兆円について、
引き続き同規模の財源確保をはかること。 

 
6. 2020 年度から始まった会計年度任用職員制度について、今後も当該職員
の処遇改善が求められることから、引き続き所要額の調査を行うなどして、

さらなる財政需要を十分に満たすこと。また、処遇改善額が明確となるよ

う配慮すること。 
 
7. 特別交付税の配分にあたり、諸手当等の支給水準が国の基準を超えている
自治体に対して、その取り扱いを理由とした特別交付税の減額措置を行わ

ないこと。 
 
8. 森林環境譲与税の譲与基準については、より林業需要の高い自治体への譲
与額を増大させるよう見直すこと。 

 
9. 地域間の財源偏在性の是正にむけては、偏在性の小さい所得税・消費税を
対象に国税から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な改善を行うこと。 

  また、コロナ禍において固定資産税の軽減措置等が行われたことはやむを

得ないものの、各種税制の廃止、減税を検討する際には、地方６団体など

を通じて、自治体の意見や財政に与える影響を十分検証した上で、代替財

源の確保をはじめ、財政運営に支障が生じることがないよう対応をはかる
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ら、地方単独事業分も含めた十分な社会保障経費の拡充をはかること。ま

た、人材を確保するための自治体の取り組みを支える財政措置を講じるこ

と。 
 
4. デジタル・ガバメント化における自治体業務システムの標準化については、
自治体の実情を踏まえるとともに、目標時期の延長や一定のカスタマイズ

を可能とするなど、より柔軟に対応すること。また、地域経済を活性化さ

せるためにも、デジタルシステムの標準化による大手企業の寡占を防止す

ること、また地域での人材育成をはかるなど、地域デジタル社会推進費の

有効活用も含めて対応すること。 
 
5. 「まち・ひと・しごと創生事業費」として確保されている 1兆円について、
引き続き同規模の財源確保をはかること。 

 
6. 2020 年度から始まった会計年度任用職員制度について、今後も当該職員
の処遇改善が求められることから、引き続き所要額の調査を行うなどして、

さらなる財政需要を十分に満たすこと。また、処遇改善額が明確となるよ

う配慮すること。 
 
7. 特別交付税の配分にあたり、諸手当等の支給水準が国の基準を超えている
自治体に対して、その取り扱いを理由とした特別交付税の減額措置を行わ

ないこと。 
 
8. 森林環境譲与税の譲与基準については、より林業需要の高い自治体への譲
与額を増大させるよう見直すこと。 

 
9. 地域間の財源偏在性の是正にむけては、偏在性の小さい所得税・消費税を
対象に国税から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な改善を行うこと。 

  また、コロナ禍において固定資産税の軽減措置等が行われたことはやむを

得ないものの、各種税制の廃止、減税を検討する際には、地方６団体など

を通じて、自治体の意見や財政に与える影響を十分検証した上で、代替財

源の確保をはじめ、財政運営に支障が生じることがないよう対応をはかる

こと。 
 
10. 地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、市町村合併の
算定特例の終了への対応、小規模自治体に配慮した段階補正の強化など対

策を講じること。 
 
11. 地方交付税の法定率を引き上げるなど、引き続き、臨時財政対策債に頼ら
ない地方財政の確立に取り組むこと。 

 
 
   
以上、地方自治法第 99条の規定に基づき、意見書を提出する。 

 
   令和３年７月１日 

 
奄 美 市 議 会 
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米軍機の奄美市上空での低空飛行訓練に関する意見書 

 

米軍機の国内における低空飛行訓練については、平成１１年の日米合意に基

づき、その安全性を最大限確保すると同時に、低空飛行訓練が日本の地元住民に

与える影響を最小限にすることとされている。 

鹿児島県によると、本県に寄せられている航空機による低空飛行等の目撃情

報件数は、平成２８年度以降、増加傾向にあり、平成３０年度及び令和元年度は

その大半が米軍機の可能性のあるものであった。 

近年においては、オスプレイ等が市街地上空を低空飛行する目撃情報が増加

している。当該機等が上空通過する際は、爆音とともに木造家屋が揺れるという

報告が多く寄せられており、市民に強い懸念と不安を抱かせていることから、誠

に遺憾である。 

こうした低空飛行は、騒音被害のみならず、万一、墜落した場合には、住民を

巻き込む大惨事につながりかねないものであり、かかる事態の発生が憂慮され

るところである。 

本市においては、航空機の低空飛行等について、住民等からの目撃情報を県を

通じ九州防衛局等に照会し、「米軍機の可能性がある」などの回答があった場合

には、九州防衛局に対して、住民の安心・安全の確保等について、米軍側に申し

入れるよう要請しており、さらに市議会においては、オスプレイの飛行について、

周辺住民への影響等の説明、奄美大島上空の飛行等の中止を含めた対応を要望

する旨の意見書を提出している。 

また、県市長会においては、国に対し、訓練飛行時の設定された空域の厳守、

安全の最大限の配慮やその他の飛行時の航空法等国内法の順守等を米軍へ要請

するとともに、関係情報を提供するよう要望しており、全国知事会においても、

国に対し、騒音測定器を増やすなど必要な実態調査を行うとともに、訓練ルート

等の事前情報提供を行うこと、人口密集地域等の飛行回避や、深夜等住民への影

響が大きい時間帯を避けるなど、地域住民の不安を払拭するよう十分な配慮を
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米軍機の国内における低空飛行訓練については、平成１１年の日米合意に基

づき、その安全性を最大限確保すると同時に、低空飛行訓練が日本の地元住民に

与える影響を最小限にすることとされている。 

鹿児島県によると、本県に寄せられている航空機による低空飛行等の目撃情

報件数は、平成２８年度以降、増加傾向にあり、平成３０年度及び令和元年度は

その大半が米軍機の可能性のあるものであった。 

近年においては、オスプレイ等が市街地上空を低空飛行する目撃情報が増加

している。当該機等が上空通過する際は、爆音とともに木造家屋が揺れるという

報告が多く寄せられており、市民に強い懸念と不安を抱かせていることから、誠

に遺憾である。 

こうした低空飛行は、騒音被害のみならず、万一、墜落した場合には、住民を

巻き込む大惨事につながりかねないものであり、かかる事態の発生が憂慮され

るところである。 

本市においては、航空機の低空飛行等について、住民等からの目撃情報を県を

通じ九州防衛局等に照会し、「米軍機の可能性がある」などの回答があった場合

には、九州防衛局に対して、住民の安心・安全の確保等について、米軍側に申し

入れるよう要請しており、さらに市議会においては、オスプレイの飛行について、

周辺住民への影響等の説明、奄美大島上空の飛行等の中止を含めた対応を要望

する旨の意見書を提出している。 

また、県市長会においては、国に対し、訓練飛行時の設定された空域の厳守、

安全の最大限の配慮やその他の飛行時の航空法等国内法の順守等を米軍へ要請

するとともに、関係情報を提供するよう要望しており、全国知事会においても、

国に対し、騒音測定器を増やすなど必要な実態調査を行うとともに、訓練ルート

等の事前情報提供を行うこと、人口密集地域等の飛行回避や、深夜等住民への影

響が大きい時間帯を避けるなど、地域住民の不安を払拭するよう十分な配慮を

行うこと等を要請している。 

よって、このような状況等を踏まえ、市民の安全・安心を確保する観点から、

次の措置を講じられるよう国に強く要望する。 

 

記 

 

１ 飛行訓練など基地の外における米軍の演習・訓練については、必要最小限と

し、市街地や住宅地での飛行訓練を行うことを極力避けるよう米国に強く要

請すること、また、訓練ルートや訓練が行われる時期について速やかかつ詳細

な事前情報提供を必ず行うなど、奄美市民の不安を払拭するよう、十分な配慮

を行うこと。 

２ 米軍機の低空飛行訓練を実施する際に安全性を最大限確保することなど日

米合同委員会の合意事項の遵守を徹底するよう米国に要請すること。 

 

 

 以上、地方自治法第 99条の規定に基づき、意見書を提出する。 

 

   令和３年７月１日 

 

奄 美 市 議 会 
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